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厚生労働大臣

小宮山 洋子 殿

独立行政法人評価委員会

委員長 猿田 享男

意 見 書

独立行政法人国立国際医療研究セ ンターの平成23年度に係 る独立行政法人通則法

(平成11年法律第 103号。以下 「通則法」 とい う。)第 38条第 1項に規定する財務諸

表について、同条第 3項の規定に基づ く独立行政法人評価委員会の意見は、下記の

とお りである。

通則法第38条第 1項に規定する財務諸表については、独立行政法人国立国際医

療研究センターから平成24年 6月 29日 付国際研セン発第240629003号をもつて

行われた承認申請のとおり承認することが適当である。    ・

記



資料2-2

独立行政法人

国立国際医療研究センタ∵

平成 23年度業務実績の評価結果

(案)

平成24年 8月 20日

厚生労働省独立行政法人評価委員会



1.平成 23年度業務実績について

(1)評価の視点

独立行政法人国立国際医療研究センター (以下 「センター」という。)は、国立国際医

療センターが移行して、平成 22年 4月 1日 に発足したものである。センターは、感染

症その他の疾患であつて、その適切な医療の確保のために海外における症例の収集その

他国際的な調査及び研究を特に必要とするもの (以下「感染症その他の疾患」という。)

に係る医療並びに医療に係る国際協力に関し、調査、研究及び技術の開発並びにこうし

た業務に密接に関連する医療の提供、技術者の研修等を行 うことにより、国の医療政策

として、感染症その他の疾患に関する高度かつ専門的な医療、医療に係る国際協力等の

向上を図り、もつて公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的とする。

平成 23年度のセンターの業務実績の評価は、平成 22年 4月 に厚生労働大臣が定め

た中期目標 (平成 22年度～26年度)の 2年目の達成度についての評価である。

当委員会では、'「厚生労働省所管独立行政法人の業務実績に関する評価の基準」等に基

づき、総務省政策評価・独立行政法人評価委員会から示された 「独立行政法人の業務の

実績に関する評価の視点」(平成 21年 3月 30日 同委員会。以下「政 。独委の評価の視

点Jと いう。)やいわゆる二次意見等も踏まえ、評価を実施 した。

(2)平成 23年度業務実績全般の評価

センターにおいては、新興・再興感染症及びエイズ等の感染症、糖尿病・代謝性疾患、

肝炎・免疫疾患並びに国際保健医療協力を重点分野とし、我が国のみならず国際保健の

向上に寄与するとともに、国際水準の医療を強化 し、主要な診療科を網羅した総合的な

医療提供体制の下に、チーム医療を前提とした全人的な高度専門・総合医療の実践及び

均てん化並びに疾病の克服を目指す臨床開発研究を推進することが求められている。

理事長のリーダーシップの下、職員の意識改革とともに組織運営体制の一部見直し、

現llaの 裁量・権限の拡大等を通じた業務運営の効率化、国民に対するサービスの質の向

上、財務内容の改善を図るための積極的な取組みが行われ、特に研究業績に大きな進展

がみられたが、運営費交付金の大幅な削減もあり、結果として経営に結びつかず、年度

計画に掲げる経常収支に係る日標を達成できなかつた。今後は、中期目標の期間全体に

おいて収支相償の目標を達成できるよう努められたい。

研究 。開発について、臨床の場に基礎医学の成果を持ち込む 「開発医療」の推進のた

め、臨床研究センターを改組 して開発医療部を新設し、開発医療部の知財開発室が、研

究所各部にヒアリングを行 うなど、臨床応用が見込まれるシーズの洗い出しを行つたこ

とは評価する。

また、大学や民間との共同研究の取組みは、平成 22年度に比べ約 3倍 (7件→20件 )

と大幅に増カロしたことは、評価する。
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感染症 (HIV。 エイズ、新興 ‐再興感染症)、 糖尿病・代謝性疾患、肝炎・免疫疾患、

国際保健 医療協力等各分野における研究 。開発を着実に実施している。

医療の提供について、HⅣ・エイズ患者に対して、個々人の病態に即した医療の提供を

積極的 (682例)に行うとともに、先進・高度医療は、先進既存技術を 2件実施のほか、

新たに合計 6件 (先進既存技術 2件、先進新規技術 3件、高度新規技術 1件)の申請に

向けた取組みを実施したことは評価する。

多職種連携及び診療科横断によるチーム医療の推進について、昨年度に引き続き、糖

尿病分野及び肝炎とIIIVと の重複感染患者の医療において 100%の 患者に実施するとと

もに、国府台病院では、各診療科の入院患者で 「こころ」の問題を示した患者に対し、

心の診療 に携わる各科が対応したのは 254例に上るなど確実に実施 している。

医療安全ポケットマニュアルを改訂し、全職員に常時携帯を義務づけるとともに、診

療連携医療機関との院内感染対策地域連携を開女台し、医療安全管理体制の充実を図つた。

東 日本大震災の対応では、披災した官城県東松島市に対して、国際医療協力局を中心

として、海外での保健システム構築の実績を生かして継続的な保健医療協力を実施する

とともに、同県石巻市における子供の心のケアについても、国府台病院児童精神科を中

心に、現地教育委員会と協力して取り組んでいる。

また、専門家派遣、研修生受入れ、海外への緊急援助活動、ラオスの研究所及びマダ

ガスカルの保健省と医療協力に関する合意書を締結するなど、国際貢献に寄与している。

そのほか看護大学校では、がん化学療法看護の教育課程を開講するとともに、東 日本

大震災の発生を受け、災害に関する研修を開催するなど、10コースの短期研修を積極的

に行つた。

こうしたことを踏まえると、平成 23年度の業務実績については、全体としてはセン

ターの設立目的に沿つて適正に業務を実施 したものと評価できるものである。

なお、中期目標に沿つた具体的な評価結果の概要については2の とおりである。また、

個別評価 に関する評価結果については、別紙として添付した。

2 具体的な評価内容

(1)研究 。開発に関する事項

① 臨床を志向した研究 。開発の推進

臨床を志向した研究 。開発の推進に向けて、橋渡 し研究、データマネージメント

等に取り組むため、戸山地区の臨床研究センター及び国府台地区における研究・開発

体制を整備し、研究・開発を推進した:特に、シーズ発掘と臨床応用の推進に取り組

むための知財管理を含む開発医療部の設置と国府台病院の臨床研究体制の充実強化

を実施した。特に発表論文数と引用回数の伸展が著しく、更なる発展を期待する。

22年度より始まった早稲田大学理工学部と研究者同士の交流会を引き続き開催

するとともに、理化学研究所との共同研究を実施した。また、大学や民間企業との共
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同研究の取り組みを進め、22年度に比べて 13件増の 20件実施したことは評価で

きる。

研究開発費の評価については、事前評価委員会と中間・事後評価委員会を分離し、

国の研究開発評価に関する大綱的指針に準拠する運営を行っている。また、評価に

あたり配点基準を示して点数化 し、客観的な評価を実施している。

全職員を対象とした知財に関する説明会を実施するとともに、知財に関する管理

体制強化のため知財管理室を設置した。

② 病院における研究・開発の推進

_  臨床研究センターの体制強化に取り組み、開発医療部門や臨床研究支援部門の整

備、倫理面の審査体制や臨床研究を行 う者の資質向上に資する体制の整備による充

実強化を図り、臨床研究の着実な進展に取り組んだ。その結果、治験実施症例数は

195件にのぼり、治験申請から症例登録までの期間は 905日 と目標値である 100日

を上回つており、今後の着実な進展を期待する。

外部専門家をカロえた一般と遺伝子解析研究の 2つの倫理委員会を設置し、定期的

に開催するとともに、倫理委員会の結果については、ホームページを通じて公表し

た。また、臨床研究認定制度に基づく認定を必須とし、研究者への倫理に関する教

育を強化したことは評価する。

③ 担当領域の特性を踏まえた戦略的かつ重点的な研究 。開発の推進

(疾病の本態解明)

HIVの新規感染者について耐性検査の実施、薬剤耐性状況の把握及び遺伝子解析

を年間 100例の計画に対し、116例について行った。

HⅣ 感染者への自己骨髄細胞投与による肝硬変の治療を実施するとともに、糖尿

病合併症、慢性肝疾患、免疫疾患の基礎・臨床研究を実施した。

(疾患の実態把握 )

平成 21年 4月 末にメキシコなどで報告された新型インフルエンザに関して、メ

キシヨ国立胸部疾患センターなどと共同研究体制を構築し、発症後抗ウイルス薬投

与までに必要な日数と肺炎の重症化の関係について検討した。また、ベ トナム北部

の病院の協力の下、ベ トナムにおける鳥インフルエンザ感染患者の数の推移と疫学

に関する調査、鳥インフルエンザ感染患者が実際に発生した地域における住民の知

識や行動・環境に関する調査などを行った。

エイズ治療・研究開発センター (以下「ACC」 という。)では、昨年度に引き続き

HIVと肝炎の重複感染の実態調査を実施するとともに、B型肝炎が蔓延しているア

ジア諸国における治療導入後の実態調査、疫学調査に関し、文部科学省海外拠点プ
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ログラム研究費にて実施している。

(高度先駆的及び標準的な予防、診断、治療法の開発の推進)

ACCでは、肝硬変を持つ HIV感染者に対する自己骨髄輸注療法の治療研究を 2

例実施した。また、日本人に適 した副作用を回避する治療法として、逆転写酵素阻

害薬を使用しない新しい治療法開発のための臨床試験 (SP_ARE study)を 多施設共
｀

同無作為割付け臨床試験として実施している。

慢性肝炎の診断法として、宿主側因子とウイルス側因子の測定法などを確立し、

実際の患者で測定を行った。

(医薬品及び医療機器の開発の推進)

HIV・ エイズにおける国内未承認の医薬品や医療機器に関する臨床研究を実施する

とともに、新興 。再興感染症への取組として、T705(臨床治験抗ウイルス薬/富山

化学)を使用してのH5Nl感染の治療効果に対する評価研究 (Phase H)、 Phase H

臨床試験を富山化学工業―パクマイ病院一国立国際医療研究センターの三者で産学

共同臨床治験として始動したことは評価できる。

(医療の均てん化手法の研究開発の推進)

HIV・ エイズについて、患者支援調整官が研究班として包括ケアプロトコールの作

成に着手、看護支援調整官が班研究として長期療養プロトコールの作成のための実

態調査を行つた。

肝炎について、肝炎拠点病院連絡協議会や医療従事者向け研修会を開催 し、また、

糖尿病について、かかりつけ医及び専門医向けのマニュアクレを更新 したことは評価

する。

(情報発信手法の開発)

エイズ医療の均てん化に資する医療者向け情報の提供として、ACCホームページ

上の E―leamhgサイ トを更新、全国の医療者がいつでも何度でも閲覧できるよう

に環境を整備している。

また、糖尿病の最新のエビデンスを医療従事者向けに配信 しアクセス数は 19万件、

肝疾患に関するサイ トは、「一般向け」、「医療従事者向け」、「肝臓専門医向け」の 3

つに分け、最新情報合の定期的更新を行 うことにより(利用者の便宜を図つている。

(国際医療協力の効果的な推進に必要な研究)

ザンピア、インドネシアなど 10ヶ 国の保健政策、保健システムの仕組み、保健医

療サービスの現状や課題を、当該国に派遣されている派遣職員や国内の職員による
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現地調査を基に収集・分析し、国際医療協力局ホームページに掲載している。

また、平成22年度から開始した 「国際保健協カデータベース作成と情報発信に

関する研究」において、開発途上国で実施している技術協カプロジェクトの知見等

を収集・評価し、過去において実施 したプロジェクトを含め、それらの情報に関す

るデータベ‐スの作成に取り組んでいることは評価する。

(2)医療の提供に関する事項

① 高度先駆的な医療、標準化に資する医療の提供

HIV・ エイズ患者に対し、薬斉J耐性や薬斉l血 中濃度のモニターに基づき、個々人の

病態に即した医療を年間 150例以上提供するという計画に対し、682例実施し計画

を大幅に上回つたことは大いに評価する。

先進医療について、平成 23年度においては、先進医療既存技術 2件について実

施。さらに、先進医療既存技術 2件、先進医療新規技術 3件及び高度医療新規技術 1

件の申請に向けて準備していることも評価する。

医療の質の均質化を図るため、カンファレンスの取り組みを強化するとともに、

研究所の各種カンファレンスヘ医師が参画し、最新の研究成果を共有している。

② 患者の視点に立った良質かつ安心な医療の提供

カルテの開示請求に適切に対応し国府台病院と併せて67件 の開示を行うとともに、

セカンドオピニオンについては 180件の計画に対し231件 と日標を達成したことは

評価する。MSW常勤 3名 、非常勤 1名 、看護師常勤 1名 、患者相談専門職 1名 の

総合医療相談室にく新たにMSW常勤 4名 (う ち1名 はチF常勤から)、 看護師常勤 1

名を配置し支援体制の強化を図つた。

多職種連携及び診療科横断によるチーム医療の推進については、糖尿病分野及び

月千炎とHIVと の重複感染患者の医療において、昨年度に引き続き 100%の 患者に実

施するとともに、国府台病院では、各診療科の入院患者で 「こころ」の問題を示し

た患者に対し、心の診療に携わる各科が対応したのは 254例 に上るなど確実に実施

している。

紹介率、逆紹介率も前年度と比べて増カロしているとともに、地域連携の休日夜間

の小児救急を年間 98回実施、地元医師会等との合同研修会の実施、地域住民も受講

可能なリトリー トカンファレンスの実施などの医療の提供に努めている。

医療安全ポケットマニュアルを作成し、全職員に配布するとともに常時携帯を義

務づけ、医療安全研修や感染対策研修を実施し、前年度に比べ参加人数を大幅に増

やし、医療管理体制を充実させたことは評価する。

さらlF、 診療連携の実績のある医療機関を対象に院内感染対策地域連携を開始し

た 。
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③ その他医療政策の一環として、センターで実施すべき医療の提供

平成 22年 9月 に救命救急センターとして認可され、二次救急搬送患者は、 21
年度の30～ 40%増 となり、月 100件 を超えるようになつたこと、全救急搬送患者も

対前年度 76%程度増加 し、月約 1,000件の搬送を受け入れたこと、救急車搬送につ

いても対前年度を 822件以上多く受け入れるなど、前年度を上回つたことは評価す

る。

国際感染症センターにおいて、海外渡航前健診とワクチン接種などの渡航相談及

び帰国後の疾患治療を実施している。また、平成 22年 8月 より、成田空港検疫所

の関連施設として黄熟ワクチン接種の実施医療機関として指定され、アフリカや南

米の渡航者に対して、黄熱ワクチン接種に取り組み、平成 23年度は 1,404名 に対

して黄熱ワクチンの接種を実施した。カロえて、他のワクチンの同時接種やマラリア

予防薬の処方などを開始した。

(3)人材育成に関する事項

昨年度に引き続き、初期臨床研修のマッチングは市中病院中全国 トップであり、初

期研修医 105名 、後期研修医 144名 となつており、医師臨床研修指導医養成講習会を

開催 し、28名が新たに修了するなど、指導体制の強化を図つたことは評価する。

海外の医療現場や大学において高い専門性と幅広い経験を身につけることを目的と

して若手医師を対象にした海外留学制度を整備し、平成 23年度は 1名 を海外留学に

送り出すとともに、看護師の卒後臨末研修をおこなうため、平成 23年度看護部教育

計画を策定し、教育体制を明確にした上で、6月 よリローテーション教育を開始した。

エイズ拠点病院などの医師、看護師を対象とした研修会を実施するとともに、新興感

染症や肝炎についても年度計画通りの研修・講習を実施 し、糖尿病については、年度

計画 (3回)を上回る回数 (5回)の開催を行い、639名 の参カロ者を得ることができた。

(4)医療の均てん化と情報の収集・発信に関する事項

HIVに関し、全国 8プロックのプロック拠点病院協議会を厚生労働省健康局疾病対

策課 と合同で各プロシクにて開催し、最新医療情報の提供を行い、高度先駆的医療及

び標準医療の普及を行 うとともに、首都圏の中核プロックとの連携会議を年 2回開催

し、相互の連携を図るための情報交換を行つた。

国府台病院において、年 6回開催した児童精神科地域連携会議を通 じて、地域の医

療・福祉・教育領域の専門機関が地域診療ネットワーク会議にて情報共有を行った事

例のデータベース作成に取りかかり、120例以上の症例のデータが蓄積 したことは評価

する。
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(5)国への政策提言に関する事項、その他我が国の医療政策の推進等に関する事項

① 公衆衛生上の重大な危害への対応、国際貢献

エイズ動向委員会、薬事審議会医薬品第一部会、次期国民健康作り運動プラン策

定専門委員会などに出席 し、専門的な立場から提言を行った。

平成 23年度における東日本大震災の対応では、宮城県東松島市に医療支援チー

ムを継続的に派遣し、国府台病院からも、こころのケアチームを石巻地域へ派遣し、

避難所を中心に巡回して被災者の心の諸問題の解決を支援するなど、国の危機管理

対応に大きく貢献しており、評価できる。

また、国際医療協力局からコーディネーターを派遣し、東松島市保健福祉部健康

推進課が行う同市で支援活動している医療チーム全体の調整や報告業務、避難所に

おける保健衛生活動について支援した。一方、在宅披災者に対して全戸別訪間によ

る健康支援調査を行い、要フオローアップ者の洗い出しや津波など震災の与えた健

康への影響について調査分析を行い、東松島市の保健衛生対策や復興計画策定に寄

与したことは高く評価する。

カロえて、平成 23年 7月 1日 には、東松島復興支援プロジェクトとして、東松島

市長とセンターとの間で東松島市の保健衛生活動における復興対策のための協力に

関する協定書が結ばれ、定期的に人材を派遣し、避難所支援に加えて、仮設住宅人

居者支援、在宅者支援、心のケア、災害マニュアル改定、保健従事者人材育成事業

を展開している。

アジア、アフリカ等の開発途上国における保健システムの強化を図るため、年度

計画 (80件 )を上回る 115件の専門家の派遣、開発途上国からの研修生の受け入れ

も年度計画 (160件)を上回る202件 となつた。

国際医療協力局のホームページを通じ、センターの国際保健への取組を広報する

とともに国際保健医療に関する知識の普及を図つており高く評価する。

② HⅣ 。エイズ

平成 23年度の HIV・ エイズ患者の診療実績は、延べ入院患者数 8,000名 、延ベ

外来患者数 11,031名 であった。また、外部からの診療等に関する相談件数は、年間

2,446件に達した。診療情報をコンパク トにまとめた患者教育用小冊子 (患者ノー ト)

を年間 8,386冊配布するとともに、医療従事者が自己研修できるよう研修内容を E

―leamingの形で積極的に公開するなど、情報の提供に努めた。

プロック拠点病院との連携支援に関しては、石川県立病院に対し医師を派遣し、

外来診療をサポー トするとともに、名古屋医療センターと名古屋大学との連携を図

るための合同会議にACCも参カロし、継続していることは評価できる。

③ 看護に関する教育及び研究
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研究課程部においては、社会人に対する教育機会の拡大に資するとともに、働きな

が ら看護研究活動を継続的に実現するため、長期履修制度を導入し教育の充実を図

り、平成 23年度において初めて 5名が活用したことは評価する6ま た認定看護師

教育課程等を開催 し、がん化学療法看護において 15名 が修了した。

東 日本大震災の発生を受け、災害に関する研修を開催するとともに、チーム医療

推進のために、感染管理の高度実践看護に関する研修を追加企画した。それらと併

せ、政策的な内容に視点をあて、前年度の受講ニーズ調査を踏まえた短期研修を計

10コ ース開催 した。なお、一部の研修は、地域医療における看護継続教育に貢献す

るため、一般公開した。

積極的にオープンキャンパスを開催するとともに、看護学部及び研究課程部の受

験内容等の更新及び研究課程部の教員の紹介の内容を充実したことにより、110万件

を超えるアクセス数となった。

国立高度専門医療研究センターの看護師が行 う臨床看護研究を推進するため、臨

床看護研究推進センターを設置し、研究相談及び看護師が行う臨床看護研究 19件の

継続指導を行つた。

(6)効率的な業務運営に関する事項

① 効率的な業務運営体制

DPC対象病院に参カロすることを希望し、平成 22年 7月 よりDPC準備病院とし

て調査データの提出を開始したことから、調査データの精度を高めるべく、事務部

門の見直しを行い、関係する医事室の強化を図つたことは評価する。

また、平成24年 4月 からの導人に向け、同年 1月 より「DPC室」を設置し、DPC
コーディングチェック、医師及び看護師等からのDPCに 関するQ&A、 DPC業務全

般の内容精査、DPC運用の精査などの業務を行つている。

② 効率化による収支改善、電子化の推進

センターとしての使命を果たすための経営戦略や事業計画を通じ、費用あ節減や

収入の確保等の経営管理を行つたが、平成 23年度の損益計算において経常収支率

946%(経常損失 18_5億円)と マイナスであり、年度計画に比して各々△14ポイン

ト、△517百万円目標を達成していない。今後の収支改善努力により経常収支率 100%

以上となることを期待する。

一般管理費について、中期計画を上回り191%の節減を達成した。  ｀

後発医薬品の利用促進として、平成 23年度においては、次年度よりDPCに移行

することに伴い、後発医薬品の利用促進するための取組を行った。

具体的には、後発医薬品を選定するための選定基準を設け、この基準に従つて後

発医薬品評価表を用いて先発医薬品と品質、有効性、安全性及びメーカーからの情
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報提供や供給体制等必要な項目について比較するとともに、リスクマネージメント

の観点から、医薬品名称や外観等の類似性を考慮した。    '
経営分析システムの導入により、平成 23年度においては、電子カルテシステム

データ (DWH)、 物流システムデータについてデニタ連携を行い、精度向上を図う

た。

(7)法令遵守等内部統制の適切な構築

独立性・客観性を持った内部監査、監事による業務監査及び会計監査、会計監査人

による外部監査を実施することにより、内部統制体制の有効性について評価を行った。

内部監査では、各事業場を対象 とし、平成 22年度の内部監査結果を踏まえ、平成

23年度の内部監査計画において重点監査項 目を策定し、前回監査の指摘事項に対す

る改善状況、諸規程に対する準拠性、業務運営の適正性及び効率性についての監査を

実施 したことは評価する。

また、監事による業務監査の実施では、センターの運営に重要な会議への出席や業

務運営状況の実態把握をするため関係部門の役職員からヒアリングを実施、会計監査

人による会計監査の実施では、会計処理の適正や準拠性並びに財務報告等の信頼性を

確保すべく監査を実施した。
二般競争入札等の調達手続きの競争性、公正性、透明性等を確保するため、月 1回

の契約審査委員会を開催するとともに、契約情報について公表基準に基づきホームペ

ージに公表し、競争性のない随意契約及び一者応札・―者応募については、平成 22
年度中に入札を実施した次年度契約分のうち、一者応札による契約は、契約者以外の

応募者に対して、改善すべき点等についてアンケー トを実施した。

なお、平成 23年度においては、当該アンケー ト結果を考慮して人札時期や仕様書

を見直すなど改善を図つた。また、一者応札、一者応募の契約があった場合は引き続

きアンケー トを実施 している。

(8)予算、収支計画及び資金計画等

寄付金については、国立国際医療研究センターと友好関係にあるラオス国 (ラ オス

パスツール研究所)と の間で重要寄生虫疾患 (マ ラリア及びメコン住血級虫症など)

の研究に対する企業からの資金提供などで、受入件数 81件、受入金額 80,384千 円と

前年度に比べ大幅に増加 (+24件、+40,122千 円)した。

受託研究についても、受入件数 47件、受入金額 412,078千 円と前年度より増カロ(+
9件、キ23,159千円)し、国等の競争的研究費についても積極的に申請を行った。

なお、センターは収支相償を目指し効率的経営に取り組んでぃるものの、中期計画

で定めた運営費交付金算定ルールを大幅に超えた運営費交付金の削減が行われ、今後

もこのような状況が続くと、センターの事業活動に支障が生じる恐れがあることから、
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センター運営における主要な財源である運営費交付金については、中期計画で定めた

運営費交付金算定ルールに沿つた予算措置がされぅよう、配慮が必要と考える。

(9)そ の他業務運営に関する事項

医師とその他医療従事者との役割分担の見直しとして、医師が本来の役割に集中で

きる体制とするため、看護師や検査技師による採血の実施、薬剤師による処方の患者

への説明、調剤締め切り時間の緩和、医師事務作業補助者の配置を行いそれぞれの役

害」分担を見直した。

また、医師事務作業補助者については、新規採用の際に、医師事務担当医長より業

務等研修を実施し、更に 2週間程度の各診療科におけるオン・ザ・ワークにて研修を

実施、研修後は、各診療科の要望により適性を考慮し、平成 23年度は 13名 を配置し
~Cい

る。

セ ンターのミッション達成に向けて、日常業務に係る種々の課題への対応や適正な

業務執行の管理等を適切に取り組むことが必要であり、それ らの企画立案と方針案決

定及び進捗管理等を効率的・効果的に行 うため、企画戦略室会議を月 2回のペースで

行つた。

会議においては、種々の課題等に対して基本的考え方 。方針を明確にすることによ

り、 自律的・自発的に取り組むことを基本とし、理事会審議事項に係る検討、総長等

からの指示事項の検討、NCGM提案箱など個別具体的な対応策の検討を行ったことは

評価する。

(10)評価委員会が厳正に評価する事項及び政・独委の評価の視点への対応

① 財務状況について
'    センターの機能を踏まえた職員の適正配置、診療報酬の上位基準の取得等を図る

とともに、材料費や一般管理経費等に係るコス ト節減に努め、収支改善を推進 した

が、新病棟完成に伴う減価償却費の増 (平年度化)、 診療機能の充実強化及び臨床研

究基盤整備に伴 う人件費の増などの費用増があつたため、当期総損失は 193億円を

計上した。

平成24年度以降、あらゆる経営改善に取り組み、中期目標期間中において収支

相償の経営を実現できるよう強力に経営改善に取り組むよう努めるべきである。

② 保有資産の活用状況とその点検

保有資産については、自らの病院事業、研究所及び臨床事業、国立看護大学校事

業に有効活用 している。

また、建て替えのため使用しない保育所等については、固定資産に係る独立行政

法人会計基準に基づき減損処理を行い、今後、除却することにしている。
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(実物資産)

平成 24年 4月 3日 「独立行政法人の職員宿舎の見直し計画」 (行政改革実行本

部決定)で示された対象となる職員宿舎 (24年 4月 1日 時点)の宿舎は、24棟で

あり平成24年中に策定予定の見直し実施計画に基づき着実に実施 されるよう当委

員会としても、その措置状況を注視していく。

(金融資産)

「いわゅるたまり金の精査」における、運営費交付金債務と欠損金等との相殺状

況に着日した洗い出し状況については、財務担当員によるヒアリングにより、該当

がない旨確認をしており、当委員会として今後も注視していく。

③ 給与水準の状況と総人件費改革の進捗状況

センターの給与水準について、平成 23年度のラスパイレス指数は、研究職 1130、

医師 1032、 看護師 1085、 事務・技術職 1029と なつており、その原因としては、

地域手当の水準が戸山地区は 18%、 国府台地区は 10%であること、また、医師の医

長以上について年俸制を導入したこと、国の俸給の特別調整額に準じた役職手当な

どの支給が主に影響している。

給与水準は、適正化に向けた不断の努力が求められるものであるが、医師につい

ては、自治体病院や民間医療機関とはなお開きがあり、医師確保が問題となってい

る昨今において、他の医療機関と遜色のない給与水準に近づけることは必要な措置

であると考える。

なお、医療職種のモチベーションが全銭面だけではないことは自明であり、診療

環境や研究環境、勤務体制等はもとより魅力ある病院づくりも重要である。

また、総人件費改革の主な取り組みとして、技能職の退職不補充、調整額の廃上、

給与カーブの変更などを行い、平成 21年度からの削減額は 32億円であつた。他方、

増額は 123億円であつた。結果として平成 21年度と比して 91億円増となり、行

革推進法等による削減率を達成していないものの、新興・再興感染症、糖尿病、肝

炎等に関する高度先駆的医療の研究開発・普及 。医療提供や、治験・臨床研究を推

進する体制強化、医療安全や診療報酬基準への対応によるものであるが、センター

の役割を着実に果たしていくためには必要な措置と認められる。

今後とも適正な人件費管理を行い人件費改革に強力に取り組む必要があるが、国

内外の関係機関と連携し、研究・開発及び人材育成に関し国際水準の成果を生み出

していくためには、研究・医療現場に対する総人件費改革の一律の適用は困難であ

る。

福利厚生費については、労働安全衛生法に基づく健康診断の実施をはじめ、弔電、

供花や永年勤続表彰についても厚生労働省に準じた基準とするなど事業運営上不可

欠なものに限定し、適切に取り組んでいる。
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④ 事業費の冗費の点検について

共同入札の実施や、複数年契約の実施、また業務委託契約の仕様の見直し、医事

会計システムの国府台病院との共同入札の実施によリコス ト削減を行つている。旅

費については旅費計算内容を複数人でチェックを行っている。こうした継続的な取

組みを期待する。

⑤ 契約について

契約については、一般競争入札を原則 とする取組みを行っており、契約審査委員

会において公正性、妥当性等について審査を経るとともに、契約監視委員会を設置

し、平成 23年度に締結した契約のうち、競争性のない随意契約や一者応札 。一者

応募となった契約について個々に点検 。見直しを実施 しており、今後は、よリー層

透明性と競争性が確保された厳正かつ適切な契約の実施に期待する。

(公益法人等への会費等への支出について)

平成 23年度においては、2件の該当があり、次年度以降においては、平成 24年
3月 23日 「独立行政法人が支出する会費の見直しについてJ(行政行革実行本部決

定)の方針に従い、独立行政法人の業務の遂行のために真に必要なものを除き、公

益法人等への会費の支出を行 うことがないよう当委員会としても、その措置状況を

注視 していく。

⑥ 内部統制について

センター設立時に業務運営体制としての重要事項を審議する理事会を設けるとと

もに役員会、幹部会議等において、理事長が理念や方針を役職員に示 してお り、全

職員に周知されている。また、職員とのヒアリングや意見交換の実施などにより職

員からの意見を積極的に取 り入れる環境を整備し、前述の会議等においてもセンタ

ーとして取り組むべき事項は取り入れるなどセンターの活性化を図っている。逆に、

ミッション遣成を阻害すると思われる要因や問題点、今後の課題等についても把握

するとともにくそれらについては十分な分析 。検討により、その対応について役職

員に対し的確に指示をするなど、適切な統制環境の確保に向けて取り組んでいると

認められる。

また、監事による監査のほか、監査室による内部監査やコンプライアンス室、理

事長特任補佐による理事長補佐体制と合わせ、内部統制の充実に取り組んだことは、

ミッションや中期計画を達成する上でその妥当性やリスクを把握・分析する重要か

つ適切な取り組みであつたと言える。

カロえて、監事は、業務評価制度の実施状況報告を受け、必要に応 じて調査を行 う

ことにより、職員が全体目標・部門目標を共有し自ら設定した日標の達成に努めて
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いるか、職員間のコミュニケーションが十分図られているかについても確認を行っ

ている。

さらに、センターの実績は年度計画を若干下回っているが、概ね年度計画や業績

測定のための尺度が妥当であつたと認める。今後においても、役職員に対する内部

統制の周知徹底を図るとともに、監査法人監査及び内部監査の実効を高めることを

期待する。

① 事務事業の見直しについて

独立行政法人の事務・事業の見直し基本方針で講ずべき措置とされた、研究事業、

臨床研究事業、診療事業、教育研修事業、情報発信事業等の業務運営の効率化につ

いては、平成 22年度から継続して実施している。

③ 法人の監事との連携状況について

当委員会では、評価の実施に当たり、監事の監査報告書の提出並びに監事監査の

実施状況及び業務運営上の検討点について説明を受け、評価を行った。

③ 国民からの意見募集について

当委員会では、評価の実施に当たり、平成 24年 7月 17日 から31日 までの間、

センターの業務報告書等に対する国民からの意見の募集を行い、その寄せられた意

見を参考にしながら評価を行つた。
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資料 2-3

独立行政法人国立国際医療研究センターの平成 23年度長期借入金について

独立行政法人国立国際医療研究センターは、感染症その他の疾患であつて、その適切な
医療の確保のために海外における症例の収集その他国際的な調査及び研究を特に必要とす
るものに係る医療並びに医療に係る国際協力に関し、調査、研究及び技術の開発並びにこ
れらの業務に密接に関連する医療の提供、技術者の研修等を行うことにより、国の医療政
策として、感染症その他の疾患に関する高度かつ専門的な医療、医療に係る国際協力等の

向上を図り、もつて公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的としている。
この目的を達成するため、診療業務に係る病棟等の整備を行うために必要な資金を次の

とおり財政融資資金の借入を行つたものである。

【平成23年度借入額】

借 入 額

(累 計 額 )

700,000,000円

(700,000,000円 )

借 入 時 期 平成24年 3月 30日

区 分

(使 途 )

財政融資資金

(施設整備 )

償 還 期 間 25年 (う ち据置5年 )

借 入 利 率 1.0%
借入 日 (■24330)の借入金利による

【平成23年度計画額】

計  画  額 2,500,000,000円

区 分

(使 途 )

財政融資資金

(施設整備 )



資料2-4

独立行政法人国立国際医療研究センターの役員の退職金に係る業績勘案率

1 退職役員につい

(1)氏  名 :桐野 高明 (き りの たかあき)

(2)役  職 :独立行政法人国立国際医療研究センター 理事長

(3)在職期間 :平成 22年 4月 1日から平成 24年 3月 31日

12_:業績勘案率の算定にっぃて
|

(1)役員の在職期間のうち法人の年度評価が実施された期間の評価結果に基づく算定

平成 22

年度

平成 23
年度

法人の中期目標期間及び

年度業績勘案率 (別添 1)
1 56 1   5

平均値の分類 X X

各分類に対応する率 1  5 1_ 5

○ 在籍月数 :24か月 (平成 22～ 23年度各 12か月)

(2)役員の在職期間のうち法人の年度評価が未実施の期間の実績に基づく算定

なし

(3)業績勘宰率の計算式 (在籍月数合計 ′つか月)

(1 5X12+1.5X12)÷ 24=1 5

(4)役員の在職期間における目的積立金の状況

目的積立金は積んでいない

(5)退職役員に係る職責事項についての申出

無 し

(6)業績勘案率の事務局案について

桐野氏の業績勘案率については、在職期間中の業務実績評価結果に対応する業績勘案

率は 1 5と なるが、在職期間における目的積立金等の状況を踏まえ、過去の厚生労働

省所管法人の業績勘案率の実績と比較考慮すれば、

桐野高明氏の業績勘案率は、 1.0(事 務局案)



1.在職期間に係る法人及び前理事長の業績について

独立行政法人国立国際医療研究センターは、研究所、センター病院、国府台

病院、臨床研究センター、国際医療協力局及び国立看護大学校の各部門からな

り、高度総合医療の推進を図るとともに、特に感染症、肝炎・免疫疾患ならび

に糖尿病・代謝性疾患に関する研究・診療を推進し、これらの疾患や医療の分

野における国際協力に関し調査・研究及び人材の育成を総合的に行 う高度専門

医療研究センターとして、極めて重要な役割を担つている。

桐野前理事長は、平成 22年 4月 に国立国際医療研究センター理事長に就任

し、独法初年度であることを念頭にセンターの発展的かつ安定的な運営に向け

て職員の意識改革と意志統一を図ることに重点を置くとともに、
・
高度先進医療

を推進し、強力なリーダーシップをもつてきまざまな組織改革に取り組み実績

を上げてきたことは大きな功績である。

①効率的な労1務運営

法人設立と同時に事務部門の改革を行い、総務部 。人事部・企画経営部 。財務

経理部の4部体制とし各部門の業務に関して権限と責任を明確イヒし迅速な意思

決定を可能にしたこまた、組織の活性化を目指し、理事会、監査室、企画戦略

室、コンプライアンス室によるガバナンス体制の強化を図つた。さらに、国府

台病院の事務及び看護大学校の事務のうち、財務、給与及び調達に関する業務

の一部を戸山地区に一元化し、効率的な運営体制とした。招へい型任期付職員

や若手育成型任期付職員については年体制を導入するとともに、高度の専門的

知識、技術等を有する者及び研究者として高い資質を有する者など人材を公募

により採用し、高度先駆的医療や臨床研究推進などのために体制整備を図つた。

また、高1院長の役割と病院内での位置付けを明確化するため、センター病院

及び国府台病院において複数制を導入した。

0法令遵守等内蔀統制の適切な構築

コンプライアンス室及び監査室を設置し、監事による業務監査、会計監査人

による会計監査との連携を図り、効率的 。効果的な内部統制体制の構築に取り

組んだ。

具体的には、コンプライアンスの推進では、職員等相談窓ロセンターを設置

し、内部監査では、重点項目事項を定め、実地監査と書面監査を実施し、監事



による業務監査の実施では、法人の運営に重要な会議への出席や業務運営状況

の実態把握をするため関係部門の役職員からのヒアリング実施、会計監査人に

よる会計監査の実施では、会計処理の適正や準拠性並びに財務報告等の信頼性

を確保すべく監査を実施 した。

③その他業務運営に関する事項

個々の職員の業務実績を適切に反映させることができるよう業績評価制度を

導入し、常勤職員全員に適用させた。

育児短時間勤務の導入や育児休業の周知徹底、看護職員の二交代制の導入の

ほか、女性医師及び看護師にとって働きやすい職場にするための取組みの一つ

として希望による診察衣 。看護衣の配布、バースデイ休暇の導入、健康診断に

おいて乳がん検診を実施した。

医師が本来の役割に集中できる体制とするため、看護師や検査技師による採

血の実施、薬剤師による処方の患者への説明、調剤締め切り時間の緩和、医師

事務作業補助者の配置を行いそれぞれの役割が発揮できるように職場環境の整

備を行つた。

また、薬剤師、放射線技師、検査技師、救急救命士及び救急科医師について

も、二交替制勤務を導入するなど、職員にとってのワークライフバランスの充

実により、職員の確保対策及び復職支援を図つたっ看護師確保については、プ

ロジェクトチームを設置するとともに、院内見学説明会だけでなく、業者主催

の説明会等に積極的に参加し募集活動を行った。

センター運営やミッション達成に有意義な意見を幅広く聴取するため、NCGM

提案箱を設置し、提出された提案については提案内容を集約し、企画戦略室会

議に報告するとともに、実施の可否や対応策を検討し、センター運営への反映

につなげる取組を行った。

④ 医療の提供に関する事項

医療安全委員会を定期的に開催し、医療安全ポケットマニュアルを作成、全

職員に配布するとともに、医療安全研修や感染対策研修を実施し、医療安全管

理体tllを充実させた。医療の質の評価に必要な基礎データを取り出すため、必

要な医療情報システム環境 (データウェアハウス)を整備した。平成 22年 9

月から救命救急センターを開設し、救急車搬送患者数、時間外救急搬送患者数



共に増加し、東京都の救急医療に大きく貢献した。平成 23年 4月 には、公益

財団法人日本医療機能評価機構による病院機能評価 (ver6)、 平成23年 5月 に

は救急 (付加機能)を受審し、平成23年 7月 日本医療機能評価機構より認定

されたb

⑤ 医療の均てん化と情報の収集 。発信に関する事項

HIVに関し、全国8ブロックのブロック拠点病院協議会を厚生労働省疾病対

策課と合同で各ブロックにて開催し、最新医療情報の提供を行い、高度先駆的

医療及び標準医療の普及を行うとともに、首都圏の中核ブロックとの連携会議

を開催し、相互の連携を図るための情報交換を行った。

センター全体の広報活動を担う広報係長を総務課に新たに配置するとともに、

各事業所に広報戦略ワーキンググループを組織するなど、広報活動を更に円滑

に行う体制整備を行い、HIV感染症に関して、信頼のおける情報を入手しやすい

ホームページに改訂し、一般の海外旅行者向け情報 (マ ラリア予防、下痢症予

防)を情報提供した。また、輸入感染症 (マ ラリア、デング熱、腸チフスな

ど)や一類感染症 (ラ ッサ熱)に関する医療者向け情報を提供した。

⑥ 国への政策提言に関する事項、その他我が国の医療政策の推進等に関する

事項

エイズ動向委員会、、障害年金専門家会議、エイズ予防指針作業班会議、薬事

審議会医薬品第一部会などに出席し、専門的な立場から提言を行つた。

センター病院全職員を対象とした災害〕1練の実施や災害マニュアルを改訂し

各職場に配布するとともに、llBC災害への対応マニュアルの整備、生物テロ災

害に関するマニュアルを改訂するなどの取組を行つた。

平成 22年 6月 にベ トナム・バックマイ病院と締結した合意書に基づいて、

共同研究、人材交流、症例検討等の協力を実施した。また、年報も作成しベト

ナム保健省に提出した。さらに、ラオス・パスツール研究所、マダガスカル・

保健省公衆衛生局と新規に合意書を締結しt共同研究、人材交流を開始した。

平成 22年 9月 のパキスタン・イスラム共和国の洪水被害及び平成 23年 3

月のニュージーランド地震発生時には、迅速に国際緊急援助隊医療チニムを派

遣し、国際災害に対する医療協力の体制と質の向上をはかり、国際医療協力及

び感染症対策に貢献した。

また、平成 23年 3月 東日本大震災の対応では、センター病院から発生直後



にDMATを派遣するとともに、宮城県東松島市に医療支援チームを継続的に派遣

し、在宅被災者に対しての全個別訪間による健康支援調査を実施した。また、

国府台病院からこころのケアチームを官城県石巻地区へ派遣し、避難所を中心

に巡回して被災者の心の諸問題の解決を支援した。平成 23年 7月 には東松島

復興支援プロジェクトとして、東松島市ど保健衛生活動における復興支援のた

めの協定書を締結し、国の危機管理対応に大きく貢献した。

アジア、アフリカ等の開発途上国における保健システムの強化を図るため、

専門家を派遣し、開発途上国からの研修生の受け入れも積極的に行つた。

国際医療協力部のホームページを通じ、センタァの国際保健への取組を広報

するとともに国際保健医療に関する知識の普及を図つた。

⑦ HIV・ エイズ

診療情報をコンパクトにまとめた患者教育用小冊子 (患者ノー ト)を配布す

るとともに、医療従事者が自己研修できるよう研修内容をElearningの 形で積極

的に公開するなど、情報の提供に努めた。

ブロック拠点病院との連携支援に関しては、平成 22年 10月 より石川県立

病院に対し月 1回の医師派遣による外来診療をサポー トを継続した。また、名

古屋大学と名古屋医療センターとの合同会議に参カロした。さらに、東日本大震

災後、仙台医療センターや福島医大などと診療情報を共有し、ホームペニジに

診療情報サイトを立ち上げ、現場で必要となる診療情報を迅速に掲載するなど

して対応 した。



個別項目に関する評価結果

独立行政法人 国立国際医療研究センター

平成22年度 平成23年度

平均 評価結果 対応率 平 均 評価結果 対応率

1臨床を志向した研究・開発の推進 380 A 433 A

2病院における研究・開発の推進 400 A 15 366 A

3.担当領域の特性を踏まえた戦略的かつ重点的な研究・開発の推進 400 A 383 A

4高度先駆的な医療、標準化に資する医療の提供 440 A 4、66 S

5患者の視点に立つた良質かつ安心な医療の提供 420 A 433 A

6その他医療政策の一環として、センターで実施すべき医療の提供 5.00 S 20 4.33 A

7.人材育成に関する事項 ■00 A 4.00 A

8.医療の均てん化と情報の収集。発信に関する事項 380 A A

9国への政策提言に関する事項、その他我が国の医療政策の推進等に関

する事項
480 S 20 4.50 S

10その他我が国の医療政策の推進等に関する事項 HI∨・エイズ 380 A A

11その他我が国の医療政策の推進等に関する事項 看護に関する教育及

び研究
380 A 383 A

12効率的な業務運営体制 360 A 15 350 A

■り効率化による収支改善・電子化の推進 4.20 A 3.00 B

14法令遵守等内部統制の適切な構築 A 15 366 A

15.予算、収支計画及び資金計画 360 A B

16.その他主務省令で定める業務運営に関する事項 A 366 A
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国際研セン発第240816001号

平 成 24年 8月 16日

厚生労働省独立行政法人評価委員会

委員長 猿田 享男 殿

独立行政法人国立国際医療研究センター   :

二:事長  春 日  雅 人       :

独立行政法人国立国際医療研究センターの役員のill職 について

平成 24年 3月 31日 付けで当センターの下記の役員が退職 しましたので、その退職手

当に係る業績勘案率の算定をお願いします。

氏  名  桐野 高明

役  職  理事長

在職期間  平成 22年 4月 1日 ～平成 24年 3月 31日

記



資料 2-5

役員報酬規程の改正について

平成 24年 2月 、国家公務員の給与の改定が行われ、国の指定職職員の給与に

ついて、人事院勧告に伴 う俸給り]額の約 0.5%の 引き下げ、及び給与改定臨時

特例法に伴 う俸給月額等の 9。 77%の 引き下げが実施 されたことか ら、当法人

の役員の月例年俸等について所要の改正を行つたところである。

2_役員報酬規程改正の改正内容

(1)月 例年俸の改定

国の指定職職員に準じて、月例年俸の額について、約 0 5%の 引き下げ

をイ]・ った。

改正時期 :平成 24年 5月 1日

(2)特伊1措置

国の指定職職員に準 じて、月例給、地域手当、業績年俸の 9.77%の 引

き下げを行った。

改正時期 :平成 24年 6月 1日



国際研セン発第2駐Ю1001号

平 成 24年 5月 1日

厚生労働大臣

だヽ 宮 「Ц 洋 子 殿

独立行政法人国立国際医療研究セ

理 事 長  春 日 雅

役員に対する報酬等の支給の基準の変更の届出について

今般、別添のとおり役員に対する報酬の支給の基準を変更たので、独立行政法人

通則法 (平成 11年法律第103号)第 62条の規定に基づき届出を行います。



附 則 (平成 24年 5月 1日 規程第 11号 )

(施行期 日)

第 1条 この規程は、平成 24年 5月 1日 か ら施行する。

(平成 24年 6月 に支給する業績年俸に関する特例措置 )

第 2条 平成 24年 6月 に支給する業績午俸の支給額は、独立行政法人 |コ 立国際医療研

究センター役員報酬規程 (以下 「役員報酬規程」 とい う。)第 8条の規定にかかわ ら

ず、この規定により算定される業績年俸の額 (以下この項において「基準額」とい う。)

から、次に掲げる額の合計額 (以下この項において 「調整額」とい う。)に相当す る

額を減 じた額 とする。 この場合において、調整額が基準額以上 となるときは、業績年

俸は支給 しない。

一 平成 23年 4月 1日 (同月 2日 からこの規程の施行の日 (以下「施行 日」とい う。)

までの間に常勤役員 となった者 (同月 1日 に常勤役員であつた者で任用の事情を考

慮 して総長が定めるものを除 く。)にあつては、その常勤役員 となった 日 (当 該 日

が 2以上あるときは、当該 日の うち総長が定める日))において常勤役員が受 ける
べき月例給、地域手当及び単身赴任手当 (独立行政法人国立国際医療研究センター

職員給与規程 (平成 22年規程第 14号)第 53条第 3項を準用 して得 られる額 を

除 く。)の月額の合計額に 100分 の 0.37を 乗 じて得た額に、同月か ら施行 日

の属す る月の前月までの月数 (同年 4月 1日 から施行 日の前 日までの期間において、

在職 しなかった期間、月例給を支給 されなかつた期間、常勤役11以外の職員であつ

た期 FR3そ の他の総長が定める力I間 がある役員にあって ll、 当該月数か ら当該期間を

考慮 して総長が定める月数を減 じた月数)を乗 じて得た額

二 平成 23年 6月 1日 において常勤役員であつた者 (任用の事情を考慮 して総長が

定める者を除く。)に同月に支給 された業績年体の合計額に 100分 の 0.37を
乗 じて得た額並びに同年 12月 1日 において常勤役員であつた者 (任用の事情を考

慮 して総長が定める者 を除 く。)に 同月に支給 された業績年俸の合計額に 100分
の O.37を 乗 じて得た額

三 平成 24年 4月 に支給された月例給に 100分 の 9.77を 乗 じて得た額及び同

年 5月 に支給された月例給に 100分 の 9.77を 乗 じて得た額

四 同年 4月 に支給 された地域手当の額に 100分 の 9.77を 乗 じて得た額及び同

年 5月 に支給された地域手当の額に 100分 の 9: 77を乗 じて得た額

(そ の他の事項)

第 3条  この規程による改正後の役員報酬規程の実施に必要な事項については、総長が

別に定める。



別添

役員報酬規程新旧対照表

新 1日

別表 役員基本年俸表

号俸

基本年俸額

月 例
年俸額

業 績
年俸額

8.640.000

9,312.000

10,008,000

10944000

12.660,000

¨
¨
¨3,669,700
4.245100

別表 役員基本年俸表

号 俸

基本年俸額

月 例
年俸額

業 績
年俸額

8,688,000

9.360.000

10,056.000

11.004.000

12,720.000

2.913.200

3.138.500

3.371900

3.689.800

4,265,200



国開 Iセ ン発第4務1師 号

平成 24年 5月 31日

厚生労働大臣

小 宮 山 洋 子 殿

理 事 長  春 日 雅 本
|

役員に対する報酬等の文給の基準の変更の届出について

今般、別添の とお り役員に対する報酬の文給の基準を変更 したので、独立行政法人

通則法 (平成 11年法律第 103号 )第 62条の規定に基づき届出を行います。

医攻回収16o(第3子

h二年6色



附 貝J(平成 24年 5月 31日 規程第 14詢

(施行期 日)

第 1条 この規程は、平成 24年 6月 1日 か ら施行する。

(特例措置)

第 2条 平成 24年 6月 1日 か ら平成 26年 3月 31日 までの間 (以下 「特例期間」 と

い う。)においては、常勤の役員 (以下 「常勤役員」 とい う。)に対する月例給 (役員

報酬規程第 3条第 1項に規定す る月例給をい う。以下この項において同じ。)の支給

に当たっては、月例給から、月例給に 100分 の 9.77を 乗 じて得た額に相当する

額を減ずる。

2 特例期間においては、次に掲げる報酬の支給に当たっては、次の各号に掲げる報酬

の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

一 地域手当 当該常勤役員が受けるべき地域手当の額に、 100分 の 9.77を 乗

じて得た額

工 業績年俸 当該常勤役員が受けるべき業績年俸の額に、 100分 の 9.77を 乗

じて得た額



独立行政法人国立国際医療研究センター

平成 23年度業務実績評価シー ト

別紙
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ち里鶏濫貯1第 与思臨 1第

1サ里[奨軍鵬謳青薬墓8
第1 国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する日標を達成するために取るべき措置

i 責の向上に目する事項  |  の向上に関する■撃,tl或
1  

質の向上に関する目標を

するために取るべき措置  1  達成するために取るべき

措置

1 研究・開発に関する事項 11 研究・開発に関する事項 1 研究・開発に関する事項 1 研究・開発に関する事項

センターは、感染症その他

の疾患並びに国際保健医療協

力を中心課題として、高度総

合EII療 を担う病院、途上国に

対する社会医学分野の研究・

開発を担う国際医療協力部、

疾患の発症機序の解明につな

がる基礎的研究をはじめ、先

駆的な診断・治療法の開発を

日指す橋渡し研究並びに臨床

研究に取り組む研究所の連携

を基盤とtン ながら、これまで

の国際保健医療協力の実績を

基礎として国内外の医療 研

究機関との共同研究の推進を

図る。また、感染症その他の

疾患の発症機序の解明につな

がる基礎的研究の推進から、

予防医学技術の開発、基礎医

学の成果を活用した橋渡し研

究、臨床に直結した研究・開

発等を総合的に進めていくと

ともに、国際保健医療協力に

関する研究を推進する。

(1)臨床を志向した研究・ |(1)臨床をも向した研究・開 (1)臨床を志Fnlし た研究・開

発の推進

(1)臨床を志向した研究・開発の推進

開発の推進       1 発の推進

こと。

① 研究所と病院等.セ ン l ① 研究所と病院等.セ ンタ 0 研究所と病院等、センタ

ー内の連携強化
。 それぞれの専門性を踏ま

えた上で、情報交換や意見

交換を行い、相互の連携を

① 研究所と病院等、センター内の連携強
`L

l.研究所と病院の運携強イヒ

臨床の場に基礎医学の成果を持ち込む「開発医療」の推進のため、臨床研究センターを改組し、開発医療部を平成24年
1月 に新設した。開発医療部の知財開発室が、研究所各部にヒアリングを行い、臨床応用が見込まれるシーズの洗い出しを

ター内の適路強化    | ―内の連携強化

研究所等と病院が、それぞ

れの専F]性をふまえた上で

情報や意見交換の場を設け

1



0 研究・開発に係る企口及
び評価体制の整備

る事により相互の連携を図

る。また、基礎研究の成果を

臨床現場につなげるため、臨
床研究支援 。相談や、臨床デ
ータ・検体の登録等、臨床疫

学的研究基盤を整備する。

これにより、研究開発費等

による研究所等と病院の共

同研究を毎年10件以上実施

する。

② 壼官学等との連携強4L
「革新的医薬品・医療機

器創出のための 5か年戦略

J等を踏まえ、先駆的な技

術・モノ・システムの開発
・実用化に資する「医療ク

ラスター」を形成する。企

業、大学等の研究機関、大

規模治験実施医療機関等と
の連携を図り、共同研究・

委託研究を推進するととも

に、情報発信の仕組みを構

築し、関係業界等との協議
の場を設ける。

これにより、開発初期の

臨床研究の外部機関等との

共同研究数を毎年10件以上

とする。

③ 研究・開発の企目及び評価
体制の整備
センターの使命を果すた

めの研究(研究開発費を含む

。)を企画し、評価していく

体制の強イヒを図る。

図る。

基礎研究の成果を臨床現

場につなげるため、臨床研

究支援 .相談や、臨床デー

タ・検体の登録等、臨床疫

学的研究基盤の整備を行う

産官学等との連機強化
・ 企業、大学等の研究機関

:大規模治験実施医療機関

等との連携を図り、共同研

究・委託研究を推進するた

めの情報発信の仕組みを検

討し、関係業界等との協議
の場を設け、連携体制を整

備する。

・ 開発初期の臨床研究につ

いて外部機関等との共同研

究数を101■以上とする。

研究・開発の企日及び評価

体制の整備
。 研究開発費の評価委員会

を設置し、企画 ,評価体制
の充実を図る。

行つた。

2 臨床研究推進のための基盤整備
平成24年 1月 、臨床研究センター長 (非常勤理事併任)に抗HIV薬の開発で有名な満屋裕明氏を迎え、臨床研究支

援体制の強化を行った。
・ 臨床研究部にシーズ発掘と臨床への応用を推進するため、開発医療部を平成 24年 1月 に新設した。
・ 臨床研究相談体制の強化の一環として、日1師長級の看護師 1名 が看護部から臨床研究支援部に配置転換され、看護研究

支援にIr2り 組んでいる。
・ 多施設共同研究のデータマネジメントを行うJCMCデータセンターでは、業務受話の手順を整え、系統|も な SOP(標準作

業手順書)を整備した。

患者レジストリーとして、Data Warehouse(DWH)を 活用する体市1の整備が図られた。試用期間を設定して運用上の課題
を検討し、利用者からのフィー ドバックを求めシステムの修正を行った。

国府台病院に「臨床研究・治験センターJを設立し、国府台病院を中心に行 う臨床研究や治験を支援する体制を整備し

た。そして患者背景を中心としたデータベースを作成 し、平成 24年 3月 末時点でのデータベース登録数は2,154症 例に達
した。また救急診療を行う中で、臨床研究におけるデータ登録をリアルタイムに行えるシステムに新しい機能を追加し改

修した。さらに臨床研究にも応用可能性のあるメンタルヘルス診療支援システムを開発した。

② 産官学尋との連携強化

1 企業、大学等の研究機関との運携強化
・ 平成 22年度よりll■続している、早稲田大学理工学部との間での、研究者同士の交流のための会合 (WANCOの 会)を継続

している。阻配0の会は、平成 23年度に 1回 (11月 29日 )開催され、若手研究者の研究発表会を行つた。
また、W洲 COの会から拡大した取り組みとして、医療化学懇談会も継続された取り組みとして行われており、平成 23年度

は、5月 20日 、7月 15日 、10月 30日 にNCGM、 早稲田大学、化学/医学関連企業合同の会合を開催した。

なお、駒成23年度には早稲田大学との包括協定締結に向け大学本部との間で協議を開始することとしている。また、

理化学研究所との間で、昨年度に行つた研究シーズに関する意見交換会の結果、当センターの 1つのシーズを基にして共

同研究にこぎ着けることになつた。
・ 治験環境の整備として、契約方法の変更や治験等依頼者を対象 とした説明会の開催を行つた。これらにより平成23年度

の治験及び製造販売後臨床試験の新規受託件数は22件 まで増加した。また治験に係る人羽の育成活動として、薬学部学生

に対する長期病院実務実習を実施した。更に、医薬品開発関連業務への就職を希望する学生を対象とした専門コースの学

生を受け入れ、11週 間の特別」実習を行つた。

2 外部機関等との共同研究

開発初期の臨床研究について、民間との共同研究は13件、大学との共同研究は 1件、民間・大学と当センターの3者
で行つているものは6件 ある。

③ 研究・開発の企画及び評価体街の整備

1. 研究開発買評価委員会の設置

研究開発費の評イ
`[に

あたつては、独立行政ヤ
'“

:後  |「tt全て外部委員からなる委員会の編成を行つた。その際、事前

評価委員会と中間・事後評価委員会を分離し、Lら ,■ ■発評価に関する大綱的指針に準拠するように運営を行っている。

委員会において適切な評価ができるよう、国際医療協力分野と疾病研究分野の評価委員会にはそれぞれの分野の専門家を

配置し、大型研究の採択に当たるプロジェクト研究評価委員会には、大学で大型研究を取り扱うことの多い医学研究者を配

置した。なお、評価に当たつてl■、配点基準を示して点数化し、客観的な評価に努めている。

また、事後評価及び中間評価の結果のうち、次年度の採択に有用な情報は共有できるよう、事前評価委員会に連絡する体

制をとつている。



④ 知的財産の管理強化及び

活用推迫
センターにおける基礎研

究成果を着実に知的財産に

つなげるため、知財に関する

相談体市1を整備するととも

に知的財産を適切に管理す

る。

④ 知的財産の管理強化及

び活用機出
・ 職員に対し、知財に関す

る相談 .説明会を開催する

とともに、知財に関する相
談・管理体市1の 充実に向け

検討委員会を開催する。

④ 知的財産の管理強化及び活用推進

1.Al向睦 に関する説明会開催及び相談体市1の整備

職員の知財に対する理解と意識を高めるため、全職員を対象に知財に関する説明会を平成23年 9月 及び平成24年 1月

に開催した。
センター内の知財に関する管理体市1を強化するため、知財開発室長 (知財管理マネージャー兼務)、 知財事務担当者各1名

を専属で採用した。彼らを中心に、センターの知財関連担当者が合計6回連絡会議を開いて、発明案件や知財体制について

検討を行った。また厚労省傘下の研究型独法の知財管理について、他施設の知財担当者とも意見・情報交換を行つた。セン

ターとして弁理士ど契約を締結し、知財や各種契約に関するコンサルタント業務につき依頼をした。

【発明出願件数】
平成23年度  国内10件
平成22年度  国内 4件

【登録特許件数】
平成23年度  5件

(う ち企業 ,大学・研究型独法等との共順 9件)、 海外 11件、

(企業 ,大学・研究型独法等との共順)

説明資料l-1
説明資料1 2
説明資料1-3
説明資料1 4
説明資料1 5
説明資料1 6
説明資料1 7
説明資料1 8
説明資料1 9
説F71資料110
説明資料111
説明資料112

国際出床研究センター組織図

IMCデータセンターパンフレット

JCRACデータセンター ネットワーク概要

平成23年度医療イヒ学懇談会開催の状況

Bio Tech Japan 2012 アカデミックフオーラムヘの出展について

D四運用について

国府台病院臨床研究・沿験センター組織図

研究開発費について (仕組み、平成23年度採択課題一覧)

研究開発費評価委員会委員名簿 (平成 23年度)

知財管理のしくみについて

研究所評価・助言会議について

糖尿病研究センターの今後に向けての提言



評価の視点等   |
■評価項目1■

研究・開発に関する事項

(1)臨床を志向した研究 。開発の推進

自己評定    i     S 評  定   I     A
(総合的な評定)

臨床を志向した研究 .開発の推進に向けて、橋渡し研究、テータマネジメント等

に取り組むため、国際臨床研究センター及び国府台病院における研究・開発体制を

整備 し、研究・開発を推進した。

特に、シーズ発掘と臨床応用の推進に取り組むための知財管理を含む開発医療部

の設置と国府台病院の臨床研究俸市|の充実強化を実施。

当t・ ンターのミッションに沿つた研究 開発の推進基盤の充実や体市」の整備など

による積極的な研究・開発の取りiEみ は、中期計画を大幅に上回つているものと言
える。

特に、大学や民間との共同研究の収組みは、平成 22年度に比べ約 3倍 (7件→

20件)と 大幅に増加した。

(委員会としての評定理由)

臨床を志向した研究・開発の推進に向けて、橋渡し研究、データマネージメント等
に取り組むため、戸山地区の臨床研究センター及び国府台地区における研究・開発体

制を整備し、研究・開発を推進した。特に、シーズ発掘と臨床応用の推進に取り組む

ための知財管理を含む開発医療部の設置と国府台病院の臨床研究体制の充実強化を

実施した。

以上の実績と取り組みについて評価する。

(各委員の評定理由)

・臨床研究推進体制や共同研究が順調に進められているが、想定′卜の部分は明らかで

ない。

・臨床研究センターの改組による開発医療部がシーズの洗い出し等に着手したことは

高く評価できる。                           ｀

・臨床支援体illの強化、開発医療部の新設、国府台の臨床研究・治験センター設置な
ど臨床開発部体制の強化、外部機関との開発初期の共同研究の推進、研究開発評価委
員会の設置並びに評価の数値化など具体的施策推進、知財管理体制強化による出願件
数大幅増加など評価する。

・基礎研究の実用化促進のため、研究所と病院の連携を一層強イヒするとともに、優秀
な人材も迎え入れたことは評価できる。
.基礎研究の実用化のためには知的財産の管理体制が重要であり、この点の管理体市1

の強化は評価できるぎ
・開発医療部新設、臨床研究 治験センター設立などセンター内の連携強化を進めて
いること、開発初期の臨床研究において共同研究が前年度より13件 (186%)増
加するなど産官学等との連携強化を進めていること、国内外における新規発明出願件
数が 21件 と前年度の 5件 より大幅に増加するなど知的財産の管理31イし及び活用推

進を図っていることなど、大いに評価できる。
企業や大学との連携強化に努力されていることは評価できる。

・開発初期の臨床研究について外部機関等との共同研究数は言1画を大きく上回つてお

り高く評価できる。

(その他の意見)

・医療クラスター形成については、国府台の新研究棟の整備など今後の成果が期待さ

れる。

[数値目標]

○ 研究開発費等による研究所等と病院の共同研究を

毎年10件以上実施

国際医療研究開発費を基に、研究所と病院の間で行われている共同研究を17件実

施した。 (平成 21年度採択分 5件、羽成22年度採Jt分 7件、平成 23年度採択

分5件 )

O 開発初期の臨床研究の外部機関等との共同研究数
を毎年10件以上実施

民間企業との間で締結した開発初期段階での共同研究を13件、大学との共同研究

を1件、民間企業・大学と3者での研究を6件実施 しており、平成 23年度におけ

る外部機関等との共同研究数は201牛 となった。

[評価の視点]

○ 研究所等と病院がそれぞれの専門性をふまえた上

で情報や意見交換の場を設けることにより相互の連

携を図るとともに、基盤研究の成果を臨床現場につな

げるため、臨床研究支援・相談や、臨床データ 検体
の登録等、臨床疫学的研究基盤を整備 しているか。

実績 :○

・臨床の場に基礎医学の成果を持ち込む「
l・I発医療Jの推進のため、臨床研究センタ

ーを改組し、開発医療部を平成 24年 1月 に新設し、開発医療部知財開発室が、研

究所各部にヒアリングを行い、臨床応用が見込まれるシーズの洗い出しを行つた。

・多施設共同研究のデータマネジメントを行 う」CRACデータセンターでは、業務受託

の手順を整え:効率化のためサーバーを外部に集中化すると共に、系統的なSOP
(標 準作業手順書)を整備した。

・患者レジストリーとして、Data warehOuse(DVH)を 活用する体制の整備が図られた。

試用期間を設定して運用上の課題を検討し、利用者からのフィー ドバックを求めシ

ステムの修正を行つた。

国府台病院に「臨床研究・治験センターJを設立し、国府台病院を中心に行う臨床

研究や治験を私撰する体制を整備した。

研 価シー ト2頁参照)



実績 :○
・国府台地区において:研究棟、新病棟の整備を行い、平成 24年 4月 に完成 (現在

、移転準備中)。 この中で治験病棟の設置を行い、新薬開発等に取り組む医療クラ

スターの形成に向けた体制整備を図ることとしている。

・特に、医療クラスターの形成に向けた体市」整備の一環として、肝炎ウィルス研究に

必要な各種研究機器を整備し、治療法の開発に向けた取組みを行っている。

実績 :○

平成 22年度より始まつた、早稲田大学理工学部との間で、研究者同士の交流のた

めの会合 (WANCOの 会)を継続し、平成 23年度においては1回 (11/29)開 催され

若手研究者の研究発表会を行つた。また、新たに産業界にも声をかけ「医療化学懇

談会」を3回開催した。

昨́年度行つた理化学研究所との間での、研究シーズに関する意見交換会の結果、共

同研究プロジェクトが 1つ立ち上がった。

研 価シー ト2頁参照)

実績 |○
.国際医療研究開発費の評価に当たつては、各種疾病や国際保健の専rl家 をタト部委員

として、また、国の研究開発評価に関する大綱的指針に準拠するよう評価運営を行

った。僻 価シート2頁参照)

大型研究の採択に当たるプロジェクト研究評価委員会には、大学で大型研究を取り

扱うことの多い医学研究者を配置した。 (評価シー ト2頁参照)

事後評価及び中間評価の結果のうち、次年度の採択に有用な情報は共有できるよう

事前評価委員会に連絡する体制を整備した。 (評価シー ト2頁参照)

・研究所の全ての研究部については、年度末に外部専門家の評価を受審し、フィー ド
バックを実施した。

・糖尿病研究センターについては、外部の専門家からなる助言会議を組織し、助言会

議の提言を今後のセンター運営に活用する。

実績 ;○
.セ ンター内部の知財管理体制の整備に務めると共に、

関連の相談体制を構築したI(評価シー ト3頁参照)

外部リソースを活用した知財

0 先駆的な技術 .モ ノ・システムの開発・実用化に資

する「医療クラスターJを形成しているか。

〇 大学等の研究機関、大規模治験実施医療機関等との

連携を図り、共同研究・委託研究を推進するとともに

、情報発信の仕組みを構築し、関係業界等との協議の

場を設けているか。

研究 (研究開発費を含む。)を企画し、評価してい

く体制の強化を図つている力、

○ 知財に関する相談体制を整備するとともに知的財

産を適切に管理しているか。
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(2)病院における研究・開発

の推進

治験等の臨床研究を病院内
で高い倫理性、透明性をもつ

て円滑に実施するための基盤

の整備に努めること。

センターにおいては、最新

の知見に二 」ヽ 、治友成績及

び患者QOLの向上につなが

る臨床研究 (治験を含む。)

を推進する。そ′)た め、セン

ターで実施 される臨床研究に

対する薬争 規命1要件の専門

家を含めた支援部門の整備を

行う等臨床研究を病院内で円

滑に実施するための基盤の整

備を図る。
このため、治験申請から症

例登録 (Flrst patent ln)ま で
を平均60日 以内とする。

倫理性・透明性の確保

高い倫理性・透明性が確保

されるよう、臨床研究等につ

いては、倫理薯査委員会等を

適正に運営する。
また、センター職員の研究

倫理に関する知識の向上を

図るとともに、センターで実

施している治験等臨床研究

について適切に情報開示し、

さらに、臨床研究の実施に当

たっては、患者及び家族に対

して十分な説明を行う。

(2)病院における研究・開発

の推進

① 臨床研究機鮨の強化

. 臨床研究について、病院内

で円滑に実施するための基

盤の整備を行う。また、治験

申請から症例登録 (Filst Pat

ient Oま での期間を平均lo

O日 とする。

倫理性・透明性の確保

高い倫理性・透明性が確保

されるよう臨床研究等につ

いては、倫理審査委員会等を

適正に運営する。また、職員
の研究倫理に関する講習会

を開催するとともに、臨床研

究の実施に当たっては、患者

及び家族に対して十分な説

明を行 う。

(2)病騰における研究・開発の推進

① 臨床研究機能の強化

1 臨床研究推進のための基盤整備

病li内 で臨床研究を円滑に進めるために、昨年度より引き続き、臨床研究センター長の就任を含めた臨床研究センターの

体制強イヒを図り、研究支援部を中心に、臨床研究を推進するための相餃 鑢 者登録体制の構築も含む)、 倫理的事項の整理

、研究実lL状況の管理を行うための責任ある体11が稼働しているところ。さらに前述の通り、開発医療を担当する「開発医

療部Jを新設し、研究所におけるシーズと医療現場におけるニーズのマッチングを行つている。

また、国際協力医学研究財団が行つていたデータマネジメント業務 (」CMC)を 引き継いだ 「
JCRACデ ータセンター」につい

ても、昨年度より在籍するデータセンター長のもと、当センター内の研究のみならず、外部の研究機関の行う研究のデータ

マネジメントも受話して支援しているところ。

【治験申請から症例登録までの期間】 平成 24年 3月 時点で平均 90 5日 となり、平均 100日 を達成した。

② 倫理性・透明性の確保

1 倫理委員会における取組

倫理委員会は、一般と遺伝子解析研究の2つを設置し、それぞれの委員会に、国の定める各種指針に必要とされる外部専

F馬 家をカロえ、審査を行つている。

平成 23年度は、定期開催分として、一般 10回、遺F_F子解析4回を開催した。

また、研究に従事する職員の研究倫理の向上を図るため、平成 22年度より臨床研究認定制度を設け、平成24年度以降

の倫理委員会への申請にあたっては、研究代表者以外の共同研究者を含め、センターに所属する全ての研究実施者に必須の

資格とした。本制度に基づき、認定対象講演会を戸山地区で 5回 と国府台地区で4回開催し、随時ビデオ講習会も2ヶ 月に

1度程度開催することで、のべ1, 216名 の参カロがあつた。そのうち2回以上参加することで新たに認定を受けた者は、

432名 (平成22年度 307名 )と なつた。

さらに、臨床研究を行う際には、必ず倫理委員会の審議を必要としており、倫理委員会では、患者・家族への説明文書と

同意の取得について検討を加え、倫理委員会の指摘事項を遵守することを条件に臨床研究の実施を許可している。

なお、これら倫理委員会の結果については、ホームページで公表している。

説明資|キ 1

説明資料1

説明資料1

説明資料2

説明資料2

説明資料2-

1

2

3

1

2

3

国際臨床研究センター組織図

」CRACデータセンターバンフレット

JCRACデータセンター ネットワーク概要

倫理委員会 (一般・遺伝子 ヒトES細胞)委員名簿

平成 23年度 倫理委員会 (一般 遺伝子)開催日程

臨床研究認定対象講習会について



評価の視点等   |
■評価項目2■

研究 。開発に関する事項

(2)病院における研究 ,開発の促進

自己.3T定    I     A 評  定    I     A
(総合的な評定)

国際臨床研究センターの体制強化に取り組み、開発医療部門や臨床研究支援部門
の整備、倫理面箸査体制や臨床研究を行 う者の資質向上に資する体制の整備による
充実強化を図り、臨床研究の着実な進展に取り組んだ。

治験の申請から症例登録までの期間は、年度当初 110日 から平均90 5日 と

なり、日標値である平均 100日 を達成した。

病院における研究 .開発の促進については、数値日標を中期計画に沿つて着実に

越める一方で、臨床研究体制の整備を確立したことに力Iえ て、データマネジメント
機能が充実したことは、中期計画を上回つている。

(委員会としての評定理由)

臨床研究センターの体制強化に取り組み、開発医療部門や臨床研究支援部門の整備
、倫理面の審査体制や臨床研究を行 う者の資質向上に資する体市1の 整備による充実強
化を図り、臨床研究の着実な進展に取り組んだ。また、臨床研究認定制度に基づく認
定を必須とし、研究者への倫理に関する教育を強ィヒしたことは評価する。

(各委員の評定理由)

救ヽ急忠者が大変多く、入院ベットのコントロールが大変と思われるが、そのような
状況にあつても患者のことを考え、アメニティーの改善に取り組み、また安全な医療
の提供に努めていることは高く評価する。
医療相談に力を入れ、社会福祉相談、看護相談、業事相談など幅広く受けているこ

とは評価する。
・救急患者を 23年度は一層多く受け入れており、高く評価できる。
治験申請から奨励登録までの期間を前年度より19 5日 短縮したことは評価でき

る。全体として、ほぼ計画通りに進んでいる。
・ほぼil画通りである。
・臨床研究機能強化による臨床研究推進基盤整備の推進、倫理性 透明性確保へ計画
通り推進した。
・治験申誇から症例登録までの機関は、中期目標に向かって、年度 .‐

I画を達成したと
評価できる。
・臨床研究認定制度の充実を図り認定対象講習会への参加を積極的に推進した点は評
価できる。

[数値目標]

○ 中期目標の期間中に、治験申請から症例登録
(F島 t patlcnt h)ま でを平均60日 以内

・治験申請から症例登録までの期間は、平成24年 3月 時点において、センター病院
93 0日 、国府台病院86 3日 となり合計で平均90 5日 となり平成23年
度計画の日標値である100日 を達成した。

[評価の視点]

○ 臨床研究に対する支援部門の整備を行 う等臨床研
究を病院内で円滑に実施するための基盤の整備を図
つている力、

実績 :○

臨床研究を円滑に進めるため、国際臨床研究センター内にEII発医療部を設置するな
ど体制強化を図つた。 (評価シー ト7貞参照)

・JCRACに おけるデータマネジメント機能の充実のため、外部サーバーヘの移行および
各種SOP(標 準手作業順書)を整備し、外部からの受注に応じられる体■llを整え
た。

○ 臨床研究等については、倫理審査委員会等を適正に
運営している力、

実績 :○

・倫理委員会は、一般と遺伝子解析研究の2つの委員会で、国の定める各種指針に老、

要とされる外部専門家を加えた審査を行い、平成23年度は、年間で定期開催分と
して一般 10回 (前年度より2回増)、 遺伝子解析 4回 を開催した。

・臨床研究を行うには、まず臨床研究認定制度に基づく認定 (講習会の受講が条件)

を受けることを必須としている。そして開始に当たっては、必ず倫理委員会審議を
必要とし、倫理委員会では、患者・家族への説明文書と同意の取得について検討を
加え、倫理委員会の指摘事項を連守することを条件に臨床研究の実施を許可するこ
ととした。

○ 職員の研究倫理に関する知識の向上を図るととも
に、センターで実施している治験等臨床研究について

適切に情報開示を行い、患者及び家族に対して十分な

説明を行つているか。

実績 :○

・平成 22年度に新たに整備された臨庶研究認定制度を維持し、臨床研究に携わる者
の質質1向上に努めている。平成 23年度では延べ 1216名 の講義出席があつた。

・臨床研究及び倫理委員会の審議内容についての情報公開は、ホームパージを通じて

実施している。 (評価シー ト7頁参照)



(3)

た戦略的かつ重点的な研究

・開発の推進

これら研究基盤の強イとによ

り、詳細を別紙に示した研究
・開発を着実に推進すること

考え方
近年におけるグローパリゼ

ーションの著しい進展に伴い、

世界規模での新興・再興感染症

の蔓延やアウトブレイクが危

惧されるほか、健康指標の地域

間格差の拡大と貧困が深刻化

する一方、途上国が近代化を進

める中でライフスタイルの変

化に伴 う糖尿病等生活習慣病

の激増も大きな問題となつて

きている。
このため、センターは、エビ

デンスを着実に創出し、我が国

のみならず国際保健の向上に

寄́与するため、国際保健医療協

力を軸とし、感染症その他の疾

患を中心課題として、病院、国

際医療協力部、研究所の連携を

基盤としながら、これまでの国

際保健医療協力の実績を基礎

として国内外の医療機関、研究

機関、学会との共同研究の一層

の推進を図ること。

また〔感染症その他の疾患の
|

発症機序の解明につながる基

礎的研究の推進や、疫学研究等

による日本人のエビデンスの

収集から、予防医学技術の開発

、基礎医学の成果を活用した橋

渡し研究、臨床に直結した研究

爛 発等を総合的に進めていく

とともに、国際保健医療協力に

関する研究を推進すること。

その実施にあたつては、中期

計画において、主な研究成果に

た戦略的かつ重点的な研究
・開発の推■

これらの研究基盤の強イとに

より、高度先駆的医療の開発

やその普及に資する研究・開

発を着実に推進する。

具体的な記述は別紙 1の

とおり。

考え方
センターは、国際保健医療協

力を軸とし、感染症その他の疾

患を中心課題として、高度総合

医療を担う病院、途上国に対す

る社会医学分野の研究・開発を

担う国際医療協力部、疾患の発

症機序の解明につながる基礎

的研究をはじめ、先駆的な診断

治療法の開発を目指す橘渡し

研究並びに臨床研究に取り組

む研究所の連携を基盤としな

がら、これまでの国際保憾医療

協力の実績を基礎として国内

外の医療 研究機関、学会との

共Fpl研 究の一層の推進を図る。

また、エイズ治療 研究開発

センター、国際疾病センター、

糖尿病研究センター、肝炎・免

疫研究センターの機能を活か

し、感染症その他の疾患の発症

機序の解明につながる基礎的

研究の推進から疫学研究等に

よる日本人のエビデンスの収

集、予防医学技術の開発、基礎

医学の成果を活力:し た橋渡し

研究、臨床に直結した研究 .311

発等を総合的に進めていくと

ともに、国際保健医療協力に関

する研究を推進していくこと

で、科学的根拠を着実に創出し

、我が国のみならず国際保撻の

向上に寄与する。

このため、平成21年度に比し

、中期目標の期間中に、論文誌
への掲載論文数をセンター全

た戦略的かつ重点的な研究

・開発の推遺

別紙 1参照

考え方
, 病院、国際医療協力部、研究
所の連携を基盤としながら、こ

れまでの国際保健医療協力の

実績を基礎として、国内外の医

療・研究機関、学会との共同研

究について一層の推進を図る。
・ エイズ治療・研究開発センタ

ー、国際疾病センター、権泳病

研究センター、肝炎 免疫研究

センターの機能を活かし、次の

研究を推進する。

ア エイズについては、日本人

に適した治療法のための研究

、長期l誘を考慮に入れた業

剤耐性出現や薬剤の副作用の

研究、肝炎合併患者の最適な

治療法の研究などを実施

イ 新興・再興感染症について

は、感染症及び関連疾患の発

生要因、病態解明につながる

基礎研究、臨床研究を実施

ま え (3)担当領域の特性を踏まえ

…

       [百顧Ttt T 13)担 当領域の特性を踏まえた戦略的かつ重点的な研究 ‐開発の推進

(用紙) (別紙 1) (別紙 1)

1 重点的な研究・開発戦略の 11 重点的な研究・開発戦略の 11 重点的な研究・開発戦略の 1.重点的な研究・開発戦略の考え方

ア エイズに関しては、①日本人に適した治IIF法のための研究として多施設による無作為害付け臨床試験(ET study)(厚 生労

fJj科 研費エイズ対策]F究事業 1多施設共同研究を通した新規治療戦略侑成に関する研究、②長期治療を考慮に入れた案剤耐

性出現や薬剤の目1作用の研究として多施設による無作為,付け臨床試験(SPARE study)(厚 生労働科研費エイズ対策研究事業

:多施設共同研究を通じた41r規治療戦略作成に関する研究)を ACC主導で実施、③肝炎合併症患者の最適な治療法の研究

などの実施計画に対し自己骨髄投与療法による肝再生治療をACC/消化器科/血液内科/麻酔科と共同で開始 (国際医療研究

開発費重点研究 :肝硬変を有するHIV感染者に対する自己骨髄細胞投与療法の有効性と安全性に関する研究)。 また、こ

れ以外にも日本におけるHIV感染症の病態解明のためのコホートの立ち上げや栗剤耐性サーベイランスも実施した。

i 新興。再興感染症については、①2009年 4月 末にメキシヨ・米国から報告された新型インフルエンザに関して、メキシヨの

中央基幹病院及び連携機関と共同研究体制
=構

築し、研究活動を展開し、論文発表を行った。②新型インフルエンザ (HlNl

pdm2009)に よるヽ CGMの 入院患者を対象とした重症例の検討を行い、国際学会及び論文発表を行つた。③高病原性鳥インフル

エンザA(H5Nl)肺 炎に対する包括的治療戦略 (COmprehensive Therapy fOr hunan H5Nl:L~r― humn H5Nl)の 継統と強化を推進

| し インフ′′レエンザの重症化を招く要因 (社会経済因子、環境因子など)を調査 ,分析し、論文発表を行つた。①また、基

礎研究として、動物実験からの病IIよ う解明研究を重点テーマとして研究展開を図り、.ra文発表を行つた。⑤さらに、富山

化学工業株式会社と開発中の抗ウイルス薬を使用しての基礎研究、廟床研究を可能とした。



係る数値日標を設定するなど、
センターが達成すべき研究成

果の内容とその水準を明確イヒ
及び具体化すること。

2.具体的方針
(1)藤病に着目した研究

① 感染症その他の疾患の本

態解明

科学技術のイノベーショ

ンを常に取り入れ、分子 ,細

胞から個体に至るものまでを

研究対象にすることにより、

感染症その他の疾患の疾病メ
カニズムを解明し、予防・診

断・治療への応用の糸口とな

る研究を推進する。

体で10%以上の増加を図るこ

ととする

2 具体的方針

(1)族病に着目した研究

① 疾患の本鶴解明

感染7‐Iそ の他の疾患につ

いて、発症機序や病態の解明

につながる以下の研究を実施

する|

・ HIVの新規感染者の案剤耐

性に関する研究等、病態及び

免疫に関する研究

新興・再興感染症について

、病態解明に関する基礎・臨

床研究
・ 糖尿病について、発症機序

並びに関連遺伝子と生体指標

に関する研究
・ ウイルスを原因とする慢性

肝疾患について、病態の進展

に関わるウイルス側因子とホ

ウ 糖尿病については、発生要

因、病態解明につながる基礎

`臨床研究を進め、体質や生

体指標、心理的背景に依拠し

た糖尿病の診療を通した、個
々人に対する有効な治療のエ

ビデンスを創出するための研

究を実施

工 肝炎については、本邦のll

がんの大半を占める肝炎ウ

イルスに対する治療法の確

立を目指すための、研究仕常1

を確立

・ 国際保健医療協力に関する研

究を推進していくことで、科学

的根拠を着実に創出し、我が国
のみならず国際保健の向上に

寄与する。

・ 平成21年度に比し、中期日標
の期間中に、論文誌への掲載論

文数をセンター全体で10%以

上の増加を目指す。

ウ プロテオームを用いた糖尿病合併症マーカー探索に協力し、対象となる入院患者の検体収

集を終了。今後、外来患者に拡大して検体収集を行う予定。研究所の 3研究部では、基盤的研究を継続している。精尿病研

究センターとして、診療・研究部門合同で、月 1回定期的にセミナーおよび会議を行つている。

インスリン抵抗性の指標と経口血糖降下案に関する研究の計画を行った。施設共同研究による遺伝因子の研究を継続し、

9月 に成果を発表している。また日本糖尿病学会と党書を交わし、 1型糖尿病調査委員会と、日本人 1型糖尿病に関する共

同研究を開始した。
センター病院に通院中の合併症を有する2型糖尿病患者を対象に、①内服での血糖管理困難な2型糖尿病患者におけるイ

ンスリンー回注射法導入の予後調査、②インスリン治療中の高齢2型糖尿病患者における低血糖発現に関連する因子の検討、

③血管障害の進行した2型糖尿病患者における無症候性の冠動脈疾患精査後における治療介入の状況に関する調査を行い、

5月 の日本糖尿病学会総会で発表した。

工 国府台病院の1日 図書館を肝炎ウイルス専用の研究室に改築し、そこに次世代シークエンサーをはじめとする宿主因子を潤」

定するための設備機器と肝炎忠者血清中や肝臓中の肝炎ウイルを測定する測定機器の導入を昨年度行つており、これらを稼

働しての研究がメ台まった。

国際保健医療協力に関する研究においては、平成 22年度から「国際共同研究基盤整備に関する研究」を開始し、ベ トナ
ムパクマイ病院との間で協定を締結するために必要な連携の在り方の検討、昨年度に指定を受けたWHO協 カセンター (W
CC)と しての活動内容及び活動計画の策定、さらに、バングラデシュのグラミン銀行やインドネシアのスリアンティサロ

ッソ病院、ミャンマー保健省、台湾保健省等との連携の在り方やネットワーク構築について研究を実施中である。

weL or scienceで 検索される研究論文のうち、平成 23年に出版されたものは 199編あり、平成 21年の161編 を (

236%)上 回り、 10%以上の増カロとなつた。

(Web of Scienceで の検索は、暦年でしかできないので、年度ではなく暦年で集計をしている。)

2 具体的方針
(1)餞病に着日したVr■

O 疾病の本態解明
・ 感染症その他の疾患につい

て、発症機序や病態の解明に

つながる次の研究を実施す

る。

ア HIVの新規感染者につい

て耐性検査の実施、薬剤耐

性状況の把握及び遺伝子

解析

イ 新興 再興感染症につい

て、病態解明に関する基礎
.臨床研究

2 具体的方針

(1)疾病に着日した研究

① 疾病の本饉解明

ア HIVの新規感染者について耐性検査の実施、薬剤耐性状況の把握及び遺伝子解析を年間 100例の計画に対し、116例に

ついて解析を行った。

イ 新興 再興感染症についてlt、 インフルエンザ呼吸器感染症の重症化のメカニズムと治療法を解明するため、マウスのイ

ンフルエンザ感染重症化モデルの作成と病理像の検討を行つた。インフルエンザ呼吸器感染マウスに対して、抗インフルエ

ンザ薬ラニラニビルの投与に加え、サーファクタントを併用すると有意にマウスの生存率が改善することを示した (論文受

理)。 また、感染死亡マウスの肺のマクロ及びミクロ病理学的解析を行い、びまん性肺胞障害 (diffuse alveolar danage:

DAD)がマウスの死亡と関連することを示し、論文発表を行つた。



暉彙症その他の去由の実態

把饉

我が国の感染症その他の

疾患の罹患、転帰その他の状

況等の実態及びその推移の把

握、疫学研究による感染症そ

の他の疾患のリスク・予防要

因の究明等、感染症その他の

疾患の実態把握に資する研究

を推進する。

ス ト側因子の解明等の研究・

免疫に関連する疾患の病因

解明の基盤となる研究

② 疾巌の実態把握

高病原性鳥インフルエン

ザ (H5Nl)、 新型インフ

ルエンザ等のパンデミック感

染症、結核、マラリア等の新

興・再興感染症及び糖尿病等
に関する疫学研究を進めると

ともに、ウイルス性肝炎の感

染状況やインターフェロン治

療に潤する実態把握を行う。

疫学研究により、罹患、転

帰その他の状況等の実態及び

その推移に関するデータを分

析し、感染症その他の疾患に
ついてのリスク 予防要因の

究明等、実態把握に資する研

究を実施する。

ウ 糖尿病及びその合併症

について、病態解明に関す
る基礎・臨床研究

エ ウイルスを原因とする

慢性肝疾患について、病態
の進展に関わるウイルス

側因子とホスト側因子の

解明のため、次世代シーク
エンサーを手岬 した研究

体制の構築

オ 免疫に関する疾患の病

因解明の基盤となる基礎
・臨床研究

族生の実歯把握

高病原性鳥インフルエンザ

(H5Nl)、 新型インフル

エンザ等のパンデミック感

染症、結核、マラリア等の新

興・再興感染症及び糖尿病等
に関する疫学研究を進める。

ウイルス性肝炎の感染状況

(特 に肛Vと 肝炎クイルス

の重複感染)やインターフェ

ロン治療に関する実態把握

のための疫学研究を行う。

ウ 研究所の臓器障害研究部が行うプロテオームを用いた糖尿病合併症マーカー探索に協力し、対象となる入院患者の検体収

集を終了した。外来患者に拡大して検体収集を行つている。研究所の3研究部では、基盤的研究を継続している。糖尿病研究

センターとして、診療・研究部門合同で、月1回定期的にセ ミナーおよび会議を行うている。

工 1曼性肝疾患について病態の進展に関与するホスト側因子の解明のため、肝炎ウイルスに感染するchimpanzo3と 、それ以外

のサルの遺伝子配,1を 次世代シークエンサーで決定できるように、各種サルのDNAの収集を行い、約30検体の収集が終わつた

。また、ウイルス側因子を測定するために、各種病態患着ヽ 600検 体の収集を行つた。

オ 免疫に関する疾患の病因解明の基礎となる基礎 臨床研究について

① 自己免疫性貧血の新規治療標的として、Thymic stromal lynpllopoletin

細胞活性化から自己抗体産生による貧血へと繋がることを示した。

(TSLP,過 剰産生が、Cl14+T細 胞への直接作用とB

② 骨髄増殖lll疾患の発症機構として、造血幹細胞の増幅及び機能抑制に関与するLnk/Sh2b3依 存性制御系の標的遺伝子Bcl

―xしを同定し、病態形雌 構の一端を明ら力■こした。

③ 炎症性腸疾患において、上皮細胞におけるTWEAVFn14経路が、TWaの活性化を通して炎症の慢性化・重症化機構の中′心

的役割|を果たしていることを新たに見いだした。

④ 内在性のグルココルチコイ ドがTttЛiの分化に重要であることを明らかにした。

② 疾息の実態把握

・ Ilf興 再興感染症分野では以下のような取りあユみを行った。

① 2009年 4月 末にメキンコ。米国から報告されたルi型インフルエンザに関して、メキシヨ国立胸部疾患センター (INER)

及び連携機関と共同研究体制を構築し、メキシヨにおいて、発症後抗クイルス薬投与までに要する日数と肺炎の重症化の

関係について検討し、論文発表を行つた。また、メキシコにおけるインフルエンザ重症化の社会経済的背景についての検

討を行い、論文発表を行つた。

② 当センターにおける新型インフルエンザ (HlNlpdm2009)八院症例の検討を行い、呼吸器症状を有した患者をステロイ ド

投与群と非投与群で比較し、ステロイ ド投与群で有意に重症であったにもかかわらず、解熱時間および入院日数に差がな

かったことを示し、国際学会及び論文発表を行つた。
ベ トナム国パクマイ病院を中心として、ベ トナム北部の19の省病院の協力の下、ベ トナムにおける鳥インフルエンザ (H5

Nl)感染患者数の推移と疫学に関する調査、H5Nl患者が実際に発生した地域における住民の知識や行動・環境に関する調査

などを行い、論文発表した。

・ Aё Cでは、NCCM国際疾病開発費:こ よる肝炎グループの研究班に分担研究者として参加し、HIVと III炎の重複感染

の実態調査を実施した。また、B型肝炎が蔓延しているアジア諸国における治療導入後の実態調査、疫学調査に関し文部科

学省海外拠点プログラム研究費にて実施している。



防、路断、浩壼法の開発の推
進

感染症その他の疾患に対す

る高度先駆的な予防、診断、

治療法の開発に資する研究を

推進する。

また、既存の予防、診断、

治療法に対する有効性の比較

等、標準的な予防、診断、治

療法の確立に資する研究を推

進する。

また、高度先駆的な予防・

診断・治療法の開発の基盤と

なる、バイオリツースや臨床
情報の収集及びその解析を推

進する。

高度先駆的及び標準的な予 l③ 高度先駆的及び標準的な予 l③

防、静断.治密法の開発の権

違

感染症その他の疾患に対 1 ・

する高度先駆的な予防法や、

早期診断技術、治療法の開発

に資する研究や標準的な予防

、診断、治|■ . 1立 に資す

る以下の研究を推進する。
・ IIIV・ エイズについて、

効果的な患者教育や国民に

対する予防啓発等に関する

研究や、新たな治療法の開
発に資する臨床研究

・ 高病原性鳥インフル
エンザ (H5Nl)を 含む

新興・再興感染症の診断、

検査、治療技術の開発に向

けた研究
・ 糖尿病について、患者個
々人に対する有効な治療や

予防の科学的根拠を創出す

るための研究
・ 肝疾患について、診断法

及び治療法の確立を目指す

研究
・ 免疫に関する疾患の治療

及び重症化予防の標的と方

法を探索する研究

また、研究に必要な、パイ

オリソースや臨床情報を収集

して解析を行 う研究を実施す

る等、その有効な活用を図る

高度先駆的及び標準的な予

防、診断、治僚法の開発の

推進

感染症その他の疾患に対す

る高度先駆的な予防法や、早

期診断技術、治療法の蘭発に

資する研究や標準的な予防、

診断、治療法の確立に資する

研究として次の研究を推進

する。

ア 肝硬変を有するHV感
染者に対する自己骨髄輸
注療法の治療研究を開始

新たな治療法開発のた

めの多施設共同臨床試験

に関する計画の検討

イ 高病原性鳥インフルエ

ンザ (H5Nl)を含む新

興・再興感染症の診断、検

査、治療技術の開発に向け

た研究

ウ 肝疾患について、診断法

及び治療法の確立を目指

す基礎的な研究

工 糖尿病について、患者個
々人に対する有効な治療

や予防の科学的根拠を創

出するための研究

オ 免疫に関する疾患の治

療及び重症化予防の標的

と方法を探索する研究

研究に必要な、パイオリソ

ースや臨床情報の収集方法

及びその有効な活用を図る

ために、必要な検討を行う。

③ 高度先駆的及び標準的な予防、診断、治療法の開発の推進

ア ACCで は平成 22年度の重点研究として肝硬変を有するHIV感染者に対する自己骨髄輸注療法の治療研究を計画、厚労省

再生治療委員会に臨床研究の実施を中請、吊成23年 1月 に厚生労働大臣からの実施許可を得て、平成23年度に 2171実/L

、また、3例 日、 4例 日に向iす たスクリーニングを行つた。また、日本人に適した、■1作汗を回避する治療法として、逆転
写酵素阻害薬を使用しない新しい治療法開発のための臨床試験(SPttE study)を 多施設共司無作為割付け臨床試腱 して開

始、平成23年度に予定の組み入れを終了、経過観察中である

イ 高病原性鳥インフルエンザA IH5Nl)ヒ ト感染症に対する包括的治療戦略 (Comprehensive Therapy for hunan H5Nl CT hu

nan H5Nl)の 継続と強化・推進を行つた。2012年 1月 ～3月 に発生したH5Nl死 亡例 (ベ トナム南部)やH馴 1疑い例(パ クマイ病
院)の調査とインフルエンザ重症化に寄与する因子の検討、2009年以降のパンデミック(HlNl)2009に よる重症肺炎 (パ クマイ

病院ICU)の症例検討、インフルエンザ感染に起因する重症ARDSに対するPⅨ療法などの臨床研究を行つた。

ウ 慢性肝炎の診断法として、宿主側因子としては、lL28Bと ITPAの各々のSflPの測定法を確立した。一方、ウイルス側要因と
してHCV core70,91の 測定法とHBVのPC,CP測 定法を確立したので、両者を実際の患者で測定に入った。

エ センタ
=病

院に通院中の合併症を有する2型糖尿病患者を対象に、①内服での血糖管理困難な2型糖尿病患者におけるイ
ンスリンー回注射法導入の予後調査、②インスリン治療中の高齢2型糖尿病患者における低血糖発現に関連する因子の検討、

①血管障害の進行した2型糖尿病患者における無症候性の冠動脈疾患精査後における治療介入の状況に関する調査を行い、
5月 の日本糖尿病学会総会で発表した。

オ 免疫分野においての診断・検査、治療技術開発として、以下に取り組んだ。

① アレルギー及び抗腫瘍免疫の標的細胞 :IL 5遺伝子座に改変型GFPを組み入れたマクスを作製し、Th2サイ トカイン1レ 5

,IL 13を彦生する自然免疫系細胞が肺に常在すること、これらがIL 33に より活性化され腫瘍転移を抑制することを見出
した。

② 抗炎症作用 (マイクウァーシ
・の炎症性サイトカイン産生抑制活性)を もつケモカイン阻害活性低分子化合物を開発した。

バイオリツースの活用について、ナショナルセンターが共同して、収集 管理に当たる仕組みについての検討に沿って、
センター内の収集システムを整備することを目的として、平成 24年 1月 に、臨床研究センター内にバイオバンク推進室と

中央バイオバンク管理室を設置した。当センターは、総合診療機能を生かして、生活習慣病や感染症を中心としたバイオバ

ンクの構築を構想しており、平成24年度内に倫理委員会での議論を通過して、生体試料及び臨床情華1の 収集が開始できるこ

とを日指 lン ている。

・ 臨床情報の収集方法及びその有効な活用法の検討の一環として、病院情報システム (電子カルテ)に実装したデータゥェ

アハウスの活用方法について検討をイテい、臨床研究に利用できる環境整備に着手した。
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④ 医薬品及び医療機器の開発

の推迫

感染症その他の疾患に関

する研究成果等を安全かつ速

やかに臨床現場へ応用するた

めに、医薬品及び医療機器の

治験 (適応拡大を含む。)の
実現を目指 t´ 、以下の研究を

実施する。
・ 肛V エイズそこついて、

国内未承認の医薬品、医療

機器に関する臨床研究
. 高病原性鳥インフルエン

ザ (H5Nl)を 含む新興
・再興感染症の診断検査業

や治療薬等に関する研究
・ 糖尿病の医薬品開発に資

する研究・肝疾患の診断法

及び治療法の確立を目指す

研究 (再掲)

また、海外では有効性と安

全性が検証されているが国内

では未承認の医薬品・医療機

器について、治験をはじめと

する臨床研究を推進する。
これらにより、平成21年度

に比し、中期目標の期間中に

、臨床研究実施件数 (倫理委

員会にて承認された研究をい

う。)及び治験 製 造販売後

臨床試験も含む。)の実施件

数の合計数の10%以上の増加

を目指す。

④ 医薬品及び医療機器の開発

の推邁
「新成長戦略 (基本方針)

」 (平成21年 12月 30日 閣議決

定)においては、ライフ・イ

ノベーシヨンによる健康大国

戦略として、革新的な医薬品

、医療・介護技術の研究開発

実用化の促進が求められて

いる。
この趣旨を踏まえ、感染症

その他の疾患に関する研究成

果等を安全かつ速やかに臨床

現場へ応用するために、医薬

品及び医療機器の治験 (適応

拡大を含む。)、 特に高度に

専門的な知識や経験が要求さ

れる等実施に困難を伴 う治験

・臨床研究の実現を目指した

研究を推進する。

また、海外では有効性と安

全性が検iFさ れているが、国

内では未承認の医薬品、医療

機器について、治験等臨床研

究を推進する。
これらにより平成21年度

に比し、中期目標の期間中に

、臨床研究実施件数 (倫理委

員会にて承認された研究をい

う。)及び治験 (製造販売後

臨床試験も含む。)の実施件

数の合計数の10%以上の増加

を図ること。

医薬品及び医療機器の開発

の推遺

感染症その他の疾患に関す

る研究成果等を安全かつ速

やかに臨床現場へ応用する

ために、医薬品及び医療機器

の治験 (適応拡大を含む)の

実現を目指し、研究を推進す

るとともに、海外では有効性

と安全性が検証され ている

が国内では未承認の医薬品

医療機器について、治験を

はじめとする臨床研究をlt

進するため、次の研究を実施

する。

ア 麹Ⅳ・エイズにおける□

内未承認の医薬品や医療

機器に関する臨床研究

イ 新興・再興感染症におけ

る新規診断検査法・治療薬
の開発や既存薬適応拡大

に向けた研究

ウ C型 4量性肝炎の治療効果

の簡易な判定手法に関する

研究

工 糖尿病について、医薬品

等による有/‐Dな治療に関

する介入研究

平成21年度に比し、中期日

標の期間中に、臨床研究実施

件数 (倫理委員会にて承認さ

れた研究をいう。)及び治験

(製造販売後臨床試験も含

む。)の 実施件数の合計数の

10%以上の増加を目指す。

④ 医薬品及び医療機器の開発の推進

ア HIV・ エイズにおける国内未承認の医薬品や医療機器に関する臨床研究として、国内未承認のカリニ肺炎治療薬のアトパコ

ンと赤痢アメーパのシス椰 除薬であるパロモマイシンを個人輸入にて使用した。

アトパコンは、平成24年に保険認可となつた。

イ 新興・再興感染症における新規診嚇 査法 ,治療薬の開発や既存薬適応拡大に向け、以下の取り組みを行つた。

① 新規抗インフルエンザウイルス案ファビピラビル (富山化学)を用いた H5Nl患者への治療効果に対する評価研究 (Phasc

I)を富山化学工業一パクマイ病院―国立国際医療研究センターの三者で産学共同臨床治験として始動した。

② 抗ウイルス薬ラニナミビル (商品名イナビル)(2010年 9月 10日 製造承認/第一三共株式会社)の効果的投与方法の検討

の為の動物実験を推進し、重症インフルエンザの病態解明及び新規治療方法の検討の為の動物実験を実施し、論文作成を

行つた (論文受理 )

ク C型1曼性肝炎の治療効果の簡易な判定手法に関する研究として、インターフェロン治療の効果予測として、実際の患者で【

呼8BSNP測 定を開始した。また、インターフェロン治療による副作用である貧血の予知のためのITP7t SNPの 測定を開始した

そして、どれ位の確率で本当に予測可能かの検討を行つている。

工 ①当院通院中の2型糖尿病患者において、入院の上で持続皮下血糖Jll定を用いてnigli tol及 びsita宮1,ptinを 段階的に投与

し、その効果と安全性を検討する介入研究を終了。英文誌に結果を掲載した。また、②経 口血糖降下案の有効性に関する研

究を遂行している。

・ 治験を含む臨床研究の合計実施数は、平成23年度で212件となっており、平成 21年度214件に比して0 9%減
となっている。

平成21年度

平成 22年度

平成23年度

214件
26071 (対 21'   21 部増)

2 1 2イ 牛 (対 21'    0 瓢減)



(2)均てん化Iこ着目した研究

① 医療の均てんfL手法の日
発の推進

関係学会等との連携を図り

、臨床評価指標の開発並びに

診断 ,治療ガイ ドライン等の

作成及び普及に寄与する研究
を推進する。

感染症その他の疾患に対す
る医療を担う高度かつ専門的

な技術を持つ人材の育成を図
るため、系統だつた教育 .研

修方法の開発を推進する

(2)均てん4Lに着目した研究

① E菫の均てん化手法の開

発の推進

感染症その他の疾患に関

する医療の質を評価する信頼

性・妥当性のある指標の開発

を行うとともに、以下の研究
を実施することで、医療の均

てん化を図る。
・ HIV.エ イズについて、
包括ケア及び長期療養に必

要なプロトコールの作成
・ 新興・再興感染症、粕嘘 :

病について、診療にかかる
ガイ ドラインの作成

・ 児童精神地域診療ネット
ワーク会議の開催等を通じ

た情報共有方法に関する研

究

次世代の感染症その他疾
患の医療や国際保健医療協力

を担う、高度かつ専門的な技

術を持つ人材の育成を図るた

め、系統だつた教育・研修シ

ステム、教育ツールの開発を

目指した研究を実施する

(2)均てん化に着日した研究

① 医農の均てんfL手法の高

発の推進
・ 感染症その他の疾患に関す

る医療の質を評価するため
の指標について、検討を行う

・ 次の研究を実施することで

医療の均てん化を図る。

ア HⅣ エイズについて

包括ケアプロトコールの

作成に着手

長期療養プロトコール

の作成のための実態調査
に着手

イ 新興・再興感染症、糖尿

病について、診療にかかる
ガイ ドラインの作成に着
手

２
０

均てん化に着目した研究

医療の均てん化手法の開発の推遺

ア HIV`エ イズについて、患者支援調整官が研究班として包括ケアプロトコ■ルの作成に着手、看護支援調整官が班研究と
して長期療萎プロトコールの作成のための実態調査を行った。

イ 平成20年度以降、肝炎情報センターでは都道府県肝装患診療連携拠点病院とのネットワークを活用することにより、医
療の均てん化に取り組んでいる。平成 23年 4月 1日 現在、ようゃく47都道府県に合計70拠点病院の指定が完了したこ
とにより、さらなる進展が期待しうることになった。厚生労働省によって平成 23年 5月 16日 付けで策定された 『肝炎対
策の推進に関する基本的な指針Jの 中にも肝炎情報センターの果たすべき役割について明記されている。
肝炎情報センターに課せられたミッションには、①インターネット等による最新情報提供 (次章に記載)、 ②拠点病院間

情報共有支援 (肝疾患診療連携拠点病院で構成する協議会組織の事務局機能)、 ③研修機能 (肝疾患診療連携拠点病院等の
医療従事者に対する研修の企画・立案・推進)の 3つがあるが、特に均てん化に係わる②と③について平成23年度実績を
記載する。肝疾患診療連携拠点病院ならびに肝炎情報センターの活動状況の一部は、平成24年 3月 2日 に厚生労働省で開催さ
れた第7回 llF炎対策推iC協議会において詳細に報告ずみである。

I拠点病院間連絡協議会の開催】         .
第 1回 (平成23年 7月 15日 )163拠点病院から109名 参加し、①肝炎情報センターの活動報告、② 「肝疾患相談センター

の認知度をいかに高めるか」に関する事例検討、③ 「B型肝炎訴訟について」 (厚 労省)を行った。
第 2回 (平成24年 1月 20日 ):65拠 点病院から120名 参加し、①肝炎情報センターの活動報告、②「B型肝炎訴訟について

J(厚労省)、 ③拠点病院事業に関する諸問題 (公募)と して、「複数設置をしている都道府県の問題点について」、「

肝疾患診療連携拠点病院と自治体との関わりについて (拠点病院へのアンケー ト調査結果も含めて,」 を行つた。特に、
後者の課題については、平成24年 3月 2日 に厚生労働省で開催された第7回肝炎対策推進協議会において発表した。

【医療従事者向け研修会】
・ 医師向け研修会 (平成23年 7月 15日 ):56拠点病院から68名 参加し、「肝炎総合対策の動向J、 「llT臓病教室による情報

提供の理念とその現状J、 「疾患関連遺伝子のゲノムフイ ド関連解析 (GWAS)と その意義J、 「わが国のC型慢個汗炎治療
の将来の展望Jの 4テーマの講演があった。

 ヽ 医師、臨床検査技師向け研修会 (平成24年 1月 20日 ):64拠点病院から114名 参カロし、「B型肝炎に係わる諸問題」をメイ
ンテーマに、「B型肝炎に関する最新情報J、 「免疫学的測定法を用いた肝炎ウイルス検査の現状と問題点」、 「HBV
グノタイプA感染の臨床的;ま 義」、「がん化学療法中のB型肝炎ウイルス再活性化のリスクとその対策」の4テ ーマの詳演
があった。

・ 看護師向け研修会 (平成23年 12月 2日 ～3日 ):55拠点病院から59名 参カロし、「B型肝炎―知っておきたい最近の話題―

」、「インターフェコン治療に伴うIl■眠障害および抑うつ症状についてJ、 「進行肝癌治療における看護向iの役専」、「

ウイルス性肝炎患者に対する偏見・差別等への取り組み」、「肝蔵病教室への看護師としての関わり」の5テーマの講演と
、これらのテーマに関するグループワーク (8グループ)を二日間に二つて行った。
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ンター相談員向け研修会 (平成24年 3月 17日 ～18日 ):45拠点病院から45名参カロし、 明千炎総合対策につい

て」 (厚 労省)と 「B型肝炎訴訟について」 (厚労省)、
「B型肝炎に関する最新の話題J、 「C型肝炎に関する最新の話題

Jの 4テーマの講演、およびグループワークを二日間行つた。グループワークのために、「社会資源の活用法と肝炎患者に

対する偏見・差別の問題Jを盛り込んだビデオを事前に作成し、研修会当日の教材として用いた。

ウっ停[宮 ;開戦農年生11ウ  禁景τ電奪甚嵩各房マニュアルとして「糖リス病標準診療マニュアル (一般診療所・クリニック向け)」 を平成 22年度に作

アルを年度内に作成   1 成し、ホームページに公開し、年に2度の頻度で改言Tしている。

工 児童精神地域診療ネッ |ェ 国府台病院 (児童精神医療)

トワーク会議の開催等を 1  国府台病院を中心に地域診療ネットワーク会議を6回 (毎奇数月)開催し、支援の必要な地域の子どもの精神的Fp5題に関

する研究に着手

オ 次世代の感染症その他

疾患の医療や国際保健医

療協力を担 う、高度かつ専

門的な技術を持つ人材の

育成を図るため、系統だっ

た教育・研修システム、教

育ツールの開発を目指し

た研究

② 情報発信手法の開発

 ヽ 広く国内外の知見を収集評

価し、ホームページ等を通じ

て、国民向け・医療機関向け

に最新の診断 治療情報等の

提供を行うため、次の研究等

をイテう。
ア 感染症その他の疾患に

関する医療の均てん化に

資する医療者向け情報の

提供方法等の検討
イ 医療者向け情報につい

て、コンテンツの効率的な

収集・維持体制や提供方法

に関する検討

ウ 患者 国民等への感染症

その他の疾患に関する医

療・研究に対する理解を支

援する方法の検討
工 患者 家族 国民等に対

して、感染症その他の疾患

の予防、早期発見、診断

治療、う1■ 1関する知識や

情報を集積して分かりや

すく提供することについ

通じた情報共有方法に関 | わる情報共有ならびに支援法開発に努めた。

オ 人材育成

1 系統だつた教育・研修として、以下のものを実施しており、その教育プログラムの開発・改良に努めているところ。

① レジデント医師には、感染症や国際協力に特化した専門性の高い研修コースを設置し、運営した。

② HIV、 国際感染症、肝炎、糖尿病などについて、医師等の医療従事者に対する独自の教育プログラムを開発し:受講

を募っているところ。

③ 看護師には、卒後臨床研修として、平成 22年度よリローテーション教育を開始すると共に、中堅職員に対しては、保

健師助産師看護師等実習指導者講習会を4回開催し、教育レベルの向上に努めた。

④ 看護大学校では、看護実務に就業しているものへの再教育として、短期研修4コースに加え、認定看護師教育課程「が

ん化学療法看護」と認定看護管理者教育課程を開講し、系統だつた教育・研修システムの確立に努めてきた。

② 情報発信手法の開発
エイズ治療 研究開発センター
エイズ医療の均てん化に資する医療者向け情報の提供として、ACCホームページ上にE learningサ イ トを更新、全国の

医療者がいつでも何度でも閲覧できるようにしている。

・ 国際感染症センター

研究活動について、専用ホームページを立ち上げ、国民及び他機関の医療従事者・研究者らに研究を通して得られた情報

を広く公開した、

・ 糖ス病情報センター

かかりつけ医向け及び糖尿病専「電医向けのマニュアルを平成 22年度に作成し、インターネットで公開している。かか

りつけ医向りのマニュアルは年に 2度 の頻度で改訂し、糖尿病専門医向けのマニュアルはrtt時項目を拡充している。この

他にも、糖尿病の最新のエビデンスを医療従事者向けに配信しており、糖尿病情報センターの平成23年度のホームペー

ジのアクセス数は、 19万 PVであつた。

肝炎情報センター

lF炎情報センターでは平成20年 12月 にホームページを立ち上げ、インターネットによる最新情報の提供を行つてい

る。拠点病院の指定状況を紹介するとともに、各自治体における肝疾患専門医療機関リストゃ拠点病院内に設置された肝

疾患相談センターホームページヘのリンクを貼ることにより、患者の便宜を図る努力をしている。

なお、一般的な肝疾患 (急性肝炎 ,Bttjlrtt C型肝炎・ll・■変・肝細胞がん等)に関するサイ トは「一般向け」「医

療従事者向け」「肝臓専門医向け」の 3つに分け、最新情報への定期的更新を行うことにより、利用者の便宜を図つてい

る。

平成23年 3月 11日 の東日本大震災に際しては、各自治体における肝疾患診療実態に関する情報収集を東北 北関東

地区の拠点病院事業担当者へ依頼し、その結果を掲載した拠点病院ホームベージヘのリンクを貼ることで数ヶ月間に亘つ

て情報提供を行った。平成23年度のアクセスページ数は、約669万件 (1日 平均1,829件 )であった。平成23年4～ 9月 の前

情報発信手法の開発

感染症その他の疾患に対

する正しい理解を促進し、息

者・家族に対する支援の質を

向上させるため、医療従事者

及び患者・国民への啓発手法

の研究を推進する

情報発信手議の開発

感染症その他の疾患に対

する偏見を解消し、正しい理

解を促進するとともに、忠者

家族に対する支援の質を向

上させるため、広く国内外の

知見を収集評価し、ホームペ

ージ等を通じて、国民向け

医療機関向けに最新の診断・

治療情報等の提供を行うため

の研究を実施する。
ア 感染症その他の疾患に

関する医療の均てん化に資

する医療者向け情報の提供

方法等の開発

医療者 旬け情報につい

て、コンテンツの効率的な

収集 剰L持 体1訂 や提供方法

に関する研究を行う。

イ 患者 L■l民等への感染症

その他の疾患に関する医療

研究に対する理解を支援

する方法の開発

患者 家族 国民等に対

して、感染症その他の疾患の



(3)日暉保償医療協力

国際保健医療協力を推進
するため、関係機関と連携し

、以下の研究を推進する。
① ■朦医療協力の効果的な
推出に必要な研究

世界的な健康格差の是正
に向け、国際保健医療協力を
効果的に行うために必要な研
究を推進する。

予防、早期発見、診断、治療

、研究に関する知鍛や情報を

集積してわかりやす(提供す

ることに関する研究に取り組

4」
 。

(3)目臓保健医療協力に目す

る研究

開発途上国への国際保健医療

協力を効果的に推進するため

、国際保健動向の情報収集・

分析を効果的に行 うとともに

、開発途上国で実施 iている

技術協カプロジェクト̀
つ
知見

等を収集評価し、開発途上国
における感染症11御に必要な
システム、妊産婦や乳幼児の

死亡を減らすための方策、効

果的な保健システムの在り方

等に関する研究や、国際保健
にかかる国内外の人材育成に

必要な研究を実施する。

国際保健のネットワーク

強化を図るため、効果的な情

報共有や共同研究のl_1■み等

を構築するために必要な研究

を国内外関係機関等と共同で

実施する。

て検討

(3)目瞭保健E患協力に目す

る研究

① 目臓匿菫協力の効果的な
推進に必要な研究

・ 開発途
`「
 ●国際保軽[

療協力を■ 1 ●
=|・

Lする

ため、次の研究等を行 う

ア 国際保健動F・lの 情報収

集・分析

イ 開発途上国で実施して

いる技術協カプロジェク

トの知見等を収集 評価

ウ 開発途上国における感

染症制御に必要なシステ
ムに関する検討

工 妊産婦や子し幼児の死亡

を減らすための方策の検

討

オ 効果的な保健システム

の在り方等の検討

半6ヶ 月間の月平均が54万件、10月 ～平成24年 3月 の後半6ヶ 月間の月平均が67万件と、25%増 となっている。

(3)目際保健医療協力に関する研究

① 国際医饉協力の効果的な推道に必要な研究

ア 4月 にザンビア、インドネシア、中国、ラオス、 11月 にバングラデシュ、 12月 にセネガル、 1月 にベ トナム、カンボ
ジアの保健政策、保健システムの仕組み、保健医療サービスの現状や課題を、当該国に派遣されている派遣課員や国内の課
員による現地調査を基に収集・分析し、国際医療協力部ホームペニジに掲載した。現在、 ミャンマー、コンゴ民に関する情
報を現地派遣課員が収集、分析中である。また、平成 22年度から開始した「国際保健協カデータベース作成と情報発信に
関する研究 (22指 12)」 において、WHO(世 界保健機関)総会決議、同西太平洋地域委員会決議内容の分析を実施してお
り、論文が作成されている。

イ 平成 22年度から開始した「国際保健協カデータベース作成と情報発信に関する研究 (22指 12)」 において、開発途上国
で実施している技術協カプロジェクトの知見等を収集評価し、過去において実施したプロジェクトを含め、それらの情報に
関するデータベースの作成に取り組んでいる。

ウ 平成 22年度から継続して、国際医療研究開発費として「開発途上国における新興 .再興感染症サーベイラシス (22指 7

)」 の研究を実施しており、主要なところでは、ラオスにおけるB型肝炎母子感染抑制事業の評価として、全国の母子を母集
団とするクラスタ・サンプリングサーベイを、現地予防接種事業ならびにWHoと 協調して実施した。 「開発途上国におけ
るHIマ 対策の評価及びその改善に向けた研究 (22指 4)」 においては、HIV母子感染予防と小児HIV治療にかかる―・スト分析を
行い、HIV感染率の低い地域においても妊婦健診でのルーチン検査を含む母子感染予防対策がコストの面からの有効であるこ
とを示した。また、カンポジアにおいてPlTC(Provider lnitiated Testing and Counscling)で は妊婦にHIV教育が十分にで
きない問題点やPI rc導入の際でもカウンセリングが重要である点などを示した。 「熱帯東南アジアにおける新型インフルエ

ンザHlNlに よる疾病負担ならびに超過死亡の研究 (23指2)Jでは、ラオス、 ビエンチャン首都圏において、2009年 のHlNl

初発よりも、2010年 の秋の第二波が、呼吸器感染の追加疾病負担をもたらしている可能性を示唆した。

工 平成 22年度から開始した「開発途上国の新生児・小児クアにおける質向上のアプローチに関する研究 (22指 4)」 につい

ては、モンゴルならびにベ トナムで、新生児死亡の基礎データの収集から、前者では新生児期早期 (生後7日 以内)の死亡が多
いこと、どちらも新生児蘇生の トレーンング導入でアプガースコア等の改善を見ることが明らかにされた。妊産婦・新生児
小児保健対策の有効性検証および科学的根拠創出フィール ドの確立に関する研究 (23指 3)Jに おいては、パッケージとな

つた母子保健サービスが最終的に有効に人々に届いているか、またその有効性を高めるために必要な要素の記述と分析を実
施中である。

オ  「開発途上国の公的医療機関における息者中心のサービス実現の方策に関する研究 (23指 1)」 では、複数の対象国モデ
ル病院において、本アプローチ導入後の評価と事lpl分析を実施中である (セ ネガル、マダガスカル、コンゴ民主共和国、プ

ルンジ)。 また、仏語圏アフリカ8か国への 5S導入後 1年の評価として Good practiceの 抽出を行い、病院における5S導
入の促進および阻害要因を分析中。看護IIllJl強 化とサービスの質改善の関係についてマダガスカルとベ トナムの事例から分
析した。



力 国際凛健にかかる国内 |力  「紛争後国家や脆弱国家における保健人材開発制度の確立に関する研究(22指 8)」 は、保健人材制度の分析フレームワー

役曇
効果甲な人材育成の| ,IT』鶉 婁賃臀ンタlF8雁ぶEえFフ多菫1夕丘フこ

`亀

λ色ム筆曇11璽省1:先魚t:]l電『峯[看裏ζん

1 基禍テ舜凛虐暑冨遷斯0ぁ畠勇Fだ二遺彗土ぞFζ≦言耳薯嚢晟言葉暮走論旱奮こ這纂違Fこ高倉ζI漁各薯週≧」海型雰
強化に関する質的調査を行つた。ベ トナムでは「定着Jにつながる卒後継続教育について調査研究を行つた。

キ 国際保だの新しい潮流 |キ  「国際保健の新しい潮流と今後の展望 (23指6)Jでは、国連ミレニアム開発目標 (MDOs)の 目標年2015年以降に重要

と今後の展望に関する検 | となる可能性のある保健医療 健康課題を調査・研究した。

誡

② 国際保健のネットワークの

強化に必要な研究

国内外の関係機関等との

情報共有及び共同事業の実施

等諸協力を推進するため、国

際保健分野のネットワーク強

化に必要な研究を実施する。

② 国際保健のネツトワーク l② 国際保健のネットワークの強1しに必要な研究

の強化に必要な研究   |  「国際共同研究基盤整備に関する研究Jは平成22年度に終了したが、同年度よリベトナムパクマイ病院との間で協定を締

国際保健のネットワーク強 1 結 し、共同研究を進めるなど、構築されたネットワークを活用した研究が進展している。また、一昨年度に指定を受けた

化を図るため、効果的な情報1 保健システム開発分野でのWHO協 カセンター (TCC)と しての活動として、ネパールのマラリア対策と保健システムの関わ

共有や共同研究の仕組み等 | りについて、調査を実施し報告書をWHO西 太平洋地域事務局に提出した。WCCと しての契約は2013年 まで継続する。

を構築するために必要な研

究を国内外関係機関等と共

同で実施する。

説明資料3 1 肝硬変を有するHIV感染者に対する自己骨髄細胞投与療法関連資料
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説明資料3-7 パイオバンク概要資料
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説明資料317 発表論文リスト (国際医療協力局)



評価の視点等   |
口評価項目3日

研究・開発に関する事項

(3)担当領域の特性を踏まえた戦略的かつ重点的な
研究・開発の推進

自己評定    I     A 評  定    I     A
(総合的な評定)

主要疾患等である、感染症 (HIV/AIDS、 新興・再興感染症)、 糖尿病

代lllL疾患、肝炎・免疫疾患、国際医療協力等各分野における研究・開発が着実に

実施されており、一部の研究は企業との共同研究に進展した。
特に、HIV/AIDSの 分野では、臨床との綿密な連携による研究があり、今

後の治療法や新薬の開発に資する研究に取り組んでいる。

数値目標のうち、臨床研究実施件数等は平成21年度とほぼ同水準であるものの、
掲載論文数は中期計画を大幅に上回つており、戦略的かつ重点的な研究 開発の推
進に着実に取り組んでいる。

(委員会としての評定理由)

HlVの新規感染者について耐性検査の実施、薬剤耐性状況の把握及び遺伝子解析を

年間 100例 の計画に対し、116例 について行った。HIV感染者への自己骨髄細胞投与
による肝硬変の治療を実施するとともに、糖尿病合tIF症 、慢性肝疾患、免疫疾患の基
礎 臨床研究を実施した。

以上の実績と取り組みについて評価する。

(各委員の評定理由)

・疾病に着目した研究では、疾病の本態解明・実態把握でいくつかの研究成果が出さ
れた事、免疫分野での成果、産官学連携での成果など、均てん化、国際医療分野での

数々の事業推進など評価する。
・総合的には論文数などは着実に増加しているものの、臨床研究の絶対数は更なる増
カロが望まれる。広範な分野で研究を実施している点は理解 評価するものの、さらに
的を絞った研究と成果が期待される。
・当センターが特に力を入れている感染症 (HlV/エ イズ、インフルエンザ)、 槽尿病、
肝炎、免疫疾患等の研究・開発は着実に実施されているように思え、研究論文は22
年度に比し、23年度は24%増加した。一方、治験を含めた臨床研究は21年度に
比し0 9%減 少している。
・HIVな ど疾病に着目した研究、糖尿病マニュアルの更新など均てん化に着目した研
究、開発途上国における感染症をはじめとする国際保健医療協力に関する研究など大
いに評価できる。
・HIV新規感染者へ耐性検査、糖尿病の最新のエビデンスを医療従事者向けに配信、
肝炎について最新情報をホ‐ムページで公開、国際保健医療協力に関する研究等につ
いて評価する。
・ACCについては、厚生科学研究を中心とした積極的臨床研究やコホー ト研究をおこ
なつた点や、HCV多 重感染者に対する自己骨髄投与療法の実施など先端医療のF71発 を
おこなつている点など高く評価できる。新興・再興感染症についても国際共同研究を

継続的に実施している点は評価できる。肝炎に関しては 23年度に体制整備がおこな
われた点は評価できるが、成果については今後、期待される。
・糖尿病について 1型糖尿病に関する共同研究を開始した点は評価できる。
・論文数、引用数共に大きく伸びている。
・論文数は目標上回るも臨床研究実施件数は中期目標に向け推進中である。

(その他の意見)

・バイオリソースの活用は重要で、6つのナショナルセンターで運営協議会が設置さ
れて活動が開始されており、当センターも積極的に活動してもらいたい。

[数値目標]

○ 平成21年度に比し、中期目標の期間中に、論文誌ヘ

の掲載論文数をセンター全体で100/o以上の増加

Web of Scienceで 検索される研究論文の うち、平成 23年に出版されたものは 1

99編あり、平成 22年に出版された数である 161編 に比して、24%増カロした
(評価シー ト10頁参照)

O 平成21年度に比し、中期目標の期間中に、臨床研究
実施件数 (倫理委員会にて承認された研究をいう。
)及び治験 (製造販売後臨床試験も含む。)の実施
件数の合計数の100/0以上の増加

平成 23年度に実施された治験を含む臨床研究は212件 となり平成 21年度に比

し0 9%減 少 した。

治験等受籠研究 :  22件   (19件 )

その他臨床研究 : 19o件  (195件 )

合  計  : 212件  (214件 )※  ()内 は平成 21年度実績

(評価シー ト13頁参照)

評 価の視点]

○ 研究・開発を推進するため、企業、大学、学会等と
の連携を図っているか。

実績 :○

・早稲田大学理工学部、理化学研究所等との連携の継続等、他の研究機関との連携を

進めてきた。また、企業との連携を図るべく、(株)知的財産戦略ネットワーク (1

PSN)と の連携も行つているところである。また、平成 24年度上半期にFjll催 さ
れる民間のパイオ関連見本市に出展すべく準備を行つているところ。

○ 当該研究センターの研究者がコレスポンディング
・オーサーである論文の被引用総数がどのように推移
しているか。

実績 :○

Veb of Scienceに よって当研究センターの論文について、被引用数の各年毎の累言+

値を調べたところ、平成 21年から平成 23年 (暦年)まで、平成 21年 4, 23
3件 ,平成 22年 4, 822件、平成23年 5, 185件 と順調に伸びている。

(業務実績 10頁参照)



〇 パンデミック感染症、新興 再興感染庄■び僣尿病

等に関する疫学研究を進めるとともに、ウイルス性月ヤ

炎の感染状況やインターフェロン治療に関する実態

把握を行つているか。

〇 感染症その他の疾患について、発症機序や病態の解

明につながる研究を実施しているか。

実績 :0
インフルエンザ呼吸器感染症の重●I化のメカニズムと治療法を解明するため、マウ

スのインフルエンザ感染重症化モデルの作成と病理像の検討を行い、びまん性肺胞

障害 (diffuse alveolar danage:DD)力
'マ

ウスの死亡と関連することを示した。

・免疫に関する疾患の病因解明の基礎となる基礎・臨床研究については、自己免疫性

貧血の新規治療標的の解明や、炎症性腸疾患における炎症の慢性化 重症化機構の

中心的役割を果たす反応経路、免疫詐Ⅲ胞の分化にステロイ ドが果たす役割の解明な

ど行つた。

(評価シー ト11頁参照)

t績 :〇

・新興 再興感染症分野では、2000年 4月 末にメキシヨ 米国から報告された新型イン

フルエンザに関して、発症後抗ウイルス菜投与までに要する日数と肺炎の重fll~1し の

関係や、メキシヨにおけるインフルエンザ重症化の社会経済的背景についての検討

を行い、論文発表を行つた。また、当センターにおける新型インフルエンザ (HlNl

pdm2009)入 院症例の検討を行い、呼吸器症状を有した患者をステロイ ド投与群と非

投与群で比較し、ステロイ ド投与群で有意に重症であつたにもかかわらず、解熱時

間および入院日数に■がなかつたことを示し、国際学会及び論文発表を行つた。さ

らに、ベ トナム国パクマイ病院を中心として、鳥インフルエンザ(H5ND感 染忠者数

の推移と疫学に関する調査、H5Nl患者が実際に発生した地域における住民の知識や

行動・環境に関する調査などを行い、論文発表した。

・エイズ治療研究開発センターでは、国際医療研究開発費による肝炎グループの研究班に

分担研究者として参加し、HlVと月予炎の重複感染の実態調査を実施した。また、B型

肝炎が蔓延しているアジア諸国における治療導入後の実態調査、疫学調査に関し文部科

学省海外拠点プログラム研究費にて実施している。C平価シート9頁参照)

・肝炎情報センターでは、全国の41自 治体月千炎対策担当部署の協力を得てインターフェ

ロン治療効果判定報告書の収集 解析事業を行つており、平成 24年 2月 までに9,434

例のデータを収集し、解析している。

.国際疾病センターは、メキシヨやベ トナムの新型インフルエンザや呼吸器感染症に

おける疫学研究の基盤を整備すると共に、既にメキシコの新型インフルエンザの死

亡リスク検討や社会経済的背景からの分析を行つている。

(評価シー ト12頁参照)

月T炎情報センターでは、全国の41自 治体

「

炎対策担当部署の協力を得てインター

フェロン治療効果判定報告書の
'ユ
集 解析事業を行つている。平成 21年 12月 か

ら平成 24年 2月 までに9,434例 のデータを収集し、解析している。特に、地域差の

有無についての検討も進めており、治療成績については全国で均てん化されている

ものの、C型肝炎ウイルス遺伝子型の分布、再治療例の比率、 65歳以上の患者比

率などには地域差を認めている。平成 24年度以降も厚生労働科学研究費の補助を

受けることが決定しており、これらの地域差の原因等につき、さらに詳細な検討を

進める予定である。

○ 疫学研究により、感染症その他の疾患についてのリ

スク・予防要因の究明等、実態把握に資する研究を実

施 しているか。



○ 感染症その他の疾患に対する高度先駆的な予坊渋

や、早期診断技術、治療法の開発に資する研究や標準
的な予防、診断、治療法について、中期計画に掲げる
研究を推進しているか。

実績 :0
ACCで は月T硬変を有するHIV感染者

`対
する自己骨随輸注療法を、平成 23年度内

に2例実施、平成24年度に実施する予定症例のスクリーニングを行つた。また、

日本人に適した、副作用を回避する治療 _● として、逆転写酵素阻害薬を使用しない

新しい治療法開発のための臨床試験 (SPARE study)を 計画、倫理委員会の承認を得て

多施設共同無作為割付け臨床試験を実施している。

・高病原性鳥インフルエンザA(H5Nl)ヒ ト感染症に対する包括的治療戦略 (Comprehe

nsive Therapy for human H5Nl:CT humn H5Nl)の 継続と強化 推進を行った。201

2年 1月 ～3月 に発生したH5Nl死 亡例 (ベ トナム南部)やH5Nl疑 い例 (パ クマイ病院)

の調査とインァルエンザ重症化に寄与する因子の検討、2009年以降のパンデミック (

HlNl)2009に よる重症肺炎 (バ クマイ病院ICU)の症例検討、インフルエンザ感染に

起因する重励 RヽDSに 対するPⅨ療法などの臨床研究を行つた。

・慢性肝炎の診断浸 して、宿主 lQl囚 子としては、128Bと ITPAの各々のSNPの測定法

を 確 立 し た 。 一 方 、 ウ イ ル ス 側 要 因 と し て HCマ cOre70,91の 測 定 法 とHBVの PC,CP

測定法を確立し、両者を実際の思者で)」 定を行つた。
(評価シー ト12頁参照)

・センター病院に通院中の合併症を有する2型糖尿病患者を対象に、内服での血糖管理

困難な2型糖尿病患者におけるインスリンー回■射法導入の予後調査、インスリン治

療中の高齢2型糖尿病患者における低血精発現に関連する因子の検討や、血管障害の

進行した2型糖尿病患者における無症候性の冠動脈疾患精査後における治療介入の

状況に関する調査を行つた。

○ 研究に必要な、バイオリツースや臨床情報を収集し

、解析を行う研究を実施する等、その有効な活用を図っ
ているか

実績 :○

・バイオリソースの活用について、ナショナルセンターが6NCバイオバンク運営協
議会を設置して、収集・管理に当たる仕組みについて検討を行つており、当センタ
ーも一員として検討に当たると井に、協議会事務局を引き受けている。

・当センタニは、生活習慣病や感染症を中心としたバイオバンクの構築を構想してお

り、構築に向けた組織として開発医療 .|・ 内にバイオバンク担当部局を設け、担当者

を新規雇用し、センター内の体制の整備に着手したところ。

(評価シー ト12頁参照)

20



〇 医薬品及び医療機器の治験 (適応拡大を含む。

実現を目指した研究を実施しているか。

実績 :○                 ´

HIV・ エイズにおける国内未承認の医薬品や医療機器に関する臨床研究として、国内

未承認のカリニ肺炎治療薬のア トバコンと赤痢アメーバのシス椰 除薬であるパロ

モマイシンを個人輸入にて使用した。なお、アトバコンは羽成24年に保険収載さ

れた。

・新興 再興感染症への取組として、T705(臨 床治験抗ウイルス薬/富山化学)を
使用しての H卵 1感染の治療効果に対する評価研究 (Phase Ⅱ)、 Phase■ 臨床試験

を官山化学工業一パクマイ病li一 国立国際医療研究センターの三者で産学共同臨床

治験として始動した。

・新規抗ウイルス薬ラニナミビル (商 品名イナビル)(2010年 9月 10日 製造承認/第一

三共株式会社)の重症インフルエンザヘの効果的投与方法の検討の為の動物実験を

同社及び神戸大学との共同研究として実施し論文作成を行つた (既 に受理済み)。

・C型慢性肝炎の治療効果の簡易な判定手法に関する研究として、インターフエロン

治療の効果予測として実際の患者で lL28BSNP測定を開始した。また、インターフエ

ロン治療によるEl作用である貧血の予知のための ITPA S岬 の測定を開始した。加え

てどれ位の確率で予測可能かの検討を開始した。

・権尿病に関しては、当院通院中の 2型糖尿病患者において、入院の上で持続皮下

血糖測定を用いてniglitol及び sitagliptinを 段階的に投与し、その効果と安全性

を検討す る介入研究を終了。英文誌に結果を掲載した。また、経口血糖降下薬の有

効性に関する研究を遂行している。

治験を含む臨床研究の合言1実施数は、平成 23年度で212件 となつており、平

21年度214件に比して0 9%減 となつている。

)の

〇 海外では有効性と安全性が検証されているが]内 !実績 :O
における国171未承認の医薬品や医療機器に関する臨床研究として、lT4内

ソニ肺炎治療薬のア トパコンと赤痢アメーバのシス 即 除薬であるパロ

を個人輸入にて使用した。なお、アトパコンは平成 24年に保険収載さ

新しいウイルス量測定方法に関する臨床研究を実施した。

晨病、新興・再興感染症、肝炎、精神疾患について、ケアプロトコ‐ル

寮ガイ ドラインを作成 t´ 、各種講習会、ネットワーク会議、ホームペー

じて情報提供を行うことで均てん化を図つている。

ジを通じて、一般惜,け に疾忠に関する正しい知識等について啓蒙を行う

褒従事者に対しては、最新のiさ療法、知見等の情報提供を行っている。

|



○ 開発途止国への国際保健医療協力を効果的に推進
するため、国際保健動向の情報収集・分析を/‐/1果的に

行 うとともに、効果的な保健システムの在り方等に関

する研究や、国際保健にかかる国内外の人材育成に必

要な研究を実施しているか。

実績 |〇
・年度を通し、英文原著論文17編、英文総説等1編、和文原著論文1編、和文総説等2

編、合計論文数21編。

・国際保健動向の情報収集・分析 :保健医療サービスの現状や課題を、 ミヤンマー、
コンゴ民主共和国につき収集しまとめた。WHO(世 界保健機関)総会決議、同西

太平洋地域委員会決議内容の分析を実施しており、論文を作成。

.開発途上国で実施している技術協カプロジェクトの知見等を収集・評価 :開発途上

国で実施している技術協カプロジェクトの知見等を収集評価し、過去において実施
したプロジェクト等情報のデーターベース作成中。

・開発途上国における感染症制御に必要なシステムに関する検討 1ラ オスにおけるB
型肝炎母子感染抑制事業の評価、HIV離手感染予防と小児HIV治療にかかるコスト

分析、カンボジアにおけるPITC(R∝idCr inl“ atCd Tcsting and Counsclhg)の 課題分
析、ラオスの新型インフルエンザHlNlに よる違カロ痕病負担調査等が実施された。

・妊産婦や乳幼児の死亡を減らすための方策の検討 :モンゴル、ベ トナムでの新生児
死亡の基礎データの収集ならびに新生児蘇生のトレーンング評価、パッケージとな
つた母子保健サービスの有効性評価が実施された。

・効果的な保健システムの在り方等の検討 :仏語圏アフリカ諸国の病院における5S
改善TQM導入の促進および阻害要因を分析中。

・国際保健にかかる国内外の効果的な人材育成の検討 :紛争後国家や脆弱国家におけ

る保健人材制度の分析フレームフーク (Ho"c modcl)の チェックリストとマニュ

アルを作成し2つの国際学会で発表し、PLoS M“ おlnc誌 に刊行した。完成した質問

票にて、カンボジア、およびコンゴ民で調査を実施した。

・国際保健の新しい潮流と今後の展望に関する検討 :国連 ミレニアム開発目標 (MD
Cs)の 目標年2015年以降に重要となる可能性のある保健医療・健康課題を調査・研

究した。

実績 :○

・平成22年度から「国際共同研究基盤整備に関する研究Jは終了したが、ベ トナム
パクマイ病院との間で協定を締結し、共同研究を進めるなど、構築されたネットワ

ークを活用した研究が進展している。また、一昨年度に指定を受けた、保健システ

ム開発分野でのWHO協 カセンター (ICC)と しての活動として、ネパールのマラリ

ア対策と保健システムの関わりについて、調査を実施し報告書をWHO西 太平洋地

域事務局に提出した。WCCと しての契約は2013年まで継続する。

〇 国際保健のネットワーク強化を図るため、効果的な
情報共有や共同研究の仕組み等を精築するために必

要な研究を国内外関係機関等と共|』 で実施している

か 。



2 医療の提供に目する事項 12 医療の提供に関する事項 12 医療の壕供に関する事項 12 る事項

我が国における感染症その 1  基本的に病気とは複雑な疾

他の疾患に対する中核的な医 1 病の複合体であるので、その

鯛鷺麓就ぷ樵1麓繁[iI:::費曽
を行うこと。        | め様々な側面から患者を診る

また、高齢化社会が進展する| ための総合診療能力、救急医

中モ(漱lll暮ら1ふ蔦負あ1 募碁番[踏

'藤

絡二I´並ふだ凄
複合化、俳存化に対し、臓器別| の高い人材の育成及び確保が

、疾病別のみならず、患者全体1 要求される。

を見る全人的な医療を前提に、|  センターは、既に培われた世

総合医療を基盤とした感染症 1 界的に見ても質の高い医療水

その他の疾患に対する医療の 1 準をさらに向上させ、総合医療

標駒 とを推進するため、最trrの 1 を基盤とした各診療科の高度

科学的根拠に基づいた医療の 1 先駆的な医療を提供する。

提供を行うこと。      1  特に、センターのミッション

憲暑1豪高さ』要な説明を行| でおな鳳軍だそあ他の疾患の
い、情報の共有イとに努めること| ための質の高い医療の提供を

により、患者との信頼関係を構 1 行 うことにより、医療の標準化

築し、また、患者 家族が治療1 を図り、他施設のモデルとなる

の選択、決定を医療者とともに1 科学的根拠を集積し、我が国の

主体的に行 うことができるよ 1 医療の標準化・均てん化を推進

う支援することに加え、チーム| する。

医療の推進、入院時から地域ケ

アを見通した医療の提供、医療|(1)高度先駆的な医療、標準 |(1)高度先駆的な医薇.標準 (1)高度先駆的な医疵、標準化に資する医療の提供

① 高度先駆的な医療の提供

1.H∨・エイズに,」する医療の提供
HIV・ エイズ忠者に対し、薬剤耐性や薬剤血中機度のモニターに基づき、総合医療をベースに個々人の病態に即した医療を

年F・1150例以上提供するという言1画に対し、平成 23年度は682例実施した。個々の実態にR口 した治療法の重要性が増
したため、実施数も当初計画より大1順に増カロした。

義會暮鵞練電饉濃秀ピ冒『雅刷 dF:醐提供l ①
化
暑震夏星罰言2雲臆提浜

等により、患者の視点に立ったl   高齢化社会が進展する中

良質かつ安心な医療の提供を | で、課題となっている病気の| ・ HIV・ エイズ患者に対し

行うこと。         1 複合化、併存イヒに対応するたI  薬剤耐性や薬剤血十濃度の

地域のニーズに即した質の | め、鵬 別、疾患別のみなら|  モニターに基づき、総合医療

高い救急医療を提供すること。| ず、小児から高齢者までの患|  をベースに個々人の病態に

特定感染症指定医療機関と 1 者を対象とした′き身を含めた1  即した医療を年間150例 以上

して、感染症指定医療機関等と1 総合医療を基盤に、最新の知1  提供する。

連携し、感染症の患者に対する1 見を活用することで、個々の

医療の雛を着実に行うこと。
1雲薇縫肥と各ワ肇

駆的な医
|・ 染警曹ぱ譲腹詭乙ζ言♂

2.新興感染症に文」する治療法開発の推進

新型インフルエンザ 01Nl“祀009)に よるNCCMの入院患者を対象とした重症 Ollの検討を通した新規浩療法の検討を行つた

また高病原性鳥インア/2‐ ンザA(H5Nl)肺炎に対する包括的治療戦略 (Comprehensive Therapy For human H5Nl:CT hunan

H珈 1)の継続と強化を推進し、インフルエンザの重症化を招く要因 (社会経済因子、環境因子など)を調査・分析し、インフ

ルエンザ感染に起因する重島嗽DSに対するPⅨ療法などの臨床研究を行った。 ・

3.肝炎に対する治療法開発の推進

テーラーメイ ド医療の一つとして、インターフェロン治療の効果予測として実際の急者さんでlL28BSNP測 定を実施中であ

る。また、インターフェロン治療による副作用である貧血の予知のためのlTPA S肥 の測定が、どれノ立の確率で予測可能かの

検討を継続している。

また、nV・ ェィズ患者に|  る治票法の開発を推進する。

対 し、薬剤耐性や薬剤血中接

度のモニターに基づき、総合

医療をベースに個々人の病態

に即した医療を年間loO例 以 I   C型 1曼性肝炎患者の薬斉1感
受性に着日したテーラーメ

イ ド医療の開発を行う。

上提供する。



糖尿病について生体推漂等

に依拠した治療を実施する。

センターにおいて実施され

ている先駆的な医療技術に

ついては、先進医療に承認中

請を行 うことを推進する。

医療の標準化を推通するた

めの、最新の科学的根拠に

基づいた医療の提じ:

感染症その他の疾患に‐lい

て、最新の知見を活用しつつ

、医療の標準化に資する診りま

体制を整備し、標準的医療の

実践に取り組む。

4 糖尿病に対する医療の提供
血糖ヨントロールが不安定な患者などを対41に 、運抗tL精測定が可能なシステムを活用 t´、7台療方針を策定するというテ

ーラーメイドの糖尿病治療を実施した。本年度で述べ82名 に実施した。

5.先進医療・高度医療の推進
平成を3年度においては、先造医療既存技術2件 (内視鏡的大腸粘膜下剥離術、超音波骨折治療法)について実施。

さらに、先進医療既存技術2件 (実物大臓器立体モデルによる手術支援、Iし28Bの遺伝子診断によるインターフェロン治

療効果の予測評価)、 先進医療新規技術3件 (ハイスピードデジタル撮像による声帯振動の解析、HIV env V3領 域のシーク
エンス解析によるマラビロク感受性検査、チトクロームP4502B6遺伝子型に基づくエファビレンツ投与量の調節)及び高度
医療新規技術1件 (不明熟のFDG PFT/CTに よる熱源診断)の EF請 に向けて準備中。

② 医療の標準化を推進するための、最新の科学的根拠に基づいた医療の提供

1 科学的根拠に基つく医療の提供への取組

日常診療において、エビデンスに基づいた標準的治療が可能となるよう、図書館の電子ジャーナルの整備を進め、診療の

合間に電子カルテシステム上からジャーナルを参照できるシステムを整備した。また、平成24年度から国府台tt区 に移輌 .

整備される肝炎・免疫研究センターの情報シ
^テ

ム栂集についても検討を行つた。

また、各科におけるカンファレンスに積極的に取り組み、医療の質の均質化を図つた。

さらに、最新の知見を得ることのできる機会として、研究所の各種カンファレンスをセンター内で開催し、医師の参画を

促すことで最新の研究成果の吸収に努めた。

肝炎情報センターでは、全国 70の都道府県肝疾患診療連携拠点病院を対象とした医療従事者向|テ研修会を年に4□瀾催
している。肝炎医療に関する最新の知見を各自治体におけるリーダー的立場の医療者と共有する機会を提供することにより

、さらに、これらの研修会受講生が各自治体において専門医療機関以下へ最新情報を伝達することを期待している。このシ

ステムを稼働させることにより、全国における肝炎医療の標準化に貢献しうると考えている。

説明資料3 1 肝硬変を有するHIV感染者に対する自己骨髄細胞投与療法関連資料

説明資料3-5 平成23年度元気な日本復活特別枠で行う『ウイルス性肝炎の革新的な診断治療法の開発研究事業」概要

説明資料4 1 先進医療・高度医療7_r捗状況



評価の視点等   |
■評価項目4■

医療の提供に関する事項

(1)高度先駆的な医療、標準化に資する医療の提供

自己評定    I     S 評  定   I     S
(総合的な評定)

医療の標準化は、医療の品質改善という観点から取り組み、研究所と連携しつつ

最新の知見を活用した個々の病態に即する高度先駆的な医療の提供を行い、併せて

標準的医療の開発を実施している。

数値目標は、中期計画を大幅に上回っており、着実に実施した。

先進・高度医療は、先進既存技術の2件実施のほか、新たに合計 6件 (先進既存

技術 2件 、先進新規技術 3件 、高度新規技術 1件)の 申請に向けた取組みを実施。

(委員会としての評定理コ)

HlV エイズ患者に対し、薬斉Imll■ゃ薬剤血中濃度のモニターに基づき、個々人の

病態に即した医療を、年Fl15 1 50例 以上提供するという計画に対し682例 実施し計uh」 を

大幅に上回つたことは大いに評価する。また、先進医療について平成 23年度におい

ては、先進医療既存技術 2件について実施。さらに、先進医療既存技術 2件、先進医

療新規技術3件及び高度医療新規技術 1件の中請に向けて準備していることも評価す

る。

(各委員の評定理由)

・救急医療の充実、電子カルテと電子ジャ■ナルの連携は評価できる。

・高度先駆的医療の提供体制が整備された結果、HIV エイズ患者に対し、薬剤耐性

や薬剤血中濃度のモニターに基づき、個々の病態に治療が着実に行われた。

・インフルエンザに関して、包括的治療戦略が持続されている。

肝炎に対する治療法の開発が少しずつ推進され、インターフェロンの治療予測法に

l●展がみられている。
・個々人の病態にEllした医療実施数を目標に対して大幅に増加させたことについて評

価する。
・先進医療新規技術 3件、高度医療新規技術 1件について申請準備であることは評価

する。
・HIV感染患者に対し、薬剤耐性・薬剤血中濃度をモニターに基づく個々人の病態

に即した医療を提供した点は大変高く評価できるよ肝炎についてもIL28BSNP測定に

よる I剛 の効果解析に着手するなど先進的取り組みを臨床に応用している点も高く

評価できる。総じて高度先駆的な医療の提供や標準化の取り組みは高く評価できる。

682例の HIV・ エイズ患者に個々人の病態に即した医療を実施するなど高度先駆

的な医療を提供し、先進医療新規技術など計 6件の先進医療申請の準備を進めている

こと、電子ジャーナルと電子カルテシステムとの連携を図るなど最新の科学的根拠に

基づいた医療を提供していることなど大いに評価できる。

[数値目標]

O HIVエ イズ患者に対し、薬剤耐性や薬剤 If■ 中濃度

のモニターに基づき、総合医療をベースにイロ々 人の

病態に即した医療を年間150例 以上提供

個々人の病態に印した治療法の重要性が増したため年間682例 に提供し、計画に

対して大幅に増カロした。 (評価シーート23頁参,a)

[評価の視点]

○ 機器別、疾患別のみならず、小児から高齢者までの

患者を対象とした心身を含めた総合医療を基盤に、最

新の知見を活用することで、個々の病態に即した高度

先駆的な医療の提供を行つているか。

実績 :〇

・研究所と協力しつつ最新の知見を活用した個々の病態に即する高度先駆的な医療の

提供を行っている。 (評価シート24頁参照)

感染症その他の疾患について、最新の知見を活用し

つつ、医療の標準化に資する診療体市1を 整備し、標準

的医療の実践に取り組んでいる力、

○ 実績 :○
。日常診療においては、エビデンスに基づいた標準的治療が可能となるよう、図書館

の電子ジャーナルの整備を進め、診療の合間に電子カルテシステム上からジャーナ

ルを参照できるシステムを実装し、医師の適切な診療実施を支援している。

医療の質の均質イヒを目指して、各診療科におりるカンファレンスを積極的に取り組

んでいる。

研究所の各種カンファレンスのIll催において、病院医師の積極的な参加を促し、最

新の知見、研究成果の吸収に努めている。

糖尿病、HIV診療、新興再興感染症の診療などの各分野において、標準的医療

の開発に努め、マニュアル化を進めている。



(2)患者の視点に立った良質 |(2)患者の視点に立った良質 (2)患者の視点に立った良質かつ安Ibできる医療の提供

かつ安心できる医療の提供 |  かつ安心できる医藤の提供

① 患者の自己決定への支援 l ① 患者の自己決定への支援 ① 患者の自己決定への支援

1 適切なカルテの開示

厚生労働省医政局長通知「診療情報の提供等に関する指針の策定について」に基づき、カルテの開示請求があつた場合に

は適切に開示を行っている。平成 23年度においては、センター病院 49件の開示を行った。また、速や力ヽ こ対応するため

平成22年度では、常動職員 1名 で対応していたところ平成 23年度においては、常勤職潰 1名 、非常勤脚員 1名 で対応を

行った。

国府台病院においては 18件の開示を行つた。

2 個人情報保護に関する委員会の開催

個人情報保護に関する委員会については、平成 24年 2月 23日 に個人情報管理委員会を開催し、個人情報保護研修会の

開催および個人情報管理体制の強化等について審議した。

また、個人情報保護研修会に職員全員の参加が難しいので、ホームページにガイ ドライン等の注意事項を掲載し、職員全
員に注意喚起を行 うこととした。

3.個人情報保護研修会の開催

個人情報保護研修会については、新採用者231名 を対象とした平成 23年度採用者オリエンテーション (4月 1日 ～ 8

日)の ほか、平成 23年 8月 31月 に開催した臨床研究認定研修会 (医師、看護師、研究者を対象)において、個人情報保

護について参加した224名 に周知を図つた。

4 悪者に対する相談支援を行う窓□支援体制の整備
センター病院においては、療養中の心理的、社会的問題、経済的問題等の社会福祉相談について、相談・支援を行うMs

W(医療ソーシャルワーカー)、 療養に関する相談・受診相談等の看護相談を行う看護師、薬剤の質問や相談を行う案剤師
を配置した「総合医療相談室Jを設置している。

また、平成 22年度から患者相談専門職 1名 を配置し、平成23年度においてはMSWを 常勤職員 3名 、非常勤職員 1名

から常勤職員 7名 .看護師を常勤職員 1名 から2名 にすることにより支援体市1の 強化を図った。

患者 .家族が治療の選択、| ・ 患者にとって安心 安全な

決定を医療者とともに主体的1  医療を提供するため、カルテ

に行 うことができるよう、患l  の開示等の情報公開に積極

者・家族に必要な説明を行い1  的に取り組む。
、かつ、情報公開に積極的に| ・ 患者のプライパシー保護に

稚足録:::[1:ゝ|:i131:;:|  ::l,2曇曽鍮
ニ

プライバシー保護に努める。 |  を図る。

このため、患者に対する相1  患者に対する相談支援を行

談支援を行うための窓口を設|  う窓口について、支援体制の

置する。 充実を図る。
また、専門的立場から幅広| . セヵンドオピニオンを200

く患者 家族を支援するため1  件以上実施する

、セカンドオピニオンを年間1

80件以上実施する。

〔患者満足度調査結果】 ポイン ト ポイン ト

② 患者等多加型医療の推進  l② 患者等参加型医療の推進

。苦情の受付について (入院)平成22年度 4 04 → 平成 23年度 4 04(± 0ポイント)

苦情の受付について (外来)平成22年度 3 26 → 平成 23年度 3 68(卜 042ポイント)

5,セカンドオピニオンの実施

患者日線に立った医療の提供を推進するため、セカンドオピ‐オンの実施目標件数を定め、平成 23年度においては実施

件数が231件となり目標の 「200件以上」を達成した。

② 患者帯参加型医療の推進

1.患者サービス推進委員会の開催

平成 23年度においては、患者サービス委員会を毎月 1回定期的に開催 し、委員会で審議した内容をセンター管理会議 (

センター病院)、 管理診療会議 (国府台病院)において報告を行っている。

■ 患者の視点に立つた医療の提供

患者サービス推進委員会、及び前年の「患者満足度調査の分析結果Jを もとに患者サービスの改善に努めている。

・平成23年度より、病棟クラークを導入し、今まで看護師が行っていた入院患者に対する「入院時・退院時のオリエン

テーションJ等について、̂病棟クラークが行うこととした。

患者の視点に立った医療 l . 患者サービス推進委員会を

の提供を行うため、定期的に1  定期的に開催する。また、思

患者満足度調査を実施し、そ1  者の視点に立った医療の提
の結果を業務の改善に活用す1  供を行うため、平成22年度に

ること、及びご意見箱を活用1  実施した患者満足l■調査及
するなど、患者の意見を反映|  びその分析結果をもとに、必

しつつ医療の取り組みを着実1  要なサービスの改善を行 :

に実施するとともに、患者サ|  とともに、本年度においてし
―ビスの改善について積極的1  患者満足度調査を実施する。

診療費のクレジットカー ド払い可能なクレジット会社 2グループ (6種類)か ら1グループ (3種類)増加 l´ 、合計 3な推進を図る。



また、ポランティアによる

相談支援等に努め、患者の医

療に対する理解の向上に努め

る。

院内に設置してある意見箱

を活用し、患者から生の声を

くみ上げ、患者サービスの改

善について積極的に推進を

図る。
ボランティアの活動による

相談支援等を推進し、患者の

医療に対する理解の向上に

努める。

【忠者満足度調査結果】

入院の手続きについて
・入院中の生活の説明

・退lSiの説明について
・診療までの待ち時間
.会計の手続き

《患を満足度調査結果》

入院 ・アンケー ト総合得点

外来 ・アンケー ト総合得点

グループ (9種類)と した。

現金自動支払機から自動発行される「領lty証兼り]細書」及び 「診療明細書Jの うち「診療明細菩Jの発行を患者本夕＼に

よる選択制に変更し、現金自動支払機での支払の流れをスムーズにした。

以上の項目について、平成23年度の調査結果は前年度を上回る満足度が得られており、著実に改善が図られた。

ポイント          ポイント

平成22年度 4 26 → 平成23年度 4 30(+004ポイント

平成22年度 4 15 → 平成23年度 4 18(+003ポイント

平成22年度 4 27 → 平成23年度 4. 34(+007ポイント

平成22年度 2 67 → 平成23年度 2 71(+004ポイント

平成22年度 3 30 → 駒成23年度 3. 56(+026ポ イント

3.平成23年度患者満足度調査の概要

患者満足度調査については、患者の日線に立ち病院におけるサービスの向上を図ることを目的に、平成23年度におい

ても実施した。

【センター病院】
入院については調査期間 (平成 23年 10月 1日 から平成 23年 10月 31日 まで)の退院患者のうち協力を得られた

545名、外来については、調査期間 (平成23年 10月 18日 から平成 23年 10月 19日 まで)に来院された外来患

者のうち協力の得られた1, 221名 について調査を実施した。

平成 23年度の調査結果は、入院・外来ともに前年度を上回ったが、今後も患者の満足度をあげられるよう引き続き必

要なサービスを実施していく。

《患者満足度調査結果》
ポイント          ポイント

入院 ・アンケー ト総合得点   平成 22年度 4 42 → 平成 23年度 4 45(+003ポ イント)

外来 ・アンケー ト総合得点   平成 22年度 3 88 → 平成23年度 3 94(+007ポ イント)

【国府台病院】
入院については調査期間 (平成 23年 10月 1日 から平成23年 10月 31日 まで)の退院患者のうち脇力を得られた

94名、外来については、調査期間 (平成 23年 11月 8日 から平成23年 11月 9日 まで)に来院された外来暮者のう

ち協力の得ら,■た68J名について調査を実施した。

今後も彗者のli足度をあげられるよう引き続き必要なサービスを実施していく。

ポイント           ポイント

駒成22年度 4 26 → 駒戎23年度 4. 46(+02ポ イント)

平成 22年度 3 83 → 平成 23年度 4 04(+021ポ イント)

4.意見箱の活用

患者からの投書を定期的に回収し、毎月開催される「患者サービス推進委員会」にて改善策等の検討を行い、改善事項

を院内掲示することにより、患者への同知を行つている。職員に対しては、センター管理会議等で患者からの意見及び改

善事項の十腱告をすることにより周知を行つている。

5 ポランテイアの活動状況

① 平成23年度においても、募集用パンフレット及びポスターを作成すると共に、ポランティア説明会 (14回開催)を
実施し、ポランティアの募集活動を行つた結果登録者数は増加 した。

また、ポランテイアに対する教育・研修及び意見交換会についても今後予定している。

・平成 22年度 10名  → 平成 23年度 28名



5

、の案内及び、車いす使用患者の移動の補助

ッヽト遊びのボランティアJに よる小児病棟への慰間

した方及び小児科・産科病棟の入院患者を対象としたコンサー トの開催
」」の受付業務

においては、ボランティアによる図書の貸し出し業務により、患者の医療に対する理解の向上

③ チーム医療の推進    10 チーム医饉の推進    10 チーム医療の推進
センターの総合医療の特 | ・ センターの総合医療の特長

長を活かして、小児から高齢|  を活かして、小児から高齢者11 多職種連携及び診療科横断によるチーム医療の推進

者までの患者に対し、多職種|  までの患者に対し、多職種連1  医師 看護師・コーディネーターナース等によるチーム医療をHIV/エイズの90%以上の患者に提供する計画に対し
連携及び診療科横断によるチ1  携及び診療科横断によるチ | 、90 9%の 患者に提供した (チーム医療加算を算定した患者数より算出)。 また、糖尿病分野及び肝炎とHIVと の重

―ム医療を推進する。   1 複感染忠者の医療においてチーム医療は、 100%の 患者に対し実施しi
―ム医療を推進する。    |  ―ム医療を推進する。   1 複感染忠者の医療においてチーム医療は、 100%の 患者に対し実施した。

国府台地区においてだ: :i"療科の入院患者で「こころJの問題を示した患者に対し、心の診療に携わる各科が対応した

件数は、年間254例を数えた。

入院時から地域ケアを見通 l④ 入院時から地域ケアを見通 l④ 入院時から地域ケアを見通した医療の提供
した医療の提供      |  した医療の提供     |

患者に対して、切れ目なく1  患者に対して切れ日なく適 1 地域医療連携の推進

適切な医療を提供できるよう1  切な医療を提供できるよう、| ・ 総合医療相談室内に医療連携係を設置し、連携の強イヒ及び情報の共有化を図ってきたが、地域医療機Fklと の連携をさら
、地域の診療所や病院との役1  地域の診療所や病院との役 |  に強化するため、これまでの総合医療相談室の見直しを行い、「連携医療ネットコア会議」を平成23年 7月 に設置し、
割分担を図るとともに、連携1  割分担を図るとともに、連携1  平成 24年 3月 末までに29回の会議を開催するとともに、連携病院への診療連携をすすめてきた。
を強化し、患者に適した医療|  を強化し、患者に適した医療

機関 (かかりつけ医)への紹1  機関 (かかりつけ医)への紹|  【主な取り組み】
介を進め、紹介率・逆紹介率1  介を進め、紹介率 逆紹介率|  。 平成 23年 9月 21日 に「連携のさまざまな形」をテーマに「連携の会Jを開催し、意見交換を行うと共に、情報の
の向上を図る。       |  の向上を図る。      1   共有を図った。

また、地域に開かれた研修| ・ 地域に開かれた研修会や協|  ・ 平成24年 2月 29日 には、新宿区医師会主催による「東日本大震災以後の取り組みについて」をテーマにした詳演
会や協議会を出1催 し、情報の1  議会を開催し、情報の共有を1   会 「新宿区における大規模災害時の対応についてJテーマとした討議を当センターで開催した。
共有を図る。       1  図る。          1    平成23年 6月 には、連携登録医(428名 )に対して「当院への紹介、逆紹介、医療機器の利用等」について、アン

・ 糖尿病について、地域連携|   ケー ト調査を実施し、結果についても連携登録医へ送付した。また、 「アンケー ト結果Jを踏まえ、『診療rl〕l外来診
パスの活用、紹介及び逆紹介1   療問い合わせ一覧」、「放射線画像検査案内Jの見直しを図つた。
を進める。

自治体や地域の医師会等と|  「連携登録匡へのアンケー ト結果」

小児医療体制について協議 1    回答数 181件 (42 3%)
を行うとともに、地域の医療l    ①患者さんを常ユ介したことがあるか (当 センター病院へ

)

機関と協議し、休日夜間の小l1  機関と協議し、休日夜間の小|          しばしば紹介する         41 4%
児救急を実施する。    1          時には紹介する          52 5%

| ・ 地元医師会との合同研修会地元医師会との合同研修会1          紹介したことがない         6 1%
を開催する。       l    ②患者さんの紹介を受けたことがあるか (当センター病院から)

外来症911で紹介された事がある   37 0%
訪問症例で紹介されたことがある   9 9%
紹介されたことがない       53 0%

③放射線などの検査で当センター病院を利用したことがあるか

MR1    31 2%
I                CT     31 7%

PET     23 2%



連携病院への挨拶回りについて

連携病院との連携強化を深めるため、平成23年 8月 ～ 10月 にかけて、病院長、副院長、医師、MSW、 事務職員等

により、44施設を訪問した。

【紹介率】         H21'      H22'     H23'
センター病院   57 3% → 66 1% → 69 4%
国府台病院    41. 8% → 44 6% → 48 6%

【逆紹介率】        H21'       H22'     H23'
センター病院   20 1% → 23 5% → 29 8%
国府台病院    19 9% → 22 7% → 23. 4%

また、糖尿病診療における紹介、逆紹介を推進するため 地域連携パスの情報について糖尿病情報ホームページ (平成22

年4月 公開開始)に掲載し広報を図った。平成 23年 3月 末現在の登録患者数は60名 となっている。

HIV患者に関し新忠の紹介率を70%以上、逆紹介率を30%以上としていたが、平成 23年度は、紹介率94 5%、 逆

紹介率32 7%と 目標を達成した。

画像診断機器の地域での共同千1用 として、CT撮像から専門医による読影までを地域連携開業医から依頼された件数は、

242件。なおMRI、 PETをカロえると、 931イ十であり、前年度に対して3 3%増 加している。

【画像診断器機の共同利用】    H21'       H22'       H23'
センター病院    539件  →  807件   →  838件
国府台病院     113件   →   94件   →   93件
合計        652件   →  901件   →  931件

2 休日 夜間の小児救想の実施

新宿区、新宿区小児科医会と協議し、地域連携の体日夜間の小児救急を週に2回 (年 間 98回 )実施した。

3 地元医師会等との含同研修会の実施

東京都医向
'会

からの委託を受り実施 i´ た小児科研修事業に、新宿区医師会の医師も参加した。また、東日本大震災への

取り組みについての新宿区医師会勤務医部会主催の講演会を当センターにおいて開催し、知見を深めると共に地域の医師

との意見交換を行つた。

4. リトリートカンフアランス等の実施

平成 23年度は11回のリトリートカンファレンスを開催し、近隣の医療従事者、住民に受講を開放した。

■た、高校生対象の医学講演会を1回開催し、 29名 の学生の参力Jがあつた。

li月 催したリトリートのテーマ】

急性期病院における地域・医療連携の卿 組みJ

東日本大震災と国立国際医療研究センターの被災地支援活動」

つくし保育園J

診療報酬はどのように決まるか」「薬が臨床現場に届くまでJ

8月 24日 「再生医療 糸田胞治療の今後の展望J

10月 19日 「弁護士からみた医療現場の落とし穴J

ll月 16日 「避けては通れない認知症」

インフルエンザと喘息 ―早期介入療法―」

発明者 (研究者)と知財管理室のwin― winの関係構築」

助産力を考える」
NCCMの 将来像J

4月 20日
●月 18日
6月 22日
7月 20日

12月 21日
1月 18日
2月 15日
3月 21日

29



⑤ 医療安全管理体制の充実
センターの医療安全管理

を確保し、医療事故の未然防

止の観点から、発生した医療

事故を科学的に検証するとと

もに、その結果が業務の改善
につながる体制を構築する。

また、院内感染対策のため

、院内サーベイランスの充実

等に積極的に取り組む。

専門の医療安全推進部門

を設置し、医療安全に対する

取り組みを推進するための体
制を強化する。このため、医
療安全研修会 `感染症対策研

修会を年3回以上開催する。
また、医療安全に関するマ

ニュアルを年1回改訂する。

医療安全管理体制の充実
・ センターにおける医療安全

管理を確保し、医療事故′)未

然防止の観点から、発生した

医療事故を科学的に検証す

るとともに、その結果が業務
の改善につながる体市|を構

築する。
・ 院内感染対策のため、院内

サーベイランスの充実等に

積極的に取り組む。
・ 医療安全に対する取組を推

進するため、体制の強化を図
るち

・ 医療安全研修会 感染症対

策研修会を3回以上開催する

とともに、医療安全に関する
マニュアルを改訂する。

⑤ ⑤ 医療安全管理体制の充実

1 医療安全管理の取組
センター病院において、医療安全委員会を月に 1回 開催し、報告されたヒヤリ ハット事例の検証と対策の協議を行って

いる。その結果は、管理職が参加して毎月開催されるセンター管理会議で報告され情報の共有に努めている。また、院内ホ

ームベージを利用し「ヒヤリ・パットNEWSJと して掲載し随時更新を行っている。さらに、医療安全にかかる研修会を
6回 と平成22年度と比して2倍の回数を開催し、参加機会を増やすことにより参カロ人数が大幅に増加した。研修会未受講

者に対しては、DVDに よるフォロー研修を実施した。
また、 「医療安全ポケットマニュアル」を作成し、全職員に配布するとともに、常時携帯を義務づけた。

【医療安全研修参加者】  平成 21年度

491人   →

2.院内感染対策の取組

・t内 感染対策のため、起因菌検出、抗苗剤使用状況、血液培養・カテーテル感染・コンタミネーション率についてlli名 サ
ーベイランスを実施しており、毎月開催される院内感染対策委員会において報告するとともに、毎週 1回の病棟等ラウンド
を通じて改善を図つてきた。
また、センター管理会議や医長、看護師長会など各会議に病棟]1の菌検出状況を報告するとともに、院内ホームページに

マニュアル改訂情報、サーベイランス結果などを掲載し情報共有と職員教育を実施している。さらに、院内感染にかかる研

修会を5回開催し参加機会を増やすことにより参7un人数が大幅に増加した。研修会未受講者に対しては、DVDに よるフォ
ロー研修を実施した。

平成 22年度

833人    →

平成 22年度

871人    →

祠或23年度
1, 99?人

平成 23年度

11 933人
【感染対策研修参加者】  平成 21年度

126人   →

害観的指欝 を用いたE壺
の■の諄荀

患者の視点に立った良質
かつ安心な医療の提供を行う
ため、センターで提供する医

療について、客観的指標等を

用いた質の評価を行 う。

害観的指標等を用いた医療
の質の評輌
センターで提供する医療に

ついて、客観的指標等を用い

た質の評価を行うため、医療
の質の評価に関する検討を

行う。

3.感染対策地域連携

地域連携事業の一環として、診療連携の実績のある医療機関を対象に院内感染対策地域連携を開始した。近隣病院と院内
感染対策に関する2回のカンファレンスを行い、代々木病院には当院から院内感染対象専任看護師が訪問し院内感染対策ラ
ウンドを行った   、

⑥ 客観的指標事を用いた医自の質の評価

1.医療の質の評価への取組

医療の質の評価に必要な基礎データを取り出すため、必要な医療情報システム環境 (データウェアハウス)を整備し。試
行的な利用が始まつた。今後は、客観的分析に資する評価項目の検討を行い、質の評価に必要なデータ収集にあたる。

2.病院機能評価の受審

平成 23年度に病院機能評価Ver6を 受審し、機能評価に合格したところ。                     ヽ

(平成23年 4月 25日 ～27日 に受審)
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評価の視点等   |
口評価項目5日

医療の提供に関する事項

(2)患者の視点に立った良質かつ安全な医療の■供

自醐平定   |___s_J 評  定    I     A
(総合的な評定)

患者の疲養環境の向 _ヒ にrol暉 て、イ111の 声をF・
lき 、アメニティ改善に取り組むと

ともに、安心で安全な
=療

の提供のため、医療安全確保、院内感染管理の制御1に 対

して、重点的に確実に取組み、安全な五療の提供を実施した。

数値日標は、大幅に上回っており、着実に実施した。

センター病院の総合医療相談豊におけるMSW(医 療ソーシャルワーカー)、 看

護師の増員など「医療連携ネットワークJ体制の充実強化を図るとともに、国府台
病院における地域医療連携体制の充実により、医療相談及び医療連携機能を強化し

、患者サービスの向上に積極的に取り組んだ。

倭 員会としての評定理由)

カルテの開示請求に適切に対応し国府台病院と併せて67件の開示を行うとともに、
セカンドオピニオンについては,80件 の計画に対し2311キ と目標を達成し,こ ことは評

価する。また、三療安全研lt_Xや感染対策研修を実施 し、前年_tに比べ参力1人数を大幅
に増やし、医療管理体制を充実させたことも.li而 する。

(各委員の評定理由)

・きめ細かい医療提供体制の改善がはかられている。
・外来予約シ7・ テムの改善は評価できる。
大変患者数が多く混雑する病院であるが、患者に配慮した諸対策として、医療安全

対策や院内感染管理に重点的な取組みがなされている。
.総合的医療相談室を充実させ、患者満足度調査も実施して、患者の目線に立った医
療の提供に努めている。
・医療連携室が充実し、紹介率、逆紹介率は増加している。
・自己決定への支援、HlV エイズ患者を中`き にチーム医療の推進、客観的精標ギを
用いた医療の質の評価など大いに評価できる。
・セカンドオビニオン件数、医療安全・感染症対策研修会開催回数が目標を上回つた。
・国府台での患者満足度アップを含め、患者視点に立った医療に向け数々の施策推進、
地域医療連携推進での連携医療ネットコア設置、小児救急、合同研修会、医療安全、
院内感染研修など施策を推進したことについて評価する。
カルテの開示については適切に行われていると評価できる。セカンドオビニオンの

実施も日標を上回ったと高く評価できる。患者満足度調査の結果も着実に向上してい
ると評価できる。
・チーム医療の実施、紹介率逆紹介率の向上もHlV領域を中心に着実に進められてい

ると認められるが、診療科による事情も踏まえつつ病院全体としてさらなる推進が期
待される。
・医療安全・院内感染対策にかかる研修の参加者も着実に増加していると高く評価で

きる。

[数値目標]

0 セカンドオビニオンを年間180件以上実施 平成 23年度についてl■ 231件 となり目標を上回った。
(評価シー ト26頁参照)

〇 医療安全研修会・感染症対策研修会を年3回以上開
催

医療安全研修会を6回、感染症対策研修会を5回開催し、それぞれ昨年の2倍とな
る延べ1, 900人を超える参加があった。
(評価シー ト30頁参照)

○ 医療安全に関するマニュアルを年 1回改訂 平成24年 3月 に「医療安全ポケットマニェアル」を改訂し、全職員に配布した。
(評価シー ト30頁参照)

[評価の視点]

○ 患者。家族が治療の選択、決定を医療者とともに主
体的に行うことができるよう、必要な説明を行い、か
つ、情報公開に積極的に取り組むことで、情報の共有
イヒ及び患者のプライバシー保護に努めているか。

実績○ :

・厚生労働省医政局長通知「診療情報の提供等に関する指針ノ́】て走について」に基づ

き、カルテの開示請求があった場合にな適切に開示を行つている。平成23年度に
おいては、センター病院49件、国府台病li 1 8件 の開示を行つた。

.個 人情報保護に関する委員会については、平成24年 2月 23日 に個人情報管理委

員会を開催し、個人情報保護研修会の開|とおよび個人情報管理体制の強化等につい

て審議した。
また、個人情報保護研修会に職員全員の参加が難しいので、ホームペ 一ヽジにガイ ド

ライン等の注意事項を掲載し、職員全員に注意喚起を行うこととした。

・個人情報保護研修会11つ いては、新採用者231名 を対象とした平成 23年度採用

者オリエンテーション (4月 1日 ～ 8日 )の ほか、乃成23年 8月 31日 に開催し

た臨床研究認定研修会 (医師、看護師、り「究者を対象)において、個人情報保護に
ついて参加 した224名 に周知を図った。

(評価シー ト26頁参照)
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σ 患者に対する相談支援を行うための窓口を設置し 1実績 :○

ているか。                    1 総合的な医療相離 能を充実するため、社会福祉相談、看護相談、薬剤に関する相

1 肇康3丁笙盤家[昌鼻象辱喬掘曹請Lt肇最し百二£iこぉぃて,1、 Msw(医療
静Iζよ宅モ「1肩夕、ζ言警晨亀iこ李Itti色墳ワl・昌暑羅難子1繕製皇基あ見葵|

を図つた。 (評価シー ト26頁参照)

○ 患者の視点に立った産療の提供を行うため、患者満1実績 |〇

足度調査を実施し、その結果を業務の改善に活用する|・ 患者満足度調査については、患者の目線に立ち病院におけるサービスの向上を図る

こと、及びご意見箱を活用するなど、患者サービスの| ことを目的に実施した。 (評価シート26・ 27頁参照)

改善について積極的な推進を図つているか。
・患者からの意見を定期的に回収し、毎月開催される「患者サービス推進委員会」に

|

| て改善策等の検討を行い、その改善内容を院内掲示することにより、患者等への周

知を実施するとともに、職員には、センター管理会議等で患者からの意見及び改善

事項の周知や具体的な対応等を行うこととしている。

・支払いに使用可能なクレジットカー ドの種類を増やしたり、入退院時のオリエンテ

ーションを病棟クラークに行わせたりする等、患者ニーズに基づき具体l13な サービ

ス改善に努めてきた。
(評価シー ト26頁参照)

○ ボランティアによる相談支援等に努め、患者の医療 1実績 :〇

に対する理解の向上に努めているか
`

・平成23年度においても、募集用バンフレット及びポスターを作成すると共に、ポ

ランティア説明会 (14回 開催)を実施し、ポランティアの募集活動を行つた。

また、ボランティアに対する教育・研修及び意見交換会についても今後予定してい

る。 (平成22年度 10名  → 駒或23年度 28名 )

ボランティア活動の内容

①外来患者の診察室等への案内及び、車いす使用患者の移動の補助

②「病気の子ども支援ネット遊びのボランテイア」による小児病棟への慰問

③入院患者や病院を訪れた方及び小児科 産科病棟の入院患をを対象としたコンサ

ー トの開催

Or患者図書室はこね山」の受付業務

.平成23年 2月 から開設している「患者図書室はこね山Jにおいて貸出業務をボラ

ンティアによって支援を行つていただいており、患者の医療に対する理解の向上の

一助となった。

〇 小児から高齢者までの患者に対し、多職種連携及び

診療科横断によるチーム医療を推進しているか。

実績 :○

医師 '看護師 ,コ ,デ ィネーターナこス等によるチーム医療をHIV/エイズの901
%以上の患者に提供する計画に対し、 90 9%の 患者に提供した (チ

「

ム医療加

算を算定した感者数より算出)。 また、ヽ
=ス

病分野及び肝炎とHIVと の重複感染

患者の医療においてチーム医療は、 lo00/。 の患者に対し実施した。

.国府台地区においては、各診療料の人院忠者で「こころ」の問題を示した患者に対

し′、心の診療に携わる各TIが対え:し た件数|ま 、年間 254例を数えた。



O 切れ日なく適切な医療を提供できるよう、地域の診

療所や病院との役割分担を図るとともに、連携を強化
し、患者に適した医療機関 (かかりつけ医)への紹介
を進め、紹介率 .逆紹介率の向上を図っているか。

0 地域に開かれた研修会や協議会を開催 し、情報の共

有を図っているか。

○ センターの医療安全管理を確保し、発生した医療事

故を科学的に検証するとともに、その結果が業務の改
善につながる体制を構築しているか。

○ 院内感染対策のため、院内サーベランスの充実等に

積極的に取り組んでいるか。

○ 専門の医療安全推進部門を設置し、医療安全に対す
る取り組みを推進するための体制を強化しているか

0 患者の視点に立った良質かつ安心な医療の提供を

行 うため、センターで提供する医療について、客観的

指標等を用いた質の評価を行つているか。

実績 :O
・総合医療相談室内に新設された医療連携係を中心として、地域医療機関との医療連

携の強化を図るため、幹部による近隣医療機関訪問や案内送付を精力的に行うこと

により、紹介率、逆紹介率の向上を図った。

・平成23年 6月 に 連携登録医428人に対し、アンケー トを実施 し、このアンケ

ー トを基に外来診療医の問い合わせ一覧や放 ll練 画像審査案内などの見直しを行っ

た。 (評価シー ト28頁参照)

実績 :○

・院内研修会について、地域の連携医の参加を可能とし、年 1回連携医を対象とした

研修会を開催し、医療連携の充実に向けた情報共有を図つた。
(評価シー ト28頁参照)

実績 :○

・医療安全委員会を月に1回開催し、報告されたヒヤリ・ハット事例の検証と対策の

協議を行つている。その結果は、管理職が参加して毎月開催されるセンター管理会

議で報告され情報の共有に努めている。また、院内ホームベージを利用し「ヒヤリ
・ハットNEWS,と して掲載し随i寺 更新を行っている。

(評価シー ト3Q戸参照)

実績 :〇

・院内感染対策のため、起因菌検出、抗菌lll使用状況、血液培養・カテーテル感染 =

コンタミネーション率について院内サーベランスを実施してお り、毎月開催される

院内感染対策委員会において報告するとともに、毎週 1回の病棟等ラウンドを通じ

て改善を図ってきた。また各会議に病棟卵jの菌検出状況を報告するとともに、院内

ホームページにマニュアル改訂情報、サーベランス結果などを掲載し情報共有と職

員教育を実施している。 (評価シー ト30頁参照)

実績 :○

・医療安全委員会が、安全確保のための体11の核となって活動し、各種会議を通じて

決定事項の伝達や医療安全に関す夕■報の提供を行つている。

実績 :○

・医療の質の評価に必要な基礎データを取り出すため、必要な医療情報システム環境

(データウェアハウス)を整備し試行的な利用が始まった。今後は、伽間的分析に

資する評価項目の検討を行い、質の評価に必要なデータ収集に当たる。また、セン

ター病院は、平成 23年 4月 25-27日 に病院機能評価Ver6を受審し、合格したと

ころである。 (評価シー ト30頁参照)
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(3)その他医療政策の一環と

して、センターで実施すべき

医療の提供

O 枚急医療の提供

二次を含む全科的総合枚

急医療及び質の高い精神科牧

急を実施する。

特に、国府台地区において

、精神科救急病棟入院患者に

おける重症身体合併症率を5

%以上とする。

② 目瞭化に伴い必要となる医

療の提供

渡航者健康管理室等、海外

渡航者に対する保健医療の充

実を図るとともに、感染症の

患者に対する医療提供体制の

整備を図る。

(3)その他医療政策の一環と

して、センターで実施すべ

き医療の提供

教急医療の提供

二次を含む全科的総合救急

医療及び質の高い精神科救

急を実施する。
・ 国府台地区において、■■

的に重症者を受け入れ、精神

科牧急病棟入li患者におけ

る重症身体合併症率を5%以
上とする。

② 国際化に伴い必要となる医

療の提供

・ 渡航者健康管理室等、海外

渡航者に対する保健医療の

充実を図るとともに、感染症

の患者に対する医療提供体

制の整備を図る。

(3)その他医療政策の一環として、センターで実施すべき医療の提供

① 教急医療の提供

' 平成22年 9月 から救命救急センターとして認可され、その後二次救急搬送息者は、月 loO件 を超えるようになった。

また2次救急搬送患者も設備の拡張とともに増え、全牧急搬送患者も前年に比し7 6%増加し、月約 1, 000件の搬

送を受け入れた。平成23年度においては全体で11, 695件の救急搬送を受け入れており、前年度の 10, 873件 を

大きく上回つている。

・ 国府台病l・iでは、精神科救急病棟入院患者における重傷身体合併率が、年間を通して 10～ 64%で推移し、平成23年
度の重症身体合併症率は34 7%(前 年 13 0%)と なり目標に到達している。

【センター病院における時間外救急患者数及び救急車搬送患者数】
H22'         H23'H21'

時間外牧急患者数

救急車搬送患者数

救急から入院となった患者数

② 国際化に伴い必要となる医療の提供

1 海外渡航者に対する保健医療の実施
。 国際感染症センターにおいて、海外渡航前健診とワクチン接種などの渡航相談及び帰国後の疾患浩療を行っている。

総初診患者数 3, 297名 、帰国後疾患診療初診者数 358名、入院患者数 71名 (一般感染症入院患者も含む)

21,001人  → 19,964人 → 21,767人 (+1.803人  90%増 )

9,742人 → 10,873人 → 11,695人 ( ■822人  7鰯 増 )

3,265人 →  ■ 135人  →  4,245人 (11,110人 354%増 )

【ワクチン接種数】

A型肝炎    1,
・ 13型 肝炎     1,

破傷風     1,
・狂大病
.日 本脳炎

・麻疹

・風疹

おたふく

・ポリオ

・三種混合

・二種混合

BCC
黄熱病     1,

・インフルエンザ

・その他予防接種

968件
275件
038件
841件
371件
28件
191・

I

54件
5 01ト

36件
48件

1件
404件
40件

148件

平成 22年 8月 より成田空港検疫所の関連施設として責熱フクチン接種を実施することができる医療機関として指定さ

れアフリカや南米へ渡航する方に黄熱ワクチン接種を行うとともに、他のフクチンの同時接種やマラリア予防薬の処方な

どを開始した。



熱帯感染症管理や、一般感染症例入院管理ゃ院内感染症コンサルテーションに関する研修を実施 した。
また、海外渡航者に対するワクチン接種を行い医療機関の機能充実を図るために トラベラーズワクチン講習会を平成 23

年に行つた。

説明資料 3 8 総合感染症および国際臨床後期研修プログラム概要

説明資料 6 1 救急忠者受け入れ状況 (セ ンター病院)

説明資料6-2 精神科救急病棟における重症身体合併症率の推移 (国府台病院)

説明資料6 3 渡航者外来 (ト ラベルクリニック)バ ンフレット



評価の視点等   |
■評価項目6ロ

医療の提供に関する事項

(3)その他医療政策の一環として、センターで実施

すべき医療の提供

自己評定    I     S 評  定   I     A
(総合的な評定)

当センターの特徴の一つである総合医療機能を基盤とした、全科的総合救急医療

及び精神科救急医療の提供を積1玉的に実施した。

センター病院においては、救急車搬送患者数が前年比 7 6%増 加し、 11, 6
95人 となった。また、救急から人院となった患者数は35 4%増 加し4, 24
5人 となった。

国際感染症である黄熱予防接種の実施等、感染症に係る機能を十分に活用した医

療の提供を引き続き行った。

総合感染症後期研修プログラムでレジデント等医師を受け入れ、院内感染症コン

サルテーションに関する研修を実施し医療提供体制の整備を図つた。

数値目標は、中期計画を大幅に上回つており、着実に実施している。

(委員会としての評定理由)

平成 22年 9月 に救命救急センタことして認可され、三次救急搬送患者は、21年
度の 30～ 40%増 となり、月 100件 を超えるようになったこと、全救急搬送患者も対前

年度 76%程度増加し、月約 1,000件 の搬送を受け入れたこと、救急車搬送について

も対前年度を822件以上多く受け入れるなど、前年度を上回つたことは評lIす る。

(各委員の評定理由)

.全科的総合医療および精神科の救急医療の提供を積極的に実施し、救急車搬送患者

数は7 6%増 加し、救急から入院となつた患者数は35 4%増 加した。

・救急車搬送患者数 11,695人 (前年度より882人増加)、 時間外救急患者数

21, 767人 (前年度より1803人増加)な ど牧急医療を提供しているほか、国

際化に伴い必要となる医療を提供しており、大いに評価できる。
t救急医療に関しては、重症身体合併症率が計画を大きく上回るなど、息者数が著実

に増解しており大変高く評価できる。海外渡航者に対する保健医療の実施も着実に行

われており高く評価できる。
・救急患者受け入れ体制で救急医療設備拡張などによ,成果を上げ評価する。

国府台病院への精神科救急病棟入院も増力|し、重症身体合併症率は平成 23年 34
7%と なつている。
・当センターの病院業務として大切な海外渡航前健診やフクチン接種等の業務につい

てしっかり行っている。

隊 値目標]

〇 国府台地区において、精神科牧急病棟人院患者にお

ける重症身体合併症率を5%以上

ォi神科紋急病棟入院患者における重症身体合併症率は、 10 0%～ 64 0%と
なり平成 23年度計では34 7%と なった。 (評価シー ト35頁参照)

[評価の視点]

○ 三次を含む全科的総合救急医療及び質の高い精神

科救急を実施しているか。

実績 10
センター病院は、平成22年 9月 から救命救急センターとして認可され、その後三

次救急搬送患者は、平成21年度の30～ 40%増、月 100件 を超えるようにな

った。
・2次救急搬送患者も設備の拡張とともに増え、全救急搬送忠者も前年度に比し7

6%増加し、月約 1, 000件 の搬送を受け入れた。
・平成23年度全体で11, 695件の牧急搬送を受け入れており、前年度の 10,
873件を大きく上回つた。

・国府台病院は、精神科救急病棟入院患者のうち、重症身体合併率は、 10 0%～
64 0%と なり年度計では34. 7%と なつた。

(評価シー ト35頁参照)

○ 渡航者健康管理室等、海外渡航者に対する保健医療

の充実を図るとともに、感染症の患者に対する医療提

供体制の整備を図つている力、

実績 :○

・国際疾病センターにおいて、海外渡航前健診とフクチン接種などの渡航相談及び帰

国後の疾患治療を実施している。

.平成 22年 8月 より、成田空港検疫所の関連施設として黄熱ワクチン接種の実施医

療機関として指定され、アアツカや南米の渡航者に対して、黄熱フクチン接種に取

り組み、平成 23年度は1, 404名 に対して黄熱ワクチンの接種を実施した。加

えて、他のフクチンの同時接種やマラリア予防薬の処方などを開始した。

・総初診患者数 3. 297名 (昨年度より736名増)、 帰国後疾患診療初診患考数

358名 (昨年度より18名 増)、 入院患者数 71名 (個室管理、1乍年度より15名

増)



3 人材育成に関する事項   13 人村育成に関する事項 3 人材育成に関する事項 3 人材育成に目する事項
人材育成は、センターが医療|(1)リ ーダーとして活題でき |(1)リ ーダーとして活躍でき (1)リ ーダーとして活置できる人材の育成

1 臨床研修医、レジデント等の在籍者数 (4月 1日現在)

①センター病院      平成21年度   平成22年度   平成23年度

政策を牽引する上で特に重要 | る人材の育成 る人材の育成
なものであることから、センタ1   小児から高齢者までの患 | ・ Jヽ児から高齢者までの感者
―が国内外の有為な人材の育 1 者に対する心身を含めた総合 に対する心身を含めた総合

成拠点となるよう、総合的な医1 医療に携わる専F弓的人材を吉 医療に携わる専 11」 人11を 臨床研修区 90名       87名        88名

循長言借鼻単百ピ預慨]:写F  受薪魯島客読最a層I:]権轟1  認歩Iぜ軌覇畠露I:管堰
レジデント      117名      107名      114名
フェロー 23名         39名        41名

を推進するにあたリリーダー 1 的に行うとともに、総合的な 続白勺に行 うとともに、総合山勺

[じて繕通モζ:人身の書成1 瑳燥碁基星:こキ1吾展発品 な医療を基盤として、in度先 ②国府台病院      平成 21年Lt   平成 22年度   平成 23年度
I存 ;[lξこIチ;ιttf聯 1 寓霧邑展言異こモと

=実
存あ 駆的な医療を実践できる人 臨床研修医

レジデント

19名        18名        17名
19名       24名        30名修及び講習の実施及び普及に 1 育成を図る 材の育成を図る。

努めること。 また、世界的な視野を持ち

トランスレーショナルツサ| ・ 世界的な視野を持ち、トラ 2.研修医指導体常」の整備

医師臨床研修指導医養成講習会を開催し、平成23年度は新たに28名 が修了し初期臨床研修における指導体制を強化し

た。

3.臨床医学と基礎研究をつなぐ臨床家の育成の取組
・ 初期研修カリキュラムに「疫学・医学統計基礎講座」として、6週間の講義受講を義勝づけ、臨床研究に必要な知識を

身につけさせるよう配慮しているとともに、後期研修カリキュラムには、短期間(3ヶ 月程度)当 センター研究所において研
究体験を積ませるコースを設置し、若手の医療従事者が医学研究の基礎的な方法論を実地に体験する機会を設けている。

臨床医学と基礎研究をつなぐ臨床研究に精通した医師を育成するため、後期研修として、平成25年度受け入れを日指
して、「クリニカルリサーチ・フェローシップコース」の設置について、臨床研究センターを中心に検討した。

4 各診療科領域等における研修の実施

国際医療協力と感染症等に軸足を置いた後期研修プログラムとして、国際保健医療協カレジデント研修を提供し3名 の

参加をみた。また、国際臨床後期研修プログラムとして、産婦人科・′]ヽ児科合同の4年 F・nコースには1名 参加している。

・ 国府台病院においては、心身の総合的医療の専門的人材を養成するため、児童思春期精神医療分野において、厚生州動

省こころの健康づくり対策事業思春期精神保健研修事業を受託し、4コース (各 コー7・ とも2日 間)の研修を実施した。ま

た,国府台児童精神医学教育研究会を2回実施し, レジデント医師とその修了者を対象とする研修を行った。精神科心理

教育研修は2日 間の研修プログラムを2回、摂食障害医療研修は2日 間の研修を1回実施した。

5 海外留学市」度の整備
・ 海外の医療現場や大学において高い専F弓 性と幅広い経験を身につけることを目的として若手医師を対象にした海外留学

市1度 を整備し、平成 23年度より、 1名 を海外留学に送り出した。

6 質の高い吾護81等の育成

①センター病院の取組

 ヽ 看護師の卒後臨床研修をおこなうため、平成23年度看護部教育言十画を策定し、教育体制を明確にした上で、 6月 よ

リローテーシヨン教育を開始した。
・ 保健師助産ET看護師等実習指導者講習会を、 11月 から1月 まで各月 1回、計4回開催した。

・ 病院内で専F月 的な知識を持って指導的な立場で看護業務を実践する者を養成する趣旨で、専門看護師資格取得支援を

行い精神看護専門看護師1名 が新たに認定取得した。また、駒戎24年度専門・認定看護師養成・資格獲得に向けて、がん

―チを含め、感染症その他のI  ンスレーショナル リサーチ

疾患に関する研究の推進を図|  を含め、感染症その他の疾患
るために必要な人材を育成す1  に関する研究の推進を図る

る。           |  ために必要な人材を育成す

る。

化学療法および、新生児集中ケアの認定看護師養成課程研修への各1名 研修受講および、国立看護大校研究課程部

管理専門看護師認定試験受験資格獲得)への2名 の就学支援を行い、それぞれの教育課程履修終了し、認定資格試験受験

準備中である。平成25年度のがん看護・重症ケア・救急看護専門看護師認定資格受験資格獲得にむけ、各1名 の大学院前

期博士課程への就学支援を実施した。



(2)モデル的研修・講習の実

施

感染症その他の疾患に関

する医療の均てん化及び国際

保健医療協力の充実等を目的

として、医療従事者に対する
モデル的な研修プログラムを

企画・実施する。

また、センター外の医療従
事者向け各種研修会等を毎年

20回以上開催する。

(2)モデル的研修・講習の実

施
・ 感染症その他の疾患に関す

る医療の均てん化及び国際

保健医療協力の充実等を目

的として、医療従事者に対す

るモデル的な研修プログラ
ムを企画し、次の各種研修会

等を実施する。

ア_ШV/エ イズについては、
エイズ拠点病院などの医師
・看護師を対象とした研修を

4回、専門薬剤師研修を2回

歯科研修を4回、短期研修

を年 1回、首都圏4カ所以上

の都県において病院に対す

る出張研修を各 1回、それぞ

れ開催

イ 新興。再興感染症について

は、輸入感染症に関する一般

医師対象講習会をユ回、国際

感染症セミナーを1回開催

ウ 肝炎については、JT疾 :は 診

療連携拠点病院を対象とし

た研修会を2回開催

病院の取組

国府台病院においても、経年別院内教育を計画 実施し、一般科及び精神潤看護の教育を実施 l´ た。

平成23年度の認定希護師は糖尿病看護分野に 1名 増え3領域 3人、また認定看護管理者 1名 が合格した。

がん化学療法認定研修に 1名 受講し、24年度に受験予定であり、感染管理に1名合格し24年度受講予定である。

(2)モデル的研修・講習の実施

ア.H∨ エイズに関する研修 講習の実施

HlV/エイズについては、エイズ拠点病院などの医師・看護師を対象とした 1週間研修をACCに て年 4回 、専門薬剤師研

修を2回、歯科研修を4回、短期lll修 を年 1回、首都圏4カ所以上の都県において病院に対する出表研修を各 1回、それぞ

れ開催という計画に対し、すべて計画通り実施した。なお、首都圏においては、4カ所以上という計画に対し、東京病院、

千葉医療センター、東埼玉病院、横浜市民病院、筑波大学の5カ所で実施 し、それ以外にも琉球大学、広島大学、新潟大学

においても出張研修を実施した。

イ.新興、再興感染症に関する研修 請習の実施
. 全国の医師を対象に輸入感染症講習会を開催した (9月 23日 、24日 :参加者 76名 )。

・ 医療関係I向 けの第 8回国際感染症セミナーを「健康危機管理に際して,労働者の安全と健康をどのように守るか ?」

をテーマに巧成24年 3月 12日 (月 )に開催した (1 福島第一原発事故における労働者の安全と健康 吉川 徹 先

生 (労働科学研究所 日1所長)2 Dangerous lnfectionsI Risk nanagement and clinical care  Dr.Barbara Ban
nister (Royal Freさ Hospital, UK))  (老募カロ素子3 4人) 。

・ ワクチンに精通した医療従事者を増やし、情報を共有し合い、地域のネットワーク作りを目的とし、国内におけるワク

チンの教育振興の一環として第1回 トラベラーズワクチン講習会を開催した 鰺 加者 :97人 )。

ウ 月T炎に関するコ「修 言音習の実施

肝炎情報センターは、以下の通り、肝疾患診療連携拠点病院の医療従事者向けに4回 の研修会を開催し、高度先駆的医療及

び標準的医療の普及のために必要な措置を講じた。

【医療従事者向け研修会】
・ 医師向け研修会 (平成23年 7月 15日 )i56拠 点病院から68名 参加し、「肝炎総合対策の動向」、 rl鵬病教室による

情報提供の理念とその現状J、 「疾患関連遺伝子のゲノムワイ ド関連解析 (GVAS)と その意義」、「わが国のC型慢性肝炎

治療の将来の展望」の4テーマの講演を行った。

医師、臨床検査技師向け研修会 (平成24年 1月 20日 )164拠 点病院から114名 参加し、「B型肝炎に係わる諸問題」

をメインテーマに、「B型肝炎に関する最新情報J、 「免疫学的測定法を用いた肝炎ウイルス検査の現状と問題点」、「

HBVゲ ノタイプA感染の臨床的意義」、「がん化学療法中のB型肝炎ウイルス再活性化のリスクとその対策Jの 4テーマ

の講演を行つた。
・ 看護師向け研修会 (平成23年 12月 2日 ～3日 ):55拠 点病院から59名 参加し、「B型肝炎一知っておきたい最近の話



工 糖尿病については、医療従
事者を対象とした研修会を

年 3回以上開催

オ 精神疾患については、児童

思春期精神医療専門研修会、

精神科心理教育研修会、摂食

障害医療専門研修会などを

開催

題―」、 「インターフェロン治療に伴 うI垂眠障害および抑うつ症状について」、「 治療におりる看護師の役割」

しての関わり」の 5テーマの、「ウイルスll■肝炎患者に対する偏見・差別等への取り組み」、「肝蔵病教室への看護師と

講演と、これらのテーマに関するグループワーク (8グループ)を 二日間に亘って行つた。
. 肝疾患相談センター相談員向け研修会 (平成24年 3月 17日 ～18日 )i45拠 点病院から45名参加し、「肝炎総合対策に
ついてJ(厚労省)と 「B型肝炎訴訟について」 (厚労省)、 「B型肝炎に関する最新の話題」、「C型肝炎に関する最新の

話題」の4テーマの講演、およびグループワークを二日間行った。グループワークのために、「社会資源の活用法と肝炎

患者に対する偏見・差別の問題」を盛 り込んだビデオを事前に作成し、研修会当日の教材として用いた。

ェ 糖尿病に関する研修・請習の実施
「糖尿病診療一最新の動向―」と題し、医師 .医療スタッフ向け研修会を、糖尿病情報センターが主催して全国3カ所 (

金沢、東京、福岡)において、のぺ 5回開催した。参加者総数は639名

第 1回  6月  5日  東 京 184名 参加

第 2回   7月 17日  金 沢  98名 参加

第 3回   9月  4日  東 京 167名 参加

第 4回  11月  6日  福 岡  62名 参加

第 5回  2月 19日  東 京 128名 参加

オ.精神疾患に関する研修・講習の実施
心身の総合的医療の専門的人材を養成するため、児童思春期精神医療分野において、厚生労働省こころの健康づくり対策

事業思春期精神保健研修事業を受託し、4コース (各 コースとも2日 間)の研修を実施した。また精神fl心 理教育研修は 2

日間の研修プログラムを2回、摂食障害医療研修は 1日 の研修を1回 実施した。
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総合感染症および国際臨床後期研修プログラム概要

糖尿病医師・医療スタッフ向け研修会 (ポスター)

「臨床研修マッチング」の中間公表ランキング (日 経メディカルオンライン版 H23101記事)

「疫学・医学統計基礎講座」カリキュラム

国立国際医療研究センター海外留学生募集要項

平成 23年度看護部教育計画

認定/専F犠護師の状況

ACC主催 各種研修会 概要及び資料

国際感染症セミナー開催について

平成 23年度 厚生労働省第一類感染症等予防・診断 治療研修 報告書

トラベラーズワクチン講習会

一類感染症ワークショップ

国府台病院における精神科研修



■評価項目7●

人材育成に関する事項

実績 :○

初期研修カリキュラムに、「疫学・医学統計基礎講座Jと して、 6週間の講義受講

を義務づけ、臨床研究に2、要な知識の政得に向けた取り組みを実施した。

・後期研fL_● カリキュラムには、研究所における3ク 月程度の研修コースを設置し、若

手の医療従事者が医学研究の基礎的な方法論の実地参加する機会を設けた。

・臨床研究を担う若手を育てる「クリニカルツサーチフエローシップ」の設置を決定

し、平成 25年度募集に向けた準備に取り組んでいる。

実績 :○

・国際医療協力と感染症等にlm足 を置いた後期研究プログラムとして、国際保健医療

協カレジデント研修に4名が参加した。

国際臨床後期研修プログラムとして、産婦人科 ,小児科合桐の4年間コースには 1

名参加している。

海外留学制度を整備し、世界白1視野を持つ着手医師の育成に取り組んでいる。

実績 :○

・HIV/AIDS、 新興再興感染症、糖尿病、精神疾患、肝炎、国際協力の分野で最新の知

見に基づいた研修プログラムを開発し、開催している。

(評価シート39・ 40頁参照)

(委員会としての評定理由)

昨年度に引き続き、初期臨床研修のマッチングは市中病院中全国 トップであり、初

期研修医 105名 、後期研修医 144名 となっており、医師臨床研修指導医養成講習会を

開催し、28名 が新たに修了するなど、指導体制の強化を図つたことは評価する。

(各委員の評定理由)

当センターの診療や研修システムの人気は高く、初期研修医さらにレジデントは高

い採用率を継続している。その結果として、リーダーとして活曜される人材の育成は

しっかりとイテわれている。

・多数の初期研修医、後期研修医等を受け入れ、初期臨床研修のマッチング率は市中
病院中全国トップであるほか、研修カリキュラムにも二夫を施していること、エイズ

拠点病院などの医IF・ 看護師を対象とした研修会を実施していることなど大いに評価

できる。
・幅広`ヽ修が行われている。

質の高い看護師育成への努力について評価できる。

臨床研修医、レィデントなど多くを受け入れ高度先駆的な総合医療を提供する基盤

を活用した人材育成をおこなっている点は大変高く評価できる。

・HIV エイズのための研修、振興、再興感染症に関する研修、肝炎に関する研修も

しっかりと行われており評価できる。

海外留学常1度 は整備されているが、23年度は 1名 の留学生だけでIま沐しい。

・臨床家育成での 0週間受講義務付け、看護師の教育計画策定とローテーション教育

の実施、モデル的研修では、RT炎及び糖尿病の研修会を計画以上に開催し人材育成推

進を進めたこと等について評価する。

さまざまなモデル的研修プログラムを積極的に実施していると高く評価できる。

(総合的な評定)

高度先駆的・総合医療を基盤とし、その上に臨床研究等を行 うという基本構造の

中で、臨床研修医、レジデント及びフェローを多く受け入れ、実地で臨床医学を学

ばせるとともに加えて、臨床研究に必要な素養の取得に取り組んでいる。

研究PITや国際医療協力局などと緊密な連携により、より研究や国際協力に興味・

関心を持つ若手医師を育成し、質の高い臨床 研究を行う事のできる人材育成に取

り組んでいる。

数値目標は、中期計画を大幅に上回つており、着実に実施している。

平成23年度内の開催 計 35回
・HIV/AIDS:1週 間研修4回、歯科]F修 4回、専門薬剤師研修 2回、短期研

修 1回、出張研修8回

糖尿膚 5回 (東京 3回 金沢、福岡で1回ずつ)

・肝炎 :4回 (すべて都道府県拠点病院の医療従事者向け)

.児童精神 :思春期精神保健研修4コ ース、精神科心理教育研修2回 、摂食障害医療

研修 1回

(評価シー ト39頁参照)

[数値目標]

○ センター外の医療従事者向け各種研修会等を毎年

20回以上開催

[評価の視点]

○ 総合医療に携わる専門的人材を育成するため、質の

高い研修・人材育成を初期段階から継続的に行うとと

もに、総合的な医療を基盤として、高度先駆的な医療

を実践できる人材の青成を図つているか。

○ 世界的な視野を持ち、感染症その他の疾患に関する

研究の推進を図るために必要な人材を育成している

か 。

○ 医療従事者に対するモデル的な研修プログラムを

企画 '実施しているか。



4 医療の均てん化土びに情報
の収集 及び発信に関する事

項

センター及び都道府県にお

ける中核的な医療機関F・nのネ

ットワークを構築し、高度先駆

的医療の普及及び医療の標準

イヒに努めること。

情報発信にあたっては、医療

従事者や患者・家族が感染症そ
の他疾患に関して信頼のおけ

る情報を分かりやすく入手で

きるよう、国内外の感染症その

他の疾患に関する知見を収集、

整理及び評価し、科学的根拠に

基づく診断及び治療法等につ
いて、国民向け及び医療機関向

けの情報提供を行うこと。

4 医療の均てん化と情報の収

集・発 信に関する事項

(1)ネットワーク構築の推進

感染症その他の疾患につ

いて、センターと都道府県に

おける中核的な医療機関等と

のネットワークを構築し、研
修会及び協議会を開催し、最

新の情報提供を行うとともに

、相互に情報交換を行い、そ
れら医療機関と連携して、高

度先駆的医療及び標準的医療

等の普及を図る。

4 医療の均てん化と情報の収

集・発信に関する事項
(1)ネ ットワーク構築の推進

・ 感染症その他の疾患につい

て、センターと都道府県にお

ける中核的な医療機関等と

のネットワークを構築し、llT

修会及び協議会を開催し、最

新の情報提供を行うととも
に、相互に情報交換を行い、

それら医療機関と連携して、

高度先駆的医療及び標準的

医療等の普及を図る。

4 医療の均てん化と情報の収集 ,発信に目する事項

(1)ネ ットワーク構築の推進

l HI∨  エイズに関するネットワーク構築の推進

HIVに関し、全国8プロックのプロック拠点病院協議会を厚生労働省疾病対策課と合同で各プロックにて開催し、最新

L療情報の提供をイテい高l_t先駆的墾療及び標準医療の普及を図った。また、首都圏の中核プロックとの連携会議を‖i催 し、

相互の連携を深めるための情報交換を行った。

2.肝炎に関するネットワーク樹集の推進

肝炎情報センターは、以下の通り、拠点病院間連絡協議会、および各種研修会を開催し、肝炎診療に当たる70拠点にの

ぼる病院間ネットワークの維持と高度先駆的医療及び標準的医療の普及のために必要な措置を講じた。

【拠点病院関連絡協議会の開催】
・ 第 1回 (平成 23年 7月 15日 ):63拠 ′点病院から109名参加し、①肝炎情報センターの活動報告、② 「肝疾患相談

ヤンターの認知度をいかに高めるかJに関する事例検討、③「B型肝炎訴訟について」 (厚 労省)を行つた。
第2回 (平成 24年 1月 20日 ):65拠 点病院から120名参加し、①肝炎情報センターの活動報告、② 「B型肝炎訴

訟について」 (厚労省)、 ③拠点病院事業に関する諸問題 (公募)と して、 麟 設置をしている都道府県の問題点につ
いて」、「肝疾患診療連携拠点病院と自治体との関わりについて (拠点病院へのアンケー ト調査結果も含めて)Jを行つ

. た。特に、後者の課題については、平成 24年 3月 2日 に厚生労働省で開催された第 7回肝炎対策推進協議会において発表
した。

I医療従事者向け研修会〕
医師向け研修会 (平成 23年 7月 15日 )i56拠 点病院から68名 参加し、 明干炎総合対策の動向」、 「■減)古 枚富に

よる情報提供の理念とその現状J、 「疾患関連遺伝子のゲノムフイ |IJ連解析 (ChS)と その意義」、「わが国のC型侵
性肝炎治療の将来の展望」の 4テーマの講演があった。

医師、臨床検査技師向け研修会 (平成 24年 1月 20日 ):64拠 点病院から114名参加し、「B型肝炎に係わる諸 P・
q

題Jをメインテーマに、「B型肝炎に関する最新情報」、「免疫学的測定法を用いた肝炎ウイルス検査の現状と問題点」、
「HBVゲ ノタイプA感染の臨床的意義J、 「がん化学療法中のB型肝炎ウイルス再活性化のリスクとその対策」の4テ
ーマの講演があった。

・ 看護師向け研修会 (平成 23年 12月 2日 ～3日 ):55拠 点病院から59名参加し、「B型肝炎―知つておきたい最近
の話題―」、 「インターフェロン治療に伴 う睡眠障害および抑 うつ症状について」、「進行肝癌治療における看護師の役
割J、 「ウイルス性肝炎患者に対する偏見・差別等への取り組み」、「肝蔵病教室への看護師としての関わり」の 5テー
マの講演と、これらのテーマに関するグループワーク (8グループ)を 2日 間に二って行つた。

・ 肝疾患Ill談センター相談員向け研修会 (平成24年 3月 17日 ～18日 )145拠点病院から45名 参加し、「肝炎総合対策につい

てJ(厚労省)と 「B型肝炎訴訟について」 (厚労省)、 「B型肝炎に関する最新の話題」、「C型肝炎に関する最新の

話題Jの 4テーマの講憤、およびグループワークを2日 間行った。グループワ‐クのために、「社会資源の活用法と肝炎

患者に対する偏見 '差別の問題Jを盛 り込んだビデオを事前に作成し、研修会当日の教材として用いた。

3 児童精神に関するネットワーク構築の推進

国府台病院において、年間 6回開催した児童精神科地域連携会議を通して、地域の医療 福祉・教育領域の専門機関が地

域診療ネットワーク会議にて情報共有をおこなった事例のデータベース作成にとりかかり、平成 23年度末までに120以
上の症例のデータが蓄積した。
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(2)情報の収集・発信

医療従事者や患者 家族が

感染症そのltl疾患に関して信

頼のおける情報を分かりやす

く入手できるよう、広く国内

外の知見を収集、整理及び評

価し、ホームベージ等を通じ

て、国民向け ,医療機関向け
に最新の診断・治療情報等の

提供を行う。

また、HPア クセス数を、

年間1,000万 PV以上とする。

(2)情報の収集・発信

・ 医療従事者や患者・家族が

感染症その他疾患に比して、

信頼のおける情報を分かり

やすく入手できるよう、広く

国内外の知見を収集、登理及

び評価し、ホームページ等を

通じて国民向け・医療機関向

けに最新の診断 治療情報等
の提供を行う。

また、HPア クセス数を、

年間1,000万 PV以上とする

【II Pア クセス数〕

(2)感染圧

平成22年度
1, 299万件

平成 22年度
202万イ牛

平成 22年度
29万 イ̀

ト

平成 22年度

38万件

平成 22年度

14万 11F

(2)情報の 発信

1 ホームページの改善等、広報体制の整備

ホー.ヽ ページの見やすさ等の改善を図るため、平成22年 8月 のセンター病院新病棟オープンを機に、ポータルページの

デザイン更新を行つた。またセンター全体の広報活動を担う広報係長を総務課に新たに配置するとともに、各事業所に広幸L

戦略ワーキンググループを組織するなど、広報活動を更に円滑に行うための体611を整備した。

2.各分野における情報発信の取組

(1)HIV・ エイズ

平成23年度に医療従事者や患者 家族がHIV感染症に関して、信頼のおける情報を分かりやすく入手できるようホ

ームベージを全面的に改訂した。

平成23年度
1, 430万件 (10 1%増 )

羽成23年度
198万件

平成23年度
30万件

濶成23年度
67万件

乃成23年度

19万件

【該当ページアクセス数】

平成 22年 7月 にホームベージを刷新し、輸入感染症 (マ ラリア、デング熱、腸チフスなど)や一類感染症 (ラ ッサ熱)

に関する医療者向け1青報を充実させた。一般の海外旅行者向け情報 (マ ラリア予防、下痢症予防)をホームページにPDF
で掲載し、よリダウンロー ドしやすいように整備した。

【該当ページアクセス数〕

(3) 月干多そ

肝炎情報センターは平成20年 12月 にホームページを立ち上げ、インターネットによる最新情報提供を行つている。

拠点病院の指定状況を紹介するとともに、各自治体における肝疾患専Fl医療機関リストや拠点病院内に設置された肝族患

相談センターホームページヘのソンクを貼ることにより、患者の利便性がより向上するよう努めている。

【該当ベージアクセス数】

(4)糖尿病
「糖尿病診療―最新の動向一Jと 題した医師・医療スタッフ向け研修会を、糖尿病情報センターが主催して全国3カ 所 (

金沢、東京、福岡)で、のべ 5回 (6/5,7/17,9/4,11/6,2/19)開 催した。総参加者数は、639名 であった。

また、糖尿病に関するかかりつけ医向けの診療マニュアルを平成 22年度に作成し、現在糖尿病情報センターのホこム

ページで公開し、年に2度の頻度で改訂している。

糖尿病情報センターのホームページにおいて、医療従事者や患者に対して情報発信を行い適宜情報更新を図つている。

【該当ページアクセス数1

(5)児童精神

児童精神地域診療ネットワーク会議を、国府台病院内にぉいて6回

診療機関のネットワーク構築を推進するとともに情報発信を行つた。

(5/27,7/15,9/9,11/11,1/20,3/9)開 催し、



説明資料 3 8 総合感染症および国際臨床後期研修プログラム概要

説明資料 312 平成 23年度糖尿病医師・医療スタッフ向け研修会ポスター

説明資料 313 肝炎情報センター主催 各種研修会 概要

説明資料7 7 ACC主 催 各種研修会 概要及び資料

説明資料 8-1 ホームページアクセス状況 (PV数 )

説明資料 8 2 -般の海外旅行者向け情報 (マ ラリア予防、下痢症予防、予防接種、メンタルヘルス)



|

|

|

評価の視点等   |
■評価llH目 8■

医療の均てん化と情報の収集 発信に関する事項

自己評定    I     S 評  定    I     A
(総合的な評定)

最新の知見から標準占,■治療法等についての情報を、研修会や協議会等を活用し

て、中核的な医療機関に情報発信を行い、地域の医療水準の向上に貢献している。

国民 医療従事者には広く、ホームベージなどを活凡して必要な情報の提供を行

っている。情報更新を頻回に行う事で、情幸&の真正性、測
'時

性に配慮した情報提供

に取り組んでいる。

数値目標は、中期目標を大幅に上回って、着実に実施している。

(委員会としての評定理由)

HIVに 関し、全国8プ ロックのプロック拠点病院協議会を厚生労働省健康局疾病対

策課と合同で各プロックにて開催し、最新医療情報の提供を行い、高度先駆的医療及

び標準医療の普及を行うとともに、首都圏の中核プロックとの連携会議を年 2回開催

し、相互の連携を図るための情報交換を行った。 以上の実績と取り組みについて評

価する。

(各委員・
r評 定理由)

・当センターが特に力を入れている HIV・ エイズ、感染症さらに肝炎等の情報を、広

報体制の整備やホームページの改善等により、 しつかりと提供している。その結果、

ホームページのアクセス数は22年度に比し10 1%増 加した。23年度は月千炎お

よび糖尿病へのアクセスが特に増加した。
・HPの充実によるアクセス数は着実に増加していると高く評価できる。特に肝炎に

ついては大きくアクセス数が増加していると高く評価できる。

・ネットワーク構築推進、情報の収集・発信、国への政策提言など、ほぼ計画通りに

実行しており、評価できる。
・拠点病院連絡会並びに医療従事者向け研修会を多数開催し肝炎並びに児童に関する

ネットワーク構築推進へ具体的施策を実施し評価する。

・HIVや肝炎の拠点病院連絡協議会の実施や病院間ネットワークの維持など、医療均

てん化について責任を果たしていると評価する。我が国の医■
`L謹

の実体を踏まえた

更なる均てん化への努力が期待される。

[数値目標]

O HPア クセス数を、年間1,000万 PV以上 年間1,000万 PV以上のHPア クセスがあつた。

(平成23年度実績 1,430万 PV 平成 22年度より10%増 )

[評 価の視点]

○ センターと都道府県における中核的な医療機関等

とのネットワークを構築し、研修会及び協議会を開催

し、最新の情報提供を行うとともに、相互に情報交換

を行い、それら医療機関と連携して、高度先駆的医療

及び標準的医療等の普及を図つている力、

広く国内外の知見を収集、整理及び評価し、ホーム

ベージ等を通じて、国民向け 医療機関向けに最新の

診断 .治療情報等の提供を行つているか。

〇

実績 :○

・ACC、 DCC、 糖尿病情報センター、肝炎情報センター、国府台病院精神科は、

研修会、協議会を開催し、中核的な医療機関のネットワークを構築すると共に、情

報の提供及び交換を行い、高度先駆HJ医療及び標準医療の普及に努めている。

(評価シー ト42頁参照)

・年間 6回開催される児童精神科地域連携会議を通じ、地域の医療・福祉 教育領域

の専門機関が情報共有をおこなった事例のデータベース作成にとりかかり、平成 2

3年度末までに120以上の症例のデータが蓄積した。

実績 :○
・ACC、 DCC、 構尿病情報センター、肝炎情報センターは、それぞれ国内外の最

新の知見を適時適切にホームページ、マニュアル発行などを通じて国民や医療従事

者に提供している。 (評価シー ト43頁参照)

′
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6.国への政策爆言に関する事

項

医療政策をより強固な科学

的根拠に基づき、かつ、医療現

場の実態に印したものにする

ため、科学的見地から専門的提

言を行うこと:

5 国への政策提言に関する事

項

感染症その他の疾患に関し

て明らかとなった課題の解決

策等について、科学的見地から

専門的提言を行う。

5 日への政策提言に関する事

項
・ 感染症その他の疾患に関し

て明らかとなった課題の解決

策等について、科学的見地か

ら専門的提言を行う。

の政策提言に目する事項

HlV感染症に関し、エイズ動向委員会 (年 4回出席)な どに出席し、専門的な立場から提言を行つた。

糖尿病、代謝性疾患に関する専門的知見を基礎として、薬事審議会医薬品第一部会、次期国民健康作り運動プラン策定

専門委員会の審議に参加し、専門的な立場から提言を行った。

FT炎情報センター :平成 21年度より3年間、「肝炎に関する全国規模のデータベース構築に関する研究 (厚生労働科

学研究費)」 を研究代表者として実施し、特に、平成23年度においては下記のエビデンスを得た。

B型・C型肝疾患に対するインターフェロン公費助成のアウトカムに関する検証 :イ ンターフェロン公費助成は国と自

治体との共同事業として平成 20年度から開始されており、そのアウトカムを正確に把握し、次の肝炎対策に活かすこと

が求められている。肝炎情報センターでは、全国の41自 治体肝炎対策担当部署の協力を得てインターフェロン治療効果

判定報告書の収集・解析事業を行つている。平成 21年 12月 から平成 24年 2月 までに約9,400例 のデータを収集し、解

析の後に2ヶ 月毎に各自治体ヘフィー ドバックし、拠点病院、専門医療機関ほかの肝疾患診療ネットワークヘの情報提供

を行つている。特に、研究班では地域差の有無についての検討も進めており、治療成績については全国でほぼ均てん化さ

れているものの、C型肝炎ウイルス遺伝子型の分布、再治療例の比率、 65歳以上の患者比率など、特に患者の受療状況

には地域差の存在することを明らかとした。この点については、本研究班の平成 23年度総括研究報告書、ならびに平成
21～ 23年度の総合研究報告書として蘊め、厚生労働省へ送付ずみである。

上記研究班で得られた知見をさらに深めるために、平成 24年度から
'肝

炎に関する全国規模のデータベースを用いた

肝炎〕馘 の評価及び肝炎医療の水準の向上に資する研究」を研究代表者として継続することになっている。

6 その他我が国の医療政策の構差中に関する事項

(1)公衆面生上の重大な危害への対応

1 公衆衛生上の重大な危害発生に備えた取組

①災害副練等

災害31練について、全職員を対象に平成 24年 1月 21日 に実施するとともに、災害マニュアルの見直しも行った

併せて、NBC災害(放射性物質、生物剤、化学剤による特殊災害)への対応マニュアルにっいても見直しを行った。

②新感染症の発生に向けだ取組

新感染症の発生に向けた訓練については、合計2回行つた。12月 14日 に東京港検疫所主催「東京検疫所検疫感染症措置

印練 (情報伝達副I練)Jに参カロし、3月 14日 には、センター病院において新感染症患者の新感染症病棟への受け入れ副J練

を実施した。    
′

2 東日本大震災における取組

①医療派遣チー 2ヽ による被災地支援活動 (6月 30日 まで)

災害発生直後の災害派遣EIr療チームによる医療支援活動及び被災地支援の長期化を見越し、昨年度から調査団を派遣

し、宮城県東松島市において避難所巡回診療を行った。医療チーム (コ ーディネーター 1名 、医師2名 、看護師3名

薬剤師 1名 、事務 1名 )を llL続的に現地に派遣し、同市の避難所 (14-17ヵ 所)を国立病院lal構等の医療チームと協力

して定期的に巡lE診療を行つた。また、国際医療協力局からコーディネーターを派遣し、東松島市保健福祉.7t健康推進

課が行う同市で支援活動している医療チーム (5-6チーム)全体の調整や報告業務、避難所における保健衛生活動につ

いて支援した。一方、在宅被災者に対して全戸別訪間による健康支援調査を行い、要フオローアップ者の洗い出しや津

波など震災の与えた健康への影響について調査分析を行い、東松島市の保健衛生対策や復興計画策定に寄与した。

6 その他妻が目の医療政策の

推進等 に関する事項

(1)公衆衛生上の重大な危書
への対応

公衆衛生上重大な危害が

発生し又は発生しようとして
いる場合には、国の要請に応
じ、迅速かつ適切な対応を行

うこと。

6.その他書が国の医療政策の

構遺等 に関する事項

(1)公衆衛生上の重大な危書
への対応

国の要請に応じて、国内外
の公衆衛生上重大な危害が発

生し又は発生しようとしてい

る場合には、迅速かつ適切な

対応を行う。またそのような

事態に対し準備する。 また

、新感染症の発生に向けた訓

練を毎年 1回実施する。

6 その他我が国の医療政策の

推迫等に関する事項

(1)公衆術生上の菫大な危書
への対応

・ 国の要請に応じて、国内外

の公衆衛生上重大な危害が

発生し又は発生しようとし

ている場合には、迅速かつ適

切な対応を行 う。またそのよ

うな事態に対する鋼篤とし

て災害副‖練を実施する。さら

に、新感染症の発生に向けた

劃練を1回実施する。

・ 東北地方太平洋沖地震に伴

う被災地への医療チームの

派遣4医療支援を行う。
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(2)目腋質献

我が国の国際保健医療協
力の中核的機関として、感染

症その他の疾患に関する専門

的な医療及び国際保健医療協

力等の向上を図るとともに、
これらに対する調査及び研究

並びに技術者のCll修 を行うこ

と。

(2)目臓貢献

開発途上国における保健

システム (母子保健、感染症

対策等を含む。)の推進を図

るため、中期目標の期間中、
5年 FHlに 400人以上の専門家

を派遣し技術協力を行 う。

また、開発途上国からの研

修生を5年 FH5に延べ800人 メ

上受入れる。

緊急援助等の支援活動を

行うとともに、国際機関や国

際協力機構 (JICA)等の依頼
に応じ調査研究 評価事業を

実施する。

広く国民及び国内外のFll

係機関に対し、国際保健に関

する情報提供等を行い、我が

国の国際保健医療協力人材を

養成するため、2、 要な知識、

技術の習得を促す研修を国内

外で実施する。
また、国際医療協力 を実施

している機関とのネットワー

クを構築し、開発途上国等に

おいて保健医療分野の共同研

究や人材育成等の諸協力を実

施する。

(2)日臓貢献
・ アジア、アフリカ等の開発

途上国における保健システ

ム (母子保健、感染症対策等

を含む)の強イヒを図るため、

専門家を派遣する。

アジア、アフリカ等の3月 発

途上国からの研修生の受入

を積極的に行う。

国際協力機構 (JICA)の

要請に応じて、緊急援助等の

支援活動を行う。

国際機関、国際協力機構 (

■CA)等の依頼に応して、

調査研究 評価事業を実施す

る。

国際保撻に関して、広く国

民及び国内外の関係機関に

対 しホームページ等を通じ

情報提供等を行 うとともに、

基礎講座を開催し国際保健

に関する知識の普及を図る:

②心のケアチームによる巡回診療活動

昨年度に引き続き、国府台病院から心のケアチーム (精神科医師、ソーシャルワーカー、看護師)を石巻地域へ派遣

し、避難所を中心に巡回して被災者の心の諸問題の解決を支援した。

③東松島復興支援プロジェクト (7月 1日 より)

東松島市長とセンターとの間で東松島市の保健衛生活動における復興対策のための協力に関する協定書が結ばれた。

期間は7月 1日 より1年間で、К釧より定期的に人材を派遣し、避難所支援に加えて、仮設住宅入居者支援、在宅者支

援、心のケア、災害マニュアル改定、保健従事者人材育成事業を展開している。

【医療チームの平成23年度派遣実練】

派遣者数 250名 (う ち医師 109名、看護/助産師 60名 、薬剤師 30名 、事務職 43名、その他 8名 )

(2)日朦貢献
・アジア、アフリカ等の開発途上国における保健システム強化を図るための専門家派遣については、年間目標である80件
に対し、115件の実績となった。このうち24件 lt l年以上の長期派遣であり、地域別内訳はアジア (73件 )、 アフリ

カ (32件 )、 その他 (10件)で ある。

アジア、アフリカ等のFll発 途上国からの研修生受入については、年間目標である160件 に対し、202件の実績となっ

た。視察や言#義 を通じて、世界最高水準の保健指標を達成した日本の経験を共有すると同時に、活用できる資源の限られた

うF修員の母国においても実施可能な活動計画を持ち帰ることができるよう支援を行つている。

平成 23年度において国際til力 機構からの緊急援助等の要請は特になかった:

国際機関、国際協力機構 (JlCA)等 の依頼に応じた調査研究・評価事業については、 36件だった。

36件の内訳は事前評価調査 11件、終了時評価調査 5件、運営指導調査 12件、無償資金協力調査 5件、その他3件

であり、保健医療ならびに国際保健の専門性を活かした調査が実施された。

。国際保健基礎講座の開1を 1+数及び、参加者数については、 10件、 253名 だった。         .
国際医療協力を目指す若手人材が継続的に学びを深めていく機会を提供する事を目的に、週末を活用して国際医療協力

部戦員のフィール ド経験のエッセンスを伝えている。本講座で得た知識は、さらに本格的な 「国際保健医療協力研修」に

参加するための下地となる。

・国際保健に関する情報提供の取り組みについては、口際医療協力局ホームページを通じて、当センターの国際保健への取

り組みを広報すると共に、国際保健医療に関する知識の普及を図った。年間日標である40万 PVに対し平成 23年度の合

言1閲覧数は62万 PVであつた。また、 「ニュ,ス レター」年4回発イ予し、大学・専門学校などにも配布したJ部設立25
周年のシンポジウムの開催と記念誌の発行をした。

・ WHO総 会や世界基金理事会などの国際会議へ出席rt年間20名 であり、WHOや 世界基金に関して厚生労働省や外務

省へ提供した技術的提言数は224件であった。

47



我が国の国際保健医療協力

人材を養成するため、研修カ

リキュラノ、ケr旬或するとと

もに、国際保健人羽養成研修

を実施する。

ベ トナム ,バ ックマイ病院

との協定締結に基づさ共同

研究等を推進する。

WHO協カセンターとして

の活動を実施する。

「国際保健医療協力研修」を開催し、 10名 の参加者があつた。この研修は、国際保健医療協力の専Fl家による実臓山な
内容を含む講義を通じて、国際保健医療協力の基礎知識を習得するとともに、海外のフィール ド実習を通して実践力を養
うことにより、国際保健医療協力に携わる人材を養成することを目的としている。
また、若手医師の人材育成として、「国際保健医療協カレジデント研rt_X」 を実施しており、平成23年度においては3名

のレジデントに実施し、臨床修練期間中の若手医師に国際保健の現場体験の機会を与えている。

医学生や看護学生を対象とした国際保健に関する講義を積極的に実施し、6大学 (看護専門学校含む)へ 14名の講団i

を派遣すると共に、5大学から38名 の学生を受け入れた。

長時大学と連携大学院に関するMOUを締結した。また、仏語圏保健人材ネットワークζ剣しのための月例会と拡大セミ
ナー (3月 )を 実施した (会員 70名 )。

独立行政法人移行に伴い平成 22年 6月 にベ トナム・パックマイ病院と再度締結した合意書 (MOU)に基づいて、共
同研究 (11の研究課題)、 人材交流、症例検討等の協力を実施した。また、年報も作成しベ トナム保健省に提出した。ベ

トナム .バ ックマイ病院との協定に引き続き、ラオス・パスツール研究所、マダガスカル '保健省公衆衛生局と新規にM
OUを締結し、共同研究、人材交流を開始した。

平成21年度のカンボジア及びベ トナム、平成22年度のラオスにおける疾病対策と保健システム強化に関する現地調査に

引き続き、ネパールにおける現地調査を実施した。その結果をとりまとめた報告書並びに年報をWЮ/WROの 保健システム

強化部門に提出した。

WHO/WPROの IIIVハ IDS ttFl Tcchnical Partner(技 術パー トナー)と して国際会議に3回出席し、アジア大平洋地域におけ
るHIV母 子感染予防対策に参画した。

1説 明資料 9-1
説明資料 9 2
説明資料 9 3
説明資料 9 4

説明資料 9 5
説明資料 9 6
説明資料 9-7
説明資料 9 8
説明資料 9 9
説明資料 910
説明資料 9-H
説明資料 912
説明資料 913
説明資料 914
説明資料 9-15

説明資料 9-16

政策提言に関する状況

肝炎対策協議会 名簿及び資料
NCCM研究所火災・震災発生時の対応マニュアル

東日本大震災への対応について

(「東松島市の保健衛生活動における復興対策のための協力に関する協定書」、関連記事)

保健システム強化を図るための専Fヨ家派遣実績

開発途上国からの研修生受け入れ実績

国際機関、国際協力機構 (JICA)等 の依頼に応した調査研究・評価事業実績

国際保健基礎講座の日程、参加者、概要 (ポ スター)

国際医療協力部ニュースレター

国際医療協力部リーフレット (日 本語版)

25周 年記念行事概要

WHO総 会、世界基金理事会など国際会議への出席状況

国際保健医療協力研修の日程、参加者、概要 (ポ スター)

長崎大学、ラオスパスツール研究所、マダガスカル保睦省公衆衛生局との包括連携合意書 (MOU)
ネパールにおける現地調査報告書 鯛Ю/岬 RO)

Techn16al Partner(HIV)の 認定に係る書面



評価の視点等   |
■評価項目9日

国への政策提言に関する事項

その他我が国の医療政策の推進等に関する事項

(1)公衆衛生上の重大な危害への対応

(2)国際貢献

S 評  定    I     S
(総合的な評定)

公衆衛生上あ重大な危害への対応として、新感染症や災害対応の訓練を適切に実

施した。加えて、平成22年 3月 の東日本大震災で被災した東松島市に対して、国

際医療協力局を中心として、海外での保健システム構築の実績を生かして継続的な

保健医療協力を実施すると共に、石巻吉における子供の心のケアについても、国府

台病院児童精神科を中心に、現tL教育姜員会と協力して取り組んで、`る。

国際貢献については、専門家派遣と研修受け入れなど国際医療協力の確実な実施

や国際保健協力に携わる人材育成を初学者から更なる能力開発のフェーズまで行 う

など着実に取り組んでいる。

数値目標は、中期計画を上回るペースで達成しており、着実に実施している。

(委員会としての評定理由)

国際医療協力局からコーディネーターを派遣し、東松島市保健福祉部健康推進課が

行う同市で支援活動している医療チーム全体の調整や報告業務、避難所における保健

衛生活動について支援した。一方、在宅披災者に対して全戸卿j訪間による健康支援調

査を行い、要フオローアップ者の洗い出しや津波など震災の与えた健康への影響につ

いて調査分析を行い、東松島市の保健衛生対策や復興計画策定に寄与したことは高く

評価する。国際貢献も当センターの重要な任務であり、アジアやアフリカヘ専門家を

派遣したり、国際協力機構の依頼に応じた調査研究を実施した。

(各委員の評定理由)

。当センターが中心となつて行っている、HIV感染症では、エイズ動向委員会に出席

して専門的立場から提言し、糖尿病に関しても諸委員会で専門的立場から提言を行つ

た。
・肝炎に関しては、「肝炎に関する全国規模のデータベース構築に関する研究」の代

表者として研究を実施してきた。
・国際貢献も当センターの重要な任務であり、アジアやアフリカヘ専門家を派遣した

り、国際協力機構の依頼に応じた調査研究を実施した。また医学生や看護学生へ国際

保健に関する講義も行っている。
・政府の審議会 ,研究会をつうじた政策提言を継続しておこなっている点は評価でき

る。東日本木震災の被災者支援を継続して実施している点は大変高く評価できる。

・東日本大震災後の医療の支援や調査研究は想定外の成果としていえる。

・災害ル1練や新感染症の発生に向けた副1練の実施、東日本大展災被災地への継統的な

医療支援チーム等の派遣など大いに評価できる。

・東日本大震災の医療チーム250名 派遣、心のケアチームの巡回診療活動、東松山

市との東松島復興支援プロジェクトの開始を評価する。

災害.l練 の実施のほか、東日本大震災の現場に医療チームを派遣して貢献した。

[数値目標]

〇 新感染症の発生に向けた .・ll練 を毎年 1回実施

平成 23年度は、2回実施
12月 に東京港検疫所主催 「東京検疫所検疫感染症措置副練 (情報伝達印練)Jに
参加し、 3月 にセンター病院で新感染症思者受け入れ訓練を実施

(評価シー ト46頁参照)

〇 技術協力のため中期目標の期間中400人以上の専F月

家を派遣

平成23年度は、 115名の専門家を派遣した。

(5年 FHlの 目標のうち、昨年度から累積では227名 となり56 8%を 達成)

鰤:価シー ト47頁参照)

○ 開発途上国からの研修生を中期目標期間延べ800人

以上受入れ

平成23年度は、開発途_ヒ 国からの椰「修生202名 を受け入れた。

(5年間の日標のうち、1+年度から累製では454名 となり56 8%を 達成)

(評価シー ト47頁参照)

[評価の視点]

○ 感染症その他の疾患に関して明らかとなった課題

の解決策等について、科学的見地から専門的提言を行

っている力、

実績 |〇

・厚生労働省主催の会議であるエイズ動向委員会、薬事審議会、肝炎対策推進協議会

等に当センター職員が委員として出席し、専門的知識等に基づいた提言を実施した

○ 国の要請に応じて、国内外の公衆衛生上重大な危害

が発生し又は発生し又は発生しようとしている場合

には、迅速かつ適切な対応を行うとともに、そのよう

な事態に対し準備を行つているか。

実績 :〇

平成 24年 1月 に、戸山地区全職員を対象にした災害劃練を実施した。その際、災

害マニュアノレの見直し、NBC災害 (放射性物質、生4勿斉」、化学剤による特殊災害

)への対応マニュアルの整備、研究所の防災対策の検討を行つた。

研 価シー ト46頁参照)

.東 日本大震災に関して、発災当日21時にDMATを 仙台医療センターに派遣し、

その後 1隊、合計 2隊を派遣した。第二次派遣より、生存者の保健医療支援派遣に

変更し、内科医や薬剤師の派遣人数を増やした医療支援チームを、宮城県束FyLN島市

に平成 22年度に引き続き平成23年度も派遣を実施し、併せて東松島市保健福祉

部健康推進課の支援を行つた。また、国府台病院から心のケアーチームを平成22
年度に引き続き派遣した。このように緊急医療援助の迅速な体市1の みならず、それ

に引き続く公衆衛生面を含めた総合的かつ継続的な支援体制が整っている。

(評 llIIシー ト46・ 47頁州 )                    _
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〇 緊急援助等の支援活動を行うとともに、国際機関や 1実績 :○

国際協力機構 (ICA)等 の依頼に応じ調査研究・評 1 国際機関、ЛCA等の依頼に応じた調査研究・評価事業は、36件行つた。
価事業を実施しているか。             | (評 価シー ト47頁参照)

○ 国際保健に関する情報提供等を行い、我が国の国際 1実績 :〇

保健医療協力人材を美成するため、必要な知識、技術|・
ホームペーージを通じて、当センターの国際保健への取り組みを広報するとともに、

め習得を促す研修を国内外で実施しているか。   1 知識の普及を図つてきた。 (評価シー ト4ア 頁参照)

I I薔具itF竃鼻菖理薇ガ喜獣摯雪し3;三月懸丁お1に二Fを通晟I鷹:急轟[
実施した。 (評価シー ト47頁参照)

国際医療協力局 25周年にあたり、シンポジウム開催と記念誌を発行した。

○ 国際医療協力を実施している機関とのネットワー l実績 :〇
クを構築し、開発途上国等において保健医療分野の共 |・

ベ トナム・バックマイ病院と締結している合意書 (MOU)に基づいて、共同研究
同研究や人材育成等の諸協力を実施しているか。  | (11の 研究課題)、 人材交流、症例検討等の協力を実施した。平成23年 3月 に

1 年次報告書を作成した。

「 こtF臭高み勇「 実扉塞需じ冨勉づ2∫

ル・保健省公衆衛生局と新規にMOUを締

'WHO協カセンターとして、ネパールでの現lL調査を実施した。

|'国内仏語圏保健人材ネットワーク強化のための月例会と拡大セミナー (3月 )を 実

施した (会員 70名 )。

・長崎大学と連携大学liに 関するMOUを 締結した。大学院生に対する講義、研究指
導を実施する。

(評価シー ト48頁参照)
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(3)HlV'エ イズ    |(3)HIV・ エイズ    |(3)HiV・ エイズ    |(3)HiV・ エイ

エイズ治療 。研究開発セン|  エイズ治療 研究開発センタ| ・ HIV エイズに関し、診断1l H∨・エイズ1こ 関する取組

ターは、HIV裁判の和解に基 | ―は、Hlv裁判の和解に基づ 1  及び治療、臨床研究、診療に1  平成23年度のII I V.エ イズ患者の診療実績は、延べ入院患者数8, 000名、延ぺ外来患者数 11, 031名 であつ
/」 き国あ責務 Lなった機害者| き国の責務とをった被害者の1  関する相談、技術者の研修並| た。また、外部からの診療等に関する相談件数は、年間2, 446件に達した。HIV診療均てんイとのための全国の医療従

の原状回復に向けた医療の取1 原状回復に向けた医療の取組|  びに情報の収集及び提供を 1 事者に対する研修については前掲 ((2)モデル的研修・講習の実施 参照)の とおりである。このほか、診療情報をコン

組を厚生労働省に届いた意見| を被害者の意見を反映しつつ1  行う。また、HIV エイズの| パクトにまとめた患者教育用小冊子 (患者ノー ト)を年肥合計8, 386冊配布するとともに、出張研修などで用いた資料

を踏まえつつ着実に実施する1 着実に実施し、エイズに関し|  プロック拠点病院等を支援 1 等についても、全国の医療従事者がいつでも自由に関覧、自己研修が可能となるようにACCホームページでE learningの

とともに、エイズに関し、診| 、診断及び治療、臨床研究、|  するとともに連携を図る。 1 形で積極的に公開するなど、情報の提供に努めた。

断及び治療、臨床研究、診療1 診療に関する相談、技術者の

に関する相談、技術者の研修1 研修並びに情報の収集及び提 2.ブロック拠点病院等への支援

プロック拠点病院との連携支援に関しては、医師不足で診療に窮していた石川県立病院に対し、平成22年 10月 より行

っている月 1回のA C CttelT派 遣による外来診療ナポー トを継続した。また、名古屋医療センターと名古屋大学との連携を

図るための合同会議をACCも参加し継続している。

並びに情報の収集及び提供を1 供等の必要な取組を進めると

行うこと。 ともに、必要な人的物的体制 |

また「後天性免疫不全症候1 整備を計画的に進める。

群に関する特定感染F■予防指|  また「後天性免度不全症候群

針」 (平成18年厚生労働省告1 に関する特定感染症予防指針
|

示第89号)に基づき、エイズ| 」 (平成 18年厚生労働省告示

に係る中核的医療機関として1 第89号)に基づき、エイズに

プロック拠点病院等を支援し1 係る中核的医療機関としてプ

、地域におけるエイズ医療水| ロック拠点病院等を支援し、
|

準の向上を図ること。    1 地域におけるエイズ医療水準
の向上を図る。

説明資料 3 9 医療従事者向けHIV/AIDS E learningサイ ト (ACCホ ームページより,

説明資料 7-7 ACC主 催 各種研修会 概要及び資料

説明資料 10 1 ACCの 役害とネットワーク

説明資料 102 東北地方太平洋沖地震に被災された皆さんヘ

説明資料 103 患者ノー ト (抜粋)



評価の視点等   |
口評価項目10■
その他我が国の医療政策の推進等に関する事項

(3)HIV・ エイズ

自己評定   l     A 評  定   I     A
(総合的な評定)

HlV・ エイズについては、エイズ診療水準の向上に向けて、全国の医療従事者
に対する研修会を実施し、さらに、これら研修における資料等を公開し、全国の医

療従事者が自己研修に活用できるよう情報提供も積極的に行った。

(評価シー ト51頁参照)

エイズに関する医療政策に資する専門家としての提言を実施 l´ た。
(評価シー ト46頁参照)

前年度より引き続き、東日本大震災における被災地の診療情報サポー トのために
ホームページに特設コーナーを設け迅速に情報提供を実施した。

(委員会としての評定理由)

プロック拠.点病院との連携支援に関しては、石川県立病院に対し医師を派遣し、外

来診療をサポー トするとともに、名古屋医療センターと名古ユ大学との連携を図るた

めの合同会議にACCも 参加し、継続していることは評価できる。

(各委員の評定理由)

。以前から当センターが取れんできた HIV・ エイズに関しては、例年通りの診療が行
われてきた。
.医師不足で秒療に窮していた石川県立病院へ医師派遣を行つて、継続的に外来診療
に貢献している。
・HIV・ エイズ患者の診療、エイズ拠,点病院などへの研修実施、プロック拠点病院
との連携など、ほぼ年度計画通りに業務を遂行しており、評価できる。
・計画通り推進した。
・ACCは我が国のエイズ医療政策の中心的施設として、外部からの相談への対応、プ
ロック拠点への医師の派遣、研修の実施などを通じて必要な役割を果たしている点は

高く評価できる。

[評 価の視点]

〇 エイズ治療・研究開発センターは、H「V被害者の原
状回復に向けた医療の取組を被害者の意見を反映し
つっ着実に実施し、エイズに関し、診断及び治療、臨
床研究、診療に関する相談、技術者の研修並びに情報
の収集及び提供等の必要な取組を進めるとともに、必
要な人的物的体制整備を計画的に進めている力、

実績 :○

'外部からの診療に関する相談について、年間2,446件 対応するとともに、医療

従事者に対する研修について、院内で7回、外部へ出向いての出張研修を8回実施
した。これらの研修を通し、年間500名以上に対して、エイズに関する各種の情
報として、毎年の最新の重要事項を更新し実施した。
(評価シー ト51頁参照)

・患者に対する診療情報をまとめた患者ノー トの配付や全国の医療従事者向けの自己

研修に資するためのE learningで 公開するなど取り組んでいる。
(評価シー ト51頁参照)

○ エイズに係る中核的医療機関としてプロック拠点

病院等を支援し、地域におけるエイズ医療水準の向上

を図っているか。

実績 iO
全国8プロックのプロック拠点病院とは、厚労省疾病対策課と合同でプロック拠点

協議会を行いネットワークを構築している。

・個別プロックに関しては、医師の不足 l´ ている北陸プロックヘの外来サポー トや、

名古屋医療センターと名古屋大学の連携強化を図るACC/東 海プロック合同カン

ファレンスを定期的に行うなどプロック拠点病院等への支援を実施した。

儒 価シート51頁参照)



(4)看謹に関する教育及び椰

■

国立高度専門医療研究セ

ンターの職員の養成及び研f_g

を目的として、看護に関する

学理及び技術の教授及び研究

並びに研修を行うこと。

る教育及び研 (4)看置に関する教育及(4)

究

(4)看置に日する教育及び研究

1 研究課程86に おける教育の充実

研究課程部においては、専門性の高い看護実践能力の育成や学問的探求を通じて看護の質的向上を目指している。社会人

に対する教育機会め拡大を図り、働きながら看護研究活動を継続できるよう平成22年 9月 に長期履修制度を創設し、平成

23年度においては初めて5名 が活用した。

2 認定看護師教育課程等の開催

研修部においては、がん化学療法を受ける患者等に対して全人的かつ専門性の高い看護の実践能力を育成するため、平成

23年 10月 3日 から平成24年 3月 16日 まで、がん化学療法看護の教育課程を開講 し15名 が修了した。

3 短期研修の開催

研修部においては、東日本大震災の発生を受け、急遺、災害に関する研修を5月 と6月 に開催した。また、チーム医療推進

のために、感染管理の高度実践看護に関する研修を追加企画した。それらと併せ、政策的な内容に視点をあて、前年度の受

講ニーズ調査を踏まえた研修を計 10コ ース開催した。なお、一部の研修は、地域医療における看護継続教育に貢献するた

め、一般公開した。

災害時の心のケアと支援者のメンタルヘルス     平成23年  5月 19日       参加者 : 32名
・災害時の′心のケアと支援者のメンタルヘルス (追カロ) 平成 23年 6月 13日      参加者 : 30名

フォローアップ研修セカンドレベル         平成 23年  7月 20日 から21日  参加者 : 11名
・看護研究研修                    平成 23年  7月 25日 から29日  参カロ者 : 11名
せん妄ケア                     平成23年  8月 26日       参カロ者 : 51名
リヽンクナースのための感染防止 (基礎)*一般公開  平成 23年  8月 30日 から31日  参加者 : 74名
院内教育                      羽我23年  9月 12日 から13日  参加者 : 67名

・がんイヒ学療法看護コースフォローアップ研修     平成 23年 10月 28日       参加者 : 27名
家族看護 *一般公開                平成 23年 12月  9日      参力Π者 :116名

・感染管理認定看護師のための高ytF実践研修(2月 .5月 )平成 24年  1月 16日 から20日  参加者 : 63名

4.積極的な情報提供

国立看護大学校において

は、看護学部及び研究課程部

における教育の充実を図ると

ともに、認定看護師教育課程

を毎年槻催する。

また、オープンキャンパス

や公開講座を毎年 3回以上開

催し、国立看護大学校に関す

る情報提供を積極的に行い、

質の高い学生等の確保に努め

る。

さらに、看護研究活動を推

進する。

究
・ 研究課程部における教育の

充実を図るとともに、認定看

護師教育課程を1コ ース、短

期研修を4コース開催する。

また、ォープンキャンパスや

公開講座を毎年 3回以上開

催し、国立看護大学校に関す

る情報提供を積極的に行う。

・ 臨床看護研究推進センター

において、看護研究活動を推

進する。

国立看護大学校の情報を提供するためオープンキャンパスを開催するとともに、

瀬市民を対象とした公開講座を開催した。

看護学部オープンキャンパスの開催

t‐ 究課程部オープンキヤンパスの開催

平成 23年  7月 31日
平成 23年  8月 27日

平成 23年  5月 14日
平成 23年  7月 29日

平成 23年 11月  4日

近隣の医療施設に勤務する看護脳漫や済

参加者 :343名
参加者 :309名

参加者 1  9名
参加者 :   9名
参加者 :  6名

・公用:樟座の開催
ア)看護の日の公開講座           平成 23年  5月 14日     参加者 : 40名
イ)清瀬市健康大学講演会と共催の公開講座  平成 23年 10月 22日      参カロ者 : 70名

また、進学予備校等が開誰する大学受験者向けの進学相談会に教職員が出向き (都 区内、立川及び名古屋計 9回 )、 看護

学部の情報提供を行つた。
ホームページについては、看護学部 研究課程部の受験案内、オープンキャンパス、公開講座及び国際交lFLの 実績等につ

いて掲載したことにより、 110万件を超えるアクセスがあつた。



5,臨床音護研究活動の推進

国立高度専門医療研究センターの看護師等が行う臨床看護研究を推進するため、臨床看護研究推進センタァにおいて、研

究相談及び看護師が行う臨床看護研究 19件の継続指導を行った。

6 国立看護大学校研究紀要の発行

日立看護大学校における研究の推進と研究成果を外部に周知するとともに、国立高度専門医療研究センターの看護師等の

研究活動に資するため、平成 24年 3月 に研究紀要を発行し、各国立高度専門医療研究センターに配布した。

説明資料 111 長IInttl・・ 制度の概要

説明資料 112 各種研修の募集要項 (抜粋)

説明資料 113 オープンキャンパスの実施案内

説明資料 H4 公開講座の開催案内

説明資料 115 平成 23年度 NCに おける看護研究継続指導の状況

説明資料 116 国立看護大学校研究紀要 (抜粋)
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評価の視点等   |
口評価項目11■
その他我が国の医療政策の推進等に関する事項

(4)看護に関する教育及び研究

自己評定    I     A 評  定    l     A

(総合的な評定)

年度計画を含めた年間活動計画に取り組み、研究課程部においては、長期履修市1

度の活用により学生の教育環境の充実を図つた。

臨床看護研究推進センターにおいて、国立高度専P月 医療研究センターの看護師等

が|「 う臨床看護研究の指導等を行つた。

数1育 目標は、中期計画を上回っており、着実に実施している。

(委員会としての評定理由)

研究課程部において、社会人に対する教育機会の拡大に資するとともに、働きなが

ら看護研究活動を継続的に実現するため、長期履修制度を導入し教育の充実を図り、

平成 23年度において初めて5名 が活用したことは評価する。

(各委員の評定理由)

・がん化学療法看護の教育課程開講や前年度ニーズを踏まえた研修コースについて計

画を大きく上回つて開催したことは高く評価できる。

・臨床看護研究推進センターの活動も高く評価できるが、さらなる成果も期待される。

・看護教育の質の向上への努力がみられ、多くの短lul研修が開催され、参カロ者もある

程度の数に達している。
・国立看護大学校の存在をさらにアピールする2,要があり、オープンキャンパスの開

催、また研究課程部のオープンキャンパス、さらに公開講座を開催したこと等は評価

さ』ιる。
・研究課程部に前年度設置した長期履修制度を5名 が活用したこと、短期研ll_● を前年

度より多い 10コ ースを開催したことなど大いに評価できる。
・看護に関する教育及び研究については、観ね計画を達成している。
,国立看護大学校についてオープンキャンバスや公開講座を、目標を大きく上回つて

開催したことは高く評価できる。

臨床看護研究推進センターの活動も高く評価できるが、更なる成果も期待される。

(そ の他の意見)

・テーム医療の新たな形についての検討をjll待 したい。

隊 値目標]

〇 オープンキャンパスや公開講座を毎年 3日以上開

催

国立看護大学校の情報提供のため、看護学部オ●プンキャンパスを2回 rlR催 し、

652名の参カロがあつた。また、研究課程部オープンキャンパスを3回開催し、

24名 の参カロがあった。

近隣医療施設に勤務する看護職員 を対象とした公開講座と、清瀬市民を対象とした

公開言静座をそれぞれ開催し、地域へ貢献することができた。

(評価シー ト53頁参照)

[評価の視点]

○ 国立看護大学校において、看護学部及び研究課程部

における教育の充実を図るとともに、認定看護師教育

課程を毎年開催しているか。

実績 :○

・平成 23年度看護学部卒業生の国家試験の成績 (合格率)は、看護師が 100%、
助産師は 1名 不合格の結果、85 7%で あつた。

・研究課程部においては、社会人に対する教育機会の拡大を図り、働きながら看護研

究活動を継続できるよう長期履修制度を1″設し、平成 23年度においては5名 が初

めて活用した。
ワ[Ё i5においては、認定着護師教育課T・ (が ん化学療法看護)を開催し、 15名 が

修Tした。また、短期研修は10コ ースを開催した。なお、東日本大震災に関する

臨時のりF修開催や、チーム医療推進のための研修の埠加開催など、緊急のニーズや

政策情勢の変化にlp応 した研修を企画実施 1ン た0さ らに研修の一般公開をとおして

、地域医療における看護ll蹴教育に貢献することができた。

〇 国立看護大学校に関する情報提供を積極的に行い

質の高い学生等の確保に努めているか。

実績 :○

・看護学部においては、学生確保に向けたオープンキャンパスの開催 (2回 )、 進学

予備校等が開催する進学相談会への参加及びホームページの充実等により情報提供

等を行つた結果、入学試験では定員 100名 に対し529名の受験生が確保できた

。また、研究課程部においてもオープンキャンパスの開催 (3回 )に より、 14名
の受験生が確保できた。

・ホームページの充実を図つた結果、アクセス件数l1110万件を超えた。

○ 看護研究活動を推進しているか。 実績 |○                             _
.臨床看護tJ究推進センターにおいて、行F究イヨ談及び臨床看護研究 19件の11統指導

を行つた。その結果、 1件 は学会誌、2作 は本学研究紀要、 6件は国内学会におい

て研究成果の発表を行つた。

本学における研究の推進と研究成果を外部に周知するとともに、国立高度専門医療

研究センターの看護師等の研究活動に資するため、平成24年 3月 に研究紀要を発

行し、国立高度専門医療研究センター等に配布した。



る事項

1 効率的な業務運営に関する
事項

業務の質の向上を目指し、か

つ、効率的な業務運営体制とす
るため、定期的に事務及び事業
の評価を行い、役割分担の明確

化及び職員の適正配置等を通
し、弾力的な組織の再編及び構

築を行 うこと。

総人件費について,ま、センタ
ーの果たすべき役Fllの重要性
を踏まえつつ、簡素で効率的な

政府を実現するための行政改
革の推進に関する法律 (平成 1

8年法律第47号 )や f経済財政
運営と構造改革に関する基本
方針2006J(平成18年 7月 7日 閣
議決定)に基づいて人件費改革
に取り組むとともに、給与水準

に関して国民の理解が十分得
られるよう必要な説明や評価

を受けるものとすること。
その際、併せて、医療法 (BL」

和23年法律第205号 )及び診療

報酬上の人員基準に沿った対
応を行 うことはもとより、国の

制度の創設や改正に伴う人材

確保も含め高度先駆的医療の

推進のための対応や医療安全
を確保するための適切な取組
を行うこと。
また、独立行政法人に関する

制度の見直しの状況を踏まえ

適切な取組を行 うこと。
センターの効率的な運営を

図るため、以下の取組を進める
こと。

① 給与水準について、センタ
ーが担う役割に留意しつつ、

適切な給与体系となるよう

見直し

② 共同購入等による医薬品、

医療材料等購入費用の適正

化
一般管理費鎚 職手当を除

第2 業務蘊営の効率化に関す

る日標を達成するために取

るべき措置

1.効率的な業務運営に関する

事項

(1)効率的な業務運営体制
センターとしての使昴を呆

たすことができるよう組織内

の企画立案、調整、分析機能を

高めるとともに、人的・物的資

源を有効に活用し、ガバナンス

の強化を目指した体制をllt築

する。

さらにセンターの使命に応
じて、より効率的に成果を生み

出せるよう、各部Flの再編を行

う。

総人件費については、センタ
ーの果たすべき役割の重要性

を踏まえつつ、簡素で効率的な

政府を実男するための行政改

革の推進に関する法律 (平成1

8年法律第47号)に基つき平成2

2年度において 1%以上を基本

とする削減に取り組み、「経済

財政運営と構造改革に関する

基本方針2006J(平成18年 7月 7

日間議決定)に基・
/pき

、人件費

改革の取組を平成23年度まで

継続するとともに、給与水準に

関して国民の理解が十分得ら

れるよう必要な説l15や評価を

受ljる ものとする。

その際、併せて、医療法 (昭

和2年法律第205号)及び診療

報酬上の人員基準に沿つた対

応を行 うことはもとより、国の

制度の創設や改正に伴う人材

確保も含め高度先駆的医療の

推進のための対応や医療安全

を確保するための適切な取組

を行う。

また、独立行政法人に関する

制度の見直しの状況を踏まえ

適切な取組を行う。

第2 菓務運営の効率化に関す

る目標を達成するために取

るべき措置

1.効率的な業務運営に関する

事項

(1)効率的な業務運営体制
. センターとしての使命を迪

切に果たしていくために、高

度先駆的医療や臨床OF究の

推進などの体制の整備とあ

わせて、組織の適工化など効

率的な業務運営体市1を構築
する。

第2 薬務運営の効率化に関する目標を達成するために取るべき措置

1 効率的な業務運営に目する事項

(1)効率的な業務運営体制

1 高度先駆的医療や臨床研究の推進などの体制整備

招へい型任期付職員や着手育成型任期付職員については年体制を導入するとともに、高度の専門的な知識、技術等を有す
る者及び研究者として高い資質を有する者など優秀な人材を公募により採用し、高度先駆的医療や臨床研究推進などのため
のll剤整備を図つt‐ 。

公募による採用実績 H22 ⇒ 25名 (う ち任期付研究員の採用 14名 )

H23 → 29名 (う ち任期付研究員の採用  8名 )

2 臨床研究推進のr_めの基盤整備

病院内で臨床研究を円滑に進めるために、臨床研究センターの体制整備を図り、研究支援部の室長を新たに3名任命し、
臨床研究を推進するための相談 (患者登録体制の博築も含む)、 倫理的事項の整理、研究実施状況の管理を行うための責任
ある体制を整備した。

また、国際協力医学研究財団が行つていたデータマネジメント業務(JCMC)を 臨床研究センターが引き継ぎ、データセンタ
ー長とデータマネジャーを増強することで、臨床研究に必要なデータマネジメントの機能を当センターにおいて活用できる
環境を整備した。

3.組織の適正化、効率的な業務運営体制

センターの庶務を司る管理部門にあたる総務部、人事及び労務管理にあたる人事部、経営状況の把握及び経営戦略の立案
にあたる企画経営部、経理及び施設管理にあたる財務経理部の4部体制のほか、国府台病院の事務を司る事務部を置き効率
的な運営にIt・ サ組むとともに、事務部Fl全体の効果的連携や総合調整等を行う体制を検討し、助戎24年 4月 から続括事務部
を設置した。

ま十、組織の活性化を目指し、理事会、監査菫、企画戦略室、コンプライアンス室によるガバナンス体制の強化を図り、

監査室では、平成 23年度においても内部監査を実施した。

さらに、国府台病院の事務及び看護大学校の事務のうち、財務、給与及び調達に関する業務の一部を戸山地区に一元化し

、効率的 :効果的な運営をら|き 続き行つた。

4 技能職常勤職員の離職後の不補充

技能職については、業務の簡素化・迅速化を図り、常勤職員の離職後の後補充は行わず、外部委託化又は短時間の非常勤
職員での補充とした。

平成22年度

【退職者数16名
調理師3名 退職後、外部委託により不補充

看護助手2名 退職後、非常勤職員での後補充
薬費1助手 1名退llt後、業務見直しにより不補充

平成23年度

I退職者数〕2名

交換手 1名 退職後、外部委託により不柿充

ポイラー技ETl長退職後、外部委託により不補充



く。)について、平成21年度

に比し、中期目標期間の最終

年度において15%以上の削

減

④ 医業未収金の発生防止及

び徴収の改善並びに診療報

酬請求業務の改善等収スの

確保

0
特命事項を担う副1院長の

設置を可能とするとともに、

Ell院長の役割と院内での位

置付けを明確化する。

の 事務部門の改革

事務部門については、配置

を見直し、効率的・効果的な

運営体制とする。

副院長複数Jの導入

El院長の役割に応じて複数

設置し、また、特命事項を担

う副院長の設置については、

院内における位置付けを弓

き続き検討する。

② 事務部門の改革

` 事務部Flについては、セン

ターの使命を適切に果たす

ための企画、立案、調整、分

析機能の向上及びガバナン

スの強イとを目指した体制と

し、効率的‐効果的な運営体

市1と する。また、戸山地区に

一元化した財務・給与業務に
ついては、より効率的な体制

となるよう業務分担の見直

しを引き続き行う。

副院長複数制の導入

副院長の役神と病院内での位置づけを明確イヒし、センター病院及び国府台病院において副院長複数lTlを導入した。

また、機能に応じて特命事項を担うヨl院長の設置については、特命事項や病院内の位置づけの検討を行い必要に応じて設

置することとしたが、平成23年度については設置していない。

【副院長の役割】
〇センター病院 (3名 体制) 総括担当

教育研修・出床ワF究推進担当

・医療安全・患者サービス担当 (欠 )

.診療 運営 人事管理担当

医療訴詢 教育研修 '医療安全・危機管理担当 (欠 )

○国府台rl●院 (2名体市1)

② 事務部門の改革

1.効率的な組織体制の構築

センターの庶務を司る管理部門にあたる総務部、人事及び労務管理にあたる人事部、経営状況の把握及び経営戦略の立案

にあたる企画経営部、経理及び施設管理にあたる財務経理部の4部体制のほか、国府台病院の事務を司る事務部を置き効率

的な運営に取り組むとともに、事務部門全体の効果的連携や総合調整等を行う体制を検討し、巧成24年 4月 から統括事務部

を設置した。

また、組織の活性イヒを目指し、理事会、監査室、企画戦略室、コンプライアンス室によるガバナンス体制の強化を図り、

監査室では、平成 23年度においても内部監査を実施した。

2.業務の一元イヒ

国府台病院の事務及び看護大学校の事務のうち、財務、給与及び調達に関する業務の一部を戸山地区に一元化し、効率的

効果的な運営を引き続き行つた。

3 DPCの 導入に向けた見直し

DPC対象病院に参加することを希望し、平成 22年 7月 よりDPC準備病院として調査データの提出を開始したことか

ら、調査データの精度を高めるぺく、事務部門の見直しを行い関係する医事室の強化を図つた。

また、平成 24年 4月 からの導入に向け、平成 24年 1月 より「DPC室」を設置し、DPCコーディングチェック、医

師及び看護師等からのDPCに関するQ&A、 DPC業務全般の内容精査、DPC運用の精査などの業務を行つている。

※DPC:Dlattost ProccdllFe COmbhatonの略称で急性期入院医療の診断群分類に基づく1日 当りの包括評価制度のこと。

説明資料 12-1 組織図 (平成 24年 5月 1日 現在〕

説明資料 12-2 DPC運用ルール

説明資料 12-3 DPC完成までの流れ (入院から退院まで)



評価の互ネ等  _|
口評価項目12■
効率的な業務運営に関する事項
(1)効率的な業務運営体制

塑 定 __L A 評  定    I     A
(総 合的な評定)

センターの運営を支援する事務部F5の あり方について、事務部門全体の効果的連
携や総合調整等を行う体制の検討を行い、平成 24年 4月 に組織改正を行うなど、
センター運営の企画立案、調整、分析機能の向上、ガ′ヾナンスの強化、効率的 効

果的運営体制を構築し、業務運営に取り組んだ。

平成24年 4月 DPC開始に向け、平成 24年 1月 [DPC室 Jを設置しDPC
コーディングチェックゃ医RT看護師からのQ&Aな どDPC業務全般の運用体制
を整備した。

人件費については、人事院勧告に準した基本給月額、業績手当の引き下げ等を行
い総人件費の縮減に努めるとともに、医療安全や良質な医療の提供及び施設基準の

必要性から人材確保が必要な職種に対しては積極的に人材確保に努めた。
また、技能職については、業務の簡素化・迅速化を図り、常勤職員の離職後の後

補は行わず、外部委託化または、短時間の非常勤職員での補充とした。

(委員会としての評定理由)

DPC対象病院に参加することを希望し、平成 22年 7月 よりDPc準備病院として調
査データの提出を開始したことから、調査データの精度を高めるべく、事務部ドリの見
直しを行い、関係する医事室の強化を図ったことは評価する。

(各委員の評定理由)

。高度先進的医療や臨床研究の一層の推進のための整備として優秀な人材を採用し、
臨床研究の相談体制を強化した。それとともに組織の適正化、効率的な業務運営体制
とする改革も行つた。このような業務改革はこのセンターにとってある程度必要であ
る。しかし業務運営体制の改革の効果はまだはっきりせず、今後の発展が期待される。
・ほぼ計画通りに前年度と同様の実績をあげており、評価できる。
・副院長複数制を導入した。
・データマネジメン ト機能強化など臨床研究センター体制整備、純括事務局設置、財
務:給与機能の一元イと、DPC室設置などでガバナンス強化とセンター使命対応強化を
図っているものの、人件費の肖1減についても総人件費増で総人件費改革推進は明確で
ない。
・目1院長制の運用について特例事項を担う目1院長制の早期実現が期待される。
・DPC室設置などDPC導入の準備が整ったことは評価できる。

(その他の意見)

今後の看護の夜勤体制、特に夜勤専門看護師を増やす必要があると思われる。

[評価の視点]

0 センターとしての使命を果たすことができるよう
組織内の企画立案、調整、分析機能を高めるととも
に、人的・物的資源を有効に活用し、ガバナンスの

強化を目指した体制を構築しているか。

実績 :〇

センターとしての使命を果たすため、総務部、人事部、企画経営部、財務経理部の

4部体制として、効率的・効果的運営を確保する体制を構築した。
また、事務部F弓 全体の効果的連携や総合調整を行う体制を検討し、平成24年 4月
から統括事務部を設置した。

'理事会、企画戦略室、コンプライアンス室、監査室を設置し、組織の活性化及びガ
パナンスの強化を図り、監査室では内部Ein‐査を実施した。
(評価シー ト56頁参照)

センターの使昴に応して、より効率的に成果を生み
出せるよう、各部Fり の再編を行っているか。

○ 実績 :○

事務部門を4部体■lと するともに、国府台病院の事務及び看護大学校の事務のうち

、財務・給与及び調達に関する業務の一部を戸山地区に一元イとし業務の効率化を図
つた。 (評価シー ト56頁参照)

・DPC準備病院として調査データの精度等に適切に対応すべく事務部門の見直しを

行い、医事室の強化を図った。また、平成 24年 4月 からの導入に向け平成 24年
1月 より「DPC室 Jを設置し、DPCコーディングチェック、医師嗜 護師等から
のQ&A、 DPC業務全般の内容 運用の精査を行つた、

・救命救急センターの認可、搬送患者の増加に伴い看護部門の見直しを行い、救命救

急センターの充実・強化を図つた。 (平成 24年度においてlCU病床 2床増床、
HCU病床 8床の取得)



0 総人件費改革取組開始からの経過年数に応じ取組

が順調であるかどうかについて、法人の取組の適正性

について検証が行われているか。また、今後、肖1減 目

標の達成に向け法人の取組を促すものとなっている

か。 (政・独委評価の視点)

〇 総人件費改革は進んでいる力、 (厚労省評価委評価

の視点)

〇 国の制度の創設や改正に伴う人材確保も含め高度

先駆的医療の推進のための対応や医療安全を確保す
るための道切な取組を行っているか。

技能職の退職後不補充並びに非常勤職貝への切替及び外部委訓 ヒ(検査部門におけ

るプランチラボを一部導入し7~m率化を図つた。 (人件費の削減額△45, 871千
円)

一方で、総人件費は平成 23年度 115 9億 円となっており、平成22年度比で

3 8%増 となっている:

iT興・再興感染症、精尿病、肝炎等に関する高度先駆的医療の開発・普及・提供の

人材確保 (新興 再興感染症等に係る治験の推進、救命救急センターやNICU、
lCU等の体制強化等)な ど、当センターの使命を着実に呆たすための医師・看護

師等の配置を行つたことによる。

この結果、平成 23年度においては、精尿病の病態解明や感染症対策等を目[| ■

験・臨床研究体制の強化を図ったことに加え、平成 23年度の医業収益は242.
6億 Plと なり、平成22年度比6 2%増 となった。

今後の方針として、引き続き、技能職の不補充等により、事務・技能殿の人件費の

更なる削減に努める。また、結核病棟や精神病棟における平均在院日数のできるll■

りの短縮化や、平成 22年 8月 の病棟建替えに伴う重症患者の受入体制の強化等に

より、病院収支の赤字幅の縮減に努める。外部研究費等の獲得についても努力する

ほか、研究体制の強化についても、治験 臨床研究の数や研究成果等について、国

民に対する説明責任を果たすよう努める。また、現在政府として研究開発法人の創

設が検討されていることや、 24年度以降の人件費の在り方に係る議論も踏まえ、

その方向性を注視しながら、国策としての研究を担う当センターが、よリー層の成

果を発揮できるよう、その研究・病院部Flの 人件費の在り方については更なる検討

が必要であると考えている。

為績 :○
。新興・再興感染症、糖尿病、肝炎等に関する高度先駆的医療の開発・普及・提供の

人材確保 (新 興・再興感染症等に係る治験の推l_6、 救命救急センターやNICU、
lCU等の体需1強化等)な ど、当センターの使命を着実に果たすための医師 .看護

nll等 の人員確保を行つた。

招へい型任期付職員や若手育成型任期付職員について年体制を導入するとともに、

優秀な人材を公募により採用し、高度先駆的医療や臨床研究推進などのための体制

整備を図つた。 (評価シー ト56頁参照)

・ヒヤリ・ハット事例の検証と対策の協議を行tヽ、li内ホームページを利用した情報

の共有や全職員を対象とした医療安全研修会の実施や医療安全ポケットマニュアル

見直しを行い、常時携帯を義務づけ職員への意識向上を図つた。

また、感染対策については、院内感染対策地域医療連携を開始し、近隣病院と院

内感染に関するカンファレンスを行つた。 (評価シー ト30頁参Л晨)
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(2)効率化による収支改善 |(2)効率化による収支改善  |(2)効率化によ

センターとしての使命を l ・ 平成23年度の予定損益計算

果たすための経営戦略や毎 |  において、経常収支率が約9

年の事業計画を通じた経営 1  6%と なるよう経営改善に取

管理により収支相償の経営 |  り組む。また、費用対効果等

を目指すこととし、5年間を|  に着目し適切な事務・事業の

累計した損益計算において、l  見直しを推進する。

経常収支率が100°/。以上とな

るよう経営改善に取り組む。| ・ 無駄肖1減への取組と1ン て、

職員一人一人の経営意識の

向上を目指した取荘1を 、職員

研修等を通じて行 う。

1 収支改善の推進
センターで実施する業務の特性を考慮した、より効率的・効果的な運営体制となるよう、研究所、病院、国際医療協力及

び看護大学校それぞれの運営方針に応じ、事務部門も含めた職員の適性配置を行い、外部資金の受入や病院における診療報

酬上の基準の新規取得など収益の増を図るとともに、棚卸しの見直しによる材料費や業務内容の見直しによる人件費及び委

託費等に係るコスト肖1減に努め、収支改善に向けた取り組みを行つた。

特に、東日本大展災の影響と考えられる受診抑制により、計画していた患者数の確保が厳しい中でセンター病院において

| は、患者層の分析を行い個室料金劇 固室率 (33 6%→ 31 5%)の 31き 下げ、地域医療連携の強化に取り組み、8月

以降入院患者の確保に努め、また、国府台病院においては一般診療科の強化を目指した入院基本料 7:1を確保するなど、

病院による医業lly益 243億 ftl計上し、医業収支率は98 2%(計 画97 6%)と
=極

を上回つた。

【新たに取得した主な施設基朝

①センター病Fi    医療保護入院等診療料 (H2,41)
・経皮的中編心筋焼 tt」術 (H2391)
牧命救急入院料 1充実段陣 加算 (23111)

・地域歯科診療支援病院歯科初診料 (H2341)

②国府台病院    。医薬品安全性情報等管理体制加算(H2341)
.埋込型心電図記録計移植術(H23121)
.埋込型,b電図記録計摘出術(H23121)
・大動脈バルーンバンピング法(肥3121)

I上位施設基準取得となつた主なもの】

②国府台病院    ・一般病棟入院基本料 101→ 7:llH23 5 1)

他方、センター病院の新病檀完成等に伴う減価償却費の平年度化 (+10 4億 円)、 診療機能の充実強fと及び脇床研究

基盤整備に伴う人件費増 (+7 7億 円)な どの費用増 (+24億円)力 あ`り、センター全体の経常収支率は94 6%と
なり計画を下回る結果となつた。

加えて更なる収支改善に向けてセンター病院における診療科別の経営分析を行い、現状把握とそのヽ忠等を検討した結果、

外科系部門の強化に取り紅むとともに、平成 24年度においてセンター全体で経営改善を開始した。

2.関連する事務・事業の見直し

平成 23年度においては、以下の見直しを行つた。
,交渉権者との徹底した価格交渉
・複数年契約の実施 (電気供給、庁舎ガス供給、廃棄物収集・運搬・処理及びシステム関係保守崎の業務委祗)

.NHK料金の見直し (事業所割引の適用)

3.QC活 動に対する取組み
センターのミッション達成に向けて、また、法人として自律的・効率的な運営を目指す上で、自分自身を正確に知ること

及びそれぞれが目標を持つことを基本に、職員がそれぞれの目標に向けてさらに一歩進んだ取組みや活動を行うことが重要

となることから、積極的な取組みを推進するためその手法としてQC活動を平成 22年 7月 より開始した。

QC活動については、各部門におけるあらゆる課題について様々な創意工夫を凝らし、職員 1人 1人が職酵・職責を超え

、お互い協力し合いながら業務の改善や質の向上に向けた活動を行うものであり、接遇に関するものなどの提案があり、各

チームによる活動が開始されている。

【QC活動の事例 I

チームスマイル活動 :医療織員の身だしなみに関して、アンケー ト実施、結果公表及び継続的フォローアップを行い、

患者対応、職員間コミュニケーション等について、継続的な改善を促す活動を行つた。



① 綸与口度の適正化

給与水準等については、社

会一般の情勢に適合するよ
う、民間の従業員の給与等を

踏まえ、業務の内容・実績に

応じたものとなるよう見直
す。

材料費の節麟

医薬品、医療材料等の購入

方法、契約単価の見直しによ

り、材料費率の抑制に努める

給与制度の適正1ヒ

給与水準等については、民

間等の従業員の給与等を参
考に、業務の内容・実績に応
じたものとなるよう見直し
を行う:

材料費の飾減

医薬品及び医療材料等の

購入に当たつては、材料費

事の抑制を図るため、調達

方法・契約単価を見直すと

ともに、在庫管理の効率化
等を推進し費用の節減に努
める。

4 職員研修の実施

病院 病棟運営において、組織として経営に参加する必要があることから、看護師等を対象に医療と経営について研修会
を開催した。 (平成24年2月 6日 受講者数80名 )

① 給与制度の通正4L

職員給与の基本給については、独法移行を機に職務給 (職員の職務内容と責任に応じた給与)の原則に従い、民間の給与

水準や日立病院機構との均衡等も考慮した上で、より職員の職務内容と責任に応じた給与カープとするなど、給与制度を見
直した。また、法人運営に与える影響が大きい、管理・監督的立場にある医長 室長以上の職員 (医師Ⅲ研究員)の給与に
ついては年俸制を導入して勤務成績を反映させるなど改善を進めている。さらに、任期付職員 (招へい型)についても(職
務に対するインセンティプを高めるため年俸制を導入し、優秀な人材の獲得を可能とした。

民|‖ 春季賃上げ状況や人事院勧告等を総合的に判断して職員給与規程を改正し、平成22年 12月 1日 に施行し現在に至
っている。

【主な見直し内容】

・中高年齢層の基本給月額の引き下げ

業績手当については、年「・54 15月 分を0 2月 分31き 下げ
・医師等の給与については、民間給与の状況などを考慮し、現行水準に据置

② 材料費の節減

1 医薬品等の共同入札の実施

(1)ナショナルセンターによる共同入ホし

医薬品、検査試薬及び医療材料については、契約事務の合理化、効率ィヒ及び契約単位を増やすことによるスケールメリ
ットを活かし、医薬品等の価格低減を図ることを目的として、 6ナショナルセンターによる共同入オしを実施している。

〔節減額1 58,229千 円  (22年度 23,950千円)

【共同入札の品目数及び割合】

医 薬 品 : 4,181品 日 (総契約品日数 4,370品 目) 957%  (22年 度 862%)→ 95%増
'検査試薬 : 3,138品 目 (総契約品目数 3,138品 目) 1000%  (22年度 627%)→ 373%増
.医療材料 :  896品 目 (総契約品目数 4,445品 日) 202%  (22年 度 210%)→ 08%減

(2)セ ンター病院、国府台病院による共同入札

在宅医療機器賃貸借、X線 フィルムについては、センター病院と□府台病院との共同入札を実施し、賃貸借料及びフィ
ルム費用の抑制を図つた。また、精米の共同,、札も実施した。

【節減額1 271千 円  (22年度 240千円)

(3)医用画像情報システムの導入

平成 22年度より国府台病院においてフィルムレス化を推進するため医用画像情報システムを導入し、フィルム費用の

節減を図っているが、平成23年度においても費用の節減を図つた。

I節減額1  11, 547千円  (22年度 13,960千 円)

2 入札方法変更による価格交渉

独立行政法人化に伴い新たに会計規程を制定し,競争入ホしを採った場合は、第一交渉権者を決定した後、さらに価格交渉
を行い契約価格を決定することができることとし契約金額の抑制を図つた。

【節減額1  231, 414千 円 (152件) (22年度 20,685千 円)

62



0 -般管理贅の飾誠 ―般管理費の飾滅

平成21年度に比し、中期目| ・ セジター内の業務の見直し

標の期 F・lの最終年度におい 1  等により、一般管理費 (退職

ぞi■1]書堪畠どl直悩二F彗を1 掌』3晨k。

'15直

要岳姦i[

除く。)について、15%以上1  向けた業務運営体lllを 目指

節減を図る。       |  す

④ 建築コストの適正化   l④ 建摯コストの通正化

建築単価の見直し等を進 | ・ 市場単価を導入することに

めるとともに、コストJi成を|  より、建築コストの肖1減を図
´
図り、投資の効率1ヒ を図る。|  り、投資の効率化を図る

3 材料費のlll制

医薬品等の共同入本Llこ よる経費削減や SPDに よる適正な在庫管理により材料費の抑制を図っている。しかし、今年度の

材料費率については、前年と同率程度となつている。これはセンター病院においては入院患者数が減となつているが、高額

ながん治療薬や血液製剤の使用患者が増加したこと。また、国府台病院においては、一般病床の入院患者数及び外来患者数

の増加に伴い、薬品及び処置手術等の件数が増カロしたことが原因で材料比率が上昇した。

I材料費率】
平成21年度    平成22年度    平成23年度

センター病院     35 5%  →  34 4%  →  34 4%
国府台lrl院      20 2%  →  17 7%  →  18 00/Q
全 体      32 4% →  31 1% →  31 1%

4 適正な在庫管理

(1)SPD(Supplン PrOCessing Distribution i物 品管理の外注化)に よる在庫管理

平成 22年度より、職員の業務省力化、診療材料″ 1貨量管理の徹底による診療報酬の請求漏れ防止、使用品日の統一

化による費用肖1減などを行うため、SPDを 導入し遺こな在庫管理による効率化を図つている。

また、電子カルテ導入に伴い物流管理システムを導入し、診療材料の消費管理のシステム化を図り、在庫数の見直し・

検討等適切な在庫管理を行つている。

(2)部署定数見直しによる在庫の縮減

平成23年 12月 に、各部署の診療材料の定数を見直し、センター全体での在庫の縮減を図つた。

櫛 減額】 5, 044千 円  (22年度 4,646千 円)

5.後発医薬品の利用促進

平成23年度においては、次年度よりDPCに移行することに伴い、後発医薬品の利用促進するために以下の取組を行

った。まず、後発医薬品を選定するための選定基準を設けた。この基準に従うて後発医薬品評価表を用いて先発医薬品と

品質、有効性、安全性およびメーカーからの情報提供や供給体制等必要な項目について比較するとともに、リスクマネー

ジメントの観点から、医薬品名称や外観等の頼似性を考慮することとした。評価内容は、①品質の確認、②適応症の比較

、③医療安全面の重視とすることとし、薬剤員会において切り春えを承認することとされた。さらに、医薬品購入金額の

上位から後発医薬品切替候補を15品 日選定し、薬剤委員会事務局(薬剤部)において、評価を行つた。

③ 一般管理費の節議

一般管理費 (退職手当を除く。)にういては、委託費の見直し等による費用節減により駒成21年度に比し150百万円

(▲ 19 1%)減 少し、634百万円となつた。

平成21年度  783百 万円

平成22年度  674百 万円 (対 21' ▲140%)

羽成23年度  634百 万円 (対21' A191%)

④ 建築コストの通正化

平成 23年度に発注した工事 (教育研修棟新築工事 (戸 山)、 新棟整備第2期その他工事、教育研修棟整備その他工事 (

国府台)等)については、市場単価を100%採 用するとともに、入本日こ当たつては最低制限価格を設けないことにより、

業者間の競争を促 し、コストのHll減 を図つた。

【落札率 l

・教育研修棟新築工事 (戸山)     86 8%
・新棟整備能 期その他工事      99 6%
・教育研修棟整備その他工事 (国府台) 97 5%

63



⑤ 収入の確保 ⑤ 収入の確保 ⑤ 収入の確保

E●I業未収金については、新| ・ 医業未収金の新規発生防止 1 7業未収金の回収及び発生防止策の実施
規発生の防上に取り組むと |  の取組を推進し、定期的な文|  =巣未収金の回収について、債務者の個別管理を徹底し、債務者ごとの状況 (例 (分納者について、毎月の入金状況を確
ともに、定期的な支l●案内等1  払案内等の督促業務を行い 1 認し、 lヶ 月でも入金がな|テれば、すぐに連絡する態勢とした。)に応じた督促方法に見直しを行つた。
の督促業務を行うなど回収 1  回収に努めるとともlt法的|  また、発生防止策として、骨促担当者と入院係、会計窓口係との連携を密に行うこととし、滞納患者情報の共有化を図り
に努めることで、平成21年度1  手段の実施につい て   :| 、督促対象患者への高額療養費の貸付制度の案内の徹底を図った。
に比して (※ )医業未収金比|  を進める。
率の結減に取り組む。 【医業収益に対する医業未収金の割合1

r_業収益また、診療報酬請求業務に| ・ 適正な診療報酬請求事務の 医業未収金   割合
ついては、院内のレセプト点1  推進に当たっては、外部ツー1 平成21年度 lH22 1末 現在) 38,716.599千円 (■20 4tH22 1)  49,574千 円   0128%
検体制の確立等により適正な|  ルによるは段管理を実施す 1 平成 22年度 (H231末 現在) 40,809,309千円 (H214～ H231)  49,963千円   01220/0
診療報酬請求事務の推進に努|  るとともに、医師をはじめ委1 平成23年度 (H241末 現在) 42,872,968千円 (H224～ H241)  38,485千円   0090%
める。 託職員も含めた勉強会を定 (対前年度0032ポイントの改善)

※ 平成21年度 (平成211年 4月 1  期的に開催し、院内における
～平成22年 1月 末時点)  |  レセプ ト点検体制の確立を 12.診療収入増の取組
医業未収金比率013%   1  図るt ・診療報酬請求時に外部ツールによる「レセプ ト点検」を毎月実施している。

・外部ツールによる「晴度管理調査Jを平成 23年 3月 に実施した。

調査対象  平成 23年 9月 診療分   外来 105件
入院  74件

調査方法  一定の割合で抽出したカルテ・伝票・レセプ トの 3点を突合して不備をチェックする。
調査内容  算定上の不備、起票上の不備、カルテ記載の不備等の確認を行い、算定誤 り、算定漏れ等の実態を

把握する。

・毎月 1回 「レセプ ト担当者会議1を開催し、各診療科の医長クラスが参加のうえ、「精度管理調査J、  fレセプト点検」
等の結果による問題の改善並びに審査減の確認、防止対策の検討を行っている.

2 電子iヒの推進

(1)電子化推進による業務のra率化

1 職員専用ホームページ機能の充実
センター職員専用ホームページについて、平成23年度は職員メールア ドレス検索機能及び内線番号表など、職員のた

めの機能の充実を図つた。

2 業務の効率|ヒ

職員に対する連絡事項及び委員会議事については、電子メールや職員ホームページを活用し、電子化を推進することに
より、事務処理の効牲 省力化を図つている。

3.セキュリティの向上

センター職員専用ホームページ用サーバーについては、外部からの不正進入を防御するためウイルスソフトを更新導入
し、セキュリアィの向上を図った。また、「院内LAN使用のルーフレとマナーJを策定し、聯貝ホームページに掲載すること
により徹底を図っている。

2.電子化の推進      12 電子lLの推進

(1)電子化の推量にJtる 業務 |(1)電1化継こによる業務の
の効率 化          1  効率化

業務の効率化を図るため | ・ 業務の効率化を図るために

に職員に対する通報等の文 1  臓損 に対する通報等の文書
書の電子化を、費用対効果を|  の電子化を、費用対効果を勘

勘案しつつ取り組むよう努 1  案しつつ取り組むよう努め

めるとともに、情報セキェリ|  るとともに、1■ 報セキュリテ
ティの向上を図る。    |  ィの向上を図る。

また、電子カルテシステムl , 電子カルテシステムの円滑
の円滑な運用のための具体的|  な運用のための具体的な取

な取組を行う。 組を行 う。



(2)財務会計システム導入に

よる月  次決算の実施

企業会計原員」に基づく独

立行政法人会計基準への移行

に伴い財務会計システムを導

入 しヽ 月次決算を行い、財務

状況を把握するとともに経営

改善に努める。

(2)財務会計システム導入に
よる月次決事の実施

・ 財務会計システム及び経営

分析システムを活用し、経営

状況の把握、分析、評価が可

能な体制とするとともに、電

子カルテシステム及び物流
システムとの連携を図り、精
度を高める体制を構築する。

4,電子カルテシステムの導入

センター病院においては、新病棟移転に合わせて電子カルテシステムを導入した。これによリペーパーレスな診療体市」

と、医師をはじめとする全スタッフ間での診療情報の共有が可能となリチーム医療の更なる充実強イとを図った。

さらに、電子カルテに蓄積された診療情報により、臨床研究の推進や、部門別・診療科別収支状況などの分析を行い経

営改善のための資料としている。

(2)財務会計システム導入による月次決算の実施

1 財務会計システムの導入

企業会計原則に基づく会計処理という新たな会計制度への移行に対し、財務会計に携わる関係職員が適切に対応できるよ

う、独立行政法人移行準備の段階より習熱研修やシステム説明会が実施され、さらに移行後にあらためて実施した財務会計

処理に関する習熟研修を通じて、財務会計システム稼働後の適正な運用について再確認を行つたぎ

2,経営分析システムの導入                                        、
平成22年度より導入した経営分析システムは、財務会計システム、医事システム及び人事給与システム等のデータを利

用し、病院における部門別損益計算を行い、各種経営管理指標を算出し、部Fl毎の経営状況の把握を行うことにより経営改

善のための参考資料として活用している。平成23年度iFお いては、電子カルテシステムデータ(DWめ、物流システムデー

タについてデータ連携を行い精度向上を図った。

また、月次決算及び各種経営指標等については、各部門長が集うセンター管理会議において周知し、臓員HPへの掲載を

行つている。

さらに、職員からの意見・提案を広く受け付ける提案箱を引き続き設置し、経営改善に役立てる仕組みとしている。

l

1説明資料 13-

説明資料13-

説明資料13^

説明資料13-

説明資料13-

説明資料13-

1 未収金督促マニュアルにおける対応のフ
「

―チャー ト

2 電子カルテにっいて

3 経営分析システムについて

4 1日 平均患者数の推移

5 病床利用率の推移

6 平成23年度の財務状況、経営状況



評価の視点等   | 自弓評定 ___ | A L 評  定    I     B
口評価項目13■
効率的な業務運営に関する事項

(2)効率化による収支改善
電子化の推進

(総 合的な評定)

センターの業務の特性を考慮 1´ た、より効率白t 効果的な運営体制となるよう、

研究所、病院、国際医療協力及Ut看護大学校それぞれの運営方針に応じ、事務部Fl

も含めた繊員の適正配置を行い、外部資金の受入や病院における診療報酬上の基準
の新規取得など収益の増を図るとともに、棚卸しの見直しによる材料費や業務内容
の見直しによる人件費及び委託費等に係るコスト削減に努め、収支改善を推進した。

・ 一般管理費については、平成21年度に対して、150百万円(▲191嶋 減少し、
中期計画で定めた 15%の節減を達成した.

(委員会としての評定理由)

一般管理費について、中期計画を Ll・」り191%の節減を達成した。また 経者分析
システムの導入によつ、平成 23年度においては、電子カルテシステムデータ (DllH)、

物流システムデータについてデータ連携を行い、精度向上を図った。

(各委員の評定理由)                :
・業務の特殊性を考慮して、より効果的な運営体制となるように、研究所、病院、国
際医療協力および看護大学校において職員の適正配量を行い、材料費や業務内容の見
直しにより、コストの肖1減、さらに給与制度の適正化も図ってきた。また電子化の促
進により 業務の効率化も図られてきた。これらの努力にも関わらず、23年度の経
常収支率は94 6%で、年度計画 (96%)の 経常収支より下回つた。今後の対策
をしっかり考える必要がある。
前年度の事業損益が△53百万円であつたことを考え、中期計画 (5年間累計の経

常収支率100%)の 達成に向けて一段の努力を期待する
一般管理費は中期言1画を上廻って、 19 1%の 節減を達成した。
事業損益が△ 1, 846百万円となり、計画を516百万円下回った。

・年俸制導入、給与籠1度 の見直し、一般管理費肖」減など進み、また医業収入もlla調 に

増加しているものの、経常収支は年度計画を下回りかつ中期副‐画 100%以 上べの道

筋がクリアでない。
・ほぼ計画通りに前年度と1司 様の実績をあげており、評価できる。

(そ の他の意見)

・さらなる効率化による収支改善の取り組みが期待されるが、特に診療部門の収支改
善は急務であると考える。

[数値目標]

0 5年間を累計した損益言1算において、経常収支率が
100%ン上

平成23年度の経常収支率は、 94 6%と なり、年度I画 (96%)の経常収支

率を下回る結果となつた。 (評価シー ト61頁参照)

○ 中期目標期間最終年度において一般管理費を平成
21年度に比15%以上節減

一般管理費 (退職手当を除く。)については、委託費の見直し等の費用節減など、

経費の縮減 '見直しを図り、平成23年度において、平成21年度に比し150百
万円 (▲ 19 1°/。 )減少させ、634百万円となり、中期計画に掲げた目標に向

けて着実に進展している。

○ 平成風年度に比した医業未収金比率の縮減 医薬未収金比率lt、 0 090%で あり、平成21年度の医業未収金比率0 12
8%を 0 038ポ イン嚇 減し、中期計画に掲げる目標値を上回り目標を達成し

た。 (評価シー ト64頁参照)

[評価の視点]

〇 当期総利益 (又は当期総損失)の発生要因が明らか
にされているか。また、当期総利益 (又 は当期総損失
)の発生要因の分析を行った上で、当該要因が法人の

業務運営に問題等があることによるものかを検証し、
業務運営に問題等があることが判明した場合には当

該問題等を踏まえた評価が行われているか。 (政・独
委評価の視点)

実績 :0
・センターの業務の特性や多部門からなる機能面を考慮した職員の適性配置を行うこ

とにより、診療報酬上の基準の新規取得など収益の増を図るとともに、材料費、人

件費及び委託費などに係るコス ト浄1減に努め、収支相債以上を目指したly支改善を

推進したが、センター病院の新病棟完成に伴 う減価償却費の増 (平年度化)、 診療

機能の充実強イと及び臨床研究基盤整備に伴 う人件費の増などの費用増があつたた

め、当期総損失 1, 929百 万円を計上した。

駒戎24年度以降、あらゆる経営改善に取り組み、中期目標期間中の収支相償以上

を強力に推進するものである。

〇 繰越欠損金が計上されている場合は、その解消計画
どおり進んでいるか。 (政・独委評価の視点)

実績 :○

・本年度は、繰越欠損金27億円を計上したが、今後、診療報酬上の施設基準の新規

取得や医業未収金の発生防止に努め、医業収益の増加を図るとともに、物品調達方

法の見直しや医療材料等の見直しによる医業費用の縮減に努めるなどの経営改善を

推進し、収支相償を目指す。



○ 当該年度に交付された運営費交付金の当該年度に 1実績 :0
おける未執行率が高い場合において、運営費交付金が1 運営費交付金について、平成 23年度の執行率は89 3%と なつている。また、

未執行となつている理由が明ら力ヽ こされている力、 1 運営費交付金の残額 (802, 150千円)については、

(政・alR委評価の視点)

①退職手当について、計画に対して退職者が少なかつたことによる次年度繰越額

(484,201千 円)

②口瞭医療研究開発費等の研究費について、研究課題の未了による次年度操越額

(317, 949千 円)

0 法人の福利厚生費について、法人の事務・事業の公1実績 10
共性、業務運営の効率性及び国民の信頼性確保の観点

|・
福利厚生費については、法人発足時より職員の健康の保持・増進などを目的とした

から、必要な見直しが行われているか。      1 規程等を整備し、事業運営上不可欠なものに限定している。

(政・独委評価の視点)

〇 法定外福利費の支出は、適切である力、     l 

①

[卓

`ラ

:]:::蟹骨急菫省し要|キ象急i'
うであるが、平成23年度において

(厚労省評価委評価の視点)           |

議の家族に対する弔電、供花については、厚生労働省を参考にし、基

し法に基づく健康診断を実施するとともに、業務に伴う感染防止を目

1  的としたヮクチン接種を全職員に実施している。

【フクチン接種実績】
センター病院 5回 (10/24～ 28)

国府台病院 7回 (10′
/2021、 10/24ヽ 28)

①表彰11度

永年勤統表彰、業務の改善等に顕著に功績をあげた職員表彰等については、法人

発足時に同様の表彰を実施している厚生労働省の基準を踏まえ規程を整備した。

○ 事業費における冗費を点検し、その肖1減をLつ てい1実績 :0
る力、 (厚労省評価委評価の視点)       |・ 電気料金に関し、 5月 から10月 まで軽装業務の励行を導入、節電のための消灯、

照明器具の間引き、エレベーター停止・制限等により電気料金については前年度よ

りHll減を図つた。

.本年度においても職員に対する通報等の文書については、職員専用ホームページに

掲載することにより業務の効率化及び経費削減を図つた。



○ 給与水準等については、民間の従業員の給与等を踏
まえ、業務の内容・実績に応じたものとなるよう見直

しを行っている力、

O 国家公務員に比べて給与水準の高い法人について、

以下のような観点から厳格なチェックが行われてい

る力、

・ 結与水準の高い理由及び請ずる措置 (法 人の設
定する日標水準を含む)についての法人の説Hliが 、
国民に対して納得の得られるものとなつているか。

・ 法人の給与水準自体が社会的な理解の得られる

水準となっているか。

(政・独委評価の視点)

実績 :〇

職員給与の基本給について ■法移行を機に職務給 (1戯員の職務内容と責任に応じ

た給与)の原則に従い、民間の給与水準や国立病院機構との均lll等 も考慮した上で

より職員の職務内容と責任に応じた給与カープとするなど、給与常i度を見直した。

また、法人運営に与える影響が大きい、管理 監督的立場にある医長 .室長以上の

職員 (医師 .研究員)の給与については、業積反映をより徹底させるため、貢献度
に見合う給与を支払うことにより、法人全体の業積向上にも繋がることから、年俸

制を導入した。さらに、任期付職員 (招へい型)についても、職勝に対するインセ

ンティプを高めるため年俸制を導入し、優秀な人材の獲得を可能としている。

給与水準については、法人の業務の実績を考慮し、かつ、社会一般の情勢に適合し

たものとなるように定められており、通則法に員1つ て適切に対応しているところで

ある。

〇 給与水準が適正に設定されているか (特に、給与水
準が対国家公務員彬数lK10を 上回る場合にはその適切
性を厳格に検証し、給与水準を設定してぃるか)。

(厚労省評価委評価の視点)

実績 :○

`平成 23年度の給与については、人事院勧告に原則として準じ給与改定しているの

で、国家公務員の給与水準となっている。

○ 国と異なる、又は法人独自の諸手当は、道切である
か。 (厚労省評価委評価の視点)

実績 :○

・民間医療機関等の給与実態を踏まえた手当
「夜間看護等手当J、 「役職11■別勤務手当:、 「ヘリコプター搭乗救急医療手当

J、 「救急呼出待機手当」については、救急医療に従事する医師・看護師等の勤務

実態、夜間の勤務状況を勘案し、民間医療機関における手当と同様であり適切であ

る。また、「救急医療体制等確保手当」については、国において救急医療及び産科

医療を担う勤務匡の処遇改善を支援する補助制度が有J設 されたことから、新たに設

けた手当であり、適切である。

・医師確保等を図るための手当
「医師手当」は、国の「初任給調整手当Jと 同旨の地域における医師確保の手当で

あり、また、「医師手当の加算部分J及び 「専Fη看護手当Jは、特定の分野におけ

る専門的な知識を有する人材を確保するため、専門化・高度化した病院を運営する

ために特性を考慮した手当である。さらに、「附加職務手当Jは、公的医療機関等
の要請に応じて、地域における診旗連携のための診療援助などを行った場合に支給

する手当であり、適切である。

独ヽ立行政法人に求められる能力実績主義を踏まえた手当及び俸給の調整額の見直
こ求められる能力実lR‐主義を踏ま のインヤン



ティブとして区業収支が特に良好な場合に、職員べ年度末賞与を支給するものであ

り、独立行政法人における給与11度の題旨に則つて独立行政法人‐・移行する際に設

けたものである。「業積手当′)業積反映部分」は、国の「勤勉手当Jを踏まえたも

のであるが、職員が業務で発揮した能力、適性、実績等を評価して手当を支給する

こととした。また、「特殊業務手当Jは、国時代から、職務の複雑制 '困難性に基
づき他の官職に比して著しく特殊な勤務:こ 対して支給していた俸給の調整額を、賞

与 退職手当の基礎としない特殊業務手当として見直したものである。

実績 :〇

1 医薬品等の共同八札の実施

①ナショナルセンターによる共同入札

平成23年度に調達する医薬品、検査試共及び医療材料については、契約事務の

合理化、効率イヒ及び契約単位を増やすことによるスケールメリットを活かした医

薬品等の価格低減を図ることを日的として、6ナシヨナルセンター全体で平成 1

8年度から医薬品、平成20年度から医療材料の共同入本Lを実施して抑術1を図っ

てきている。また、平成22年度より検査試薬の共同入+Lも 実施し材料費の節減

を図つた。 【節減額 :58,229千 円】

【品目数及び割合】
。医 薬 品 ( 4,181品 日 (総契約品目数

検査試薬 : 3,138品 目 (総契約品目数
,医療材料 :  896品 目 (総契約品日数

4,370品 日)  957%
3,138品 H) 1000%
4,445品 目)  202%

②センター病院、国府台病院による共同入札

平成23年度に調達する在宅医療機器貴貸借、X線 フィルムについては、平成 2

3年 3月 にセンター病院と国府台病院との共同入札を実施し、平成 23年 4月 か

ら平成24年 3月 までの 1年間の契約を締結し、賃貸借料及びフィルム費用の抑

制を図つた。また、精米の共同入札も実施した。

③ 医用画像情報システムの導入

平成22年度より国府台病院にフィルムレスイヒを推進するため医用画像情報シス

テムを導入し、フイルム費用の節減を図つている。 【節減額 :11,547千 円】

2.入札方法変更による価格交渉

平成22年 4月 からの独立行政法人化により、入札方法が変更となつた (落本L→

交渉権者と交渉)こ とに伴い、価格交渉が可能になり、契約金額の抑市」が図られ

た。 1価格交渉による節減額 152件 、231,414千 円1

3 材料費の抑制

医薬品等の共同入札による経費削減やSPDに よる適正な在庫管理により、材料

費率の抑制を図つている。しかし、今年度については前年と同率程度となってい

る。これは、センター病院においては、入院患者数が減となっているが、高額な

がん治療薬や血液製剤の使用患者が増カロしたこと。また、国府台病院においては

、一分,病床の入院患者数及び外来患者数の増力|に伴い、薬剤及び処置手術等の件

数が増加したことが原因である。

【材料費率】 (セ ンター計)

平成23年度 31 10/・
平成 22年度 31 1%
平成 21年度 32 4%

〇 医薬品、医療材料等の購入方法、契約単価の見直し

により、材料費率の抑制に努めているか。



○ 一般管理費 (退職手当を除く。)について、中期計

画に掲げている目標の連成に向けて取り組み、着実に

進展している力、

〇 建築単価の見直し等を進め、コスト削減を図り、投

資の効率化を図つているか。

〇 医業未収金の新規発生の防止に取り組むとともに、

定期的な督促業務を行うなど、中期計画に掲げる目標
の達成に向けて取り組み、また、院内のンセプト点検

体制の確立等により適正な診療報酬請求事務の推進

に努めているか。

4 適正な在庫管理

①SPD(Supply Pl・ ocessing Distribution i物 品管理の外注化)に よ毛在庫管理

平成22年度より、職員の業務省プリ|ヒ、診療材卜の消費量管理の徹底による診療

報酬の請求漏れ防止、使用品日の統一化による費用肖1減などを行 うため、SPD
を導入し適正な在庫管理の効率化を図つている。

また、平成 22年 8月 より電子カルテ導入に伴い新物流管理システムを導入し、

より適切な在庫管理を行っている。なお、在庫管理型SPDについても検討して

いるものの、スケールメリットをいかした共同入ホLが より効率的かつ節減となる

ため、導入を見送っている。

②部署定数見直しによる在庫の縮減

平成 23年 12月 、各部署の診療材料の定数を見直し、センター全体での在庫の

縮減を図つた。 【節減額 : 5,044千円】

5 後発医薬品の利1用 促進

平成 23年度においては、次年度よりDPCに移行することに伴い、後発医薬品の利

用促進するために以下の取組を行った。まず、後発医薬品を選定するための選定

基準を設けた。この基準に従つて後発医薬品評価表を用いて先発医薬品と品質、

有効性、安全性およびメーカーからの情報提供や供給体制等必要な項目について

比較するとともに、リスクマネージメントの観点から、医薬品名称や外観等の類

似性を考慮することとした。

評価内容は、①品質の確認、②適応症の比較、③医療安全面の重視とすることと

し、薬剤委員会において切り替えを承認することとされた。さらに、医薬品購入

金額の上位から後発医薬品切替候補を15品 日選定し、薬剤委員会事務局礫 剤部)

において、評価を行つた。

実績 :〇

・一般管理費 (退職手当を除く。)については、委託費の見直し等の費用節減など、

経費の縮減・見直しを図り、平成 23年度において、平成 21年度に比し150百
万円 (▲ 19 1%)減 少させ、634百万円となり、中期計画に掲げた目標に向

けて着実に進展している。

実績 :○

平成 23年度に発注した工事 (教育研修棟新築工事 (戸山)、 新棟整備第2期その

他工事、教育研修棟整備その他工事 (国府台)等)については、市場単価を100
%採用するとともに、入札に当たつては最低制限価格を設けないことにより(業者

間の競争を促し、コストの肖1減を図った。

実績 :〇

・債務者の個別管理を徹底し、債務者毎の状況に応じた督促方法に見直しを行つた。

督促担当者と入院係、会計窓口係の連携を深め、滞納患者情報の共有化を図り、督

促対象患者への高額療養費の貸付制度の案内の徹底を図った。

・診療報酬請求事務については、外部ツールによるレセプト点検を実施した。

毎月 1回 レセプ ト担当者会議を開催し 各診療科の医長参カロの下、査定減及び返戻

内容のitt認 、防止策の検討を行った。



未収全発生防止策および患者サービスの改善を図り、クレジットカー ド支払い可能

なクレジット会社を2グループ (6種類)う .ら 1グループ (3種類)増カロし、合計

3グループ (9種類)と した。                      ・

O 貸付金、未収金等の債権について、回収計画が策定

されているか。回収計画が策定されていない場合、そ

の理由の妥当性についての検証が行われているか。

(政・独委評価の視点)

実績 :O
定期的に医業未収金の残高確認を行う

・今後、債権者毎に回収言1画を策定し、

とともに、支払案内による督促を実施した。

回収に努めていく。

〇 回収計画の実施状況についての評価が行われてい

る力、評価に際し、i)貸倒懸念債権・破産更生債権

等の金額やその貸付金等残高に占める割合が増加し

ている場合、五)言十画と実績に差がある場合の要因分

析を行つているか。 (政・独委評価の視点)

毎月、前月末時点における患者個人別の未収金リストを作成し、経理責任者へ報告

する仕組みを継続した。             '

・今後、貸倒懸念債権及び破産更生債権等いわゆる不良債権となり得る債権の特定を

行い、その解消策及びl・t止策の検討を進める。

○ 回収状況等を踏まえ回収計画の見直しの必要性等

の検討が行われているか。 (政・独委iT価の視点)

実績 :○

回収状況等を踏まえ、定期的な支払案内の督促業務の徹底を図る。
・今後、法的措置 (支払督促制度、少額訴訟制度)と する債権の検討を行う。

○ 文書の電子化を、費用対効果を勘案しつつ取り組む

よう努めるとともに、情報セキュリティの向上を図っ

ているか。

実績 :〇

・機能の充実
センター職員専用ホームベージについては、メニュー構成の追加等リニューアルを

行い機能の充実、利便性及び操作性の向上を図つた。

・業務の効率化

従来、紙ベースで職員へ配布していたセンター内報、規程、マニュアル等について

は電子化し、センター職員専用ホームペニジに掲載することで、業務の効率化を図

つた。
セキュリティの向上

センター職員専用ホームページ用サーバーには、外部からの不正進人を防御するた

めウイルスソフトを更新導入し、セキユリティの向上を図つた。

〇 電子カルテシステムの円滑な運用のための具体的

な取組を行つている力、

実績 :〇
.新病棟移転に合わせて導入した電子カルテシステムについては、職員専用ホームベ

ージにおいて、随時 「マニュアル1「 Q&A」 等の更新を行つている。

○ 財務会計システムを導入し、月次決算を行い、財務

状況を把握するとともに経営改善に努ゆているか。
実績 :○

企業会計原則に基づく会計処理を行うため、平成22年 4月 1日 に財務会計システ

ムを導入した。併せて、電子カルテシステム、r/」流システムと連携 した経営分析シ

ステムを導入し、平成 22年 4月 から月次決算を実施している。

・月次決算により経営状夕の把握、分析及び評価が可能となり、このi.I果 を毎月、セ

ンター管理会議、運営会議及び理事会等各種会議に報告 1´、センター幹部を初めと

する全職員の経営状況の把握に有効に活用するとともに、本月次決算を基礎資料と

して経営改善に着手している。



3 去令連守等内部績鋼の通切

な構築

法令遵守 (コ ンプライアンス

)等内部統制を適切に構築する

こと。

特に契約については、原則と
して一般競争入キL等によるも

のとし、競争性及び透明性が十

分確保される方法により実施
するとともに、随意契約の適正

化を図ること。

3 法令連守等内部離

"の
道切

な構築

法令遷守 (コ ンプライアンス

)等の内部統制のため、内部監

査等の組織を構築する。

契約業務については、原則と
して一般競争入札等によるも

のとし、競争性、公正性、透明

性を確保し、適正に契約業務を

遂行するとともに、随意契約に
ついては、従前の「随意契約見
直し計画」を踏まえた適正化を

図り、その取組状況を公表する

3 法令連守等内部統鋼の通切

な構築
・ 法令連守 (コ ンプライアンス

)等の内部統制のため、監査

室による内部監査を実施す

るとともに、監事による業務
監査及び会計監査、監査法人

による外部監査を実施する。

・ 契約事務については、原則と
して一般競争入札等による

ものとし、競争性、公正・141及

び透明性が十分確保される

方法により実施する。

3

1.

法令連守等内部餞鋼の適切な構築

内部統市J体制の有効性に関する評価

独立性・客観性を持つた内部監査、監事による業務監査及び会計監査、会計監査人による外部監査を実施すoこ とによ
り、内部統制体制の有効性について評価を行つた。

監査室による内部監査の実施

戸山地区、国府台地区、清瀬ltI区の 3事業場を対象 とし、平成22年度の内部監査結果を踏まえ平成23年度の内部監
査計画にねいて重点監査項目を策定し、前回監査の指摘事項に対する改善状況、諸規程に対する準拠性、業務運営の適正
性及び効率性について監査を実施した。
(1)重点監査項目

①外部資金による研究費の経理に関する事項

②固定資産 (物品)の管理に関する事項

①保有個人情報の管理に関する事項

④旅費の経理に関する事項

2

⑤公的研究費の業者預け金及び取引業者の債権・債務残高調査に関する事項
0法人文書の管理に関する事項

3 監事による業務監査 会計監査の実施

独立行政法人化 2年度日である当法人は、理事長のリーダーシップのもとで適正かつ効率的な業務運営が使命とされて
おり、積極的なマネジメント改革への取組みが進められているところである。平成 23年度は中期計画に沿つた法人の業
務及び組織運営が実践されているかに留意し監査を行つた。

業務監査については、理事会、運営会議、各種委員会等 (契約審査委員会、施設整備委員会、医療機器整備委員会)の
法人の運営に重要な会議への出席、重要書類の関覧並びに業務運営状況の実態把握のため、関係部P5担当役職員からのヒ
アリングを実施した。
また、会計監査については、会計監査人からの監査報告を基に会計処理の適正性みび準拠性、財務諸表等に関する信頼

性について監査を実施した。

(1)業務監査

①法人化後の組織が中期計画達成に向けて、有効かつ効率的に機能しているか。また、内部統制組織整備への取り組み
状況は十分か。

②法人役員の業務執行が、「中期計画」のもとで策定された「年度計画」に沿つて的確に実施されているか。
③法人の業務運営上のリスク管理、コンプライアンス体告1は十分か。特に個人情織保護に関する管理体制は適切か。

(2)会計監査

①財務会計システムの運用が道切になされ、月次決算や各種計数管理がそれぞれの部門に周知され有効に活用されてい

るか。

②財務諸表等の作成責任の自党と年度決算確定手続きについての運用状況は適切か。

③会計監査人との連携を密にし、内部統市1上の指摘事項に関する法人の取組状況は適切か。

④年度財務諸表等の会言+監査に関しては、会計監査人の監査結果に依拠できるかどうか。会計監査人からヒアリングを
実施するとともに、必要に応じで自らも主要項目について会計処理の内容及び決算書等の開示内容のレビューを行っ

た。

4 会計監査人による外部監査の実施

戸山地区、国府台地区、清瀬地区の病院、研究所、大学校、事務部門について、会計処理の適正性や準拠性並びに財務
報告等の信頼性を確保すべく以下の監査を実施 した。

(1)リ スク評価手続き

①医療業界の状況、事業内容、運営方針、中期目標 ,中期計画 '年度計画、内部統制の整備・運用状況等に関連するリ
スクを理解するため、理事長と関連部門責任者とディスカッションを実施した。

②主要業務取引のプロセスにおける内部統制が運用に供されているかを取引開始から財務諸表作成まで会計帳票や証憑



の確認によるウォークスノレーを実施した。

(2)リ スク対応手続き

①主要業務取引のプロセスにおける内部統制について、運用状況の有効性に関する監査証拠を入手するため統制テスト

を実施した。

②財務諸表の重要な虚偽表示を看過しないよう、実証手続きを実施した。

(3)財務諧表等の監査

①財務諸表等が法人の財務情報等を適切に表示している力、 通則法を始めとする関連法規に準拠して作成されているか

監査を実施した。

(4)そ の他当期に重視した監査

①センター病院及び国府台病院で更新された医事会計システムが適切に運用されているか検証を行つた。

・アクセス権限管理、領収書管理機能、展歴管理機能、医事会計システムの稼慟額デ‐夕と財務会計システムの収益

計上額の整合性等

②財務諸表作成過程における業務フローを確認し、内部統制が有効に整備・運用されているか評価した。

③貸倒引当金、賞与引当金、退職給付引当金等について、見積額の合理性を検討した。

④固定資産計上金額の妥当性及び減価償却金額の適正性について検討した。

5 契約事務の競争性、公正性及び透明性の確保

(1)契約審査委員会の開催

毎月 1回 、外部有識者を含む委員で構成する契約審査委員会を開催している。当委員会には監事も陪席し審議に参加し

ている。

(2)契約情報の公表

国立国際医療研究センター契約事務取扱細則に基づき、一般競争並びに随意契約の契約情報について、以下の公表基

準によリホームページに公表している。

公表基準 :予定価格 100(賃 貸借契約は80)万円を超える契約

(3)契約監視委員会における点検・見直し
「独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて」 (平成21年 11月 17日 閣議決定)に基づき、監事及び外部有

識者で構成する契約監視委員会を平成 23年 11月 9日 に開催し、以下のとおり点検・見直しを実施した。

①審議対象案件 (平成 23年 1月 がら9月 までに締結した契約)

競争性のない随意契約 42件
・一者応ホL 一者応募となった契約 37件

②点検 見直し結果

競争性のない随意契約42件のうち、引き続き随意契約によらざるを得ないものは34件、次回契約までに再審議

を要するものは8件であつた。この8件については、平成 24年 4月 11日 開催の契約監視委員会にて審議を行い、

引き続き随意契約でやむを得ないものとなった。

・一者応オL.一者応募の契約 37件については、医療機器等の保守業務で機器メーカー系列の業者で 1者 ltwlこ となっ

たものが 17件、また、医療や研究において特殊性があり、仕様内容に対応可能な専門業者が限られた機器の調達が

19件であつた。また、応札しなかつた業者に対するアンタート調査も実施しているが、回答率が低いので回収率向
上について検討することとされた。

(4)1者応本L、 1者応募にかかる改善方策

平成 22年度中に入札を実施した平成23年度契約分のうち、 1者応札による契約については、契約者以外の応募者

に対して、改善すべき点等についてアンケー トを実施した。

23年度においては、当該アンケー ト結果を考慮して入札時期や仕様書の見直しを行い改善を図つた。

また、 1者応札、 1者応募の契約があつた場合は引き続きアンケー トを実施している。

説明資料14-1 平成23年度内部監査結果報告書



評価の視点等   |
■評価項目14■
法令遵守等内部続lllの適切な構築

自己評定    I     A 評  定    I     A
(総合的な評定)

適切な法令遵守等に取り組むため、内吉F統 11と してコンプライアンス室及び監査
室設置、監事による業務監査、外部監査人による会計監査の監査体|」相互の連携に

よる効率的 効果的な内部統制体tlの構築に取り組んだ。

コンプライアンスの推進として、法令違反行為にかかる内部通報、職場環境に関

する苦情相談等に適切に対応するため、職員等相談窓ロセンターを設置した。

契約事務手続きに係る執行体制や審査体市1に ついては、契約方法等の適切性等に
ついて、監事・外部有識者及び直鍬 約に関与しない職員で構成する契約審査委員
会を設置し、審査・評価を行い、加えて、平成 22年 12月 9日 、監事及び外部有
敵者で杓成される契約監視委員会を設置し、競争性のない随意契約及び一者応IL・

一者応募については、より厳格な書査を行い審査 ,評価体制についての大幅な強化
を図った。

(委員会としての評定理由)

内部監査では、各事業場を対象とし、平成22年度の内部監査結果を踏まえ、平成
23年度の内部監査計画において重点監査項日を策定し、前回監査の指摘事項に対す
る改善状況、諸規程に対する輩拠l■、業務運営の適正性及び効率性についての監査を

実施 したことは評価する。

(各委員の評定理由)

・ハラスメント防止などコンプライアンスの体市1整備が進んでいる。
・戸山地区、国府台地区、清瀬地区の 3事業を対像として、業務運営の適正化および

効率性についての監査がしつかり行われているように思われる。
・契約業務に関して、契約監視委員会がしっかりと業務を果たしているように思われ
る。
・はぼ計画通りに前年度と同様の実績をあげており、評価できる。
・監事による重要会議への出席、関係部門担当役職員からヒヤリング、契約審査委員
会設置など実施し評価する。
・コンプライァンス推進のための職員等相談窓ロセンターの設置や契約審査委員会の
活動など評価できる。

(そ の他の意見)

・随意契約の一般競争入札´ヽの変更について更なる厳正化と推進が期待される。

[評価の視点]

〇 内部統制 (業務の有効性、効率性、法令等の遵守、

資産の保全、財務報告等の信頼性)に係る取組につr
ての評価が行われているか。 (政・独委評価の視点)

実績 :O
独立性 客観性を持った内部監査、監事による業務監査及び会計監査、外部監査人
による会計監査を実施することにより、内部統制体制の有効性について評価した。

内部監査については、平成 22年度の内1,監査結果及び会言十監査人の実施する会計

監査の実施計画を踏まえ、内部監査計画において平成 23年度の重点監査項目を策
定し、前回監査の指摘事項に対する改善状況、諸規程に対する準拠性、業務運営の

適正性及び効率性について監査を実施した。 (評価シー ト70頁参照)

・監事による業務監査については、理事会、運営会議、各種委員会等 解 約審査委員
会、施設整備委員会、医療辮 整備委員会)の法人の運営に重要な会議への出席、
重要書類の間覧並びに業務運営状況の実態把握のため、関係部門担当役職員からの
ヒアリングを実施した。

また、会計監査については、外部監査人からの監査報告を基に会計処理の適正性及
び準拠性、財務諸表等に関する信頼性について監査を実施した。

(評価シー ト72頁参照)

・外部監査人による会計監査については、戸山地EXL、 国府台地区、清瀬地区事業所の

病院、研究所、大学校、事務部F5について、会計処理の適正性及び準拠性並びに財

務報告等の信頼性を確保すべく監査を実施した。
(評価シー ト72・ 73頁参照)

○ 関連公益法人との関係について、透明性確保に向け
た見直しを図っている力、

(厚 労省評価委評価の視点)

実績 :一

・関連公益法人は該当がなし

74



〇 関連公益法人との関係について、透明性確保に向け1実績 :一

た見直しを図つているか。 (独 立行政法人会計基準上1 関連公益法人は該当がない。なお、平成23年度における一者応札・一者応募とな

の関連公益法人に限らず、すでに批判をされていたり| った契約については、競■H上の観点から契約監視委員会による点検 見直しを行っ

、国民から疑念を抱かれる可能性のある業務委・L等に| た。

ついて、①当該業務委託等の必要性、②独立行政法人

自ら行わず他社に行わせる必要性、OЭ及び②の必要

があるとして、他者との契約についてその競争性を高

める方策等を検討し、見直しを図つているか等)(厚
労省評価委評価の視点)

実績 |○

'国立国際医療研究センター契約事務取扱細則に基づき、適正な契約業務を遂行して

いる。また、一月■競争並びに随意契約の契約情報について以下の公表基準により公

表を行っている。

公表基準 :予定価格 100(賃 貸借契約は80)万円を超える契約

○ 契約業務については、原則として一般競争入札等に

よるものとし、適正に契約業務を遂行するとともに、

随意契約については、従前の「随意契約見直し計画」

を踏まえた適正化を図り、その取組状況を公表してい

るか。

○ 契約方法等、契約に係る規程類について、整備内容

や運用の適切性等、必要な評価がれているか。 (政・

独委評価の視点)

実績 :○

・契約方法等の運用の適切性等については、監事 外部有識者及び直接契約に関与し

ない職員で構成する契約審査委員会を設置し、審査 .評価を行つてきたが、さらに

平成22年 12月 9日 、監事及び外部存識者で構成 される契約監視委員会を設置し

競争性のない随意契約及び一者応札・一者応募については、より厳格な審査を行い

審査 l評価体帝1についての大幅な強化を図つている。

〇 契約事務手続きに係る執行体制や審査体制につい

て、整備・執行等の適切性等、必要な評価が行われて

いるか。 (攻・独委評価の視点)

実績 10
・監事・外部有識者及び直接契約に関与しない脚員で構成する契約審査委員会を設置

し、契約の適切性等について審査を行つてきたが、さらに平成 22年 12月 9日 、

監事及び外部有識者で構成される契約監視委員会を設置し、競争性のない随意契約

及び一者応本L・ 一者応募については、より厳格な審査を行い、契約事務手続きの審

査体制についての大幅な強化を図っている。

○ 個々の契約について、競争性・透明性の確保から、

必要な検証・評価が行われているか。 (政・独委評価

の視点)

実績 10
.平成23年 11月 9日 に監事及び外部有識者で構成される契約監視委員会を開催し

平成 23年 1月 から9月 までの契約締結した案件を対象として、前回競争性のない

随意契約 42件、前回一者応本L 一者応募となつた契約 37件 について点検を実施

している。

〇 「随意契約等見直し計画」の実施・進捗状況や目標

達成に向けた具体的取組状況について、必要な評価が

行われているか。 (政・独委評価の視点)

実績 :〇

随意契約のフォローアップとしてホームベージに公表している。

・随意契約及び一般競争の結果については、監事及び外部有識渚で構成される契約監

視委員会を開催し、競争性や透明4■の確曝からlLA切性等について審査している。



0 契約の締結に当たって、透明性・競争性等が確保さ1実績 :○
れているか。 (厚労省評価委評価の視点)     ・毎月 1回、監事 .外部有殿者及び直接契約に「Fa与 しない職員で構成りる契約審査委

1 員会を開催し、契約の適切性等について審査を行っている。

0 契約監視委員会での見直し・点検は適切に行われた1実績 :〇

か (その後のフォローアップを含む。)。 (厚労省評 ・平成 23年 11月 9日 に監事及び外部有識者で構成される契約監視委員会を開催し
価委評価の視点)                1 巧成23年 1月 から9月 までの契約締結の案件を対象として、前回の調達において

競争性のない随意契約 42件、前回一者応札・=者応募となった契約 37件 につい
て点検を実施 した。

【点検結果】
・引き続き随意契約によらざるを得ないもの34件、次回契約までに再審議を要する

もの8件であった。この8件 については、平成 24年 4月 11日 の契約監視委員会 |

| にて審議を行い、31き 続き随意契約でやむを得ないものとなった。

|・ ≡言暮摯ふ百i瘍奪f季9,1年目暇峯萬呈に電1躊継彗子を替百T〔託危「
卜調



第4 財務内容の改善に関する

事項
「第3 業務運営の効率化に

関する事項Jで定めた事項に

配慮した中期計画の予算を作

成し、当該予算による運営を

実施することにより、中期目

標の期間における期首に対す

る期末の財務内容の改善を図

ること。

1.自己収入の増加に関する事

項

感染症その他の疾患及び国

際保健医療協力に関する医療

政策を牽31していく拠点とし

ての役割を呆たすため、運営費

交付金以外の外部資金の積極

的な導入に努めること。

2.責産及び負債の管理に関す

る事項
センターの機能の維持、向上

を図りつつ、投資を計画的に行

しヽ 固定負債 (長期借入金の残

高)を償還確実性が確保できる

範囲とし、運営上、中・長期的

に適正なものとなるよう努め

ること。

第3 予算、収支計画及び資金

計画
「第2 業務の効率化に関

する日標を達成するために取

るべき措置」で定めた計画を確

実に実施し、財務内容の改善を

図る。

1 自己収入の増加に関する事

項
民間企業等からの資金の

受け入れ体制を構築し、寄附や

受話研究の受け入れ等、外部資

金の獲得を行う。

第3 予算.収支計画及び資金

計画

1 自己収入の増加に関する事

項

民間企業等からの外部資金 (

寄附や受託研究等)の獲得を

推進する。

第3 予算、収支計画及び資金計画

1 自己収入の増加に関する事項

寄付金については、当センターと友好関係にあるラオス国 (ラ オスパスツール研究所)と の間で重要寄生虫疾患 (マ ラリ

ア及びメコン住血級虫症など)の研究に対する企業からの資金提供などで平成23年度においては、80, 384千円とな

った。

また、受託研究についても、独立行政法人化後「受託研究取扱規程」を全面的に見直し、契約金の前払制から出来高払制

にするなど依頼者 (企業)側が委言をしやすい環境に配慮した請1度を構築し、総額で412, 078千 円となった。

また、国等の競争的研究費についても積極的に申諦を行い、総額で948, 238千 円となった。

【受話研究受入額】

平成 22年度

388,919千 円(38件 )

【国等の競争的研究費受入額】

平成 22年度

文部科学研究費      276,818千 円(78件 )

厚生労働科学研究費    521,790千 円(70件 )

医薬基盤研究所受託研究費  146,970千 円( 5件 )

科学技術振興機構受託研究費 157,065千 円( 7件 )

合  計      1,102,643千円(160件 )

【寄附企受入額】

平成23年度
→  412,078千 円(47件) 対前年度 +23,159千円(+9件 )

平成23年度
→  175,783千 円(99件)対前年度 -101,035千 円(+21件 )

‐  47B,174千 円(74件)対前年度 -43,616千 円(+4件 )

→  143,870千 円( 5件)対前年度 -3,100千円(± 0件 )

→  150,411千 円( 91■)対前年度  -6,654千円(+2件 )

→  948,238千 円(187件)対前年度 -154,405千 円←27件 )

平成 23年度

3,480千 円( 9件 )対 前年度 +2,929千 円(+4件 )

76,904千 円(η件)対 前年度 +37,193千円 (+20件 )

80,384千 円 (81件)対 前年度 +40,122千円 (+24件 )

平成 22年度

l■」人より     551千 円( 5件) →

企業より   39,711千円 ( 52件) →

合 言+    40,262千 円 ( 57件) →

2 責産及び負債の管理に目す

る事項
センターの機能の維持 向上

を図りつつ、投資を計画的に行
い、中 長期的な固定負債 (長

期借入金の残高)を償還確実性

が確保できる範囲とし、運営上

適切なものとなるよう努める。

そのため、大型医療機器等の

投資に当たつては、原貝J、 償還

2.資産及び負債の管理に目す

る事項
センターの機能の維持 向上
を図りつつ、投資を計画的に

行い、中 長期的な固定負債

(長期借入金の残高)につい

ては、運営上適切なものとな

るよう大型医療機器等の投

資に当た0て は、原則、償還

確実性を確保する。

2 資産及び負債の管理に関する事項

平成 23年度については、センター病院において、センター機能の更なる発展のため、新棟整備第 2期その他工事 (外来

棟新築等整備工事)を 4ヶ年計画で行うこととし、 7億円の借り入れを行った。

また、固定負債 (長期借入金の残高)については、約定どおり償還を行つた。

【長期借入金残高】

期首 18, 243百 万円

期末 18, 328百 万円 (対 前年度 100 5%)

実性を確保する



(1)予  算 別紙2  1(1)予   算 別紙 2

(2)収支計画 月1紙 3  1 (2)収 支計画 別紙 3

(3)資 金計画 別紙4   1(3)資 金計画 別紙4

第4 短期借入金の限凛額   1第 4 短期借入金の限度単 第4 短期借入金の限魔額

平成23年度における短期借入金はない。

1 限度額 3,● 00百万円1 1 限度額

2 想定される理由    1   3, 400百 万円
そi蔦ご菖聾橘 受入遅延1 2 患を:える最色

等による資金不足への対応|(1)運 営費交付金の受入遅延
(2)葉績手当 (ボーナス)の 1   等による資金不足への対

支給等、資金繰り資金あ出1   応

婁貫あ嘉患
工い́ネエ‐́円

|(2「業績手当(ボーナス)の
(3)予定外の退職者の発生に1   支給等、資金繰り資金の出
伴う退職手当の支給等、偶発1   費への対応
的な出費増への対応    |(3)予 定外の退職者の発生に

第5 重要な財産を処分し、又は担保に供しようとする時はその計画

平成 23年度における重要な財産の譲渡、又は担保に供する計画はなく、その実績もない。

第6 鋼余金の使途

平成23年度決算における利益剰余金は計上していない。

l   l.‐ う退職手当の支給等、+1

発的な出費増への対応

第5 重要な財産を処分し、又 1第 5 重要な財産を処分し、又
は担保に供しようとする時 |  は担保に供しようとする時
はその計ロ

なし
はその計画
なし

第3 射余金の使逮     l第 6 尉余金の使逮
決算において剰余を生じ 1   決算において剰余を生じ

た場合は、将来の投資 (建物等|  た場合は、将来の投資 (建物
の整備・修繕、医療柵 等の購1  等の整備・修繕、医療機器等
入等)及び借入金の償還に充て|  の購入等)及び借入金の償還
る 。 に充てる。



評価の視点等   |
■評価項目15●
予算、収支計画及び資金計画

自己収入の増加に関する事項

資産及び負債の管理に関する事項

その他主務省令で定める業務運営に関する事項

施設・設備整備に関する計画

短期借入金の限度額

重要な財産を処分し、又は担保に供しようとする時

はその計画

剰余金の使途

自己評定    I     A B

(総合的な評定)

寄附金、受託研究等外部資金の獲得を可能とするため、寄附受入規程や受話研究

取扱規程を整備するなどにより、外部資金の受入体制を構築し、確実に獲得を行っ

た。

投資については、関連する委員会等で償還確実性や必要性等の検証を行い、計画

的に実施することとし、平成 22年度は、自己資金を活用することで、外部からの

新規借入を行わず整備を行つた。

固定負債については、確実に返済を行い、残帯を減少させた。

(委員会としての評定理由)

寄付金については、国立国際医療研究センターと友好関係にあるラオス国 (ラ オス

パスツール研究所)と の間で重要寄生虫疾患 (マ ラリア及びメコン住血級虫症など)

の研究に対する企業からの資金提供などで、受入件数 81作、受入金額 80,384千 円と

前年度に比べ大幅に増加 (+24件、+40,122千 円)した。

(各委員の評定理由)

・運営費交付金の大幅な削減の中で一定の努力は認められるが収支計画の、よりきめ

細かい対応が求められる。

運営交イ寸金の大幅な削減により、センターの運営は厳しくなっており、受話研究の

受け入れや寄付金の受け入れに頑張つているが、当初の予算・収支計画通りにはいっ

ておらず、今後の収支計画や資金計画を再検討する必要がある。
・ほぼ計画通りの実績をあげている。今後は、19億円の当期純損大、27億円の繰

越赤字などに対し、様々な角度からセンターをあげての対応が必要である。

自己収入に関してlt受話研究、寄付金増も、国等の競争的研究費含めた額は前年減、

他も計画通りである。

・受託研究費、競争的]「 究費、寄イ寸金の獲得については更なる努力が求められる。

(そ の他の意見)

繰越慣夫の解消に向けての対策 |・

‐
求められる。

今回の赤字はやむを得ないと思われるが、緊急に対策が必要である。

[評価の視点]

〇 民間企業等からの資金の受け入れ体脂1を構築し、

寄附や受話研究の受け入れ等、外部資金の獲得を行

つているか。

実績 iO
・独立行政法人化後:寄附受入規程を常」定し、寄lll金の外部資金の獲得を可能とする

体11を lll築 した。また、受託研究についても、受託研究取扱規程を見直し、契約金

の前払ホIか ら出来高払制にするなど■頼者 (企業,側が委託しやすい環境に配慮し

た制度を構築していう。

受託研究受け入額  412,078千円(47件) 前年度に対し 60%増

寄付金受け入額   80,384千 円(81件) 前年度に対し997%増

○ センターの機能の維持・向上を図りつつ、投資を

計画的に行い、固定負債 (長期借入金の残高)を償

還確実性が確保できる範囲とし、運営上必要なもの

となるよう努めているか。

実績 :○

・平成23年度は、自己資金を活用することにより、外部からの新たなさヽ を行わず

必要な整備を図つた。
・固定負債については、確実に返済を行い、残高を減少させた。

O 大型医療機器等の投資に当たっては、原則、償還

確実性を確保しているか。

実績 :○

大]性療機器の投資に当たっては、Lオ機器整ll踏員会において値ぷ」の機器毎に償

還確実性の検証を行い機器の選定を行つている。

○ 資金の運用であつて、時価又は為替相場の変動等

の影響を受ける可能性があるものについて、次の事

項が明らかにされているか。 (■ については、事前

に明ら力ヽ こされてヽヽるか。)

i 資金運用の実績

i 資金運用の基本的方針 (具体的な投資行動の意

志決定主体、運用に係る主務大臣、法人、運用委

託間の責任分担の考え方等)、 資産構成、運用実

績を評価するための基準 (以下「運用方針等」と

いう。)(政・独委評価の視点)

実績 :―

・時価又は為替相場の変動等の影響を受ける資金及び運用はない。



○ 資金の性格、運用方針等の設定主体及び規程内容

を踏まえて、法人の責任について十分に分析してい

るか。 (政 `独委評価の視点)

○ 短期借入金について、借入理由や借入額等の状況

は適切なものと認められるか。

〇 固定資産等の活用状況等について評価が行われて
いる力、 活用状況等が不十分な場合は、その原因の

妥当性や有効活用又は処分等の法人の取組について
の評価が行われている力、 (攻・独委評価の視点)

○ 利益剰余金が計上されている場合、国民生活及び
社会経済の安定等の公共上の見地から実施されるこ

とがZ、 要な業務を遂行するという法人の正確に照ら
し過大な利益となっていない力ヽ こついて評価が行わ
れているか。 (政 ・独委評価の視点)

○ 中期計画に掲げる施設・設備整備について、計画

的に進展しているか。

実績 :一

・時価又は為替相場の変動等の影響を受ける資金及び運用はない。

3年度における短期借フ、金はない

実績 :―

・平成23年度における重要な財産の譲渡、処分、又は担保に供する計画はなかった

実績 :0
・戸山地区

平成 23年度においては、平成22年度に引き続き、1日 中央棟の解体を行つた。
(平成24年 4月 完了)解体に引き続き、解体跡地への新棟の外来部門の新築や

既 存外来棟の改修、放射線治療椋改修などを行うため、「新棟整備第 2期その

他工 事Jを平成 24年 1月 に発注した。

教育研修棟新築整備工事について、平成 23年 9月 に発注した。なお、教育研修

棟新築工事の建設位置にある保育所等の仮設移転・解体工事については、平成 2

2年度に引き続き行い、平成 24年 1月 に完了した。

・国府台地区

平成 23年度においては、肝炎・免疫研究センター及び病棟を調或22年度に引
き続き施工し、平成24年 3月 に完成した。引き続き、平成 24年度に外来管理

棟の準備工事に着手する予定。

80



第5 その他業務運営に関する

菫要事項

1.施設・設備整備に関する事

項
施ル 設備整備については、

センターの機能の維持、向上の

他、費用対効果及び財務状況を

総合的に勘案 して計画的な整

備に努めること。

2.人事の最適化に関する事項

センターの専門的機能の向

上を図るため、職員の意欲向上

及び能力開発に努めるととも

に、人事評価を適切に行 うシス

テムを構築すること。

また、年功序,1を排し、能力

・実績本位の人材登用などの確

立に努め、さらに、優秀な人材
を持続的に確保するため、女性

の働きやすい環境の整備及び

非公務員型独立行政法人の特

性を活かした人材交流の促進

等を推進すること。

第
' 

その他主務省令で定める

葉瀬運営に関する事項

1 施設・設備整備に関する計画

中期日標の期間中に整術す

る施設・設備整備については

、別紙 5の とおりとする。

2 人事システムの最適化

職員が業務で発揮した能力、

適性、実績等を評価し、職員の

給与に反映させるとともに、業

務遂行意欲の向上を図る業績

評価制度を導入する。当該制度
の適切な運用を行うことによ

り優秀な人材の定着を図り、人

事制度へ活用することにより、
センター全体の能率的運営に

つなげる。

非公務員型組織の特性を活

かした人材交流の促進など、優

秀な人材を持続的に確保する

観点から人材の適切な流動性

を有した組織を構築するため、

国、国立病院機構等独立行政法

人、国立大学法人、民間等と円

滑な人事交流を行う体制を構

築する。

女性の働きやすい環境を整

備するとともに、医師の本来の

役割が発揮できるよう、医師と

その他医療従事者との役?1分

担を見直し、職員にとつて魅カ

的で働きやすい職場環境の整

備に努める。

第7 その他主務省令で定める

業務運営に関する事項

1 施設・設備整備に関する事

項
, 感染症その他の疾患及び主

要な診療科を網羅した総合

的な医療提供を目指し、チー

ム医療を前提とした質の高
い全人的な高度専門・総合医

療と臨床研究開発の実現に

向け、長期的なグランドデザ

インのもとに医療の高度化、

経営改善、患者サービス向上

を目指した整備の実施に努
める。

2 人事システムの最適化

職員の業績評価制度につい

ては、評価結果を踏まえた職

員の給与等への反映を実施
し、適切な運用を継続する。

' 国をはじめ民間等との人事

交流を行い、組織の活性化を

図る。

・ 女性の働きやすい職場を目

指し、職員への意見募集を行

うなど改善に努める。

医師の本来の役割が発揮で

きるよう、医師とその他医療

従事者との役静1分担を見直

し、膨 環境のl・ liに努める

優秀な人材を持続的に確保し、

国との人事交流

国立病院機構等との人事交流

第フ その他主務省令で定める案務運営に関する事項

1 施設・設備整備に関する事項

戸山地区

平成 23年度においては、平成 22年度に引き続き、旧中央棟の解体を行った。 (平成 24年 4月 完了)

解体に引き続き、解体跡11,への新棟の外来部門の新築や既存外来棟の改修、放射線治療棟改修などを行うため「新棟整備

第 2期その他工事Jを■成し■年 1月 に発注した。

教育研修棟新築整備工事について、平成23年 9月 に発注した。なお、教育研修棟新築工事の建設位置にある保育所等の

仮設移転・解体工事については、平成 22年度に弓|き 続き行い、平成 24年 1月 に完了した。

国府台地区

平成 23年度においては、肝炎・免疲研究センター及び病棟を平成 22年度に引き続き施工し、平成 24年 3月 に完成

した。引き続き、濶成24年度に外来管理棟の準備工事に着手する予定。

教育研修棟整備その他工事について、平成 23年 11月 に発注した。

清瀬地区 (日 立看護大学校)

平成 23年度においては、非常,日 発電装置設置工事を平成 23年 12月 に発注した。

2 人事システムの最適化

1 業績評価市」度の導入
職員が業務で発揮した能力、適正、実績等を評価し、職員の結与に反映させるとともに、業務遂行意欲の値1上 を図る業紋

評価制度を平成 22年度から導入した。

(1)年俸制職員 い1院長、副所長、部長、医長、室長等)

年俸制を適用している副院長等については、評価対象となる職員が作成した個人評価基礎資料に基づき、最終評価者が

個別にインタビューを実施しあらかじめ評価におけるrf達 目標を枚評価者とともに確認した上で評価を実施した。

(2)役職職浸及び一般職員

平成22年度に引き続き業績評価を実施し、平成23年 6月 期及び 12月 期の業絞手当に反映させた。俳せて業績評価

により平成 24年 1月 の昇給についても反映した。

2 人事交流の実施
組織の活性化を図る観点から、国、国立病院機構等と人事交流を行つた。

転出者 厚生労働省   10名    転入者 厚生労働省 10名
防衛省      1端
法務省      1名

転出者 国立病院機構  36名
他NC      8名

転入者 国立病院機構 29名
他NC    9名

3.職場環境の整備

(1)女性が働きやすい環境の整備

女性が働きやすい職場を目指し以下の取組を行っている。
・育児短時間勤務の導入
・育児休業の周知徹底

センター敷地内における保育所の運営
・看護職員の二交替常1の 導入 (セ ンター病院 14看護単位、国府台病院 3看護単位導入)

・女性E■l師及び看護師にとつて働きやすい職場にするための取組の一つとして希望による診察衣・看護衣を無λ し配布
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した。
|バースディ休OFi」 の導入 (看護部における誕生日前後に年次休暇を計画的に取得できることとする取組)

健康診断において予しがん検診を実施。

(2)医 dllと そのlL医療従事者との役割分担の見直し

医師が本来の省割に集中できる体制とするため、L護 IIや検査技ifに よる採血の実施、薬剤lTに ょる処方の患者 のヽ説

明、調斉J締 め切り時FHlの緩和、医師事務作業補助者の配置を行いそれぞれの役り1分 担を見直した。

医師事務作業捕助者については、新規採用の際には、医師事務担当医長より業務等研修を実施し、更に2週間程度の各

診療科 |■ ■けるオン・ザ ワークにて研lL_rを 実施、研7_‐後は、各診療科の要望により適性を考慮し、配置している。

1採用実績】 医師事務作業補助者  平成23年度 13名 配置

13 人事に関する方針    13 人事に関する方針     13 人事に関する方針

|(1)方針 (1)方針          |(1)方 針

良質な医療を訪率的に提 | . 良質な医療を効率的に提供11 看護師等職員確保対策の推進

供していくため、医師、看護|  していくため、医師、看護師1  平成22年 4月 より薬剤師、放射線技師、検査技師、救急科医師、平成22年 9月 より救急救命士の勤務について二交替
導あと農模碁装ら、こI茸 1 制島纂こ尋天]〔

・
阜茂τ
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タ_全体での看護師確保のための議制
もに、経営に十分配慮する。|  ともに、経営に十分配慮する| を整備したほか、院内見学説明会等を実施するとともに、業者主催の説明会等に参加し募集活動を行った。また、ホームペ

科lよ覆酪1碧護齢糸危iこ |  」庸l=三塁碁商勤覇3基剰 i3程ら「モtり II=1方 t「晨義喜葛喜み:足」
~｀

対する確保対策を引き続き推I  など医師・看護師不足に対す

る確保対乗を:=続き推進 |  【センター病院】 ・院内見学説明会 5回、院内説明会 1回、業者主催説明会 6回 、大学等主催説明会 5回

1縫曇え韓暉せ糖TJ°
復
1 早警言菅管足孔勇覇ξご警ち| レンター病囲 ・

5寝『言諄T言「昇L詈皇稚翠禽基冒占
また、幹部職員など専r目的1  充実し離職防止や復職支援

な技術を有する者については|  の対策を講じる。     |   【国府台病院】  ・学校訪間8回、業者主催説明会7回、大学等主催説明会7回 、NHO主催研修会5回

、公募を基本とし、優秀な人

材の確保に努める。    | : 幹部職員など専門的な技術1  新人看護職員育成については、教育計画を作成し、新人ローテーション研修を行い新人看護師の離職に努めた。また、職

を有する者については、公募1 場不適応傾向の見られた職員については、他病棟等への配置換を行い離職防止に努めた。
[基来Iこ :L見な人材の確| 

″
畠屎群修還濃暮

`じ'り

Tあ縄凛|こらi、そIJ「

｀
曇集桑高暮アニ」ニアル手著[[ζ iこ業者主催の説明会に参加、院内見学

保に努める。       1 説明会を開催し募集活動を行つた。

【開催実績】 院内見学説明会,回

2 処遇改善 (諸手当の改善)

医師、看護師等の医療従事者においては、勤務実態に応した諸手当を引き続き支給した。

【41J務 実態に応じた手当】

夜問看護等手当、救急医療体制等確保手当、救急呼出イキ機手当、専門看護手当、附加職務手当

医師手当のカロ算部分 (専門医等の質格に係る手当)、 ヘリコプター搭乗救急医療手当、

3 公募による人材確保

幹部職員など専門的な技術を有する者については、全て公募を行っている。また、より柔軟な有期雇用異ホちが可能となっ

たことから、特に任期付研究職員について優秀な人材の確保に努めた。

I公募による採用実績】 29名 (う ち任期付研究員の採用 8名 )



|(2)様

0 その他の事項      14 その他の事項

中期日標に基づきセジター|  センターのミッシヨンを理|  センターのミッシヨンを職
のミッションを理解し、ミッシ1 解し、ミッションを実現するた1  員一人一人に周知するとと

ョンを実現するために必要な | めに必要なアクションプラン |  もに、月次決算等により進捗

子,3曹フ多ダレrt宅酪覇1 喜翌キ
=黒

話」石纂だ影ギこ1  羨撓¥緒議赫

すことができるように努める |               1  参考に、具体的な行動に移す
こと。           |               |  ことができるよう努める

また、アクションプランやセ|  また、アクションプランやセ| ・ アタションプランやセンタ

ンターの成果について、一般のI ンターの成果にっいて、一般の|  ―の成果について、ホームペ

国民が理解しやすい方法、内容1 国民が理解しやすい方法、内容|  ―ジ等で情報提供するとと

で情報開示を行うように努め | で情報開示をホームページ等 |  もに、積極的な広報活動につ

ること。 で行うように努める。    |  いて実施方法の検討を行ラ。
ミッションの確認、現状のIEI  ミッシヨンの1'認や現状の

握、問題点の洗い出し、改善策1 把握、問題 .点 の洗い出し、改
の立案、翌年度の年度計画の作1 策の立案、翌年度の年度計画の

成等に資するため、定期的に職1 作成等に資するよう、職員の意

員の意見を開くよう、努めるこ1 見をセンター内メール・システ

と。 ム等にて聴取を行 うよう努め

る。

計画を立て、具体的な行動に移| とができるように努める。  1  行い、定期的に職員の意見を

2)

1 救急医療及び高度専門医療等への対応

安全で良質な医療の提供を行うため、医師、看護師等医療従事者数については、医療ニーズに適切に対応するために、救

急医療や高度専門医療等への対応、医療の質と安全の向上を図るため職員の増員を行った。

I採用実績】 医師 13/4‐ 、コメディカル 16名 、看護師 25名

2 技能臓の離職後の不補充並びに非常勤イし及び外3[委 託の推進

技能職については、業務の簡秦化 迅速化を図り、常動職員の離職後の後補充は行わず、外部委託イと又は短時間の非常勤

職員での補充とした。
また、国府台病院においては、検査部F5に おいて一部プランチラボ (検体検査)を導入し効率化を図っている。

【技能職退職者数】2名

交換手 1名退職後、外部委託により不補充

ポイラー技師長 1名 退職後、外部委託により不補充

4 その他の事項

1 職員への情報伝達

センターのミツシヨンについては、中期計画及び年度計画を院内ホームベージに掲載するとともに、センター管理会議、

管理診療会議 (国府台)、 教授会 (看護大学校)を通じ (各職場部下職員への周知)計画の概要を説明し、また毎月月次決

算の状況や年度計画進捗状況の報告を行い、職員への周知を図つている。

また、月次決算や患者数の状況については、院内ホームベージヘ掲載し情報伝達を行つている。

※センター管理会議への参加対象者

研究部門 ・室長以上

診療部Fl ・医師 :医長以上
・看護師 :師長以上

コメディカル :副長以上

事務部「月  専門職以上

2 NCGM提 案箱の設置による業務改善の推進

職員 1人 1人がセンター運営に関わるという意識改革を進めながら、センター運・L・ を充実発展させることを目的とし、セ

ンターで働く職員 (派遣 姜託職員等を含む。)か らセンター運営やミッション達成に有意義な意見を幅広く聴取するため、

平成22年度より引き続き各事業所に『提案箱Jを設置している。また、提案箱の設置に当たっては、全職員苑一斉メール

により周知を図つた。

1設 置場所】
戸山地区 :企画経営部企画経営課内

国府台地区 :事務部管理課内

清瀬地区 :事務部総務課内

なぉ、提出された提案については提案内容を集約し、企画戦略室会議に報告するとともに実施の可否や登応策を検討し、
センター運営への反映につなげた。

(2,指標

適 tFな 人員配置等により人

件費宰の抑制に努めるとと

もに、技能職については、タト

吉
`委

託の推進を図る。

4、 その他の事項



3 企画戦略室会議の開催

センターのミッシヨン達成に向けて、日常業務に係る種々の課題への対応や適正な業務執行の管理等を適切に取り組むこ

とが必要であり、それらの企画立案と方針案決定及び進捗管理等を効率的 '効果的に行 うため、企画戦略室会議を月2回の
ベースで行つた。

会議においては、種々の課題等に対して基本的考え方・方針を明確にすることにより、自律的・自発的に取り組むことを

1 基本とし、理学会審議事項に係る検討、総長等からの指示事項の検討、NCGM提案箱など個別具体的な対応策の検討を行

った。

4.広報活動の推進
ヤンターの使命や役割、業務等について、広く国民の理解が得られるようセンターホームベージにて中期目標、中期計画、

年度計画等の情報公開や、調達情報、募集案内等のインフォメーションおよび当センターの トビックスの随時更新を行う等、

積極的な広報 情報発信を行つた。

また、東日本大震災においては、当センターは医療面において長期的組織的に災害支援を表明し、その支援活動の状況等
を積極的にホームページ、センター内掲示板に掲載し、情報発信、情報提供を行った。

更に、センターにおける研究等についても、積極的にプレスリリースを行い情報提供に努めた。

1プ レスリリース件数】

平成22年度 1件 → 平成 23年度 10件

5 重点アクションの策定・周知    
‐

センターのミッションの実現に向けて、アクションプランとしての中期言1画 年度計画による具体的な取り組みに加えて
「10ward thc Evolution～ 進イしを日付して～Jと する重要項目による重点アクションを平成23年 12月 に策定し平成 24
年 1月 年頭に全戦員に周知した。

説明資料16-l NCGM提 案箱の設置について

説明資料16-2 平成23年度 「プレスリリース」一覧

説明資料16-3 重点アクション「Toward the Evolution～ 進化を目fHbして～Jの策定・周知
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評価の視点等   |
■評価項目16■
人事システムの最適イヒ

人事に関する方針

その他の事項

自己評定    I     A 評  定    I     A
(総合的な評定)

職員が業務で発揮した能力、適正、実績等を評価し、職損の給与に反映させると

ともに、業務遂行意欲の向上を図る業績評価詐1度 を羽成22年度から導入した。ま

た、管理、監督の地位にある室長、医長等以上の職員については、業績の反映をよ

り徹底させ年俸市1を 実施した。

薬力1師・放射線技師・検査技師・牧急科医師 救急救命士については、二交替ホ1

勤務を導入し、平成23年 1月 には看護師の二交替制勤務を一般病棟に拡大導入す

るなど勤務の多様性を取り入れ、職員にとつて選択肢を広げることにより勤務と私

生活のワークライフバランスの充実を図つた。

技能職については、業務の簡素化・迅速化を図り、常勤職員の離職後の後補充は

行わず、外部委託又は短時間の非常勤職員での補充とし、国府台病院においては、

検査部門における一部ブランチラボを導入し効率化を図つている。

(委員会としての評定理由)

医師とその他医療従事者との役害分担の見直しとして、医師が本来の役害1に集中で

きる体市1と するため、看護師や検査技師による採血の実施、薬剤師による処方の患者
への説明、調剤締め切り時間の緩和、医師事務作業補助者の配にを行いそれぞれの役

割分担を見直した。

以上の実績と取り組みについて評価する。

(各委員の評定理由)

.各地域で施設 設備の整備が行われており、戸山地区の外来部門の新築、国府台地

区における肝本・免疫研究センターおよび病棟の建設は計画通りかと思われう。

・職員に対する業績評価制度、幹部の年俸制、看護師の 2交替制導入について評価す

る。
IIぼ年度計画通うに業務が遂行されており、評価できる。

・看護師の確保対策を推進していくことは重要である。
・施設整備に推進、業績評価の導入、専門技師の 2交替制導入、女性労働環境整備、

看護師の2交春制導入の一般病棟への拡大など具体的施策を実施し評価する。
・特に人事システムの最適化に関し、適切に整備が進んだと評価できる。女性が働き

やすい環境の整備も評価できる。医師事務作業補助者の増員も評価できる。
・人事面では業務評価制度が順調にいっており、職員の給与への反映もよいことであ

る。
・人事交流を国立病院機構と行つたことは評価できる。

[評価の視点]

〇 中期計画に掲げる施設・設備整備について、計画的

に進展しているか。 【再掲 :評価項目15】

実績 :〇

・戸山地区

平成 23年度においては、平成 22年度に引き続き、 Il中 央棟の解体を行つた。

(平成 24年 4月 完了)解体に]|き 続き、解体跡地への新棟の外来部門の新築や

既 存外来棟の改修、放射線治療棟改修などを行うため、「新棟整備第2期その

他工 事Jを平成 24年 1月 に発注した。

教育研l_X棟新築整備工事について、平成23年 9月 に発注した。なお、教育研修

棟新築工事の建設位置にある保育FJf等の仮設移転・解体工事については、平成 2

2年度に引き続き行い、平成 24年 1月 に完了した。

・国府台地区

平成23年度においては、肝炎 免疫研究センター及び病棟を平成 22年度に引

き続き施工し、平成 24年 3月 に完成した。引き続き、平成24年度に外来管理

棟の準備工事に着手する予定。

職員が業務で発揮した能力、適正、実績等を評価し

、職員の給与に反映させるとともに、業務を行意欲の

向上を図る業績評価制度を導入するとともに、適切な

運用を行うことにより優秀な人材の定着を図り、人事

制度へ活用することにより、センター全体の能率lt迅

営につなげているか。

○ 実績 :○

・職員が業務で発揮した能力、適工、

'「

ll等 を評価し、職員の給与に反Fltさ せるとと

もに、業務遂行意欲の向上を図る業績評価諄度を平成22年度から実施した。

(1)年体市1職員

年俸+1を適用している副院長等については、評価対象となる磁員が作成した個人

評lL基礎資料に基づき、最終評/1者がllll卵 1に インタビューを実施し目標を定め実

行した。 (評価シー ト81頁参照)

(2)役職職員及び-11職員

役職職員及び一般職員においては、平成23年 6月 期及び 12月 期の業績手当に

反映させ、併せて業績評価により平成 24年 1月 の昇給についても反映させた。

(評価シー ト81頁参照)



○ 人材の適切な流動性を有した組織を構築するため、

国、国立病院機構等独立行政法人、国立大学法人、

間等と円滑な人事交流を行う体制を構築しているか

○ 女性の働きやすい環場を整備するとともに、医師の

本来の役割が発揮できるよう、医師とその他医療従事

者との役割分担を見直し、職員にとって魅力的で働き

やすい職場環境の整備に努めているか。

O 医師、看護師等の医療従事者については、医療を取

り巻く状況の変化に応じて柔軟に対応し、経営に十分
配慮しているか。

〇 幹部職員など専門的な技術を有する者については、
公募を基本とし、優秀な人材の確保に努めているか。

○ 医療ニーズに適切に対応するために、安全で良質な

医療の提供に支障が生しないよう適正な人員配置に

努めているか。

優秀な人材を持続的に確保し、

事交流を行つた。 (評価シー ト

組織の活性化を図る観点から、国立病院機構等と人

81頁参照)

平成 22年 4月 に就業規則を設置し育児短時間勤務を導入、また、育児休業などを

整備・周知し、女性が働くうえでの支援を図った。

(評価シー ト81 82頁 参照)

看護師や検査技師による採血の実施、薬剤師による処方の患者への説明 調剤締め

切り時間の緩和、診断書等の事務業務は医師事務作業補助者を配置し、医師が本来
の役割に集中出来る体制とするべく役割分担を見直した。

(評価シー ト80頁参照)

平成 22年 4月 より薬剤部 .放射線技師・検査技師及び救急科医師について、また

平成22年 9月 に救急救命士の配置をおこない、二交替十1勤務を導入し、平成 23
年 1月 には看護師の二交替制勤務を一般病棟に拡大導入するなど勤務の多様性を取

り入れ、職員にとって選択肢を広げることに Lり 勤務と私生活のワークバランスの

充実により、確保対策及び復職支援を図った。 (評価シー ト82頁参照)

陪 護師二交巻制の導入】
センター病院   H22'→ 6看護単位  H23'‐ 14看護単位

国府台病院   H22'→ 2看護単位  H23'→  3看護単位

実績 |○

・幹部職員など専門的な技術を有する者については、全て公寡で行った。特に、平成

22年度より任期付研究職員の俸給表を取り入れ、優秀な人材の確保に努めた。

公寡による採用実績 29名  (評価シー ト82頁参照)

実績 :○

・安全で良質な医療の提供を行 うため、医療従事者については、牧急医療や高度専F5

医療等への対応、医療の質と安全の向上を図るため増員を図つた。

(評価シー ト83頁参照)
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〇 技能職については、外部委託の推進に努めているか1実績 :○

技能職については、業務の簡素化 .迅速化を図り、常勤職員の離職後の後補充は行

わず、外部委託化又は短時間の非常勤職員での補充とした。また、国府台病院にお

いては、検査部門におけるプランチラボを導入している。その結果、検査の迅速性

が図られた。

○ センターのミッシヨンを理A4・ し、ミッションを実現1実績 :○

するために必要なアクシヨンプランを立て、具体的な| センターのミッション達成に向けて、企画戦略室会議を平成 22年 10月 より月 2

行動に移すことができるように努めているか。   1 回のペースで開催し、種々の課題等に対して、企画立案から進捗管理も含め個別具

1 体的な対応策の検討を行つた。 (評価シー ト84頁参照)

また、平成 26年度までの中期計画達成に向けて、 「ToWard tle勝 Olllucln～ 進

化を目指して～Jと 題し、「①新たな体市1整備、②基盤整備、0更 なる努力Jの 3

つの視点から、中期計画等の具体化に重要な項目を 瞳 点アクション」として示し

、全ての職員が主体的に業務に取り組み、当センターが更なる進化を遂げ、より発

展させるよう全職員に
'1け

意識の高揚を図つている。

○ アクションプランやセンターの成果について、国民1実績 :○

が理解しやすい方法、内容で情報 J‖ 示を行うよう努め|・ 中期目標、中期言+画については、センター職員専用ホームページに掲載したほか、

ているか。                    1 管理会議 (1回開催/毎月)等を通じて説明し、周知を図つた。

・職員には、定期的に月次決算、年度計画の進捗状況を管理会議 (1回開催/毎月)

等において説明し、計画差、前月差、稼働件数等のデータを示すことで、問題点の

把握等理解 しやすいデータ作成に努めている。

・東日本大震災においてlt、 医療面における長期的組織的に災害支援を表明し、その

支援活動の状況等を積極的に公開ホームページ、センター内掲示板に掲載し、情報

発信、情報提供を行つている。

・センターにおける研究等についても、積極的にブレスリリースを行い情報提供に努

めている。

・国立国際医療研究センター年報を発行し、大学法人など関係機関へ配布し、センタ

|― の研究成果などの情報提供を行つている。

○ ミッシヨンの確認や現状の把握、問題点の洗い出し1実績 :○

、改善策の立案、翌年度の年度計画の作成等に資する|・ 提案箱の設置し、職員から広く有意義な意見を聴取し、企画戦略室会議でその事項

よう、職員の意見を聴取するよう努めているか。  | を報告し、具体的な対応策の検討し、実施 した。 (評価シー ト83頁参照)

・業績評価におけるインタビューや外部理事と有志職員とのミッシヨン等に係る集中

的議論などを実施した。



更なる収支改善に向けて、センター病院における診療科別の経営分析を行い、現状
把握とその対応等を検討した結果、外科系部門の強化に取り組むとともに、平成24

年度においてセンター全体で経営改善を開始 した。

O 法人の業務改善のための具体的なイニシアティプ 1実績 :○

を把握・分析し、評価している|          ・職員が業務で発揮した能力、適正、実績等を評価し、職員の給与に反映させるとと

i優T独基罪橋あ損‖r｀

 ‐
          | =[選石誓嶽あ高I喜苗乞巣属寿温濡腱馨皐晟」ぢ準姜量ζ異藉tt総 :。

(1)年俸制職員
年俸制を適用している副院長等については、評価対象となる職員が作成した値人

評価基礎資料に基づき、最終評価者が個,jにインタビューを実施し目標を定め実
行した。

(2)役職職員及び一般職員
役職職員及び-lt職員においては、平成 23年 6月 期及び 12月 期の業績手当に

反映させ、俳せて業績評価により平成 24年 1月 の昇給にっいても反映させた。

0 業務改善の取組を適切に講しているか。 (業務改善1実績 :○

の取組 :国民からの苦情 ,指摘についての分析・対応 |・ 患者満足度調査の実施及び病院内における「意見箱」の設置によりいただいた意見
、国民が疑念を抱くことのない開かれた法人運営、日1 指摘を参考として、アメニティーの向上、診療時間の改善、接遇の向上等業務改善 |

安箱等職員からの提案を受け付けるための仕組みの | に取り組んでいる。また、苦情等に対する改善事項については、院内掲示板により
構築、改善に取り組む職員を人事上評価しているか等1 取組状況を貼 り出し患者等への周知を行つている。
)(厚労省評価委評価の視点)

・職員からの提案を受け付ける取組については、センター運営を充実発展させること

を目的とし、センターで働く職員 (派遣・委託職員等を含む)からセンター運営や
ミッション達成に有意義な意見を幅広く聴取するため、各事業所に「提案鏑Jを設 |

置した。提案箱の設置に当たっては、全職員宛一斉メールにより周知を図った。

・人事評価については、業務で発揮した能力、適正、実績等を適正に評価し、その結

果を適正に給与等に反映する業績評価制度を平成22年度より導入し檄員の業務遂

行意欲の向上を図つている。

○ 国民のニーズとずれている事務・事業や、費用に対1実績 :〇

する効果が小さく継続する必要性の乏しい事務・事業 |・ 意見箱の設置による忠者、患者家族等からの意見・要望 .苦情や、提案箱の設置に
がないか等の検証を行い、その結果に基づき、見直し| よる職員からの意見について 「患者サービス推進委員会」「企画戦略会議」で報告
を図つているか。 (厚労省評価委評価の視点)  | し、具体的な対応策の検討、見直しを行っている。



参考資料

独立行政法人の自然災害等に関係するリスクヘの対応に関す
るアンケー ト調査 (厚生労働省所管法人回答)

I 調査研究部会 (3法人)

1 国立健康・栄養研究所
2労働安全衛生総合研究所
3医薬基盤研究所

Ⅱ 高度専門医療研究部会(6法人)

1 国立がん研究センター
2国立循環器病研究センター
3日立精神・神経医療研究センター
4日立国際医療研究センター
5日立成育医療研究センター
6国立長寿医療研究センター

肛 目立病院部会 (1法人)

国立病院機構

Ⅳ 医療・福祉部会 (3法人 )

1 医薬品医療機器総合機構
2福祉医療機構
3国立重度知的障害者総合施設のぞみの園

V労 働部会(4法人)

1労働者健康福祉機構
2勤労者退職金共済機構
3高齢 ,障害 r求職者雇用支援機構
4労働政策研究・研修機構

Ⅷ 年全部会 (2法人)

1年金積立金管理運用
2年金口健康保険福祉施設整理機構



｀ 別表1規程類の整備

法人名:独立行政法人国立値康・栄養研究所

別表2法 人の自発的取組

法人名:独立行政法人国立健康・栄養研究所

想定するリスタ

1対象とした自然災害毒

当該リスクヘの対応
(規程類の整備状況)

東日本大震災を契機とした見直し等
備考

有無 内容

:

法ズの役職員や法人
施設の利用者等の人
命・身体、施設・設備等
の資産の損失・被害

地震、水害、台風、
落雷、大規模テロ

厚生労働省戸山研
究庁舎全体の消防
計画(消防法第8条 )

見直し予定なし

震災前から大規模
地震災害等を想定
した取組を行ってい
る

法人の業務継続の困
難化

地震、水害、台風、
落雷、大規模テロ

今後、規程の策定に
向けた具体的な検討
を行う予定

業務上の必要性から使
用・保管する危険物等
の紛失・流失等

地震、水書、台風、
落雷、大規模テロ
(化学物質、放射性
物質)

有害化学物質安全
取扱規程 等

見直し予定なし

震災前から大規模
地震災害等を想定
した取組を行つてい
る

対象とした自然災害等の外部要因に起
因するリスク

法人の自発的な取組の内容 東日本人震災を契機にした
見直し等の内容

1
地震等による危険物の転例の際の
二次被害

危険物の容器の転倒防止のため、棚等を床や壁に金具で固定し
職員の安全確保に努めた。

(左欄と同じ)

2

地震等災害発生時における公共交
通機能麻痺による職員の帰宅困難
化

帰宅困難職員の発生、電気、ガス、水道等のインフラ停止に備
え、非常用食糧等の防災用品の備蓄を行つている。
また、台風等の災害が予測される場合は、早期帰宅を促し、職員
の安全確保に努めている。(特別休暇で対応)

(左欄と同じ)

3
停電発生に伴う実験設備の停止に
よる研究業務への影響

突然の停電が発生した場合に、温度管理が必要な実験設備が停
止しないよう、電力供給設備の二系統化や自動的に非常用バック
アップ電源に切り替えるシステムを導入している。

地震等による生態系への影響や人
間に対する健康被害を生じさせる可
能性のある実験動物、遺伝子組み
換え生物等の逃避

実験動物、遺伝子組み換え生物等を耐震性能が最も高い研究棟
に配置している。

-1-



別表1規程類の整備

法人名:独立行政法人労働安全衛生総合研究所

想定するリスク

1対象とした自然災客等

当該リスクヘの対応
(規程類の整備球況〕

東日本大震災を契機とした見直し等
備考

有無 内容

1

法人の役職員や法人
施設の利用者等の人
命・身体、施設・設備等
の資産の損失・被害

地震、台風
消防計画
(消防法第8条 )

見直し予定なし
研究所の立地場所
は津波及び水害の
リスクは無い。

2
法人の業務継続の困
難化 地震

今後、対応方針の明
確化等の検討を行う
予定

3

業務上の必要性から使
用・保管する危険物等
の紛失・2次災害の発
生

地震(化学物質等)

地震(実験動物)

関係法令の連守、自
主点検の徹底

見直し予定なし

別表2法 人の自発的取組

法人名:独立行政法人労働安全衛生総合研究所

対象とした自然災害等の外部要因に起
因するリスク

法人の自発的な取組の内容
東日本人震災を契機にした

見直し等の内容

1

地震等に伴う容器の破損等による
イヒ学品の混触危 F●t(発 火、有毒ガス
発生)。 実験室内における試菜等の
飛散、実験器具の破損等による人
的被害の発生

容器の破損等防止対策は、倒れないように薬品庫や薬品
箱に入れる他、実験台に置く時も薬品箱に置くように指導
している。これらについては、安全衛生委員会による職場
巡視、上司によるチェック等により管理を行つている。

(左欄と同じ)

地震特に伴う高F■ガス容器等の破
損、爆発等の危険

全てのガス容器をスタンドに置き、鎖で固定している。
全てのガス容器と減圧弁に番号を
付け、所在の確認方法を明確化し

た。

地震等による施設破損等による実
験動物の脱走

実験動物は、生態系への影響や人間に対する健康被害を
生じさせる可能性のあるものではないが、動物逃亡の予防
を中心とした次の対策を取っている。①棚置き型の飼育
ケージ、自動給水ケージは蓋がしつかり施されているかの
点検。②飼育室の入口にネズミ返し(ガード)の設置

左欄のうち、①飼青棚が水平移動
したが、棚上に置いた飼育ケージ
の落下などはなかつた。さらに、予
防のため、飼育棚にケージ落下防
止棒(飛び出し防止バー)を取り付
けた。②棚の底に付いている車輸
にできる限り、ストッ′く―をかけな
いようにする(ストッパーをかけるこ
とは地震時には倒れやすい)。 ③
棚の上部をワイヤで壁や天丼に固
定すること(今年度実施予定)等を
見直した。
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4

地震等大規模災害に伴う本部機能
の損壊等による機能不全。通信イン
フラ機能不全による職員の安否確
認困難化

従前から本部機能は清瀬地区に有するとともに、登戸地区
に於いても役員用等の部屋、機器等を設けてあり代書が
一部可能である。対策方針等を明確化して取組の改善を
図る。

5

地震年による法人の所有するサー
パの機能不全による業務継続の困
難化

地震によるサーパの機能不全を防止するため、業務上特
に重要なサーバは耐震床の上に設置している。

今回の震災では、左記以外のサー
バーの一部が故障したことを受
け、新たなタイプの機器への代書
を実施した。

6
地震発生時における公共交通機能
麻痺による職員の帰宅困難化

1●宅困難職員の発生及び水道等のライフライン停止に備
え、非常用食糧等の防災用品を備蓄している。 讐受暑硼

蓄状況を確認し

7
停電発生に伴う実験設備の停止に
よる研究業務への影響

研究業務への影響度が高いものについては、自動的に非
常用バックアップ電源に切り替えるシステムを備えている。

8
バンデミックに伴う業務継続の困難
化

新型インフルエンザ等の流行により、外務省の渡航規制の
対保となる国が発表され、当該対象国に出張中の職員が
帰国したときは、当骸新型インフルエンザ等の潜伏期間と
される日数について、出動停止 (特別休暇)を要請すること
にしている。

別表1規程類の整備

法人名:独立行政法人医薬基盤研究所

想定するリスク

1対象とした自然災害等

当該リスクヘの対応
(規程類の整備状況)

東日本大震災を契機とした見直し等
備考

有無 内容

1

法人の役職員や法人
施設の利用者等の人
命・身体、施設。設備等
の資産の損夫・被害

地震、風水害
消防計画(消防法第
364ヒ )

見し中又は今後
見直す予定

風水害への対策を今後追加予定

法人の業務継続の困
難化

地震、風水害
今後、規程の策定に
向けた具体的な検討
を行う予定

業務上の必要性から使
用・保管する危険物等
の紛失・流失等

地震、風水害 (イヒ学
物質、有機溶剤、
放射性物質 )

有害化学物質安全
取扱規程 等

見直し予定なし
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別表2法 人の自発的取組

法人名:独立行政法人医薬基盤研究所

別表1規程類の整備

法人名:独立行政法人国立がん研究センター

対象とした自然災害等の外部要因に起因するリスク 法人の自発的な取組の内容
東日本大霞災を契機にし

た
見直し等の内容

1
地震等災害発生による所内における窓ガラスの飛
散、書類保存棚等の転倒による人的被害の発生

窓ガラスに飛散防止フィルムを貼るとともに、書類保存棚等は
床や壁に金具で固定した。

(左欄と同じ)

地震等災害発生による実験室内における試薬等
の飛散、実験器具の破損等による人的被害の発
生

試薬保管棚等の転彗1防止のため床や壁に金具で固定した。ま
た、研究部門における日常的な試薬・実験機器の安全対策意
識を向するのため、年度当初の総合教育訓l練において周知し
ている。

地震に伴う容器の破損等による化学品の混触危
険(発火、有毒ガス発生)

混合することによつて発火したり有毒ガスを発生させたりする薬
品同士については、漏洩時にも混じり合うことがない位置に保
管するよう周知している。

4
停電発生に伴う実験設備の停止による研究業務
への影響

突然の停電が発生した場合に、温度管理が必要な実験設備が
停止しないよう、電力供給設備の二系統化や自動的に非常用
パックアップ電源に切り替えるシステムを導入している。

5
地震発生時における公共交通機能麻痺による職
員の帰宅困難化

帰宅困難職員の発生、電気、ガス、水道等のインフラ停止に備
え、非常用食糧、毛布、簡易トイレ等の防災用品の備蓄を行う
こととした。

(左欄と同じ)

想定するリスク

1対象とした自然災書等

当該リスクヘの対応
(規程類の整備状況)

東月本大震災を契機とした見直し等
備考

有無 内容

1

法人の役職員や法人
施設の利用者等の人
命・身体、施設・設備等
の資産の損失・被害

地震、風水害、テロ 防災管理規程
見し中又は今後
見直す予定

今後、津波も含めた規程の見直し
を行う予定。

法人の業務継続の困
難化

地震、津波、風水
害等

今後、規程の策定に
向けた具体的な検討
を行う予定

業務上の必要性から使
用・保管する危険物等
の紛失・流失等

地震 (毒・劇物) 防火管理規程
見し中又は今後
見直す予定

今後、津波も含めた規程の見直し
を行う予定。
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｀ 別表2法 人の自発的取組

法人名:独立行政法人国立がん研究センター

対彙とした自然災害等の外部要因に起
因するリスク 法人の自発的な取組の内容

東日本大震災を契機にした
見直し等の内容

1 津波に伴う人的・物的被害
センター内で津波警報が出た時点で、地下階の患者誘導班を設置
し、今後、津波選難訓1練を新たに実施する予定である。また、地下
階から患者を搬送する担架などの準備を行つた。

(左欄と同じ)

地震、津波等による法人の所有する
サーパの機能不全による業務盤続
の困難化

現在地下階にあるサーパの機能不全により実験データ等が失われ
業務継続に支障を来す場合に備え、今後、システム切り替えに伴
い上層階に移動させるための計画を進めている。

(左欄と同じ)

地震発生時における公共交通機能
麻痺による職員の帰宅困難化

1■宅困難職員の発生、電気、ガス、水道等のインフラ停止に備え、
非常用食糧、毛布、簡易トイレ等の防災用品の備蓄を行うこととし
た。

輸 ち鷺篠軽程毘見す
者と協定を締結し、災害時・緊急時の食

病院職員・患者用の非常用食料の
備蓄を従来の3日 分から5日分に
見直した。

4
地震等大規模災害発生後の通信イ
ンフラ機能不全による情報発信機能
の低下

携帯電話用サイト及びメーリングリストを整備した。
災害時等における診療体制の確保を図るため、医師等にPHSを
常時携帯させ、院外連絡体制の整備を図つた。

(左欄と同じ)

5 大規模災害全般について 大規模災害対応のマニュアルを見直し中である。 (左欄と同じ)

6 停電発生への対応

安定した電力確保を行うため、ガスによる常用発電機の増設によ
り、安定供給の確保を図る。
病院機能及び温度管理が必要な実験設備が停止しないよう、電力
供給の二重化や自動的に非常用バックアップ電源に切り替わるシ
ステムを導入予定。

(左欄と同じ)

7 患者情報のパックアップについて 電子カルテ更新により、患者情報(電子カルテ情報)のパックアップ
の外部委託化を予定。

(左欄と同じ)

8
地震に伴う医薬品容器・棚等の転
1到・落下破損等による被害

医薬品容器・棚等の転倒、落下防止対策を実施。 (左欄と同じ〉
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別表1規程類の整備

法人名:独立行政法人 国立循環器病研究センター

別表2法 人の自発的取組

法人名:独立行政法人 国立循環器病研究センター

想定するリスク

1 対象とした自然更害等
当該リスクヘの対応
(規程類の整備状況)

東日本大震災を契機とした見直し等
備考

有無 内容

:

法人の役職員や法人
施設の利用者等の人
命・身体、施設・設備等
の資産の損失・被害

地震、風水害、落雷
防火・防災管理規程
(消防法第8条第1

項及び第36条 )

見し中又は今後
見直す予定

ライフライン途絶に対する措置
の充実

2
法人の業務継続の困
難化

地震、風水害、落雷
今後、規程の策定
に向けた具体的な
検討を行う予定

業務上の必要性から使
用 '保管する危険物等
の紛失・流失等

地震 (化学物質、毒・劇
物、有機溶剤、放射性
物質)

安全衛生管理規
程、放射線障害予
防規程

対象とした自然災害等の外部要因に起
因するリスク

法人の自発的な取組の内容
東日本大震災を契機にした

見直し等の内容

1

地震に伴う容器の破損等による化
学品の混触危険(発火、有毒ガス発
生)

有機溶剤や特定化学物質などを使用する部屋として、壁が
厚く耐震性の高い部屋に共通薬品使用室を設置し、一元
的に廃液保管を行うことでリスクが分散化するのを防いで
いる。

2

地震による、生態系への影響や人
間に対する健康被害を生じさせる可
能性のある実験動物、遺伝子組み
換え生物、生体資料等の流失

実験動物及び遺伝子組み換え生物の飼育施設をそれぞ
れ建物の最上階及び最上階と直近下階に設け、出入りに
ついては使用者を特定したカードキーによるセキュリテイシ
ステムとしており、容易に外部に実験動物等が逃げ出せな
い仕組みとしている。

螢伊祓 鯰 ″
破損等による人的被害の発生

労働安全衛生コンサルタントによる施設内のラウンド調査
を実施し、地震等の際に転倒等の恐れがあると指摘された
薬品棚やキャビネット等について、金具固定書の地震等対
策整備を行つた。その後は、毎月、安全衛生委員による安
全パトロールにおいて必ず落下・転倒の危険性があるもの
をチエックし、必要の都度対策を講じている。

4

地震等大規模災害発生時の通信イ
ンフラ機能不全による施設内の部署
間連絡困難

電話交換機が故障し、施設内のPHSが使用できなくなった

場合に、無線機による連絡を可能としている。

5 大規模災害全般について 災害対応のマニュアルを作成し、各部署に備えている。
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バンデミックに伴う業務継続の困難
化

新型インフルエンザ等の流行により、外務省の渡航規制の
対象となる国が発表され、当骸対象国に出張中の職員が
帰国したときは、当該新型インフルエンザ等の潜伏期間と
される日数について、出勤停止 (特別体照)を要請すること
にしている。

7
地震等災害発生時の非常用自家発
電装置にかかる燃料確保困難

センターの運営機能を最低限維持するため、非常時に自
家発電装置を稼働させる装置を設置している。この装置を
稼働させるための燃料を3日間程度備蓄していたが、11
日間程度の燃料を保管することとした。

左lalの うち、灯油が長期間供給停
止した場合に備えた取組

8
地震等災害発生時の設備破壊によ
る機能不全

地震等によリインフラが破壊された場合を想定し、センター
の設備が賄える機能を調査し、予想される状況を職員へ周
知を行つた。また、センターが設置する設備の再点検を行
い、老朽化した部品等の交換を行い、稼働の信頼性を高
めた。

ライフラインが途絶した場合の対
応を周知し日常的な管理意識向上
を図り、関連設備の信頼度を高め
た取組

9
奨暑柔ぉ場瞥

診療業務及び研究 盤軍皐稀警    響盤♂
揚 、

｀
∬撃場t寧5始鮮蠍現猟

「翻 :f廼
力供給ができれヽため、伝瓢こ

別表1規種類の整備

法人名:独立行政法人国立精神・神経医療研究センター

想定するリスク

1対象とした自然災害等

当該リスクヘの対応
(規種類の整備状況)

東日本大震災を契機とした見直し等
備考

有無 内容

1

法人の役職員や法人
施設の利用者等の人
命・身体、施設・設備等
の資産の損失・被害

災害―般

独立行政法人国立
精神・神経医療研究
センター防災計画
(消防法第8条第 1

項、第36条 )

2
法人の業務継続の困
難化 災害一般

当該リスクヘの対応
方法等について検討
を行う予定

業務上の必要性から使
用・保管する危険物等
の紛失・流失等

地震等 (化学物質、
毒劇物、有機溶剤)

独立行政法人国立
精神・神経医療研究
センター安全衛生管
理規定及び同セン
ター神経研究所特殊
化学物質取扱及び
危害予防内規
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別表2法 人の自発的取組

法人名:独立行政法人国立精神・神経医療研究センター

法人の自発的な取組の内容
東日本大震災を契機にした

見直し等の内容対象とした自然災害等の外部要因に起

因するリスク

1 暑雛 鰍2糊身撮鴻
様への影響

弄楚編茜 繁要逸鰊
行つた。

2

地震に伴う容器の転倒、腋損等によ

鐸 f留糧翻蓼

鼎燿趙宗t蘇群濯‖薔督亀瞥墨ホ勝

菫 iL

I陽 鰍悪軸腹甜]計

易馨』鴨i斎量皇景怪脚 型言

賛鷲聯璧な2暫鶴
継続の困難化 菫昌:撃壁美書8格を営J[署ぜ署春Jhi夕

欠損等の事象
量鯖滸 訃

4

地震等大規模災害発生後のインフ
ラ機能不全による情報発信機能の
低下

通信インフラには、日立情報学研究所(Nl)が構築、運用してい

る情報通信ネットワークである学術情報ネットワーク(SINET)
を選択し接続している。              .

5
風水害に伴う危険物の流出、実験
動物の逸走等

羽蓑雷児聖話層轟幕潔黎:謝謄I寝鴇晨螂朝顎轟幕
上のために複数のパリア構造になっている。

6

地震等災害発生による実験室内に
おける試薬等の飛散、実験器具の
破損等による人的被害の発生

害酷2jttb祓鮮i繁霧言8晶

=緩
理

行つている。危険物等の在庫記録を保管し、管理を行つてい

る。

(左桐と同じ)

地震、津波による、生態系への影響
や人間に対する健康被害を生じさせ
る可能性のある実験動物、遺伝子
組み換え生物、生体資料等の流失

現硼 だ康爬馴島壻胴『写墜」多ゑ昔深貫捏轟学「躍1『
ツ

ラックヘ耐震金具を設置している。また、飼育室の出入り口に
は動物逸走防止のためにネズミ返しを設置しているが、設置状

態の点検を入退室毎に実施することを作業マニュアルに明IEし

研究員、飼育員に徹底している。飼育室毎に部屋を密閉する扉

ぶ謡 喜北毛∬

'm五

3鶴 馬 最ほ対 卯

亀 吉 石状見L物を含むモ

"口
助物 ■‐ てヽは、全て耐震性

お墓絵撃惚霞賢些霧E蝙戻与石よ鴻猶藁島蜂紺臨
各研究室で保管リストを作成し、厳重に管理している。

左欄のうち、耐震金具を徹底する取組
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・ 別表1規程類の整備

法人名 :日立国際医療研究センター

想定するリスク

1対象とした自然災害等

当畝リスクヘの対応
(規程類の整備状況)

東日本大震災を契機とした見直し等
備考

有無 内容

1

法人の役議員や法人
施設の利用者等の人
命。身体、施設・設備等
の資産の損失・被害

地震、風水害、大
規模テロ等

防災規程 (消防法第
36条 )に準ずる

その他
原子力事故の発生に伴う人的被
書に関する対応マニュアルを見直
した。            ・

2
法人の業務継続の困
難化

地震、風水害、バン
デミック

今後具体的な検討を
行う予定

業務上の必要性から使
用・保管する危険物等
の紛失・流失等

地震、風水害(毒・

劇物)
毒劇物取扱規程 見直し予定なし

別表2法 人の自発的取組

法人名:独立行政法人 国立国際医療研究センター

対象とした自然災害等の外部要因に起
国するリスク 法人の自発的な取組の内容

東日本大震災を契機にした
見直し等の内容

1

強震度地震による大型医療機器
(CT/MR1/PET/SPECT/LINAC
等々)の損傷に伴う放射線診断・治
療業務の遂行不能

各装置毎に災害時の機器点検マニュアルを見直し、予想さ
れる損傷・故障への対応策の再検討、及び画像配信方法
に付いても対応策を再検討した。

放射線画像に係わる大型医療機
器 (CT/MR1/PET/SPECT/日 NAC
等々)の機器点検マニュアルの見
直し、改訂。 メーカーヘの連絡方
法や装置使用の可否判断の明確
1ヒ。

2
災害時、スタッフヘの緊急連絡が携
帯電話の不通等で連絡手段がなく
連絡網が使用できなくなる。

スタッフ全員へ、災害用伝言ダイアル利用の周知徹底をし
た。 病院より住居が徒歩一時間以内の者は緊急時は速
やかに登院する旨を提言。

緊急連絡網を徒歩一時間以内、以
上との二通りに分け、通常連絡網
と災害時連絡網の二種に分類し
た。

3
災害時の長時間停電による放射線
診療業務の停止

長時間停電により、自家発電機能も使用できなくなつた場
合、オーダリングシステム全てが停止、または、全ての装
置が使用できなくなった場合、撮影から画像配信まで、す
べてパッテリー使用にて放射線診療が可能なシステム導
入の検討。

左欄と同じ

4
押し寄せる放射線被曝疑いの市民
へのサーベイ対応

放射能汚染が発生した場合、多数の被曝に不安を持つ市
民が殺到する事が予想され、昨年3/14～ ―週間程度の
間、実際に福島地方より避難されてきた42名の住民の
サーベイを放射線技師が行った。

被曝疑い患者への対応マニュア
ル、/AN的 対応記載用紙、地域住民
登録用紙等の準備。サーベイ手
順、記録、汚染物処理、そのlL対
応方法のマニュアル作成。

5 大事故災害発生時の対応について

「生存被害者の数、重傷度、種類または発生場所のため保
健医療サービスによる特別な準備が必要とされる事象」を
大事故災害と定義し、対応初動マニュアルを策定してい
る。また、年一回の災害訓練を実施している。

左欄と同じ
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6

地震に伴う建物の破損等の被害(建

築設備の被害を含む)及びそれに伴
う人的被害 (ガラス破損による負傷
等の直接的被害、または、家具 (医

療機器含む)の転lllや供給設備の
破断などにより医療活動の継続が
困難になったため入院患者の症状
が悪化するなどの間接的被害)

新中央棟(全病床801床中781床を収容するほか、救急
部門・外来部F月・手術部門・放射線診断部門・検査部門等
を配置)について、免震構造とすることで、大地震時の揺れ
を低減し、建物本体及び設備機器等の被害の軽減を回り、
ひいては人的被害の生じる可能性の低減、医療活動の継
続性の向上を図つている。

左欄と同じ

7
地震及びその他自然災害等が研究
所で発生した場合の対応について

火災・震災発生時の対応マニュアルを作成し、病原体等/

遺伝子組換え生物等などによる汚染の拡大等の防止など
に取り組んでいる。

左欄と同じ

8
バンデミックに伴う業務継続の困難

{し

新型インフルエンザ等の流行に伴う、インフルエンザ等の
潜伏期間とされている日数について、病院職員の出勤停
止等を要請している。

新型インフルエンザ等の流行により、感染の恐れがある患
者が来院した際に、医療従事者及び他の患者への感染を
防止するため新型インフルエンザ対応マニュアルを作成し
各部門へ配布した。

9 原子力事故の発生に伴う人的被害
福島第一原発の事故を契機に、放射線障害予防規程に基
づき策定している防災マニュアルに、被爆者の搬入を想定
したサーベイマニュアルを追加した。

サーベーシートを見直した。

地震等による毒劇物容器の破損

劇毒物保管庫は容器がぶつかつて破損しないようにプラス
チック仕切りがあるが、更に紙の仕切りを追加して破損防
止対策をした。また、混じつて有毒ガスが発生するものは
位置を離して保管した。

左欄と同じ

地震に伴う医薬品容器の落下破損
等による被害

医薬品容器の転倒、落下防上のため棚に落下防止lllの 設
置

停電発生に伴う薬剤部門システム
の停止による業務への影響 重要な機器類を安全に稼働するために保安電源の利用 無停電電源装置の設置による部

門システムの保護

停電発生に伴う診療業務の停上に
よる患者サービスヘの影響

放射線診療部門では、突然の停電が発生した場合でも直
ぐに電源が落ちないように装置保護のための無停電装置
の増設及び点検項目の見直しを行つた。

極力患者さんへの負担・不安を減
らせるようマニュアルの見直し

14
停電発生に伴う医療機器設備等の
停止による診療業務への影響

突然の停電が発生した場合に、診療業務への影響を最小
限に押さえられるよう、自家発電装置及び無停電電源設備
の増設を図る。

自家発電装置及び無停電電源設
備の新設工事を施工している。

インフルエンザ等の集団感染に伴う
業務継続の困難化

インフルエンザ等の流行により、患者食を提供する部Flの
職員が出勘停止となった場合の対応についてフローチャー
トを作成した。

地震、風水害等大規模災害発生に
伴う事業所〈建物・医療機器・備品
等)の損壊等に伴う機能不全

教室、講堂等の雨痛りや、外壁の修繕、実習室、実験室等
の医療機器について、今後早急に対応が見込まれるもの
のリストアップを行つた。

左欄と同様

17
地震、風水害発生時における公共
交通機能麻痺による職員・学生の帰
宅困難化

帰宅困難な職員及び学生の電気、水道等のインフラ停止
に備え、非常用の自家発電機の整備.水、食料の防災用
品の備書を行つた。

左欄と同様

18
地震等大規模災書発生時における
学籍管理システムの機能不全に業
務継続の困難化

サーパの機能不全により学生の学籍データ等が失われ業
務継続に支障を来す場合に備え、システムのクラウド化等
に管理する方式に変更する等の検討を行つている。

左欄と同様

-10-



・ 別表1規程類の整備

法人名:独立行政法人国立成育医療研究センター

別表2法 人の自発的取組

法人名:独立行政法人日立成育医療研究センター

想定するリスク

1対象とした自然災害ギ
当該リスクヘの対応
(規種類の整備状況 )

東日本大晨災を契機とした見直し等
備考

有無 内容

1

法人の役職員や法人
施設の利用者等の人
命・身体、施設・設備等
の資産の損失・被害

地震、風水害 防災規程 (消防法第
36条 )に準ずる 見直し済み 原子力事故による被害者の受入を

想定した応急対策を盛り込んだ。

2
法人の業務継続の困
難イヒ 地震、風水害

成育医療研究セン
ター災害対策マニュ
アルに従い対処

見直し済み
災害(地震)対応マニュアル第1版

を作成し、職員に周知を図った。

3
業務上の必要性から使
用・保管する危険物等
の紛失・流失等

地震 (化学物質、
毒・劇物)

病院案剤部や研究
所など、各部署ごと
の対応となっている

見し中又は今後
見直す予定

現状を調査中。

対象とした自
簡撃官

=段

〕
部要国に起 法人の自発的な取組の内容

東日本大震災を契機にした

見直し等の内容

1

D―MATの速やかな派遣が行えるか

どうか
震災後、D―MAT隊2チームを災害対策拠点地へ派遣した。 左欄と同じ

2
D―MATの速やかな派遣が行えるか

どうか
D―MATの 整備及び充実。 D―MAT整備WGで準備 をしている。

3
災害時の院内対策を統一して行え

るかどうか 後壽こビ ツ::墓羹 左欄と同じ

災害時に、迅速かつ適切な対応が

行えるかどうか 鰤 、
な鶴Ⅷ薯lお 左欄と同じ

5
災害時の医療活動の継続に関する

困難

情報管理及び診療業務補助の対策としてコージエネ(非常

用電源)を整備した。

コージェネ(非常用電源)の増設整

備を行つた。

6
災害時の医療活動の継続に関する

困難
無停電電源装置の稼働時間を延長処理した。 左欄と同じ

災害時の院内物品の落下のリスク
病棟内における転倒防止対策としてキヤビネット類の耐震

固定を行つた。
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8 トリアージを迅速に行えるかどうか 冒焉黎ζ]型発電『
報を明確化する為にトリアージ情報を

左欄と同じ

9 患者情報のパックアップについて wobサーバとメールサーバーを外部委言モ予定。 左欄と同じ

震災等による法人の所有するサー
パの機能不全による業務継続の困
難化 僣靭酵孵軍邑I召

=Fオ
蒲鼈考駆町

カルテ

地震に伴う容器の破損等によるイし
学品の混触危険 籠]庁モ蓄曹ポ璃逹晃鼎:撮り合うことが■位`割こ

左欄と同じ

大規模災害全般について 災害対策マニュアルを作成し、イントラネットで共有した。 左欄と同じ

別表1規種類の整備

法人名:独立行政法人国立長野医療研究センター

想定するリスク

1対象とした自然災害等

当骸リスクヘの対応
(規程類の整備状況)

東日本大震災を契機とした見直し等
備考

有無 内容

1

法人の役職員や法人
施設の利用者等の人
命・身体、施設・設備等
の資産の損失・被害

地震、風水害
防災規程 (消 防法第
36条 )

見直し済み

東海・南海。東南海地震の三運動
地震発生を想定した災害応急対策
を盛り込み震災後規程を見直し
た。また愛知県防災計画の変更に
伴い規程を見直す予定である。

当センターは三河
湾沿岸から1 5km近

く離れており、標高
が2341「あるた
め津波の被害は想
定していない。

2
法人の業務継続の困
難化

地震、風水害等 防災規程 (消防法第
36条 )

3
業務上の必要性から使
用・保管する危険物等
の紛失

地震、(化学物質、
毒・劇物 )

地震 (有機溶剤 )

地震、風水害〈放射
性物質 )

化学物費等管理業
務マニュアル (別表2
の3)

見し中又は今後
見直す予定
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｀
別表2法 人の自発的取組

法人名:独立行政法人国立長寿医療研究センター

対象とした自然災書等の外部要因に起
因するリスク 法人の自発的な取組の内容

東日本大震災を契機にした
見直し等の内容

1

地震に伴う容器の破損等による化
学品の混触危険〈発火、有毒ガス発
生)

地震により容器が破損等で混合することにより発火や有毒ガ
スを発生する薬品の保管方法を検討。

地震による、生態系への影響や人
間に対する健康被害を生じさせる可
能性のある実験動物、遺伝子組み
換え生物、生体資料等の紛失

実験動物を扱う実験菫は一個所に集中しているため、新動物
実験練の新築に合わせ分散化を検討。

3

地震等災害発生による実験室内に
おける試薬等の飛散、実験器具の
破損等による人的被害の発生

研究部門における試薬管理等マニュアルを作成。

4
3連動地震大規模災害に伴う事業
所の損壊等による機能不全

東南海大規模地震(震度6強 )を想定した場合の建物の被害と
出火を想定した副1練を実施。地震発生時の被災状況の把握、
入院患者の人命救助、初期消火をについて訓練を実施した。

東海・南海・東南海地の3運動震発生
を想定した防災訓線を平成23年度に
実施。震度6強の場合の建物の被害
を想定し、情報収集と事業継続の判断
決定をする訓練を平成23年 10月 に
実施した。

5

停電発生に伴う病院業務及び実験
設備の停止による研究業務への影
響

[R遭 僑 」 l馨凄 11者驚雷覇見爆翼奢基ξ篇 導
『置しており、外来棟については、ポイラーの燃料タンクと連結す

ることにより、最大3日 の燃料を確保。

左記に加え、今年度新築するパイォパ
ンク棟と新動物棟用に3日 間以上の電
源を供給出来る自家発電装置を設置
することとした。

6
地震発生時における公共交通機能
麻痺による職員の帰宅困難化 倶甥削轟製鏡臓熙 期昏馳,新

でいる。

左記に加え、帰宅困難職員の発生、電
気、ガス、水道等のインフラ停止に備
え、病院業務遂行のため病院職員用
の非常用食糧の備蓄等を検討するこ
ととした。

7
地震発生及び風水害による患者用
備書品について 景事二は 、弊 轟話赤幣糧野

フルーツ缶、お
高齢者の被災状況から、患者用の主
食については、乾バンからお粥等の高
齢者に合わせたものに見直しを行つ
た。患者用の飲料水の備蓄量を増や
し、3日 分を確保した。
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別表1規程類の整備

法人名:独立行政法人国立病院機構

別表2法 人の自発的取組

法人名:独立行政法人国立病院機構

想定するリスク

1対象とした自然災害等

当該リスクヘの対応
(規程類の整備状況)

東日本大震災を契機とした見直し等
備考

有無 内容

1

法人の役職員や法人
施設の利用者等の人
命・身体、施設・設備等
の資産の損失・被害

地震等

消防法等の関係法令
を連守し、適切に対応
している

個人情報保護管理要
領(第 24条 )

見直し予定なし

個人情報が紛失しな
いよう、耐震、防火、
防水等の措置を、情
報システムに設ける
ことを定めている。

法人の業務継続の困
難化 地震等

防災業務ll回 (災害対
策基本法第2条に基づ
き策定)に本部機能の
維持について規定

見直し中又は今後
見直す予定

災害対策本部の設置基準、本部使用
不能の場合の災害対策本部設置病
院について新たに規定する予定

大規模災吾発生時の
対応に係る本部内の
体市‖ミついて取り決め
を策定

見直し済み
大規模災害発生時の本部の体制に
ついて見直し

3

業務上の必要性から使
用・保管する危険物等
の紛失・流失等

地震等

双射E同位元累辱よ
る放射線障害の防止
にEHする法律等の関
係法令を連守し、適切
に管理している

4

ロカ■軍平n3■ における■が国の
平和と●立ュびに口及び口民φ安
全の確保にDIする法● (平 成十五
年六月十三日法I●常七十九■)"
6彙に定める指定公共機関として
の取組み

武力攻撃
独立行政法人国立病
院機構国民保護業務
訃□

見直し予定なし

災害対策基本法第2条
に基づく指定公共機関
としての取組

地震等 防災集務tt画
見直し中又は今後
見直す予定

拠点病院の見直し、初動医療班の編
成等、災害対応能力の充実

対象とした自然災害等の外部要因に起
因するリスク 法人の自発的な取組の内容 東日本人震災を契機にした

見直し等の内容

1 大規模災害発生時の対応 本ヽ部主催の研修として従来の「災害医療従事者研修」に
加え「初動医療班研修」の開催に向けた準備

・災害時の医療救韻活動として、被災
地に派遣する初動医療班の研修を実
施し、災害対応能力の充実を図るた
め、研修内容を検討

2

各病院との通信手段の確保

(東 日本大震災で電話通信が制限
され、病院との連絡が困難となつ

た)

・災害時優先電話等の設置

災書時優先電話を全施設に設置
情報集約や医療班の活動を円滑
にする必IIIから本部、災害拠
点病院及びDMATを有する病院
中心に衛星携帯電話を設置
防災lll練時に本部・プロック間で
衛里携帯電話を用いた通信」ll練

を実施

3 災害備書品の確保
・食料品、備品等の備蓄
・災害時に着用する法人名称入りのジャンパーの保有

500食分の食料品等を購入し、30
人規模の医療班の一週間分の
食料品を常時備書
毛布、寝袋の備書
作業用ズボン、靴の備蓄
など

災書時における職員の安否確認方
法について

・災害時に電話等が通信制限された場合における職員の
安否確認方法の導入

・携帯電話会社が提供する「災害用伝
言板」とHOSPnet(独立行政法人国立
病院機構総合情報ネットワークシステ
ム)を連携

※なお、東日本大量災においては、発災直後より、DMATによる災害急性期の医療活動を展開するとともに、切れ目のない医療支援活動
のため医療班を継続的に派遣し、被災地における診療を行う等、本部及び各プロック事務所と病院が連携して延べ約1万人日の職員を被
災地.被災地域外の避難所等に派遣した。
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・ 別表1規程類の整備

法人名:独立行政法人医薬品医療機器総合機構

想定するリスク

1対象とした自然災害年
当該リスクヘの対応
(規種類の整備状況)

東日本大震災を契機とした見直し等
備考

有無 内容

:

法人の役職員や法人
施設の利用者等の人
命。身体、施設。設備等
の資産の損失・被害

地震
災害時対応マニュア
ル(別表2の 1、 2)

見し中又は今後
見直す予定

震災を踏まえた災害時の連絡体制
や帰宅計画の見直し等

法人の業務継続の困
難化 新型インフルエンザ

独立行政法人医薬
品医療機器総合機
構の新型インフルエ
ンザ発生時における
業務継続計画(新型
インフルエンザ対策
行動計画)

見直し予定なし

3

業務上の必要性から使
用・保管する危険物等
の紛失・流失等

該当なし

|

|

別表2法 人の自発的取組

法人名:独立行政法人医薬品医療機器総合機構

対象とした自然災害等の外部要因に起
因するリスク

法人の自発的な取組の内容
東日本大震災を契機にした

見直し等の内容

1
地震発生時における公共交通機能
麻痺による職員の帰宅困難化

帰宅困難職員の発生、電気、水道等のインフラ停止に備
え、リト常用食糧、毛布等の防災用品の備蓄。

帰宅困難者対策を強化し、全従業
員の3日 分の食糧を備蓄すること
とした。

2

地震等大規模災害発生時の通信イ
ンフラ機能不全による職員の安否確
認困難

外出している職員や在宅時に発生した際の安否確認のた
めの、緊急連絡網の構築。

電話による連絡方法から、メール
やサポートサービスを利用した方
法に見直し。
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別表1規程類の整備

法人名:独立行政法人福祉医療機構

別表2法 人の 自発的取組

法人名:独立行政法人福祉医療機構

想定するリスク

1対象とした自然災害等

当該リスクヘの対応
(規程類の整備状況)

東日本大霰災を契機とした見直し等
備考

有無 内容

1

法人の役職員や法人
施設の利用者等の人
命・身体、施設・設備等
の資産の損失・被害

・地震、暴風雨、高
潮、洪水、大雨
・大規模テロ、バン
デミック(新型インフ
ルエンザ)

・本部災害防止細則
・リスク・危機管理基
本方針
・リスク対応計画
・事業継続計画
・消防計画

見直し済み
・事業継続計画に基づく職員の行
動マニュアルの見直し

2
法人の業務継続の困
難化

地震、パンデミック
(新型インフルエン

ザ )

・事業継続計画 見直し済み

下記事項の見直しを実施
・災害想定
・被災時における職員の行動マ
ニュアルをリニューアル
・避難場所の見直し
・データのパックアップ方法等の検
討

3

業務上の必要性から使
用・保管する危険物等
の紛失・流失等

該当なし

対象とした自然災害等の外部要因に起因
するリスク 法人の自発的な取組の内容 東日本大震災を契機にした

見直し等の内容

1 震災l_よる人的・物的被害

・消防計画及び事業維続計画等に基づく避難ヨ1線を実施してい
る。
・職員の安全確保及び被災時の非常用出口への安全確保の観
点から、事務所内にある書棚等の転倒防止措置を講じている。

・被災時における安全確保の観点
から職員にヘルメットを配布した。
・事業継続計画の被災時における
職員の行動のマニユアルを見直し
た。

2

地震、津波、原子力事故等の大規模災
害に伴う事業所の損壊等による機能不
全

・事務所が機能不全となつた場合は事業継続計画に定められた
とおり、緊急時対策チームによる施設・設備の破損調査や重要
書類の持ち出し等を実施するとともに.業務への影響度分析結
果を踏まえた優先経続業務を参集要員が実施する。

・事業継続計画の被害想定を見直
した
・大阪支店において被災した場合
を想定し、事業継続計画に追加し
た。

3

地震、津波等による法人の所有する
サーパの機能不全による業務継続の
困難化

・業務を安定的に運営する観点から、サーパの転倒防止措置及
びデータのパックアップを実施している。

・震災に強い外部データセンター
の活用を検討している。

4
地震等大規模災害発生時の通信イン
フラ機能不全による職員の安否確認困
難

・緊急時における連絡体制として連絡網を整備するとともに、連
絡を取る手段等における伝言ダイヤルの活用を周知している。

:被災時にメールが配信される外
部業者が運営する安否確認システ
ムの導入を検討している。

5

地震等大規模災害発生後の通信イン
フラ機能不全による情報発信機能の低
下

・衛星電話の導入を検討している。 (左欄と同じ)
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地震等大規模災害発生時、通信インフ
ラの回線制限に伴う支部・支所との連
絡困難

・衛星電話の導入を検討している。 (左欄と同じ)

大規模災害全般について

・本部災害防止細則及び消防計画を策定し、被災時の影響を
最小限にするように努めている。
・また、災害発生後については、リスク・危機管理基本方針に基
づき策定した事業継続計画に基づき行動することとしている。

(左欄と同じ)

8 バンデミックに伴う業務継続の困難化
・事業継続ll画に新型インフルエンザが発生した場合の行動を
示している。

(左欄と同じ)

別表1規種類の整備

法人名:独立行政法人日立重度知的障害者総合施設のぞみの回

想定する[ スク 当該リスクヘの対応
(規程類の整備状況)

東日本大震災を契機とした見直し等
備考対 ぶ とした 目然 災警

有 無 内容

1

法人の役職員や法人施
設の利用者等の人命・

身体、施設・設備等の
資産の損失・被害

災害一般 防災管理規則(消防
法第36条 )

見直し予定なし

2
法人の業務継続の困難
イじ 該当なし

3

業務上の必要性力ち使
用・保管する危険物等
の紛失・流失等

該当なし
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別表2法 人の自発的取組

法人名:独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの国

別表1規種類の整備

法人名:独立行政法人労働者健康福祉機構

対象とした自然災害等のタト部要因に起因するリスク 法人の自発的な取組の内容
東日本人震災を契機にした

見直し等の内容

1

東日本大震災による福島第1原子力発電所
事故により、1 0km圏内に所在する避難施設の
社会福祉法人友愛会を受入

独立行政法人日立重度知的障害者総合施設のぞみの回(以

下「のぞみの回」という。)は、東日本大震災による被災障害者
等の受入を厚生労働省に申し出ていたところ、福島第1原子カ
発電所から1 0km国 内に所在するため避難していた、社会福祉
法人友愛会 (知的障害者入所更生施設「光洋愛成□」等を運
営)が、法人全体で選難できる避難場所への移動を要望してい
たことから、厚生労働省において福島県及び群馬県と調整した
結果、平成23年4月 15日 に、のぞみの国に同法人全体の利
用者及び職員等を受け入れた。(平成24年7月 2'日現在 :利

用者70名 、職員34名を受入)

その後、現在に至るまで、約1年 4か月間の長きに亘り同法
人を受け入れ、支援を行つているところである。

2
東日本大震災による福島第1原子力発電所

事故により、福島県内外の他施設等へ避難し
ていた障害者施設へ職員を派遣し支援

のでみの園は、東日本大震災による被災障害者施設への職
員派遣を厚生労働省に申し出ていたところ、福島第1原子力発
電所事故により、福島県田村町や千葉県鴨川市に避難してい
た社会福祉法人福島県福祉事業協会(知的障害者・知的障害
児施設等を運営)からの要望に基づき、それぞれ職員を派遣
(平成23年 3月 24日 ～11月 22日 16組32名 )し 、利用者の
支援を行った。

想定するリスク

1対象とした自然災害等

当該リスクヘの対応
(規程類の整備状況 )

東日本大震災を契機とした見直し等
備考

有無 内容

1

法人の役職員や法
人施設の利用者等
の人命・身体、施
設・設備等の資産の
損失・被害

地震、暴風、豪雨、
豪雪、洪水、高潮及
び津波等

防災マニュアル(消

防法第36条 )

見し中又は今後
見直す予定

震災以前より、各施設において策定して
おり、定期的に点検し、補強措置を講ずる
など、随時マニユアルの見直しを行ってお
り、今後も引き続き必要に応じて見直しを
行つて行くこととしている。

2
法人の業務継続の
困難化

地震、暴風、豪雨、
豪雷、洪水、高潮及
び津波等

労災病院災害対策
要領 (別表2の 1～ 5)

見直し済み

平時の備えの明確化
通信手段等の進化、進歩に伴う整理
全国的支援等における本部の役割強化
災害対策本部の機能強化
津波対応マニュアルの追加

3

業務上の必要性か
ら使用 保ヽ管する危
険物等の紛失・流失
等

・地震、津波(毒築・

劇薬、毒物・劇物)

・地震、津波(放射
性物質)  ~
・津波(感染性廃棄
物)

放射性同位元素等
よる放射線障害の
防止に関する法律
等の関係法令を遵
守し、適切に管理し
ているところである
が、情報収集するこ
ととしたい。
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・  別表2法 人の自発的取組

法人名:独立行政法人労働者健康福祉機構

対象とした自然災害等の外部要因に起因するリスク 法人の自発的な取組の内容
東日本大震災を契機にした

見直し等の内容

1 自然災害等発生により病院機能に及ぼす被害
各労災病院において、自院が自然災害等により被災した場合

膜鵬 1ア
ルや津波マニ

量
アル等を策定し、病

左欄のうち、津波マニュア
ルを追加。

2
自然災害等発生に伴う通信インフラの回線制限
による各労災病院との連絡困難

盤 製 急[騎 糖 層鮮 留 雪 蘊 糧 島 、
トランシーバー、トランシーバー用充電器、公衆電話用小銭、
移動通信機能付きノートパソコン、移動通信機能付きプリンタ
等を設置。

左欄のうち、震災時の対応
等を踏まえて、衛星電話、
トランシー′ヽ一、トランシー
バー用充電器、移動通信
機能付きノートパソコン、移
動通信機能付きプリンタを
追加。

3
自然災害等発生に伴う公共交通機能麻痺による
職員の帰宅困難

帰宅困難職員の発生に備え、非常用食糧の備蓄を行うこととし
た。 (左欄と同じ)

4
自然災害等発生に伴うライフライン機能不全によ
る病院機能の低下 ≧普鋼雪皿£「

品を準備すると士編『繁編 亀3♂ 左欄のうち、非常用食糧の
備蓄を追加。

5
被災による負傷者受入等に伴う被災労災病院に
おける人的不足、医薬品・食糧品等の物的不足

祠
l  tt l

左欄のうち、機構本部から
の支援に当たつては、被災
地等の情報を的確に分析
し情報を発信するとともに、
医薬品供給支援に当たっ
ては、全国規模のネット
ワークを有する業者と連携
体制の構築に努めることを
追加。

6
撃暦臨 馨

薬品容器・岬等の転1到・落下破損

7
辱異曇失垢鯵貯

療機器設備等の停止による診

鼈 輻 鋏
震災後直ちに非常用自家
発電設備の総点検を行うと
ともに、起動用パッテリーを
更新するなど設備の緊急
稼働に備えた。
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停電発生に伴うサーバ停止による業務への影響 鵞鰤鐵鞠籾 秒 鼎著懸

9
自然災害等発生によるwebサ

「

バとメールサー
バに及ぼす被害

糧 軒 蘇 イ撃 者誦 薔 饉1誓勤 恥 鯖 製 31朧
域外の立地であることなど、自然災害による影響を最小限に抑
えるための条件を仕様に明確に記載し、それを満たすデータセ
ンターのホスティングサービスを利用することとした。

(左欄と同じ)

別表1規程類の整備

法人名:独立行政法人勤労者退職金共済機構

想定するリスク

1対 象とした自然災害尋

当該リスクヘの対応
(規程類の整備状況)

東日本大震災を契機とした見直し等
備考

有無 内容

1

法人の役職員や法人
施設の利用者等の人
命・身体、施設・設備等
の資産の損失・被害

地震等の自然災害
消防計画(消 防法第
8条 ) 見直し予定なし

2
法人の業務継続の困
難化

地震等の自然災害
当該リスクヘの対応
方につき検討中

3

業務上の必要性から使
用・保管する危険物等
の紛失・流失等

該当なし
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・ 別表2法 人の自発的取組

法人名:独立行政法人勤労者退職金共済機構

対象とした自然災害等の外部要因に起
因するリスク 法人の自発的な取組の内容 東日本大震災を契機にした

見直し等の内容

1 地震発生による人的被害 詐 (左欄と同じ)

2
地震発生時における公共交通機能
麻痺による職員の人的被害及び帰
宅困難化

躊騨臨銭卸恐鶏輩鶏離舗就 左欄のうち、防災用ヘルメットを職
員に配付した。

3
地震等による法人の所有する業務
用データの損失による業務継続の
困難化

関東日での局所的な地震等の自然災害による長期的なラ

悪     晨酵警壁ぜ詮七轟聯澤層
え`燿 (左桐と同じ)

別表1規程類の整備

法人名:独立行政法人高齢,障害・求職者雇用支援機構

想定するリスク

1対象とした自然災害等

当該リスクヘの対応
(規程類の整備状況)

東日本人晨災を契機とした見直し等
備考

有無 内容

1

法人の役職員や法人
施設の利用者等の人
命・身体、施設・設備等
の資産の損失・被害

地震、津波、風水
害

庁内管理規程 (消 防
法第8条・第36条 )

見直し済み

庁内管理規程に防火・防災管理者
の選任等、消防法第8条及び第3
6条に基づく防火・防災管理体制
の整備について、規定を盛り込ん
だ。

地震、津波、風水
害

雇用促進住宅に係る
管理運営業務委託
契約書

見直し予定なし

法人の業務継続の困
難化

地震、津波、風水
害等

今後、規程等の整備
に向けた検討を行う
予定

業務上の必要性から使
用・保管する危険物等
の紛失・流失等

該当なし
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別表2法人の自発的取組

法人名:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

別表1規程類の整備

法人名:独立行政法人労働政策研究・研修機構

対象とした自然災害等の外部要因に起因するリスク 法人の自発的な取組の内容
東日本大震災を契機にした

見直し等の内容

1
地震発生時における公共交通機能麻痺による
職員の帰宅困難化

帰宅困難職員の発生、電気、ガス、水道等のインフラ停止に備
え、非常用食糧、毛布等の防災用品の備書について見直すこ
ととした。           ′

また、消防計画に基づくJ帰宅困難者対策について、取扱いを
整備する予定としている。

(左欄と同じ)

2 自然災害全般について 外出している職員や在宅時に発生した際の安否確認のため、
改めて緊急連絡llBの 整備を行つた。

(左欄と同じ)

3 自然災害全般について

職業能力開発施設等においては、災害時における利用者及び
職員の安全確保、連絡体制等について措置がとれているの
か、現状を把握するため、防災の取組状況に係る点検表を作
成し、各施設において緊急点検を行つた。

(左欄と同じ)

4 自然災害全般について
継t熱 蹂 R眸 離 弾 理彎 捐 暑認 ユ鯖
能力開発施設等において、地域の状況を踏まえた施設防災マ
ニユアルを作成するよう指示した。また、作成したマニュアルを
活用し、よリー層効果的な避難副1線を実施することを併せて指
示した。

(左欄と同じ)

想定するリスク

1対象とした自然災害等

当該リスクヘの対応
(規種類の整備状況)

東日本大震災を契機とした見直し等
備考

有無 内容

1

法人の役職員や法人
施設の利用者等の人
命・身体、施設・設備等
の資産の損失・被害

地震等
消防ll画 (消防法第
8条 )等

見直し中又は今
後見直す予定

東日本大震災の教allを踏まえ、想
定するリスクをより明確に定義する
とともに、その対応についても具体
的・実効性のあるものに見直すこと
としており、防災マニュアル (仮称 )

の策定も含め、現在機構内で内容
の検討を行つているところ。

法人の業務継続の困
難化

地震等
消防計画 (消防法第
8条 )等

見直し中又は今
後見直す予定

東日本大震災の教]Jを踏まえ、想
定するリスクをより明確に定義する
とともに、その対応についても具体
的・実効性のあるものに見直すこと
としており、防災マニュアル(仮称)

の策定も含め、現在機構内で内容
の検討を行っているところ。

業務上の必要性から使
用・保管する危険物等
の紛失・流失等

地震等(PCB廃棄
物)

消防計画(消防法第
8条 )等

見直し中又は今
後見直す予定

東日本大震災の教訓を踏まえ、想
定するリスクをより明確に定積する
とともに、その対応についても具体
的・実効性のあるものに見直すこと
としており、防災マニュアル(仮称)

の策定も含め、現在機構内で内容
の検討を行っているところ。
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. 別表2法 人の自発的取組

法人名:独立行政法人労働政策研究・研修機構

対象とした自然災害等の外部要因に起
因するリスク 法人の自発的な取組の内容 東日本大醸災を契機にした

見直し等の内容

1 大規模災害全般について

既定の「消防計画」及び「緊急行動指針」について、東日本
大震災の教訓を踏まえ、想定するリスクをより明確に定義
するとともに、その対応についても具体的・実効性のあるも
のに見直すこととしており、防災マニュアル(仮称)の策定
も含め、現在機構内で内容の検討を行つているところ。

(左欄と同じ)

2

地震等大規模災害発生時の通信イ
ンフラ機能不全による職員の安否確
認困難

電話連絡を基本としつつ、不通の場合の備えとして、メー
ルやインターネット、専門業者によるサービスの導入等に
ついて検討中。

(左欄と同じ)

3業馨置柵 翁重菌轟楷能
帰宅困難職員の発生、電気、ガス、水道等のインフラ停止
に備え、非常用食糧、毛布、簡易トイレ等の防災用品の備
蓄を見直すとともに、一般の帰宅難民への支援のあり方に
ついても今後検討を行う予定。

(左欄と同じ)

別表1規程類の整備

法人名:独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構

想定するリスク

1対象とした自然災害等

当該リスクヘの対応
(規程類の整備状況)

東日本大震災を契機とした見直し等
備考

有無 内容

1

法人の役職員や法人
施設の利用者等の人
命・身体、施設・設備等
の資産の損失・被害

地震

当機構は小規模な
組織 (常勤役職員
25名 )であることか
ら、災害等の際は、
理事長等の陣頭指
揮により、機動的に
対応することとして
いる。

2
法人の業務継続の困
難化

地 震

3
業務上の必要性から使
用・保管する危険物等
の紛失・流失等

該当なし
業務において危険
物等は使用・保管し
ていない。
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811表 2法 人の自発的取組

法人名:独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構

別表1規程類の整備

法人名:年金積立金管理運用独立行政法人

対象とした自然災害等の外部要因に起
因するリスク 法人の自発的な取組の内容 東日本大震災を契機にした

見直し等の内容

1 地震等による重要文書の毀損・散逸
重要文書については、地震等による毀損・散逸が生じない
よう、専Flの外部倉庫へ保管を委託している。

想定するリスク

1対急とした自然災害等

当該リスクヘの対応
(規種類の整備状況)

東日本大震災を契機とした見直し等
備考

有無 内容

1

法人の役職員や法人
施設の利用者等の人
命・身体、施設・設備等
の資産の損失・披害

地震等 消防計画
(消防法第36条 )

見直し予定なし

2
法人の業務継続の困
難化 地震等

業務継続計画
(311表 2の 1～6) 震災後新規作成

業務上の必要性から使
用・保管する危険物等
の紛失・流失等

該当なし
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・  別表2法 人の 自発的取組

法人名:年金積立金管理運用独立行政法人

対象とした自然災書等の外部要因に起
因するリスク 法人の自発的な取組の内容 東日本大震災を契機にした

見直し等の内容

1

地震発生時における業務継続の困
難化 器穆昔温銹 雹ζたPが締齢

(左欄と同じ)

地震による法人の所有するサー
パーの機能不全による業務継続困
難化

共洸 臨 響 駈椒 写Fこhヽ

石
=セ

ζ馨轟 事:望轟
とから、パックアップデー(左欄と同じ)

3 襟馨言ま∫占ぶぎ8命彗畜灘惜
能生認撃曝縛義f鶴雅ブ〉瀧跳蘇ξ

実施。
(左欄と同じ)

4
地震発生時の通信インフラ機能不
全による役職員の安否確認困難

携帯メールを活用した「安否確認サービス」を導入すること
とした。 (左欄と同じ)

地震発生後の通信インフラ機能不
全による連絡困難

停電時直通外線電話を確保するとともに、衛星携帯電話
の配備に向けた準備を行うこととした。 (左欄と同じ)

6 地震時における負傷者発生 執務室の什器、OA機器等の転倒防止策を実施した。 (左欄と同じ)
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≪アンケー ト・記入要領≫

【用語の定義】 本アンケートにおいて用いる用語を、以下のとおり定義します。

自然災害等の外 とは

地震、津波、水害:台風、雪害、落雷等の自然災害、原子力事故、テロ、バンデミック等
※ 広域的あるいは大規模に発生する外的な物理的現象口事故・事件を対象とするもので、経済社
会的なものは含まない。

こ係る人命・財産・業務上のリスク とは

i) 法人の役職員や法人施設の利用者等の人命 口身体、施設・設備等の資産の損失・被害

il)法人の業務継続の困難化

ili)業務上の必要性から使用・保管する危険物等 (化学物質、有機溶剤、毒・劇物、高圧ガス、

放射性物質、病原体、実験動物等)の紛失・流失等 (※ )

※ 法人自身の取扱いに起因するものではなく、自然災害等による外的要因に起因する紛

失・流失等

のリスク

【アンケート1(別表 1)】 <規程類の整備>

間 1-1 貴法人では、自然災害等の外部要因に起因する法人に係る人命・財産・業務上のリスク 鰯J表

1       1の 1～ 3)のうちヽどのようなリスクを想定していますか。

,  ① 別表1の 1～ 3に、想定しているリスクがある (別表1の 1～ 3に各一つずつ)

⇒想定している各リスクについて、「対象とした自然災害等」の欄に、リスク発生の外部要因となる

自然災害等 伊 ノ を言己入し、間1-2にお進みください。

② 別表1の 1～ 3に、想定しているリスクは無い
⇒匝コにお進みください。

③ その他
⇒ 適宜様式にて、具体的にご回答願います。

※ 「備考J欄には、回答内容に関して付言すべき事項がある場合に記入してください。

問1-2 貴法人では、間1-1で回答した各リスクについて、何らかの対応をしていますか。「当該
リスクヘの対応 (規程類の整備状況)」 欄に、下記①、②に従い、必要事項を記入してください。

① 既に対応済みである          〕
⇒ 対応済みであるリスクそれぞれについて、その対応内容を盛り込んだ規程類 (複数ある場合は、
代表的なもの一つ)の名称 2猪 を記載し、間1-3にお進みください。

② ①以外の場合
⇒ 対応済みでないリスクそれぞれについて、「現在具体的な検討を行つている」、「今後具体的な
検討を行う予定」、「当該リスクヘの対応方につき検討中」、「今後も対応予定なし」など、当該
リスクヘの対応に関する現状を簡潔に記入してください。



間 1-3 前述司問 1-2の①で記入した規程類について、東日本大震災から得た教ヨ|に基づいた見直

し等を行つていますか。「東日本大震災を契機とした見直し等」の「有無」に、エクセルのド

ロップダウンリスト (見直し済み、震災後新規作成、見直し中又は今後見直す予定、見直し予

定なし、その他)から該当する項目を選択し、「内容」欄に、その具体的な見直し内容を記入

してください 欄 θ

□   <問 1-1～問 1-3の回答を終えましたら、回答して〈ださい>
貴法人において、法人に係る人命・財産・業務上のリスクではないが、自然災害等の外部要因に起

因するリスクヘの備えとして広域的な災害対策の一翼を担う機関としての取組 (災害対策基本法に基

づく指定公共機関としての取組等)を行つている場合、下記の例に従い、区分4の各欄に必要事項を

記入願います。

「想定するリスク」:○OOO法第△条に基づく指定公共機関としての取組 等

「対象とした自然災害等」:対象としている自然災害等の種類 アゼ彦亀

“

撃7

「当該リスクヘの対応 (規程類の整備状況)」 :規程類の名称のみ (「防災業務計画」等)

「東日本大震災の発生を契機とした見直し」:間 1-3に同じ

【アンケート2(別表2)】 <法人の自発的取組>

□  貴法人において、自然災害等の外部要因に起因する、法人に係る人命・財産・業務上のリスクとし

て、具体的に想定しているリスクに対する備えの取組 (注 1)の うち、法人の役職員の発意に基づく

自発的取組 (注 2)を行つていますか (今後実施予定を含む。)。

① 自発的取組を行つている。
⇒ 「対象とした自然災害等の外部要因に起因するリスク」欄に、具体的に想定されるリスクを記入

し、各リスクヘの対応として行つている (今後実施予定を含む)法人の自発的取組の内容を具体的

に記入願います。

また、記入した各取組内容について、東日本大震災を契機とした見直し等が行われている場合に

は、その見直し内容を「東日本大震災を契機にした見直し等の内容」欄に、簡潔に記入願います

燿イラ朝暉

② 自発的取組を行つていない。
⇒ これで、アンケートは終了です。

③ その他
⇒ 上記の回答によりがたい場合等は、適宜の様式にて回答願います。

(注1)防 災に関する規程類の整備、組織の整備、印練、物資・資材の蓄積・整備。点検、施設 。設備の整備・

点検等の災害予防や災害応急対策など

個2)範 囲は、次のとおり。

ゴ 法令や国等からの具体的な指示・要請に基づくものではなく、法人の役職員の発意に基づく法人の自発的

取組として行つている取組

D法令や国等からの具体的な指示・要請に基づくものではあるが、法人の役職員の発意に基づき、そこで求

められている以上の措置 (例えば基準の上乗せ、事項の付加など)を法人独自に講じている取組



【アンケート補足説明】

務燿 7(「対象とした自然災害等」欄の記入方法)

。「対象とした自然災害等」欄には、想定するリスクの発生要因となつた災害等について、例えば「地

震、津波、水害、台風、雪害、落雷等の自然災害」、「原子力事故J、 「武力攻撃」等と記入してくださ
い 。

・ 3に該当するリスクについては、例えば「地震 (ipl物)」 、「地震、津波、風水害等 (病原体、実験

動物)」、「武力攻撃 (放射性物質)」 等と、対象とする外的要因と危険物等を ( )書きで記載してく

ださい。
・  1～ 4を通じて、対象となる災害を特に限定していない場合は「災害一般」と記入してください。

燿2に業ングスクヘ0潮″ ノ

"フ
労選フ

。 法令に基づき作成 しているもの

マ 規程類の名称のほか、その根拠法令を ( )内に記入。

例 :「防災業務実施規程 (OOOO法第O条)」 等
。 国等の指導・要請に基づき作成しているもの

⇒ 規程類の名称のほか、何に基づくものか ( )内に記入。

例 :「OOOO計 画 (△△省からの指導))」 等
・ 法人の自発的取組によるもの

⇒ 法人の自発的取組について整理した別表 2の取組のうち、関係するものの番号を( )内に記入。

例 :「○000マ ニュアル (別表 2の 3, 5, 6)」 等

θ イη布多 ‐務確2晟レtオカリ

口「その他」の選択肢を選んだ場合、「内容」欄に具体的な状況について簡潔に記入願います。
・ 「震災後新規作成」の選択肢は、東日本大震災の発生後に、本規程類自体を新たに作成した場合を指

します。この場合、「内容」欄には、新たに作成した当該規程類の内容自体を簡潔に記入してくださ
い 。

線 シ

`篠
日本ス層発を契雅とιた見直 ι寺の内容』′鰍a諺几」弗″

・ 「法人の自発的取組内容」欄に記入された取組自体 (当該取組の全体)が、東日本大震災の発生を受

けて実施したものである場合は、「左欄と同じ」と記入してください。
・ 「法人の自発的取組内容」欄に記入された取組が、震災と直接関係のない外的要因への対応である場

合や、震災前から実施している取組で、震災後に特段の見直し等を行わなかつたものについては、記

入の必要はありません。

参 り %存 ′癖 秋 方ろ とιで考え夕

“

るののタ

1 自然災害等の外部要因に起因する、法人の役職員や法人施設の利用者等の人命。身体、施設・設備等
の資産の損失・被害の発生のリスクを想定して、これら損失`被害の未然防止、被害の拡大防止、災害



応急措置等に係る取組が規定されているもの (例えば、「防災業務実施規程」等)。

2 自然災害等の外部要因に起因する、法人の業務継続の困難化のリスクを想定して、非常時優先業務を

継続再開 。開始するための取組が規定されているもの (例えば、「業務継続計画」等)。

3 「外部要因に起因する危険物等の事故・事件対応」自然災害等の外部要因に起因する、業務上の必要

性から使用・保管する危険物等 (化学物質、有機溶剤、毒・劇物、高圧ガス、放射性物質、病原体、実

験動物等)の紛失・流失等のリスクを想定して、これら紛失・流失等の事故・事件への対応が規定され

ているもの (例えば、施設管理規程、安全衛生管理規程、放射線予防規程等)。

一 以_L―




